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　本報告書の内容は、研究会の見解を取りまとめたものであり、国際協力事業団の公式見解に
よるものではない。

　なお、国際協力事業団の事業形態（スキーム）について、2002年度からいくつかの形態をまと
めて「技術協力プロジェクト」という名称とすることになったが、従来の形態名称と混在すると
混乱を招く恐れがあることから、この報告書では「プロジェクト方式技術協力」等の従来通りの
名称を使用している。
　また、開発福祉支援、開発パートナー事業など、NGO 等と連携して事業を実施するものにつ
いても 2002年度から「草の根技術協力」とされたが、混乱を避けるためにこの報告書では従来通
りの名称を用いている。



序　　文

冷戦構造の崩壊やグローバリゼーションなどを背景とした昨今の世界の大きな流れの中で、世
界各地で民主化、自由化、市場経済化に向けての動きが着実に進展しています。民主的な体制は、
統治と開発への国民参加を促進すると同時に、国家からの政治的迫害や戦争や紛争、飢餓による
不安を国民から取り除き、国民が個々の資質を発揮できる環境を作り出すために不可欠な枠組み
であり、かつ国家の中長期的な安定と開発促進にとって重要な要素となっています。このような
認識の下、国際社会、特に開発途上国における民主化への動きを積極的に支援しようという気運
も高まっており、主要先進国首脳会議においても民主主義へのコミットメントや民主化への努力
に対する支持が確認されています。わが国も 1992年に閣議決定した政府開発援助大綱の中で「民
主化促進」を援助実施に関する原則の 1つとして位置づけています。

本調査研究ではこのような状況を踏まえ、開発途上国の民主化をどのように支援していくべき
かを検討致しました。具体的には民主化を「民主的な制度」「民主化を機能させるシステム（政府と
市民社会のガバナンス）」「民主化を支える社会・経済基盤」の 3つの構成要素からなると考え、こ
れらの 3つの側面から東アジア・東南アジア、南西アジア、中南米、アフリカの各地域における
民主化の現状と課題を分析し、今後の民主化支援のあり方を提案しています。地域別の分析を
行っているのは、地域によって民主化の歴史や現状、課題が異なるためです。さらに、同じ地域
でも国によって状況が異なるため、地域の中でも大きく国を類型化して、類型ごとにどのような
支援のニーズが高いかを検討致しました。また、民主化・ガバナンス支援の国際的な動向につい
て現状と課題を分析し、世界銀行等のドナーが中心となって進めているガバナンス指標検討の動
きについても紹介しています。

本調査研究では、このような地域別の分析と国際的な支援動向を踏まえ、今後の民主化支援の
あり方について提言を行い、今後取り組むべき課題を整理した上で民主化支援を行うにあたって
の考え方を整理しました。民主化・ガバナンスの定義はドナーや時代によって変わっていますが、
現在いずれのドナーにも共通する定義として、民主化・ガバナンスを「開発の成果を持続させるた
めに、政府と国民の双方において必要な仕組みと能力」と捉え、この定義に従って、国ごとに何が

「開発成果を持続させるための仕組みと能力」なのかを検討することが肝要です。また、民主化に
関する国の特性を把握する上では国を類型化して考えることが有効です。主な類型としては「復興
支援型（紛争後の復興期にある国）」「制度整備型（民主的制度の構築と改革を行っている国）」「ガバ
ナンス強化型（民主的制度はあるが十分に機能していない国）」「貧困対策重視型（貧困が深刻であ
り社会的安定と社会開発が最重要課題となっている国）」「紛争拡大・再発の予防支援型（国内紛争
が多発している国）」などが考えられます。今後取り組むべき課題としては、民主化・ガバナンス
分野での援助経験の蓄積と整理や途上国のマクロ的な民主化・ガバナンスの現状評価と開発成果
との関係の整理があります。このような経験や知見の蓄積から効果的な民主化支援のあり方につ
いてさらに検討を深めていく必要があります。

本調査研究の実施及び報告書の取りまとめにあたっては、拓殖大学国際開発学部の岩崎育夫教
授を座長とする研究会を設置し検討を重ねるとともに、研究会委員以外の有識者の方にもご示唆
を頂きました。本調査研究にご尽力いただいた関係者のご協力に対し心より感謝申し上げます。

本報告書が、民主化支援を効果的に実施していくための参考となれば幸いです。

2002年 3月

国 際 協 力 事 業 団
国際協力総合研修所

所長　加藤　圭一



座長緒言

本報告書は、2001年 9月～ 2002年 3月までの半年間、国際協力事業団により組織された「民主化

支援のあり方（基礎研究）」研究会の成果である。

民主化とは、非民主的な政治体制を民主主義体制へと変えること、あるいはそれに近づける努

力をすることであり、民主化支援とは、開発途上国が民主主義体制に近づこうとする努力を支援

することである。1990年代になると多くの開発途上国で民主化の進展がみられたが、これをもっ

て民主化の必要性が薄れたということはできない。非民主的体制の国がまだあるし、民主的体制

に移行した国でもそれがうまく機能しているとはいえないからである。

民主化の促進には当該国の主体的努力に加え、先進諸国や国際機関の支援も必要とされている。

本研究会の基本的立場は、「開発途上国の政治・経済・社会にとり民主主義体制が望ましいが、ま

だ民主化が不十分である、そのために、これまでの日本や欧米諸国や国際機関の民主化支援動向

を踏まえながら、開発途上国の政治状況や民主化の進捗状況に則して適切な民主化支援策を考え

てみる」ということにある。この基本的スタンスの下で、委員として開発途上国の政治を専門とす

る研究者や地域研究者、及び日本や欧米諸国や国際機関の民主化支援動向に関する専門家、そし

てタスクフォースとして実際に民主化支援に携わっている国際協力事業団職員が参加することで、

委員会の特徴をもたせた。研究会の進め方は、前半は、アジア、中南米、アフリカなど地域ごと

の政治構造や民主化の進捗状況について検討や議論を行い、これを受けて後半では、どのような

民主化支援が必要で望ましいのかについて集中的な議論を行った。

民主化は制度を整えればよいというものではなく、民主化を機能させるシステム（政府及び市民

社会のガバナンス）や民主化を支える社会・経済基盤があってはじめて意味のあるものになる。そ

のため、本研究会では民主化の構成要素を①民主的制度、②民主化を機能させるシステム、③民

主化を支える社会・経済基盤、と考え、これらの構成要素に基づいて民主化の現状と課題及び支

援策を検討した。その際、開発途上国の政治状況や経済状況、社会構造が地域や国ごとに違って

いるため、研究会では地域諸国をいくつかの指標を使って類型化し、それぞれの類型ごとに 3つ

の要素のうちでどれに重点や優先順位を置いたらよいか考えた。

現在、開発途上国は数多くの困難な問題を抱えており、政治安定、社会調和、経済発展に向け

た主体的努力や様々な支援がなされているが、いうまでもなく民主化支援はその 1つをなすもの

である。本研究会の我々の提言によって、開発途上国の民主化が一気に進み、社会調和や経済基

盤の強化も短期間で実現するとは考えないが、提言が開発途上国と、その支援に関わる様々な

人々の参考となり、かつ、その実現に向かう確かな一歩となれば幸いである。

2002年 3月

民主化支援のあり方（基礎研究）研究会
座長　岩崎　育夫



略　語　表
A ADB Asian Development Bank

APEC Asia Pacific Economic Cooperation

ASEAN Association of Southeast Asian Nations

ASDS Agricultural Sector Development Strategy

ASP Agricultural Sector Program

AU African Union

B BA Bureaucratic Authoritarianism

BHN Basic Human Needs

C CAS Country Assistance Strategy

CDF Comprehensive Development Framework

CG Consultative Group

CO Community Organization

CPI Corruption Perceptions Index

D DAC Development Assistance Committee

DDC District Development Committee

E EAC East African Community

EC European Commission

ECOWAS Economic Community of West African States

EDDI Education for Development and Democracy Initiative

EO Executive Outcomes

EPLF Eritrean People’s Liberation Front

EU European Union

F FEALAC Forum for East Asia and Latin America Cooperation

FTAA Free Trade Area of the Americas

G G8 Group of Eight

GAP Governance Action Plan

GDP Gross Domestic Product

GIS Geographic Information Systems

GNP Gross National Product

H HIPC Heavily Indebted Poor Country

I IBRD International Bank for Reconstruction and Development

ICRG International Country Risk Guide

IDA International Development Association

IDB Inter-American Development Bank

IGAD Intergovernmental Authority on Development

IGR Institutional and Governance Reviews

IMF International Monetary Fund

IT Information and Communication Technology

アジア開発銀行

アジア・太平洋経済協力閣僚会議

東南アジア諸国連合

農業分野開発戦略

農業セクタープログラム

アフリカ連合

官僚制権威主義体制

ベーシック・ヒューマン・ニーズ

世界銀行の国別援助戦略

包括的開発枠組み

支援国

地域組織

汚職・腐敗度指数

開発援助委員会

郡開発委員会

東アフリカ共同体

欧州委員会

西アフリカ諸国経済共同体

開発と民主化のための教育イニシアティブ

エグゼクティブ・アウトカムズ社

エリトリア人民解放戦線

欧州連合

東アジア・ラテン・アメリカ協力フォーラム

米州自由貿易地域

先進8ヵ国

統治実行計画

国内総生産

地理情報システム

国民総生産

重債務国

国際復興開発銀行

インターナショナル・カントリー・リスク・

ガイド社

国際開発協会

米州開発銀行

政府間開発機構

組織制度的状況の分析

国際通貨基金

情報通信技術



J JBIC Japan Bank for International Cooperation

JICA Japan International Cooperation Agency

K KANU Kenya African National Union

L LGP Local governance Program

LLDC Least among Less Developed Country

LTTE The Liberation Tigers of Tamil Eelam

M MTEF Mid-Term Expenditure Framework

N NAFTA North American Free Trade Agreement

NAI New African Initiative

NEPAD The New Partnership for Africa’s Development

NGO Non-Governmental Organization

NORAD Norwegian Agency for Development Cooperation

NPO Non Profit Organization

O OAS Organization of American States

OAU Organization of African Unity

ODA Official Development Assistance

OECD Organization for Economic Co-operation and Development

P PDD Partnership for Democratic Development Initiative

PDDP Participatory District Development Programme

PDF Pakistan Development Forum

PER Public Expenditure Reviews

PKF Peace-Keeping Force

PKO Peace-Keeping Operations

PRI Partido Revolucionario Institucional

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper

R RAA Refugee Affected Area

RDS The Rural Development Strategy

S SADC Southern African Development Community

SLFP Sri Lankan Freedom Party

SP Sector Program

T TICAD II Tokyo International Conference on African Development II

U UCM Union Coordinating Meeting

UDC Union Development Center

UNDP United Nations Development Programme

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor

USAID The United States Agency for International Development

V VDC Village Development Committee

国際協力銀行

国際協力事業団

ケニア・アフリカ全国同盟

地方ガバナンスプログラム

後発開発途上国

タミル・イーラム解放の虎

中期支出枠組書

北米自由貿易協定

新アフリカ・イニシアティブ

アフリカ開発のための新パートナーシップ

非政府組織

ノールウェー開発協力庁

非政府組織

米州機構

アフリカ統一機構

政府開発援助

経済協力開発機構

民主的発展のためのパートナーシップ・イ

ニシアティブ

参加型地域開発プログラム

パキスタン開発フォーラム

公共支出レビュー

国連平和維持軍

国連平和維持活動

制度的革命党

貧困削減戦略ペーパー

難民受入地域

地方開発戦略

南部アフリカ開発共同体

スリ・ランカ自由党

セクタープログラム

第2回東京アフリカ開発会議

ユニオン連絡調整会議

ユニオン活性化センター

国連開発計画

国連難民高等弁務官事務所

国連東ティモール暫定統治機構

米国国際開発庁

村落開発委員会



目　　　次

序文

座長緒言

略語表

目次

調査研究の概要 ..................................................................................................................................................................... i

委員・タスクフォース一覧 ................................................................................................................................................. iii

第1章 民主化を考える枠組み .................................................................................................................（岩崎育夫） 1

1－ 1 なぜ民主化なのか ................................................................................................................................................. 1

1－ 1－ 1 開発途上国における民主化の動き ......................................................................................................... 1

1－ 1－ 2 民主化の目的 ............................................................................................................................................. 1

1－ 1－ 3 民主化の必要性 ......................................................................................................................................... 2

1－ 2 民主化の3つの構成要素 ..................................................................................................................................... 3

1－ 2－ 1 民主的な制度 ............................................................................................................................................. 3

1－ 2－ 2 民主化を機能させるシステム ................................................................................................................. 3

1－ 2－ 3 民主化を支える社会・経済基盤 ............................................................................................................. 5

1－ 3 地域別の民主化の現状・特徴・課題 ................................................................................................................. 5

1－ 3－ 1 東アジア、東南アジア ............................................................................................................................. 6

1－ 3－ 2 南西アジア ................................................................................................................................................. 6

1－ 3－ 3 中南米 ......................................................................................................................................................... 7

1－ 3－ 4 アフリカ ..................................................................................................................................................... 7

1－ 4 どのような民主化支援策が望ましいのか ......................................................................................................... 8

第2章　東アジア、東南アジアにおける民主化の現状と支援のあり方 ..................................................... 11

2－ 1 民主化の歴史的背景・現状 .............................................................................................................（甲斐信好） 11

2－ 2 東アジア、東南アジアの民主主義の特徴と課題 .........................................................................（甲斐信好） 11

2－ 2－ 1 民主的な制度 ............................................................................................................................................. 11

2－ 2－ 2 民主化を機能させるシステム ................................................................................................................. 13

2－ 2－ 3 民主化を支える社会・経済基盤と類型化 ............................................................................................. 14

2－ 3 わが国の支援動向 .........................................................................................................（長縄真吾、寺本匡俊） 14

2－ 3－ 1 わが国の民主化支援の方針 ..................................................................................................................... 14

2－ 3－ 2 JICAにおける民主化支援の位置づけ.................................................................................................... 15

2－ 3－ 3 民主化支援の特徴的な協力動向 ............................................................................................................. 16

2－ 4 今後の支援のあり方 .........................................................................................................................（甲斐信好） 18

2－ 5 民主化支援における留意点 .............................................................................................................（甲斐信好） 20

第3章　南西アジアにおける民主化の現状と支援のあり方 ............................................................................ 21

3－ 1　民主化の歴史的背景・現況 ...............................................................................................................（広瀬崇子） 21

3－ 1－ 1 重層型多元国家：インド ......................................................................................................................... 21

3－ 1－ 2 多数派支配型国家：パキスタン ............................................................................................................. 21

3－ 1－ 3 単一民族国家：バングラデシュ ............................................................................................................. 22



3－ 1－ 4 強力な少数民族の挑戦を受ける国家：スリ・ランカ ......................................................................... 22

3－ 1－ 5 地域拡散型国家：ネパール ..................................................................................................................... 23

3－ 2 民主化の特徴と課題 .........................................................................................................................（広瀬崇子） 23

3－ 2－ 1 民主的な制度 ............................................................................................................................................. 23

3－ 2－ 2 民主化を機能させるシステム ................................................................................................................. 23

3－ 2－ 3 民主化を支える社会・経済基盤 ............................................................................................................. 25

3－ 2－ 4 今後に向けて ............................................................................................................................................. 26

3－ 3 わが国の支援動向 .............................................................................................................................（岩上憲三） 26

3－ 3－ 1 わが国の民主化支援の方針 ..................................................................................................................... 26

3－ 3－ 2 わが国の民主化支援の取り組み ............................................................................................................. 27

3－ 4 今後の支援のあり方 .........................................................................................................................（岩上憲三） 30

3－ 5 民主化支援における留意点 .............................................................................................................（岩上憲三） 30

3－ 5－ 1 貧困削減に資する支援の展開 ................................................................................................................. 30

3－ 5－ 2 各セクターとの関係 ................................................................................................................................. 30

3－ 5－ 3 資金協力との連携 ..................................................................................................................................... 30

第4章　中南米における民主化の現状と支援のあり方 ..................................................................................... 32

4－ 1 民主化の歴史的背景・現況 .........................................................................................................（遅野井茂雄） 32

4－ 1－ 1 現況 ............................................................................................................................................................. 32

4－ 1－ 2 歴史的背景 ................................................................................................................................................. 32

4－ 2 中南米における民主主義の特徴と課題 .....................................................................................（遅野井茂雄） 35

4－ 2－ 1 民主的な制度 ............................................................................................................................................. 36

4－ 2－ 2 民主化を機能させるシステム ................................................................................................................. 37

4－ 2－ 3 民主主義の特徴と課題 ............................................................................................................................. 41

4－ 3 わが国の支援動向 .................................................................................................（遅野井茂雄、秋山慎太郎） 44

4－ 3－ 1 わが国の民主化支援の方針 ..................................................................................................................... 44

4－ 3－ 2 わが国政府による協力 ............................................................................................................................. 44

4－ 3－ 3 JICAの民主化支援の取り組み ................................................................................................................ 45

4－ 3－ 4 JICAの協力事例 ........................................................................................................................................ 45

4－ 4 今後の支援のあり方 .............................................................................................（遅野井茂雄、秋山慎太郎） 47

4－ 5 民主化支援における留意点 .................................................................................（遅野井茂雄、秋山慎太郎） 51

4－ 5－ 1 長い民主化の経験 ..................................................................................................................................... 51

4－ 5－ 2 民主制度の刷新、「開かれた制度化」..................................................................................................... 51

4－ 5－ 3 野党への政権交代 ..................................................................................................................................... 51

4－ 5－ 4 地域機関や多ドナーとの連携 ................................................................................................................. 51

4－ 5－ 5 対等のパートナーとして ......................................................................................................................... 51

第5章　アフリカにおける民主化の現状と支援のあり方 ................................................................................. 52

5－ 1 民主化の歴史的背景・現況 .............................................................................................................（落合雄彦） 52

5－ 1－ 1 第一期（1950年代後半～1960年代前半）.............................................................................................. 52

5－ 1－ 2 第二期（1970年代後半～1980年代前半）.............................................................................................. 52

5－ 1－ 3 第三期（1989年以降）................................................................................................................................ 53

5－ 1－ 4 民主化を促した諸要因 ............................................................................................................................. 54



5－ 2 アフリカにおける民主主義の特徴と課題 .....................................................................................（落合雄彦） 54

5－ 2－ 1 民主的な制度 ............................................................................................................................................. 54

5－ 2－ 2 民主化を機能させるシステム ................................................................................................................. 58

5－ 2－ 3 民主化を支える社会・経済基盤 ............................................................................................................. 60

5－ 2－ 4 小括 ............................................................................................................................................................. 62

5－ 3 わが国の支援動向 .............................................................................................................（川村康予、関智宏） 62

5－ 3－ 1 わが国の民主化支援の方針 ..................................................................................................................... 62

5－ 3－ 2 わが国・JICAの民主化支援の取り組み ................................................................................................ 62

5－ 3－ 3 JICA協力実績 ............................................................................................................................................ 63

5－ 3－ 4 小括 ............................................................................................................................................................. 66

5－ 4 今後の支援のあり方 .........................................................................................................................（落合雄彦） 66

5－ 5 民主化支援における留意点 .............................................................................................（川村康予、関智宏） 68

5－ 5－ 1 民族問題への配慮 ..................................................................................................................................... 68

5－ 5－ 2 「協調型支援」への対応............................................................................................................................. 68

5－ 5－ 3 地方分権化の進展状況の把握 ................................................................................................................. 68

5－ 5－ 4 援助の予測性の改善 ................................................................................................................................. 68

5－ 5－ 5 LLDCへの配慮 .......................................................................................................................................... 68

5－ 5－ 6 平和配慮 ..................................................................................................................................................... 68

第6章　ガバナンスを軸にした民主化支援動向 ...............................................................................（桑島京子） 70

6－ 1 開発援助における民主主義やガバナンスの位置づけ ..................................................................................... 70

6－ 1－ 1 開発援助委員会（DAC）における民主主義やガバナンスの位置づけ................................................ 70

6－ 1－ 2 開発援助において民主化・ガバナンスが重視されるようになった主たる背景要因 ..................... 71

6－ 2 ドナーの民主化支援動向 ..................................................................................................................................... 72

6－ 2－ 1　援助供与の前提条件としての民主化支援（間接的支援）の動向 ........................................................... 72

6－ 2－ 2 民主化の推進・ガバナンス改善のための民主化支援（直接的支援）の動向 .................................... 74

6－ 2－ 3 民主化支援の課題と展望 ......................................................................................................................... 82

6－ 3 ガバナンス指標検討の動き ................................................................................................................................. 82

6－ 3－ 1 第一世代指標から第二世代指標の検討へ ............................................................................................. 82

6－ 3－ 2 第二世代指標の概念と特徴 ..................................................................................................................... 86

第7章 今後の民主化支援のあり方について　－民主化支援に関するJICA事業への提言 ............... 90

7－ 1　JICAの民主化支援のあり方について ..............................................................................................（桑島京子） 90

7－ 1－ 1 開発援助のなかで、民主化支援をどう捉えるか ................................................................................. 90

7－ 1－ 2 民主化支援の基本的考え方 ..................................................................................................................... 91

7－ 2　今後に向けた民主化支援の課題 ........................................................................................................................... 94

7－ 2－ 1 民主化支援をさらに推進する上で検討すべき課題 .........................................................（桑島京子） 94

7－ 2－ 2 民主化支援経験の蓄積のための方策の検討 .................................................（桑島京子、佐原隆幸） 95

付録 1 JICAにおける民主化支援関連の協力プログラム ............................................................................... 98

2 JICAにおける民主化関連の主な支援実績 ............................................................................................. 107

参考文献リスト .................................................................................................................................................................... 111



＜図リスト＞

図1－1 民主化支援のあり方　分析の枠組み ............................................................................................................. 4

図 1－ 2 民主化の3つの構成要素の関係 ..................................................................................................................... 5

図 5－ 1 アフリカ諸国における大統領・国政選挙実施回数の推移（1960年代～1990年代）.............................. 56

図 6－ 1 ガバナンスの二つの側面 ................................................................................................................................. 86

図 6－ 2 チェック・アンド・バランスによる行政の説明責任の改善 ..................................................................... 87

図 6－ 3 ガバナンス指標と開発目標達成との因果関係 ............................................................................................. 87

＜表リスト＞

表2－1 東アジア、東南アジアの政治制度 ................................................................................................................. 12

表 2－ 2 東アジア、東南アジアの経済発展 ................................................................................................................. 13

表 2－ 3 東アジア、東南アジアのCPI .......................................................................................................................... 14

表 2－ 4 東アジア、東南アジアの中等・高等教育の総就学率（1996年）................................................................ 14

表 2－ 5 JICAにおける民主化支援プログラム（東アジア、東南アジア）............................................................... 16

表 2－ 6 東アジア、東南アジアにおける民主化を機能させるシステムと社会・経済基盤 ................................. 18

表 3－ 1 国家開発計画とJICAにおける民主化支援プログラム（南西アジア）....................................................... 27

表 3－ 2 類型化による民主化支援策（南西アジア）..................................................................................................... 31

表 4－ 1 ラテン・アメリカ：各国別の民主主義指数と民主主義に対する満足度 ................................................. 37

表 4－ 2 ラテン・アメリカ：制度に対する信頼感 ..................................................................................................... 38

表 4－ 3 中南米地域：民主化支援における類型化一覧 ............................................................................................. 49

表 4－ 4 中南米地域：類型別の協力一覧表 ................................................................................................................. 50

表 5－ 1 アフリカ諸国の政治制度比較 ......................................................................................................................... 53

表 5－ 2 アフリカにおける成功したクーデタ数の推移（1960年代～1990年代）.................................................. 55

表 5－ 3 JICAにおける民主化支援プログラム（アフリカ）....................................................................................... 64

表 5－ 4 アフリカに対する民主化支援の類型化 ......................................................................................................... 69

表 6－ 1 主要ドナーが援助供与に際して重視する要素 ............................................................................................. 73

表 6－ 2 Government and Civil Society分野のドナー別援助動向（1980～ 2000年）................................................. 75

表 6－ 3 Government and Civil Society分野の二国間（DAC諸国）地域別援助額（コミットメント・ベース）

（1990～ 2000年）............................................................................................................................................... 75

表 6－ 4 Government and Civil Society分野の多国間地域別援助額（コミットメント・ベース）

（1990～ 2000年）............................................................................................................................................... 76

表 6－ 5 Government and Civil Society分野の細目別援助額（コミットメント・ベース）（1999年）...................... 76

表 6－ 6 主要ドナーによるガバナンス支援の内容と範囲 ......................................................................................... 84

表 6－ 7 DACで検討されているガバナンス主要指標の事例 .................................................................................... 89

＜Boxリスト＞

Box2－ 1 国家開発計画における民主化・ガバナンスの位置づけ ............................................................................. 15

Box2－ 2 協力事例1：インドネシア地方行政能力向上プログラム .......................................................................... 17

Box2－ 3 協力事例2：ヴィエトナム重要政策中枢支援「法整備支援」...................................................................... 17

Box2－ 4 協力事例3：ヴィエトナム開発パートナー事業「北部山岳地域識字教育振興計画」.............................. 17

Box3－ 1 協力事例1：パキスタン民主化支援 .............................................................................................................. 29

Box3－ 2 協力事例2：バングラデシュ住民参加型農村開発行政支援計画 .............................................................. 29

Box4－ 1 警察に対するブラジルの貧困区住民の声 ..................................................................................................... 38



Box4－ 2 議員や役人に対するエクアドルの住民の声 ................................................................................................. 39

Box4－ 3 ボリヴィアの大衆参加 ..................................................................................................................................... 43

Box4－ 4 協力事例1：エル・サルヴァドル .................................................................................................................. 46

Box4－ 5 協力事例2：ペルー .......................................................................................................................................... 46

Box4－ 6 協力事例3：ボリヴィア .................................................................................................................................. 47

Box4－ 7 協力事例4：パラグァイ .................................................................................................................................. 47

Box4－ 8 協力事例5：チリ .............................................................................................................................................. 47

Box5－ 1 減少傾向を示すクーデタ ................................................................................................................................. 55

Box5－ 2 象牙海岸の選挙を巡る国家指導者の権力濫用 ............................................................................................. 57

Box5－ 3 アフリカ紛争の「プライバタイゼーション」................................................................................................. 61

Box5－ 4 ケニアにおける住民抗争 ................................................................................................................................. 61

Box5－ 5 協力事例1： タンザニアセクタープログラム開発調査 ............................................................................. 65

Box5－ 6 協力事例2： 民主化セミナー ......................................................................................................................... 65

Box5－ 7 協力事例3： 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との連携による難民受入地域復興開発支援

プロジェクト形成調査 ............................................................................................................. 65

Box6－ 1 世界銀行 ............................................................................................................................................................. 77

Box6－ 2 UNDP .................................................................................................................................................................. 78

Box6－ 3 UNDPによる地方分権化支援の例 ................................................................................................................. 79

Box6－ 4 USAID ................................................................................................................................................................. 80

Box6－ 5 USAIDによる電子化支援の例 ........................................................................................................................ 80

Box6－ 6 日本 ..................................................................................................................................................................... 81

Box6－ 7 1990年代までの民主化支援の課題と教訓 .................................................................................................... 83

Box6－ 8 日本の援助のなかで留意すべきと思われる事項 ......................................................................................... 83

Box7－ 1 効果的なアプローチや支援事例の蓄積のための方策〈試案〉..................................................................... 96



i

調査研究の概要

1. 調査研究の背景と目的

冷戦構造の崩壊に伴い、世界各地で民主化、自由化、市場経済化に向けての動きが着実に進展している。民主主義

の基盤強化は、統治と開発への国民参加を促すと共に、人権の擁護・促進につながり、国家の中長期的な安定と開発

促進にとって極めて重要な要素となっている。こうした中、国際社会においては特に開発途上国における民主化への

動きを積極的に支援していく気運が高まっており、主要先進国首脳会議（G8サミット）においても民主主義へのコミッ

トメントや民主化への努力に対する支持が確認されている。

わが国も従来よりODAを通じて開発途上国の民主化や市場経済化の動きを積極的に支援してきており、その基本的

考え方を1992年に閣議決定した政府開発援助大綱（通称ODA大綱）の中でも明らかにしている。しかしながらわが国

の取り組みは、1970年代から民主化に対応するための援助のあり方についてガイドラインを策定し、官民一体となっ

て民主的ガバナンスに取り組んできた米国や北欧諸国などに比較して十分とはいいがたく、民主化を重要課題と認識

しているものの、どのように民主化支援を実施していくかについては模索中である。

そのため、本調査研究では民主化に関する途上国の現状と課題を分析し、国際協力事業団（Japan International Coop-

eration Agency: JICA）を中心としたわが国の民主化に関する協力実績及び国際的な民主化支援の動向を把握した上で、

今後のわが国の民主化支援のあり方について提言を行うことを目的とした。

2. 報告書構成

本研究会では、途上国の民主化の現状を検討するにあたり、わが国の協力実績の多い東アジア、東南アジア、南西

アジア、中南米、アフリカの各地域を分析の対象とした。各地域ごとに民主化の観点から見た特徴をとらえ、どのよ

うな支援が望ましいかを検討している。さらに国際的な民主化支援の動向も分析し、今後の支援に向けた提言を行っ

ている。報告書構成は以下の通りである。

「第1章　民主化を考える枠組み」は本報告書の総論部分であり、本研究会の民主化支援の考え方を整理している。こ

の章では、まず、なぜ民主化が必要なのかを述べ、次いで本研究会で考える「民主化」について考え方を説明している。

本研究会では民主化の目的を「政治的自由などの基本的人権の尊重及び政治参加を促進し、また参加型開発の推進にも

適した政治・行政・社会を構築する」ことと考え、このような民主化のためには単なる民主的制度の構築だけでは不十

分であり、「民主的制度」、「民主化を機能させるシステム（政府と市民社会のガバナンス改善）」、「民主化を支える社会・

経済基盤」の3つが必要不可欠であると考えている。この章ではこのような認識に基づき、第2章から第5章の地域別

分析で述べられている地域ごとの民主化の現状・特徴・課題を要約し、どのような民主化支援策が望ましいのかの考

察を行っている。

第2章から第5章では、途上国の民主化の現状と国際的支援のあり方を検討している。具体的には、東アジア・東南

アジア、南西アジア、中南米、アフリカの各地域の民主化の歴史的背景や現況を概説し、民主主義の特徴と課題を分

析している。また、各地域におけるわが国の民主化支援の動向についてもレビューを行い、これらを踏まえた今後の

支援のあり方や民主化支援における留意点について提言を行っている。この章においては、域内の国を大きく類型化

し、タイプごとにニーズを把握して民主化支援のあり方について検討を行った。地域ごとに民主化の現況や課題は異

なるが、どの地域においても民主的制度の構築だけでは十分ではなく、民主化を機能させるシステムや民主化を支え

る社会・経済基盤が重要であり、それぞれの国が直面する問題に対し、これらの3つの要素をどう組み合わせていくか

が課題となっている。

「第6章　ガバナンスを軸にした民主化支援動向」では、開発援助における民主主義やガバナンスの位置づけを経済

協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development: OECD）の開発援助委員会（Development Assistance

Committee: DAC）における考え方を中心に解説し、開発援助において民主化が重視されるようになった背景を考察して

いる。さらに、ドナーの民主化支援の特徴と動向を分析し、民主化支援を行っている主要ドナー（世界銀行、国連開発

計画（United Nations Development Programme: UNDP）、米国国際開発庁（The United States Agency for International
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Development: USAID）、日本）を中心に、支援の方針や特徴、具体的事例を分析している。ほとんどのドナーは援助供

与に際して民主化の動向を重視しているが、重視する要素やコンディショナリティの運用には違いが見られる。また、

民主化支援の教訓と課題としては、民主化・ガバナンスのアセスメント手法の未確立や、支援のための総合戦略の不

在、コンディショナリティの限界などとともに、途上国側の改革に向けた主体的意思や内発性の重要性が挙げられて

いる。

「第7章　今後の民主化支援のあり方について」は本報告書の結論と提言である。ここでは、JICAが民主化支援を行

うにあたっての基本的な考え方や留意点を整理している。開発の視点から見た「民主化」についてはドナーによって考

え方に違いがあるが、共通する定義としては「開発の成果を持続させるための必要な仕組みと能力」と捉えるものがあ

り、JICAにおいて民主化支援の内容を検討する際にはこの定義を用いて、国ごとに何が「開発成果を持続させるための

仕組みと能力」なのかを検討することが必要であると述べられている。さらに、民主化には相手国の主体的意思が重要

であるとの認識の下、わが国と相手国との関係や他ドナーの援助方針との整合性にも配慮が必要であることを確認し

ている。わが国は従来より行政サービスの改善支援を得意としてきたが、このような支援においては行政と住民の双

方に働きかけて、双方向の関係構築・強化に焦点を当てることが民主的ガバナンスの強化につながると考えられる。支

援の内容を検討する際には第2章から第5章の地域別分析で行ったように途上国を類型化してニーズの把握に努めるこ

とが有用である。主な類型としては「復興支援型（紛争後の復興期にある国）」「制度整備型（民主的制度の構築と改革を

行っている国）」「ガバナンス強化型（民主的制度はあるが十分に機能していない国）」「貧困対策重視型（貧困が深刻であ

り社会的安定と社会開発が最重要課題となっている国）」「紛争拡大・再発の予防支援型（国内紛争が多発している国）」

などが挙げられている。また、地域協力機構を通じた国際協調による支援も有効であると指摘されている。今後わが

国で取り組むべき中・長期的課題としては、民主化・ガバナンス分野での援助経験の蓄積と整理、途上国のマクロ的

な民主化・ガバナンスの現状評価の手法の検討と開発成果の相関関係の整理などが挙げられている。

巻末には「付録」としてJICAにおける民主化関連の支援プログラム及び主な民主化支援実績を添付している。

3. 実施体制と調査方法

本調査研究はアジア、中南米、アフリカの各地域の政治学を専門とする外部有識者を中心とした委員及び各地域へ

の支援を担当するJICA職員からなるタスクフォースで研究会を設置し、議論を重ねた（「委員・タスクフォース一覧」

参照）。各地域の民主化の現状と国際的支援については当該地域を専門とする委員とJICA職員が組になって政治と援

助の両面から分析を行い、地域別の提言を導き出した。これらの地域別の分析と国際的な民主化支援動向の分析を基

に今後の民主化支援のあり方について研究会委員以外の外部有識者1のコメントも頂きつつ研究会で検討を行い、提言

を取りまとめた。

1 「ODA大綱の政治経済学」の共著者であり民主化支援の政策面に知見の深い東京大学社会科学研究所 中川淳司 教授及びJICAのア
フリカ民主化セミナーでコースリーダーをされている獨協大学国際関係法学科 増島建 助教授からわが国の民主化支援のあり方に
ついてご意見を頂いた。
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1－1 なぜ民主化なのか

1－1－1 開発途上国における民主化の動き

1980年代後半に、ハンチントン（Samuel Huntington）

がいう「民主化の第 3 の波」（Third  Wave  of

Democratization）1が世界各地に波及すると、多くの開

発途上国で権威主義体制から民主主義体制への移行が

起こった。そもそも民主化の第3波は、スペイン、ポ

ルトガル、ギリシャの南欧諸国に始まり、その後、ソ

連・東欧、中南米、アフリカ、そしてアジアへと波及

したものである。この民主化運動前後の時期における

途上国の政治状況は、おおよそ次のように画くことが

できる。1970年代のアジアは、開発独裁として知ら

れる、開発を正統性に掲げた権威主義体制が支配的

で、世界銀行（World Bank）が「東アジアの奇跡」（East

Asian Miracle）と呼んだ高い経済成長はこの政治体制

の下で進められた。しかし、1986年にフィリピンで

腐敗したマルコス（Ferdinando Marcos）独裁政権に対す

る国民の不満が爆発し、「黄色い革命」でそれが崩壊

すると、民主化運動が次々と他の国々に伝播していっ

た。中南米でも1970年代は、東アジアと同様に開発

を掲げた軍政の権威主義体制が支配的だったが、東ア

ジアと違い公約に掲げた経済成長の達成に失敗し、そ

こへ民主化運動が起こり民主主義体制への移行が起

こったのである。アフリカは1960年代の独立後は民

主主義体制で出発したが、部族対立やネオ・パトリモ

ニアルな政治文化が政治不安を招いたため一党独裁の

国が多くなったが、民主化の第3の波が波及すると、

多くの国が複数政党制へと移行したのである。

このように、開発途上国の多くの国が民主主義体

制へと移行しており、途上国においても国民が民主主

義を志向しているといえる。統治者も民主主義以外の

政治体制で支配を正当化することや国民の支持を得る

ことが難しくなっている。しかし、独裁政権、軍政、

権威主義体制が終焉・消滅したわけではないし、すべ

ての民主化運動が成功したわけでもない。1989年6月

に中国で発生した「天安門事件」のように、政府と軍

の弾圧で悲劇的終幕を迎えたものも少なくない。ま

た、民主主義体制に移行したとはいえ、それがうまく

機能しているかは別の問題であり、開発途上国が直面

する政治・社会経済の様々な問題や課題がすべて解決

したわけではない。それどころか現実は、民主化以前

にはまがりなりにも確保されていた秩序が崩壊し、政

治不安定、社会混乱、経済停滞に陥った国も少なくな

い。開発途上国では、民主化をさらに進めて民主主義

を定着させ、それをうまく機能させることが共通の課

題なのである。

1－1－2 民主化の目的

そもそも民主化とは何であり、どのような民主化

が必要なのだろうか。改めていうまでもないが、民主

化とは、ある政治体制を民主主義体制に変える、ある

いはその方向へと導くことである。現実の政治体制に

即していえば、軍政、一党独裁体制、権威主義体制、

共産主義体制を民主的な体制へと変えることである。

この点で、政治指導者、政党、市民運動家、一般国民、

支援国、国際機関、政治研究者などの間で民主化が望

ましいことに異論はないが、問題は、では民主化が向

かうべき民主主義とはどのようなものかという点にな

ると必ずしも共通認識がないことである。現在、開発

途上国の一部の政治家が独特の民主主義論を唱え2、

欧米諸国や国際機関との間で論議が起こっているが、

これは民主主義の捉え方の違いに一因がある。

ここでは民主主義とは何かについて、多様な民主

主義論の検討や、欧米諸国と開発途上国では民主主義

の捉え方が違うのかといった問題を考えることが目的

ではない。我々は、途上国の政治安定、社会調和、経

済改善に民主化が寄与するところが大きいと考える

が、この立場から民主主義の中味を明確にしておくこ

とが目的である。何が民主主義かについて様々な解釈
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がありうるが、我々は「政治的自由などの基本的人権

の尊重」と「政治参加」の2つが基本要素であり、それ

にこの2つを意味あるもとのするための途上国におけ

る重要な要件が「開発」であると考える。その理由は

以下による。

第1の基本的人権の尊重。これは広い意味で捉えて

おり、単に政治的自由だけでなく、社会経済的な生存

権も含んでいる。政治的自由は民主主義政治の基本的

要件といえるもので、これが尊重されたならば、抑圧

のない政治や定期的選挙の実施など民主的な社会が期

待できる。しかし、たとえ政治的自由が保障されたと

しても、国民の最低限の社会的生存権が保障されてい

ないならば意味がなく、政治、社会経済の広い領域に

おける基本的人権の尊重が重要なのである。

第2の政治参加。基本的人権の尊重は国民が国家か

ら権利を与えられた、保障されたという、いわば「受

動的で静態的な」要件でしかなく、単に権利を持って

いるだけでは不十分である。それを積極的に行使する

ことが必要であり、それが「能動的で動態的な」政治

参加である。この2つは、国民が基本的人権を尊重さ

れ、それを自ら積極的に行使して政治参加を行うこと

で相互に意味を持つ相互補完関係にある。

これに対して開発は、この2つが十全に機能するた

めの条件とも手段ともいえるものである。というの

は、社会が安定し一定の経済水準に到達している先進

国では、政治的自由や基本的人権の尊重が保障された

ならば、後は国民の主体的努力による政治参加を待て

ばよいかもしれない。しかし開発途上国の実態を考え

ると、国民がこれらの権利を行使するには、一定の経

済水準や社会インフラの整備が必要とされる。人間と

して最低限の社会経済生活が満たされていない状態で

基本的人権の尊重や政治参加を説いてもそれは絵に描

いた餅に過ぎず、開発を通じて最低限の社会経済生活

が保障された時に意味をもってくるからである。

1－1－3 民主化の必要性

なぜ、このような内容の民主主義体制へと向かう

民主化が必要なのだろうか。これは、なぜ民主主義体

制以外では駄目なのか考えてみるとその意義が明らか

になる。軍政であれ、権威主義体制であれ、独裁体制

であれ非民主的な体制は、国家危機、安全保障への脅

威、社会の分裂回避、効率的開発のためなど理由は

様々だが、国民の政治的自由の抑圧、基本的人権の無

視、あるいは政治参加を制限するか否定する傾向にあ

ることは、これまでの歴史が教えるところである。政

治体制との関連で国民が保障されるべき基本的要件の

1つは、国家体制や政府の政策を批判した、国家指導

者と違った思想を持っている、などの理由で迫害され

ないことにあるが、これは政治的自由の保障や政治参

加に重きを置く民主主義体制でのみ実現が期待でき

る。他方、国家は国民が最低限の社会経済生活を営め

る環境づくりに努め、生存権を含む基本的人権を尊重

しなければならないが、これも民主主義体制の下で最

もよく保障されることが期待できることは歴史が教え

るところである。

それでは、軍政や権威主義体制から民主的な体制

へと移行したならば民主化は達成されたのだろうか。

先に途上国では民主化の第3の波により民主的体制の

国が多くなったと述べたが、非民主的体制から民主的

体制へと変わることは「体制移行」と呼ばれる。しか

しこれが民主化のすべてではない。この体制移行が民

主化の第1段階だとすると、第2段階がある。それが

民主主義の「定着」であり、うまく機能するためのシ

ステムや環境づくりである3。この点では、途上国は

様々な問題や課題に直面しており、民主主義がうまく

機能しているとは決していうことはできない。いまだ

第1段階の民主化が課題の国もあるが、現在は第2段

階のこれが民主化の主要課題なのである。

なお、冷戦体制の崩壊後は国際機関や欧米諸国を

中心に、政治的民主化と経済的自由化（市場経済化）

が、世界のあらゆる国にとり望ましい政治経済体制で

ある、開発途上国が開発を推進する上でも、不可欠の

条件であると主張されている。これが途上国にも該当

するかは、理論と実態の両面から考えてみる必要があ

ろう。理論的には、東アジアの開発独裁を引き合いに

「非民主的体制と開発（成長）」は矛盾しないとする見

方があるなど4、民主化と自由化の有意な連関性につ

いて必ずしも意見の一致がないのが実態である。しか

し途上国の開発の実態的経験からすると、民主化と自

由化が望ましいということができる。例えば、非民主

3 Linz, Juan J（1996）
4 岩崎育夫（1994）
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的体制下の開発は短期的には成果をあげたにしても、

政治権力者の腐敗と汚職が起こりやすく、政治経済崩

壊に繋がるのが一般的パターンであった。また国家が

強大なため、成長の配分が歪められる危険性が高く、

開発における国民や企業の自発性も乏しく、国民不在

の開発となる傾向が極めて強いのも事実である。これ

らを考えると、開発途上国でも国民を主体とし、個人

や企業の自発性を引き出す民主化と自由化が望ましい

と考えられる。

1－2 民主化の3つの構成要素

民主化はどういった要素で構成され、どのような

制度体系や仕組みを作りあげたならば民主主義体制の

実現へと向かうのだろうか。次の3つ、すなわち民主

的な制度、民主化を機能させるシステム、民主化を支

える社会・経済基盤がそうだと考えられる。なおこれ

は、民主主義がどのような仕組みで機能しているのか

という政治システム分析視点ではなく、開発途上国の

民主化にはどのような支援策が必要かという実務的視

点からみたものである。

1－2－1 民主的な制度

最も基礎的なものが民主的な制度である。具体的

には、基本的人権を保障した法制度の整備、国民の選

挙権や被選挙権など政治的権利の付与と尊重、言論・

出版・結社など政治的自由の保障、これを基盤にした

政党や政治活動の自由の保障、自由で公平な選挙制度

とその運営などがこれにあたる。つまり、国民の政治

参加や開かれた政治システムを保障する法制度が構築

され、その上で公正で自由な選挙が定期的に実施され

適切に運営されていることが、民主的制度の根幹を成

す。また、司法・立法・行政の三権分立体制の確立も

民主的制度の基本的要件に含まれる。

1－2－2 民主化を機能させるシステム

とはいえ、上記の民主的な制度を単に形式に止ま

ることなく実質的なものにするには、それを機能させ

るシステムが必要である。それが国家や社会の制度を

動かす「ソフト」であり、一般的にガバナンスと呼ば

れるものである。民主化を機能させるシステムは大き

く、①国家権力バランスの改善、②政府の意識・能力

の向上、③社会集団の公平な利害調整メカニズム、

④市民のエンパワメント、の4領域に分けられる（図

1－1を参照）。

① 国家権力バランスの改善

一般的に開発途上国では、三権のうち行政権力が

肥大化・強大化する傾向が強いので、議会の強化や法

曹の育成を通じた三権相互のチェック・アンド・バラ

ンスを図ることが重要である。形式的だけでなく実質

的にも政党活動（とりわけ野党）の自由が保障された

ならば、これも行政権力の行き過ぎのチェック機能と

なることが期待できる。政府の説明責任を向上させる

措置、地方分権化を通じた行政内部のチェック・アン

ド・バランス体制の構築、市民による行政チェック機

能の確立もこれに重要な役割を果たせよう。また、政

府が国民に民主主義意識を高める教育を行うことも機

能的なシステムづくりに寄与でき、表現の自由や放送

の自由を保障してマスコミが自由に活動できる環境を

作ること、IT（Information and Communication

Technology：情報通信技術）を普及させて国民のメ

ディアや民主主義を促進する情報へのアクセスを高め

ることなどはその一策であろう。

② 政府の意識・能力の向上

政府の行政・法体系の制度化及びそれを執行する

能力がガバナンスと呼ばれるが、政府の意識・能力向

上はガバナンス改善の中核分野ともいえるもので、政

府はガバナンスの基本的能力を持ち、それをさらに強

化することが肝要である。これは行政機構の整備、政

治中立的な官僚機構の創出、警察能力の改善・向上、

行政機関で働く人々の専門家意識教育、規律の向上、

腐敗や汚職の防止措置、行政能力向上のための教育な

ど、政府自らの努力によるところが大きい。

③ 社会集団の公平な利害調整メカニズム

この分野では、市民社会団体間の利害調整を行う

メカニズムの整備、司法制度の整備とその適切な運

用、市民の意見を反映する政党システムの構築など

が、その強化に寄与すると考えられる。

④ 市民のエンパワメント

これは、市民の意識や能力を向上することで、具体

的には国民が行政参加や政治参加の機会を拡大する努



4 民
主
的
な
国
づ
く
り
へ
の
支
援
に
向
け
て

図1－1　民主化支援のあり方　分析の枠組み

出所：研究会の議論を基に足立作成。

＜民主化の構成要素＞
【 民 主 的 な 制 度 】 【 民 主 化 を 機 能 さ せ る シ ス テ ム（ 政 府 と 市 民 社 会 の ガ バ ナ ン ス 改 善 ）】

具体的内容（イメージ） 支援方法例 具体的内容（イメージ） 支援方法例
1）政治的自由と参加に基づ

いた開かれた政治システ
ムの構築（複数政党制等）

2）選挙制度の構築・改善、公
正な選挙の実施

3）三権分立の確立・強化
・行政制度の確立・強化
・立法制度の確立・強化
・司法制度の確立・強化

4）基本的人権を保障する諸
制度の構築

1）民主的な政治システム
の整備支援

2）選挙制度整備支援
選挙実施支援
選挙管理能力強化支援
選挙に関する啓蒙活動
支援

3）三権分立に関する制度
整備支援
・行政制度構築／改善

支援
・立法制度構築／改善

支援
・司法制度構築／改善

支援

4）基本的人権を保障する
法制度の整備支援

●国家権力バランスの改善にかかわるもの
1）三権分立のための三権間の相互のチェック・アンド・バランス（議会の強化、

法曹の育成）
2）政党活動の自由の保障（特に野党）
3）行政府内の説明責任を向上させるためのチェック・アンド・バランス（政策・

事業評価、監査、情報公開）

4）地方分権化による各レベルの政府間のチェック・アンド・バランス（あるい
は競争）

5）市民・民間の参加の促進（市民等への情報提供、自由なメディア、市民活動）

●政府の意識・能力の向上にかかわるもの
1）規律の向上
2）行政能力の向上（政策策定・デリバリー能力の向上）

3）地方分権化による中央政府・地方政府間の役割分担
4）市民組織による行政サービスの補完機能の向上
●社会集団の公平な利害調整メカニズムにかかわるもの
1）市民の意見を反映した政党制度の構築
2）市民や市民組織、民間組織間の利害調整のためのメカニズム（行政訴訟、調

停・仲介組織機構）
3）司法へのアクセスの確保
4）公正な法の適用（司法・市民警察の能力向上）
●市民のエンパワメントにかかわるもの
1）市民の意識向上
2）市民の能力向上

3）行政サービス、司法へのアクセスの確保

1）立法府職員や議員の能力向上支援、法曹の育成

2）政党活動の自由に関する法制度支援
3）行政の評価能力向上支援、情報公開支援、調達・契約制度や会計検査の導

入のための制度整備支援、監視機関の能力向上支援、住民による監視シス
テムの構築支援

4）地方分権化促進支援（地方分権化を促進する制度や予算の策定・整備支援）

5）広報やIT等を通じた情報提供促進支援、住民投票や公聴会等の制度整備
支援、表現・放送の自由を保障する法の整備支援、ジャーナリスト養成支
援、情報通信・放送基盤整備支援、IT教育促進支援

1）汚職防止支援（職員の啓蒙等）
2）予算・計画策定・管理能力向上支援、地域住民を巻き込んだ開発計画の策

定支援、政府と草の根のコミュニケーション・システムづくり支援
3）地方行政能力強化支援
4）現地市民組織支援

1）政治対話の促進、分権化支援
2）利害調整のための制度整備支援

3）司法扶助制度などの制度整備支援、人権擁護官制度整備支援
4）司法行政近代化支援、警察行政・警察能力向上支援

1）市民教育の推進支援
2）参加型地域開発支援、女性や少数民族等の社会的弱者のエンパワメント支

援
3）司法扶助制度などの制度整備支援、人権擁護官制度整備支援

【 民 主 化 を 支 え る 社 会 ・ 経 済 基 盤 】
具体的内容（イメージ） 支援方法例

1）平和構築
2）最低限のベーシック・ヒューマン・ニーズの充足（初等教育、成人識字教育の普及促進、プライマリー・

ヘルス・ケアの促進、基礎的社会サービスへのアクセス改善）
3）経済の安定（格差を生まない開発、政府のマクロ経済管理能力の強化、市場環境の整備）

1）治安維持支援、平和教育支援、帰還兵士・帰還民の社会復帰支援
2）基礎教育支援（制度整備支援含む）、基礎保健・衛生支援（制度整備支援含む）

3）地域経済支援、マクロ経済政策策定支援、市場経済の法制度整備支援、中小企業振興支援

政治的自由などの基本的人権の尊重及び政治参加を促進し、また参加型の開発の推進にも適した政治・行政・社会を構築する＜民主化の目的＞
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力、それを有効に活用して政府行政をチェックする能

力を身につけることなどがこれにあたる。そのために

は社会団体の強化、すなわち市民社会（Civil Society）

の強化が役に立つと思われる。これも市民社会団体自

らの努力に負うところが大きいが、市民社会団体は、

政府に適切な行政運営を要求し行動を監視するだけで

なく、相互に尊重しあう意識を持つことも大切であ

る。これによって政治社会が成熟し民主主義がうまく

機能する社会的土壌の形成が期待できるからである。

国民がこのような意識や態度を身につけるには教育が

重要な役割を果たすが、中立的メディアの活用はその

役に立とう。

1－2－3 民主化を支える社会・経済基盤

民主的な制度が整い、それを機能させるシステム

があれば、もう十分だということはできない。政治文

化が民主主義と整合的であること、社会調和が保たれ

安定していること、経済が民主化を促進する状態にあ

ることも重要で、これが民主化を支える社会・経済基

盤である。これを創出・強化する方策は様々に考えら

れるが、主なものに平和の構築、経済の安定、ベー

シック・ヒューマン・ニーズ（Basic Human Needs:

BHN）の充足が挙げられる。

民族や宗教、政治イデオロギーなどの違いを原因

に紛争や内戦状態にある国、あるいは領土紛争を原因

に他国と戦闘状態にある国は物理的生存の危機状態に

あり、そのような状況で民主化を語ってもほとんど意

味がない。そのため、紛争の予防、紛争状態の解決、

紛争終結後のすばやい復興を進めることが必要なので

ある。経済の安定も同じ理由によるもので、政府の経

済失策や無策などを原因に国民経済が破綻したなら

ば、国民は自分の生活を守るだけで精一杯な状態に陥

るため、安定的な経済状態の創出も民主化が機能する

ための重要基盤の1つなのである。BHNも同様で、災

害、飢餓、失業、紛争などを原因に食糧、住居、保健・

衛生、教育など人間生活に必要な最低限の条件が充足

されていないならば、どんなに民主化の意義を説いて

も説得力は弱い。それゆえ、その充足も欠かせないの

である。

以上に説明した、民主的な制度、民主化を機能させ

るシステム、民主化を支える社会・経済基盤は、それ

ぞれ別々に機能するのではなく相互に密接な有機的関

係にある（図1－2参照）。このうち1つでも欠けたな

らば民主化がうまくいかないわけで、民主化支援に際

しては3つの相互補完関係を常に念頭においておく必

要がある。

1－3 地域別の民主化の現状・特徴・課題

民主化の状況は地域や国によって異なり、民主化

支援を行うにあたっては 1つ 1つの国の民主化の歴

史、現状、課題を詳細に検討する必要がある。しかし、

この調査研究ですべての国について分析を行うことは

困難であるため、本調査研究ではわが国の支援実績の

多い4つの地域（東アジア・東南アジア、南西アジア、

図1－2　民主化の3つの構成要素の関係

社会・経済基盤�

市民社会のガバナンス�政府のガバナンス�

制度�

出所：研究会の議論を基に足立作成。
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中南米、アフリカ）を取り上げ、地域別の民主化の現

状や課題を分析した。

1－3－1 東アジア、東南アジア

本報告書では東アジアは、日本、韓国、中国、台湾

などを指し、東南アジアは ASEAN（Association of

Southeast Asian Nations）加盟10ヵ国を指している。こ

の地域の特徴は開発を正統性に掲げた権威主義体制の

下で開発が進められ、比較的、高い経済成長を達成し

たことにある。これが開発独裁とか開発体制とか開発

主義国家と呼ばれるものだが5、これらの国々の政治

指導者は「開発（成長）と民主主義」は二者択一の関係

にあると唱え、政治的自由を犠牲にしてでも開発を優

先させてきた。多くの国で野党、学生運動、労働組合、

マスコミなど政府に批判的な政治社会集団が抑圧さ

れ、他方では、政府与党が党派的な選挙制度の力を借

りて選挙で圧勝し、長期政権が維持された。韓国の

朴・全の軍事独裁政権、台湾の国民党一党独裁、イン

ドネシアのスハルト（Suharto）軍事政権、フィリピン

のマルコス独裁政権、シンガポールの人民行動党

（People’s Action Party）一党支配、マレイシアのマハ

ティール（Mahathir bin Mohamad）政権は、その代表的

なものである6。

しかし、1990年前後に民主化の第3の波が波及する

と民主化運動が起こり、運動の目標は、開発促進を理

由に政治的自由を抑圧してきた軍政、権威主義体制、

一党優位制から、民政や複数政党制へと変えること、

及び政治的自由の回復に置かれた。この民主化運動は

国内要素と国外要素の結合で起こり、国内要素が成長

に伴って新たに台頭した社会集団、中間層を軸にした

政治参加を求める声の拡大、国外要素がアメリカを先

頭にする欧米諸国の民主化圧力であった。フィリピン

を端緒に、韓国、台湾、中国、ミャンマー、タイ、イ

ンドネシアと民主化運動が連鎖的に発生し、多くの国

が民主的体制へと移行したのである。とはいえ一部の

国では依然として権威主義体制が続き、政治指導者も

経済成長に伴う自国の政治文化や社会的価値への自信

も加わってか、欧米社会とアジア社会の違いを理由に

「アジア型民主主義論」（Asian-style Democracy）を唱え

ている7。その是非を巡り議論が起こったが、この事

実はアジアにおける民主化の多様な道を語っている。

東アジアは高度成長を遂げた国が多いが、民主化

が課題となっている国は少なくない。東アジア・東南

アジアの多くの国では民主化を機能させるシステム、

具体的にはガバナンスが不十分な状態にある。これら

の国は課題の内容から2つのグループに分かれる。1

つは権威主義体制の下で経済開発を進めた国であり、

政府のガバナンス能力は低くはないが、それを民主主

義と整合的なガバナンスへと変えることが課題である

国、もう1つは基本的なガバナンスの整備・強化が課

題になっている国である。社会・経済基盤の強化が必

要な国も少なくなく、これも民主化の進展度との関連

で2つのグループに分かれる。1つが、民主的体制に

移行したとはいえ経済基盤が十分でない国、もう1つ

が、民主的体制への移行がまだで、かつ経済基盤も不

十分な国である。後者グループの国では包括的な民主

化支援が必要とされている。

1－3－2 南西アジア

南西アジアのほとんどの国は英国の植民地であっ

たことから、独立後は英国型の議会制民主主義が導入

された。しかし現在、民主主義体制のあり方は3つの

グループに分かれている。第1グループが、インドと

スリ・ランカで、民主主義体制が続いている国であ

る。両国はしばしば政治危機に直面したがクーデタは

一度も起こっていない。第2グループが、民主的体制

とはいえ不安定な状態にある国で、バングラデシュと

ネパールがこれにあたる。第3グループが、民主的体

制ながらも汚職や腐敗が頻発して経済混乱や社会不安

を招き、クーデタが発生して軍が政権を握るパキスタ

ンである。同国は独立から半世紀近く経つが軍政の期

間の方が長い。このように南西アジアでも民主主義の

現状は多様であるが、インドで民主主義体制が半世紀

も続き、「世界最大の民主主義国家」8と形容されるこ

とは注目に値する。なぜ民主主義がインドに定着した

のか、その理由を探ることは他の開発途上国の民主化

5 岩崎育夫（2001）
6 岩崎育夫（1998）
7 岩崎育夫（1997）
8 広瀬崇子（2001）
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に大いに参考となろう。

とはいえ、インドも含め南西アジアも様々な問題

を抱えている。民主化の構成要素に即していえば、民

主的制度は比較的整備されており、非民主的体制の国

は軍政下のパキスタンだけだが、民主的体制とはいえ

民族や宗教の違いを原因とした紛争が多発し、政治的

に不安定な国が少なくない。これは政党政治の腐敗や

汚職、国家の行政組織や法体系の制度化の遅れなどに

その一因がある。そのため、国家の行政体系の整備、

官僚の腐敗の防止や能力向上など制度整備やガバナン

ス強化が重要課題となっている。また、南西アジアの

ほとんどの国は民主化を支える経済基盤が弱い。例え

ば1998年現在で1日1ドル以下の貧困層の約半数にあ

たる約5億2,200万人が南西アジアに居住しており、こ

れは南西アジアの人口の約40％にあたる。非識字者

の割合も他地域に比べて高く、1999年現在の成人非

識字率は男性34％、女性58％となっている9。南西ア

ジアでは、国家のガバナンス強化と開発の推進を通じ

た経済基盤の強化が重要課題なのである。

1－3－3 中南米

開発途上国の中で中南米は民主主義の歴史が最も

古いが、しかし民主主義が定着した、うまく機能して

いる、ということはできず、現在でも様々な問題を抱

えている。この地域では東アジアに先駆けて1960年

代前半に開発を正統性に掲げた軍主導の権威主義体制

が 登 場 し た が 、 こ れ が 官 僚 制 権 威 主 義 体 制

（Bureaucratic Authoritarianism: BA）と呼ばれるもので

あった10。しかし、同体制は東アジアと違って成長の

促進に失敗、そこへ人権を無視した過酷な軍事独裁に

対する国内からの批判の高まりと民主化の第3波の波

及で、1980年代後半に民主主義体制への移行が起

こったのである。現在では地域諸国が包括的に参加す

る米州機構（Organization of American States: OAS）を

軸に民主化の推進が行われており、軍政や権威主義体

制など非民主的体制の国は数えるほどでしかない。ま

た、大半の国で民主主義の基本的制度や法体系も整備

されている。とはいえ、ペルーのフジモリ（Alberto

Fujimori）前政権のように強権的手法で政治運営を行

う政権があるし、一部の国ではクーデタが発生する

（ハイチ）などの問題がある。また、民主的制度があっ

てもそれが機能していない実態に対して「委任型民主

主義」（Delegative Democracy）などという批判もある。

中南米でも民主化は依然として重要な課題である。

民主化の構成要素に即していえば、1つは、民主的な

制度がある程度十分だとしても、それを機能させるシ

ステム、それを支える社会・経済土壌が成熟している

とはいえないことである。すなわち三権分立、民主的

な法制度、自由な選挙制度などが憲法や法律に明記さ

れていても、政府がそれを保障して実行するガバナン

ス能力に欠け、国民も民主主義のルールを遵守する意

識が弱いという問題がある。もう1つは、民主化を支

える社会・経済基盤が脆弱な国や格差が問題となって

いる国が少なくないことである。特に中南米では先住

民が社会的弱者として阻害されているという問題があ

る。民主的な制度、それを機能させるシステム、社会

経済基盤のうち、中南米では第2と第3の要素が未だ

不十分な状態にあり、民主的ルールに則った政権交

替、国家のガバナンス強化、国民の間に民主主義意識

を高めること、格差を是正する開発の推進などが必要

とされている。

1－3－4 アフリカ

アフリカは1960年代前後に独立した「若い国家」群

からなる地域で50近い国を抱える。アフリカは一般

的には東アフリカ、西アフリカ、中部アフリカ、南部

アフリカの4つの地域に区分されるが、民主化の動き

はアフリカ共通に見られ、3つの時期に区分できる。

第1期が、1960年前後の独立にともない民主主義体制

で出発した時期、第2期が、1980年前後のいくつかの

国で独裁政権が崩壊した時期、そして第3期が、1990

年前後の多くの国が一党独裁から複数政党制へと転換

した時期である。アフリカでは1960年代の脱植民地

化時代に民主主義体制が受容されたが、多くの国で民

族や言語の違いを原因に政治の不安定化を招来すると

クーデタが頻発し、軍政や一党独裁体制への移行が起

こった。しかし民主化の第3波が波及すると、今度は

一気に独裁政権が崩壊して多くの国が複数政党制へと

9 World Bank（2001）
10 O’Donnell, Guillermo（1973）
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移行し、現在は複数政党制に分類できる国の数は40

近くにも及んでいる。わずか数十年の間に政治体制の

大変動を繰り返してきたわけだが、民主主義はいまだ

根付いてはいない。

現在、アフリカの多くの国が民主的な体制下にあ

るとはいえ、様々な問題がある。第1に、そもそも民

族や宗教の違いに起因する紛争国が少なくないため、

これらの国ではいかに復興を進めるかが重要である。

第2に、紛争が起こっていない国でもアフリカ社会に

特有な支配者が国家機構や国民を私物化するネオ・パ

トリモニアル（neo-patrimonialism）の政治文化が今で

も根強いため、民主主義がうまく機能しているとはい

えないことである。民主的な制度があるにしても、そ

れを機能させるシステムに欠けていることが深刻な問

題なのである。具体的には、国家の行政体系の不備や

ガバナンスの欠如、国民の側も協調性が欠如している

国が少なくない。第3に、経済開発が停滞して国民所

得が低いため経済基盤も極めて弱いことである。要す

るにアフリカでは、民主化の構成要素のいずれも不十

分であり、国家の行政体系の整備やガバナンス向上、

経済開発や社会の安定に焦点をあてた包括的支援が必

要とされている。

1－4 どのような民主化支援策が望ましいのか

開発途上国といっても政治安定度、経済発展段階、

社会統合度は国によってかなり違うが、いかなる国も

民主的体制へと向かうことが望ましいことは既に指摘

した。それゆえ開発途上国の経済開発援助や社会改善

支援に努力している人々も、それを効果的に行うには

民主化の促進を考えることが大切なのである。これま

で、民主化の目的、民主化の基本要素、開発途上国の

多様な実態を検討してきたが、これは具体的な民主化

支援策を考えるための準備作業でしかなく、適切な民

主化支援策を考え、それを効果的に実行に移さなけれ

ば、単なる現状分析で終わってしまう。最後に、どの

ようにすれば効果的で意味のある民主化支援ができる

のか、そのための基本的原則を考えてみよう。

まず、民主化支援の対象国の問題である。民主化支

援はどの地域のどの国に対して行われるべきか、すべ

ての開発途上国なのか、それとも一部の国なのか、ま

た、途上国が民主化支援を望まなくとも、我々が、民

主化が必要と考えたならばあらゆる方策や手段を行使

してでも民主化に向けた支援をすべきなのか、それと

も民主化を望む国に支援対象を限定すべきなのだろう

か。この点については次のように考える。第1に、我々

はどのような民主化が望ましいのかの基本的原則と、

それに基づいた包括的支援策メニューを持つ必要があ

る。しかし第2に、支援策の実施においては、相手国

の意向を尊重することを原則にすべきである。強制に

よっては効果的な民主化を期待できないし、そもそも

政治体制はその国の国民が主体的に決めるべきもので

あって外部から民主的体制を強制すべきものではない

からである。そのため民主化支援は「要請主義」、すな

わち、民主化支援を希望する国に対して行うべきであ

ろう。とはいえ第3に、民主化が必要であると我々が

考える国に対しては、あらゆる機会を捉えて民主化の

推進が結局は政治安定、経済発展、社会調和につなが

るのだ、というメッセージを送り続け、途上国に民主

化の重要性に気づいてもらうよう働きかけることも重

要である。

次に、支援内容と方法の問題である。いうまでもな

く民主化支援は日本だけでなく欧米諸国や国際機関も

同様の努力を継続的に行っているが、これらの組織と

の協調はどうあるべきだろうか。現在でも時折、民主

化の優先順位やその実施方法を巡って支援国の間で意

見の相違が起こっているが、しかし民主化支援という

基本的考えはすべての支援国や機関に共通するものだ

し、それをもって効果的に行うには単独よりも複数機

関が協調して行うのが望ましいことはいうまでもな

い。それゆえ、他の支援機関や政府との連携を密に

し、可能な限り協調的な支援策を模索すべきである。

その際には、民主化支援における日本の「比較優位」

を認識し、それをもって重点的に支援することが重要

だと思われる。欧米諸国の民主化支援は、しばしば民

主的な政治体制の実現を強調する傾向にあったが、

我々は、民主化は制度だけでなく、それを機能させる

システム、それを支える社会・経済基盤からなると考

えるものである。開発途上国、とりわけアジアの開発

支援に深く関与してきた日本は民主化を機能させるシ

ステムや社会基盤の重要性をよく理解できる立場にあ

る。そのため日本の比較優位は、民主化の構成要素の

うち、とりわけ第2のガバナンス支援と第3の社会・

経済基盤の構築に重点を置いたものにあると考えられ

る。この点では、近年、他ドナーの民主化支援もガバ
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ナンス強化に力点を置くものとなっていることから、

日本が果たす役割は大きいであろう。

最後に、民主化支援と経済援助との関連をどうす

るかという問題である。すなわち我々が非民主的と考

える国が民主化を望まない場合、経済援助の停止や制

裁など、経済支援をコンディショナリティとして使う

べきか、という問題がある。現在、開発途上国に対し

て様々な援助が行われているが、社会経済開発を目的

にする開発援助と、民主化促進を目的にする民主化支

援に便宜的に分けることができる。もちろん実際に

は、2つは不可分な相互補完関係にあるが、原理的に

はそれぞれ違った論理と目的のもとで行われるもので

ある。この立場からすると、民主化支援は民主的な体

制を創出することが目的であり、直接的には経済支援

とリンクするものではない。そのため民主化に消極的

な国に対しては、民主化が社会経済基盤の安定化に寄

与することを説く努力を続けることに止め、経済支援

とは切り離すべきであろう。とはいえ、実際の援助の

実施や運営においては2つが不可分の関係にあること

も事実で、民主化支援と経済援助をリンケージさせる

か否かの最終的判断は、外務省等の総合的見地から判

断できる機関や主体に委ねるべきだと思われる。

それでは、以上の基本原則からどのような民主化

支援策が作られるべきだろうか。その基本的な手順は

次のように考えられる。開発途上国といっても、政治

状況、経済発展段階、社会構造や課題はかなり違って

おり、いまだ非民主的体制の国、一応民主的体制に移

行した国、紛争状態にある国、紛争がようやく終焉し

て国家の基礎的制度を構築しなければならない国など

様々である。経済発展段階にしても、高度成長国、中

成長国、低成長国に分かれる。そのため具体的な民主

化支援策は、各国の実態や特殊性に対応したものが必

要なことはいうまでもなかろう。民主化支援策の策定

に際しては、第1に、地域内の国々を政治安定度、経

済発展度、社会構造の特徴、あるいは紛争度などの指

標を使って類型化する、第2に、民主化の3つの構成

要素に即して類型ごとの重点的支援策を考える、とい

う方法が最も実効性が高いと思われる。地域ごとの支

援策の具体的メニュー、世界の主要ドナーの支援動

向、民主化支援の今後のあり方については、次章以下

で具体的に提示するが、開発途上国総体としていえ

ば、民主化の構成要素のうち、民主化を機能させるシ

ステムの強化に重点がおかれるべきであろう。わが国

は政府側の能力向上を支援してきた経験があるが、こ

のような経験を活かしつつ今後は政府と住民の双方に

働きかけ、政府側の行政能力向上と住民参加による

チェック・アンド・バランスを推進していくべきと考

える。

開発途上国への民主化支援の最終目的は、民主的

体制を創出することで、国民が国家から政治的迫害を

受けるかもしれないという不安、戦争や紛争によって

生命を失うかもしれないという不安、飢餓からの不

安、人間としての最低限の社会経済生活を送ることが

できないという不安など、様々な不安の根源を除去

し、安心して生活ができ、自分の資質を十分に発揮で

きる環境を創り出すことにある。基本的人権の尊重や

政治参加、住民参加型開発に適合的な政治・行政・社

会を構築することへの支援はそのためのものである。

その際、社会経済生活の改善や向上を置き去りにした

「制度的な民主化支援」だけでは不十分だし、他方で

は、政治的自由の保障や基本的人権の尊重を忘れた

「国家のガバナンス強化支援」や「開発支援」だけでも

不十分である。この2つは相互補完関係にあることに

留意すべきである。また、民主化支援においては支援

する側の論理や事情があることを否定できないが、可

能な限り途上国の実態や実情、それにニーズを踏まえ

たものにすることが望ましい。

それでは、この立場に立った民主化支援はスムー

スに行き、開発途上国の政治経済状態が短期間でうま

く改善されるのだろうか。もし民主化支援が、政治的

自由を保障した憲法や法律の制定、政党結成の自由の

容認、公正な定期的選挙の実施など、民主的制度の整

備や強化だけならば、その過程で困難な問題が生じる

にせよ、実現にさほど時間はかからないと思われる。

1990年前後にアフリカ諸国で独裁体制から複数政党

制への移行が短期間で達成されたことは、これを示し

ている。しかし我々が考えるように、民主化支援の対

象領域を民主的制度だけでなく、それを機能させるシ

ステムの強化、それを支える社会・経済基盤の構築に

まで拡げて捉えるならば、支援過程はより複雑でより

長い時間が必要とされよう。繰り返しになるが民主化

支援の最終目的は、民主的体制の創出を通じて開発途

上国の人々の政治的境遇、経済状態、社会環境の改善

や向上を図ることにあるわけで、多面的で継続的な忍
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民主的な国づくりへの支援に向けて

耐強い支援が要求され、そのような努力の末にのみ実

りある民主化が実現するのであろう。
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2－1 民主化の歴史的背景・現状

東アジア、東南アジア地域の民主化の現状は、世界

のどの地域に比べても多様である。共産党一党支配が

続く中国・ヴィエトナムから、経済発展の緒についた

インドシナ諸国、権威主義開発体制が溶解する段階に

達したASEAN諸国、1980年代後半から急激な民主化

を遂げた台湾・韓国、50年以上の間安定した民主主

義国である日本まで、民主化の状況は実に様々であ

る。経済発展の段階、社会、宗教、民族も多種多様で

あり、それもまたこの地域の民主化へのアプローチを

難しいものにしている。

植民地から独立した東アジア、東南アジア諸国の

場合、最初に経済発展を担う層は非常に薄かった。

従って、国がこれを肩代わりする必要があり、それが

権威主義的な開発体制つまり国家主導型の経済発展に

結びついた。この権威主義的な開発体制から民主化へ

の脱却が、東アジア、東南アジア地域の課題である。

代表的な民主化測定指標であるフリーダムハウス

（Freedom House）指標を用いて東アジア、東南アジア

地域の民主化の現状を見よう2。フリーダムハウス指

標に代表される民主化指標は、民主主義のある種の形

を理想とする点において、必ずしも東アジア、東南ア

ジア地域を分析する際にふさわしいものとはいえない

が、欧米諸国がこの地域の民主化をどのように見てい

るか、という参考にはなりうる。

同指標がランクづけを開始した1973年から現在ま

での期間について、東アジア、東南アジア諸国のスコ

アを抜き出して時系列に並べてみると、この地域の民

主化への歴史的経緯もまた、多様な道をたどってきた

ことがわかる。おおまかにわけて東アジア、東南アジ

ア諸国の民主化へのパターンは5つに分類できる。

（1）ずっと「自由」である国：東アジア、東南アジ

アにおいては日本のみである

（2）「非自由」から出発し、1980年代末から1990年

代にかけて「部分的に自由」から「自由」に到達

した国：韓国、台湾。民主化にいたる道筋は直

線的でいわゆる民主化の逆戻り（「自由」からの

それ以外への逆行）がないことが特徴である

（3）現在、「自由」に到達しているが、その過程で

「部分的に自由」や「非自由」に逆戻りがあった

国：フィリピン、タイ

（4）部分的に短い期間「自由」または「非自由」が存

在したが、上記の期間全体を通じて、また現在

も「部分的に自由」でありつづける国：インドネ

シア、マレイシア、シンガポール

（5）上記の期間を通じて基本的には「非自由」であ

りつづけている国：ブルネイ、カンボディア、

中国、ラオス、ミャンマー、ヴィエトナム

2－2 東アジア、東南アジアの民主主義の特徴と課

題

2－2－1 民主的な制度

選挙など制度としての民主化について見たとき、

東アジア、東南アジア地域は、様々な経済発展の段階

や歴史的経緯、多民族社会などを反映して、ここでも

非常に多様なシステムが存在している。経済発展の段

階と先に述べたフリーダムハウス指標によりいくつか

のグループに分け、この地域の政治制度について国政

を中心に比較したのが表2－1である。

東アジア、東南アジア諸国では、他の先進国と比べ

ても遜色ないシステムが確立されている国々がある一

方で、選挙停止・議会閉鎖が行われていたり、公平な

競争に基づいた選挙が行われていなかったり、自由な

第2章　東アジア、東南アジア1における民主化の現状と支援のあり方

1 本報告書において東アジアとは中国、台湾、韓国、（及び比較の対象としての日本）、東南アジアとはASEAN加盟10ヵ国
（タイ、マレイシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ブルネイ、ヴィエトナム、ラオス、カンボディア、ミャ
ンマー）を指している

2 民主化研究において最も多く用いられるのが、ニューヨークに本部を置く非営利団体で1973年以来世界の各政治体制の政
治的自由度をモニタリングしてきたフリーダムハウスの指標である。世界銀行やUSAIDもこの指標を利用している。また
USAIDではフリーダムハウス指標を参考に、中南米への援助配分で民主化の状況を20％の割合で考慮に入れる（Shin（1994）
p.165）
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表2－1　東アジア、東南アジアの政治制度

日本（参考）
議院内閣制（立憲君主国）

2院制（衆議院・参議院）

480 議席（衆）・242 議席

（参）

4年（衆）・6年（参）

小選挙区比例代表並立制

（衆）（小選挙区300議席、比

例代表180議席）・都道府県

ごとの中選挙区及び比例

代表制（参）（中選挙区146

議席、比例代表96議席）

20歳以上の男女

確立している

確立している

韓国（大韓民国）
大統領制

1院制

273議席

4年

小選挙区比例代表並立制

（地域区227議席・全国区

46議席の1票制）

20歳以上の男女

確立している

確立している

台湾（中華民国）
大統領制

1院制（立法委員）

225議席

3年

中選挙区比例代表併用制

（中選挙区176議席、比例

代表区41議席、海外華僑

比例代表区8議席）

20歳以上の男女

確立している

確立している

ブルネイ
立憲君主制（実際は絶対王

制）

1院制

21議席（うち任命議員21）。

ただし国会は停止中である

1962年から選挙は行われ

ていない

なし

確立していない

確立していない

マレイシア
議院内閣制（立憲君主国）

2院制（下院・上院）

193議席（下院）・70議席

（上院）

5年（下院）・3年（上院）

小選挙区制（下院）・州議

会選出議員（30人）と国王

任命（40人）（上院）

21歳以上の男女

確立している

確立している

シンガポール
議院内閣制

1院制

83議席

6年

グループ代表選挙区制・

小選挙区制（政府任命国会

議員・野党任命国会議員

の制度がある）

20歳以上の男女（義務制

度）

確立している

都市国家である

フィリピン
大統領制

2院制（上院・下院）

24議席（上院）・250議席

（下院）

6年（上院）・3年（下院）

上院は全国区、下院は地

方小選挙区（11議席は大

統領任命）

18歳以上の男女

確立している

確立している

タ　イ
議院内閣制（立憲君主国）

2院制（下院・上院）

500議席（下院）・200議席

（上院）

4年（下院）・6年（上院）

比例代表小選挙区並立制

（小選挙区400・比例代表

100）（下院）、中選挙区制

（上院）

18歳以上の男女

確立している

確立している

インドネシア
大統領制

1院制

500議席（うち任命議員：

国軍割り当て38）

5年

全国27州単位の比例代表

制

17歳以上の男女、ただし既

婚者は年齢にかかわらない

確立していない

確立していない

カンボディア
議院内閣制（立憲君主国）

2院制

122議席（下院）・61議席

（上院）

4年（下院）・6年（上院）

1998年 7月にはじめて民

選を自力で実施。上院は

下院での選挙結果に比例

して議席が配分され、4議

席は任命

18歳以上の男女

確立していない

確立していない

中　国
中国共産党の一党支配

全国人民代表大会

2978議席

5年

全国人民代表大会は地方

人民代表大会などからの

間接代表によって構成さ

れる

18歳以上の男女

確立していない

確立していない

ラオス
共産党（ラオス人民革命

党）の一党支配

1院制

99議席（地方機関代表68、

中央機関代表31）

5年

18選挙区（17県1特別市）、

秘密選挙だが候補者はす

べて党が承認する。ラオ

ス人民革命党以外の政党

は禁止されている

18歳以上の男女

確立していない

確立している

ミャンマー
軍事政権

1院制。現在、議会召集は

禁じられている

485議席

5年

小選挙区制。1990年5月に

実施されたが軍事政権に

より停止

18歳以上の男女

確立していない

確立していない

政治システム

議 会

定 員

任 期

選 挙 制 度

選 挙 権

三 権 分 立

地 方 自 治

ヴィエトナム
共産党の一党支配

1院制

450議席

5年

個人に立候補権が保証さ

れているが、祖国戦線（共

産党の政治団体）が適正資

格審査を行うなど影響力

大

18歳以上の男女

確立していない

確立している

政治システム

議 会

定 員

任 期

選 挙 制 度

選 挙 権

三 権 分 立

地 方 自 治
出所：Freedom House（1999）、岩崎育夫編（1998）、地方自治協会（1993）などを基に筆者作成。三権分立についてはある一権が支配的になっていないか、地方自治については地方の長が選挙で

選ばれているかを判断の基準とした。
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イで39％から16％、インドネシアで58％から17％、

フィリピンで43％から39％と、ほぼ順調に減少して

いる5。

一方で、もし政府が多くの汚職を抱え非効率であ

るとしたら（あるいはそのように多くの国民の目に

映ったとしたら）、権威主義開発体制は自らの正当性

を失うことになる。表2－3は、NPO・トランスペア

レンシー・インターナショナル（Transparency

International）が発表している、各国政府の汚職・透明

度の程度をあらわした指数CPI（Corruption Perceptions

Index）である。東アジア、東南アジア地域の権威主義

開発体制は、この面でのガバナンスの高い体制（例え

ばシンガポール）と、ガバナンスの低い体制（例えば

インドネシア）の両極端があったことが伺える6。

3 権威主義開発体制については渡辺利夫（1995）参照
4 大野健一・桜井宏二郎（1997）は東アジアと中南米における経済発展と民主化の関係を比較して次のような点を指摘してい

る
①所得分配は、白人と原住民など二重構造が解消されにくかった中南米に比べ、東アジアの方は比較的平等であった
②独裁政権ではあるが政権基盤が多数の利益集団に依存しポピュリズムに陥りがちだった中南米に比べ、東アジアはトッ

プダウンの強いハードな国家であった
③発展戦略の面からは、輸入代替戦略を取り結果的に生産性や競争力の向上に失敗した中南米に比べ、東アジアは高い貯

蓄率を背景に工業化が進んだ
5 溝口敏行・松田芳郎編著（1997）による。世界銀行における貧困率は、生命維持に最低限必要な栄養摂取量を確保する費用

を算定基準としている
6 トランスペアレンシー・インターナショナルは、ギャロップの世論調査、ウォールストリート・ジャーナルのアンケート

や世界銀行の調査などを基に、各国政府の汚職や透明度のランキングを付けている。1999年のトップはデンマークの10.0、
米国は7.5であった

システムそのものが存在していない国も存在する。ま

た、選挙制度を見てみると、議会制民主主義の形態を

とっているが、同時に与党が常に圧勝できる仕組みが

できあがっているなど、はっきりと民主的・非民主的

どちらとも判断しにくい独特の政治システムもある。

2－2－2 民主化を機能させるシステム

民主化を機能させるシステム、なかでもガバナン

スの問題として、東アジア、東南アジア地域に特徴的

なのは、多くの国が権威主義的な開発体制をとってき

た（また、現在もとりつづけている国がある）という

点である。

開発体制とは、開発を至上の目的とし、官僚テクノ

クラートが実権を握り、市場に関して政府が何らかの

介入を行い、また開発の成功をもって自らの正当性と

するような体制である。民主化には何らかの制約が加

えられることが多く、ここではその体制を権威主義開

発体制と呼ぶ3。

権威主義開発体制の正当性は、経済発展を続ける

ために権力と資本を集中させたほうが効率的というと

ころにある。東アジア、東南アジア地域では大まかに

いって、経済開発が成功裡に進み、貧困が減少し、所

得が向上するなど、権威主義開発体制が一定の成果を

上げてきたことは否定できない。表2－2で東アジア、

東南アジアの主要国の経済発展を示した。これを見る

と、経済発展のスピードや成果において、他の地域、

例えば中南米の諸国と比較して大きく上回る成果を上

げたことがわかる4。

特に、1人当たりGNPが増加しただけでなく、貧困

が解消の方向に向かったことが重要である。1970年

代前半と1980年代後半の貧困率を比較した場合、タ

表2－2　東アジア、東南アジアの経済発展

1人当たりGNP（米ドル） 実質成長率（％）
1980年 1997年 1960年～80年

日本 9,890 37,850 7.1
韓国 1,520 11,550 7
台湾 2,344 13,198 6.8
タイ 670 2,800 4.7
フィリピン 690 1,220 2.8
インドネシア 430 1,110 4
マレイシア 1,620 4,680 4.3
シンガポール 4,430 32,940 7.5
中国 290 860 N.A.
米国 11,360 28,740 2.3
ブラジル 2,050 4,720 5.1
チリ 2,150 5,020 1.6
メキシコ 2,090 3,680 2.6
アルゼンティン 2,390 8,570 2.3
出所：World Bank, World Development Report, various years及

び台湾行政院『台湾統計年鑑』各年版などより筆者作
成
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表2－4　東アジア、東南アジアの中等・高等教育の

総就学率（1996年） （単位：％）

国　名 中等教育 高等教育
日本 103 41
韓国 102 60
台湾 100 55
マレイシア 61 12
シンガポール 74 39
ブルネイ 77 7
フィリピン 77 29
タイ 56 22
インドネシア 56 11
カンボディア 29 1
中国 70 6
ラオス 28 3
ミャンマー 30 5
ヴィエトナム 52 7

出所：UNESCO, Statistical Yearbook 1999,
UNESCO, World Education Report 2000 他

7 東アジア諸国の初等教育就学率は、ラオスなど一部を除いて、既に9割以上か100％に近い
8 2000年度版「我が国の政府開発援助」第2部第2章

表2－3　東アジア、東南アジアのCPI

国　名 CPI（1999） CPI（2000）
日本 6.0 6.4
韓国 3.8 4.0
台湾 5.6 5.5
シンガポール 9.1 9.1
マレイシア 5.1 4.8
ブルネイ － －
フィリピン 3.6 2.8
タイ 3.2 3.2
インドネシア 1.7 1.7
カンボディア － －
ラオス － －
中国 3.4 3.1
ヴィエトナム 2.6 2.5
ミャンマー － －

出所：Transparency International
表中「－」はデータが得られなかった国

2－2－3 民主化を支える社会・経済基盤と類型化

東アジア、東南アジア諸国の社会・経済基盤につい

て経済基盤は前節で見た。ここでは、社会基盤の代表

例である教育を見てみよう。表2－4は東アジア、東

南アジア諸国の中等・高等教育の段階を見たものであ

る。初等教育については、東アジア、東南アジア諸国

は、他の発展途上国と比較しても高いレベルにある7。

しかし、多くの国で民主化のリーダー層を育てた第3

段階（高等教育）において、カンボディア、中国、ラ

オス、ミャンマー、ヴィエトナムは、いずれも1桁代

の％である。

また、東アジア、東南アジア諸国で特徴的なのは、

進学率が上がっていくスピードの速さである。韓国の

中等教育進学率は、1965年の35％が、10年後の75年

には56％、1985年には90％と、20年の間に2.5倍以

上に増加している。その他の国でも、1960年から1992

年の間のインドネシアで約7倍、タイで約3倍に上る。

比較的遅れている国でも SAS（South Asia）と LAC

（Latin America and Caribbean）の平均と同じレベルに

達している。

2－3 わが国の支援動向

2－3－1 わが国の民主化支援の方針

東アジア、東南アジア地域全体の民主化支援の方

針は特に定められていない。しかし、1997年に発生

したアジア経済危機を契機として、持続的な経済成長

や貧困削減等の中長期的課題に取り組むにあたって、

腐敗防止や説明責任（アカウンタビリティ）の徹底を

含む「統治（ガバナンス）」の強化が重要な課題である8

との認識が高まっており、これを受けて、わが国の東

南アジア地域の開発援助においても、民主化、ガバナ

ンスの要素はさらに重視されるものと思われる。

日本政府による主な民主化支援の具体例としては、

ヴィエトナム、カンボディア等に対する法整備支援を

はじめとする制度づくり支援、インドネシア、カンボ

ディア、東ティモール等に対する選挙支援等が挙げら

れる他、人権・女性問題等に関するシンポジウムの開

催等も積極的に行っている。
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2－3－2 JICAにおける民主化支援の位置づけ

東アジア、東南アジア地域においてJICAが国別事

業実施計画を策定しているのは、ブルネイを除く

ASEAN 9ヵ国及び中国、モンゴル、東ティモールの計

12ヵ国である。各国における援助重点分野及び民主化

支援に関連する協力プログラムは、表2－5の通りで

ある。

いずれの国においても、何らかの形で民主化・ガバ

ナンス支援が取り上げられていることがわかる。分析

枠組みとしての民主化の3要素の観点から見た場合、

以下の特徴が挙げられる。

（1）制度としての民主化

選挙制度をはじめとする民主化・政治システムそ

のものの構築に対する協力については、国別事業実施

計画においては、特に取り上げられておらず、JICAの

協力の事例としても多いとはいえない。選挙実施面に

おける協力として、インドネシア及び東ティモールに

おいて協力実績がある。

（2）民主化を機能させるシステム

いずれの国においても、グッド・ガバナンス支援、

行政能力向上支援、人づくり・制度づくり等の項目が

援助重点分野で取り上げられており、これらの分野

が、東アジア・東南アジア地域におけるJICAの民主

化支援の中心的な領域であるといえる。その中でも特

に複数の国で取り上げられている特徴的な協力分野と

しては、（i）地方分権化の進展に伴う地方行政の能力

向上、（インドネシア、フィリピン、タイ）、（ii）警察

行政改善・治安対策（インドネシア、フィリピン、カ

ンボディア）、（iii）司法制度・法整備支援（インドネシ

ア、カンボディア、ヴィエトナム、ラオス）、の3点

が挙げられる（各分野ごとの現状は後述する）。

（3）民主化を支える社会・経済基盤

日本は社会開発、貧困削減の観点から、経済・社会

インフラの整備に幅広く協力を行ってきており、東南

アジア地域に対する民主化の基盤整備に少なからず貢

献してきたといえよう。インドシナ3国（ヴィエトナ

ム、ラオス、カンボディア）、中国においては、市場

経済化支援が重視されており、これらの市場経済移行

国においては、市場経済化に向けた行政・法制度整備

が民主化を機能させるシステムづくりとしても重要な

要素であるといえる。また、平和構築支援の観点から

は、紛争後の復興期にある国としてカンボディア、東

ティモールが挙げられるが、東ティモールについて

は、紛争終結直後の2001年 1月から経済協力調査団

を派遣し、インフラ整備、行政官育成等の復興開発支

援に本格的に取り組んでいる。カンボディアにおいて

は除隊兵士支援、治安対策をはじめ、包括的な経済協

Box2－1　国家開発計画における民主化・ガバナンスの位置づけ

●　インドネシア
スハルト政権崩壊後、民主化を推進するインドネシアでは、開発計画においても、民主化／グッド・ガバナンスの重要

性は随所にうたわれている。5つの優先課題のうち、「1. 民主的な政治システムの構築及び国家統一・団結の維持」及び「2.
法による統治・グッド・ガバナンスの確立」の2点が掲げられている他、「5. 地方開発の推進」においても、地方自治の早
期実現と安定化が地方開発推進の重要課題として位置づけられている（国家開発計画PROPENAS 2000～ 2004年）。

●　フィリピン
エストラダ大統領の下で策定された中期開発計画においては、ビジョンとして持続可能な開発及び社会的公正を伴う成

長を掲げている。6つのミッションの1つにガバナンス改革が位置づけられており、中央・地方政府、民間セクター、市
民社会のパートナーシップの強化を目的としている（中期フィリピン開発計画 1999～ 2004）。

●　タイ
第9次国家経済社会開発5ヵ年計画において7つの重点の1つとしてグッド・ガバナンスを掲げている。この分野に関す

るタクシン政権の政策としては汚職防止がある（第9次国家経済社会開発5ヵ年計画2002～ 2006）。

●　カンボディア
1999年2月に東京で開催された支援国会合において、カンボディア政府と主要支援機関による協議の結果、同国の開発

重点分野として7分野が合意され、その1つにグッド・ガバナンスが含まれている。カンボディア政府はこれを受けて、
2001年 1月に「Governance Action Plan（GAP）」を策定して、司法改革、汚職対策、国軍動員解除などの諸政策に取り組ん
でいる。
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インドネシア

東ティモール

マレイシア

フィリピン

タイ

カンボディア

ヴィエトナム

ラオス
（2000年度）

ミャンマー

中国

モンゴル

表2－5　JICAにおける民主化支援プログラム（東アジア、東南アジア）

国　名
援助重点分野

民主化関連の協力プログラム名
（太字・下線部が民主化支援と関係が深いもの）

①社会開発と貧困削減、②グッド・ガバナンスへの支援、
③経済構造改革への支援、④経済発展基盤の強化、⑤環境保
全
①人材育成・制度づくり、②インフラ整備、③農業・農村開
発
①経済の競争力強化、②人的資源開発、③環境と持続的開発、
④格差是正
①経済体質の強化（マクロ経済運営、産業構造強化、経済イン
フラ整備）、②格差の是正（農業・農村開発、基礎的生活条件
の改善）、③環境保全と防災、④人材育成・制度づくり（初等・
中等教育、技能・技術教育、行政能力の向上と制度づくり）
①社会開発セクター、②環境保全セクター、③地方・農村開
発セクター、④経済基盤整備セクター、⑤地域協力セクター
①グッド・ガバナンス、②経済振興のための環境整備、③経
済・社会インフラ整備、④保健医療、⑤教育、⑥農業・農村
開発、⑦地雷除去・障害者支援、⑧環境資源管理

①人づくり・制度づくり（特に市場経済化移行支援）、②電力・
運輸等インフラ整備、③農業・農村開発、④教育・保健医療、
⑤環境
①人づくり、②BHN支援、③農林業、④インフラ整備

①経済構造調整、②農業・畜産業・水産業開発、③保健医療
の改善、④教育の改善、⑤ライフラインの改善、⑥環境保全・
麻薬対策
①環境問題など地球的規模の問題に対処するための協力、②改
革・開放支援、③相互理解の増進、④貧困克服のための支援
①市場経済移行のための知的支援・人材育成、②産業振興の
ための経済基盤及び条件整備、③農牧業振興、④基礎生活支
援

地方行政支援
警察行政支援
行政司法運営能力向上
行政官育成
コミュニティ育成・強化
金融機関審査能力向上

中央政府行政能力向上
警察科学捜査技術向上
地方自治体行政能力向上

地方行政能力向上

除隊兵士支援
行政改革支援
司法改革支援
治安改善
市場経済化支援
法整備支援（公務員行政・警察行政）

法制度整備
市場経済化支援
地域開発支援
経済構造調整政策支援（財政・金融、
産業・貿易、農業・農村）

市場経済移行下の制度整備

徴税機能強化
中核人材育成

注：ASEAN諸国のうち、ブルネイは国別事業実施計画策定対象外、シンガポールは、域内の南南協力が中心のため検討対象
から除外。

出所：2001年度のJICA国別事業実施計画を基に筆者作成。

力を通じて平和構築に取り組んでいる。

2－3－3 民主化支援の特徴的な協力動向

東アジア、東南アジア地域におけるJICAの民主化

支援として、特に特徴的な協力分野・事例について、

以下に述べる。

（1）地方行政能力の向上

近年の開発援助におけるグッド・ガバナンス重視

の傾向及び地方分権化の進展により、地域のニーズに

対応した行政サービスの実現を目指し、地方政府や地

方行政官をターゲットにした協力案件が多く計画・実

施されている。また、こうした案件の実施において

は、従来の中央省庁のリソースを中心とした協力では

なく、日本国内の地方自治体や大学・研究機関等の協

力を得ている案件が多いことと、現地リソースの活用

を積極的に図っていることも特徴として挙げられる。

（2）警察行政／警察改革支援

警察行政の民主化や近代化は、社会生活の安定を

図る上で重要な分野であり、フィリピン、カンボディ

ア等において、交番制度、犯罪捜査技術、薬物取締等

の分野に対する協力が行われてきている。ただし、技

術的な分野の協力は成果を得やすいが、汚職・腐敗の

抑制や透明性の確保といった警察民主化の中核的な部

分の改善には、相手国側の中・長期的な自助努力が不
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可欠である。また、当該分野に対する協力は公権力行

使につながりかねないので、案件採択に際しては、慎

重な検討を要する。

インドネシアにおいては、国軍から分離独立した

ばかりの国家警察に対する包括的な支援プログラムが

実施されつつあり、今後の展開が注目される。

（3）司法改革／法制度支援

国家の基本となる「法の支配」の確立には、基本法

の整備・施行、法曹関係者の人材育成及び国民の法律

へのアクセス確保といった要素が重要である。ヴィエ

トナム、カンボディア、ラオスのインドシナ3国にお

いては、市場経済化推進支援の観点から、民法及び民

事訴訟法の整備を中心に、重要政策中枢支援「法制度

整備」が法務省や大学関係者の協力を得て行われてき

ている。また、インドネシアにおいても、法制度支援

のための協力が準備されつつある。

（4）住民参加型開発と開発パートナー事業

住民参加型の技術協力には多様な形態が考えられ

るが、1999年度よりJICA事業の新制度として導入さ

れた「開発パートナー事業」も住民参加型開発に適し

たスキームである。開発パートナー事業は、開発途上

地域の政府関係機関や民間団体などによる持続的、自

発的な開発努力を支援することを目的として、JICA

がわが国の民間援助団体あるいは大学、地方自治体、

公益団体、民間企業などに事業の実施部分を包括的に

委託して行う技術協力事業である。東アジア・東南ア

ジア地域では基礎教育や保健を中心に住民のエンパワ

メントに資する多くの協力を行っている。Box2－4は

その一例である。

Box2－4　協力事例3：ヴィエトナム開発パートナー事業「北部山岳地域識字教育振興計画」

この事業は社団法人ユネスコ協会連盟との共同事業により、少数民族が多く居住しヴィエトナムでも特に所得や識字率
の低い北部山岳地帯ライチャウ省において、持続可能な村落開発のための識字教育、継続教育の普及を目的とするための
ものである。

3年間のプロジェクト期間中、同省内2郡の40村落に各1軒の寺子屋を建設し、寺子屋を運営する現地指導者や識字教
育を行う地元教員の研修を行うことにより、教育の機会に恵まれなかった成人を主たる対象とした識字教育を展開する。ま
た、地域住民の収入向上のための養蜂の技術指導や、民間伝承の採話など村落に根ざした多角的な協力も行っている。

Box2－3　協力事例2：ヴィエトナム重要政策中枢支援「法整備支援」

ヴィエトナムの市場経済化に適合した行政体制の整備を図るため、民法・商法等の市場経済化に必要な法的枠組みの整
備に対する支援として、1997年より3年間フェーズIを実施した。現在はフェーズIIとして、（i）個別立法作業への助言（司
法省、最高人民裁判所、最高人民検察院）、（ii）法体系の整備への助言（ヴィエトナム現行法令の鳥瞰図作成、民法改正共
同研究）、（iii）人材育成（司法官僚、裁判官、警察官）の3点を柱とした協力を実施中である。

協力形態としては、4名の長期専門家が現地に常駐するとともに、短期専門家による現地セミナー（6～7コース）、本邦
国別特設研修（4コース、約40名）、学位取得を目的とした長期研修員受入（3～4名）等を行っている。

国内支援体制としては、上智大学森嶌教授を委員長として、学識経験者、外務省、法務省、日弁連等による国内支援委
員会を月1回開催している。

Box2－2　協力事例1：インドネシア地方行政能力向上プログラム

インドネシア政府は、中央集権型から地方分権型の統治体制に移行するため、2001年1月から地方分権化を施行してお
り、中央政府から地方政府（県・市）に大幅に権限を委譲するとともに、人員・予算・資産の移管作業を進めている。

地方分権化に伴い権限が委譲された地方政府においては、人材育成や地域のニーズに合った開発計画策定能力が喫緊の
課題であることから、JICAは、地域開発政策、地方行政官人材育成の二つを柱とした地方行政能力向上のための協力プロ
グラムの実施についてインドネシア政府側と合意し、2002年 4月の本格立ち上げに向けて準備を進めている。

地域開発については、内務省及び3つのパイロット州に対して地域開発アドバイザーを派遣中であり、相互の連携を図
りながら、州の開発計画策定へのアドバイス、地域間協力推進、地域開発のベスト・プラクティス収集等を通じて、地方
政府自身の開発計画策定能力の向上を図っている。

また、人材育成については、地方行政官や地方議員等を対象とした研修プログラムを現地リソースを活用して実施する
他、2つのモデル州において、地方政府自身による研修プログラム策定を支援する予定である。
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表2－6　東アジア、東南アジアにおける民主化を機能させるシステムと社会・経済基盤

民主化を機能させるシステム（特にガバナンス）の課題

出所：筆者作成

タイ、フィリピン（A） インドネシア（B）

ヴィエトナム、中国（C） ミャンマー、ラオス（D）

（復興型）カンボディア、東ティモール（E）

民主的体制に移行したが、社
会・経済基盤が十分でない

民主的体制への移行がまだ
で、かつ社会・経済基盤も不
十分

民主化を支える
社会・経済基盤

民主主義と整合的なガバナンスに
変えることが必要

基本的なガバナンスの
整備・強化が課題

（5）選挙支援

従来、日本による選挙支援は、緊急無償資金協力等

による物資供与が中心であったが、1999年のインド

ネシア総選挙の際には、選挙監視等のロジスティクス

支援を中心に、22名の短期専門家を選挙管理委員会

に派遣し、選挙実施における技術協力の面でも貢献し

た。また東ティモールに対して、2001年8月の憲法制

定議会選挙に際し、選挙教育、市民教育の広報活動支

援のためにグラフィックデザイナーをUNTAET広報

部に派遣した。

2－4 今後の支援のあり方

ここでは最初に、第1章で述べた民主化の3つの構

成要素に従って、この地域の民主化を類型化しよう。

東アジア、東南アジアにおいて民主的制度は他地

域、例えばアフリカと比べるならば、ある程度整って

いる。しかし民主化を機能させるシステム、具体的に

はガバナンスが不十分な状態にある。その課題の内容

は2つのグループに別れる。1つが権威主義体制の下

で経済開発を進めた国で、政府のガバナンス能力は低

くないが、それを民主主義と整合的なガバナンスへと

変えることが課題となっているグループであり、もう

1つがそれ以外の国で、基本的なガバナンスの整備・

強化が課題になっているグループである。特に前者で

は、中国、ヴィエトナムという社会主義国の存在があ

る。「政府の能力」という意味でのガバナンスは決して

低くないが、対立候補がほとんど存在できない選挙や

政策決定のやり方など民主主義と整合的とはいえない。

社会・経済基盤の強化が必要な国も少なくない。こ

れも民主化の進展度との関連で2つのグループに分け

ると、1つが、民主的体制に移行したとはいえ社会・

経済基盤が十分でない国、もう1つが、民主的体制へ

の移行がまだで、かつ社会・経済基盤も不十分な国で

ある。

ここで援助が必要とされているかどうかを経済発

展の段階によって考えてみよう。1人当たりGNPが国

際連合の定義による「高位中所得国」より上であるか

によって経済発展の度合を判断すると、東アジア、東

南アジア地域では表2－6の8ヵ国（タイ、フィリピン、

インドネシア、ヴィエトナム、中国、ラオス、ミャン

マー、カンボディア）及び東ティモールがその対象と

なる。民主的体制への移行がまだでかつ社会・経済基

盤も不十分な国では包括的な民主化支援が必要とされ

ているが、なかでもカンボディア及び東ティモール

は、国家の枠組みをゼロから築き上げている過程にあ

る。特に東ティモールは（2002年 3月末現在）憲法を

制定し、大統領制・一院制の議会を中心とした政治シ

ステムの構築を目指すとしているが、その前途には多

くの問題が横たわっている。これらを「復興型」とす

るならば、東アジア、東南アジア地域の民主化支援対

象国は、下記A～Eの5つに類型化できる（表2－6）。

日本のODAは、「開発途上国の離陸へ向けての自助

努力を支援することを基本とし、広範な人づくり、国

内の諸制度を含むインフラストラクチャー（経済社会

基盤）及び基礎生活分野の整備等を通じて、これらの

国における資源配分の効率と公正や『良い統治』の確

保を図り、その上に健全な経済発展を実現することを

目的として」（1992年 6月 30日付け政府開発援助大

綱）、実施されるものである。特にアジア地域は、「わ

が国と歴史的、地理的、政治的及び経済的に密接な関

係」にあり、「その経済発展を維持・拡大することが世

界経済の発展のためにも重要であるが、その一方で依

然として貧困に苦しむ多数の人口を抱えている国も存

在することを踏まえて、アジア地域に重点を置く」

（前掲書）ことが肝要であるとされている。「自助努

力」「広範な人づくり、インフラストラクチャー及び
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基礎生活分野の整備」等を通じて、「わが国と密接な

関係」にあるアジアを支援することは、民主化支援に

ついても全く同様に行われるべき重要なポイントであ

る。また、アジア地域への支援が、世界の成長セン

ターとして、世界経済全体の発展のために重要である

ことも忘れてはならない。

今後の具体的な民主化支援のあり方としては、特

にニーズの高い分野として以下のものが考えられる。

東アジア、東南アジアには中国、ヴィエトナム、ラ

オス、カンボディアなど民主的な選挙制度が未成熟、

または全く経験の無い国々が存在する（表2－6のグ

ループC、D、E）。これらの国々における選挙制度の

構築、改善や公平な選挙の実施をサポートすること

は、「民主的な制度」の分野での日本の重要な支援の

柱である。

選挙制度について日本は、歴史的に小選挙区・中選

挙区・大選挙区のいずれも経験している。現在も衆議

院の小選挙区比例代表並立制、参議院の都道府県ごと

の中選挙区及び比例代表制をはじめ、地方選挙での中

選挙区制・小選挙区制や地方自治体での米国型大統領

制の首長選挙など、様々な選挙制度が並存する「選挙

制度のデパート」状態にある。タイ、韓国なども自国

の選挙制度改革について日本の制度を参考にしてい

る。日本が自らの経験を活かし、様々な制度の長所・

短所など、民主的な選挙制度構築に寄与できる点は多

い。

「民主化を機能させるシステム」の分野では、表2－

6のグループA、B（インドネシア、フィリピン、タイ）

を中心として、地方分権化に伴う地方行政能力の向上

が求められている。「地方自治はデモクラシーの学校

である」という言葉が端的に示すとおり、身近な自治

体での民主主義の実践は、その国全体の民主化に決定

的な影響を及ぼす。注意すべきは、既に日本では時代

に合わなくなったとされる諸制度が、これから地方自

治制度を確立して行く国には、まだ有効に機能する可

能性である。例えば、中央と地方の財政の分担や徴税

のシステム、またキャリア・ノンキャリアの公務員制

度など、日本では改革の対象となっていることが、制

度が発展途上の東アジア、東南アジア諸国では活用で

きる可能性に留意すべきである。

また、基本的なガバナンスの整備・強化が課題であ

るグループB、D、E（インドネシア、ミャンマー、カ

ンボディアなど）を中心として、軍や警察行政の民主

化が必要とされている。これは社会生活の安定を図る

上で重要な分野であり、既にインドネシアにおいて

は、国軍から分離独立したばかりの国家警察に対する

包括的な支援プログラムが実施されつつある。また、

警察行政の民主化では交番制度、犯罪捜査技術、薬物

取締等の分野に対する協力が行われてきている9。東

アジア、東南アジアのいくつかの国において、軍・警

察が民主化に対する足かせになっていることは否めな

い。慎重な配慮が必要な分野であり、例えば動員解除

においても総合農村開発など除隊後のソーシャルネッ

トワーク構築を含めたプログラムが望まれる。

他に日本の特長を活かす分野としては、法制度支

援が考えられる。日本による法整備支援の意義は、

「日本は、アジア地域にありながら、19世紀後半から

約130年にわたって、フランス法、ドイツ法の大陸法

系を導入し、第2次世界大戦後はアメリカ法を中心と

する英米法系を取り入れ、いずれも自国に合った形で

発展させてきた実績を有する。いわば、異なる社会の

法を継受してきた貴重な経験を有し、現在の支援受入

国が体験している困難さを共有することができる」10

という点である。

さらに「民主化を支える社会・経済基盤」の充実は

従来日本が中心としてきた分野であり、今後も継続し

ていくことが望まれる。民主化が機能し、定着するた

めに経済発展が重要である。この意味で、市場経済化

への支援（ヴィエトナム、カンボディア、ラオス、中

国など）は重要である。最低限のBHNの充足や経済の

安定、格差を最低限にとどめることは、ソフトな民主

化への必要条件である。表2－6のグループE（カン

ボディア、東ティモール）へは、平和構築の一環であ

る復興支援（ポスト・コンフリクトへの支援）を通じ

た民主化支援が挙げられる。

9 例えばシンガポールで行われた集団研修「交番制度」の参加国は、カンボディア、ラオス、ミャンマー、ヴィエトナム、東
ティモール、インドネシア、フィリピンなど南西アジア、太平洋諸国を含み24ヵ国にのぼる。

10 法整備支援基本方針、「法整備支援」に関する世界銀行会合への調査団報告書より、2001年 7月 5日
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2－5 民主化支援における留意点

東アジア、東南アジアは、多種多様な政治システム

が存在し、民主化の現状も様々な地域である。従っ

て、そこでは国別の民主化の現状を踏まえた個別のア

プローチが重要になってくる。

開発を至上の命題としてきた東アジア、東南アジ

アの国々では、主眼が経済発展による国家建設にあ

り、その分だけ政治的民主化の意識は薄かったといえ

る。また、ほとんどの国が西欧列強の植民地で、独立

したのは第2次大戦終了後である。経済的出発点とし

なければならなかった植民地経済とは、すなわちモノ

カルチャー経済であり、この経済的後進性からの脱却

が東アジア、東南アジア諸国にとって最優先課題で

あった。新興独立国にとって議会制デモクラシーは不

安定性なものであり、複雑な民族問題や宗教上の対立

から「選挙を実施すればするほど社会の分断が深ま

る」11という悪循環が起こるようになっていたのは理

解できる。

チャーマーズ・ジョンソンは「民主化が、複数政党

制や経済的自由主義に先行して起きた場合、経済発展

が伴わないと、結果としてデモクラシーは崩壊するで

あろう。経済発展なき民主化は、1912年の中国や多

くの南米諸国の事例が示すように、持続したものとは

なりにくい」12と述べている。民主化支援には、慎重

な対応が要求される。政権交代によるその国の国民へ

の影響などは、最低限なものとなるように考慮せねば

ならない。

「デモクラシーは人間の知性が考案した最悪の政治

制度だ。ただし他のすべての制度を除いての話だが」

というチャーチルの有名な言葉がある。様々なデモク

ラシー観が存在する中で、シュンペーターはデモクラ

シーを、次のように定義する。「政治決定に到達する

ために、個々人が人民の投票を獲得するための競争的

闘争を行うことにより、決定力を得るような制度的装

置」13。これは極めて制度的な捉え方であり、「多数者

による決定」というデモクラシーの最も実現困難な点

を「多数者による決定者の決定」に置き換え、議論を

整理している。シュンペーターは、民主主義が1つの

政治的方法にほかならないことを主張しているのであ

る。彼は次のように述べる。「換言すれば、民主主義

は政治的―立法的、行政的―決定に到達するためのあ

る種の政治的装置にほかならないのであって、一定の

歴史的諸条件のもとでそれがいかなる決定をもたらす

かということと離れては、それ自体で1つの目的たり

えないものである」14。

もしデモクラシーが普遍的な価値でなく、利害を

調整するための制度であるとするならば、東アジア、

東南アジア諸国の最大の課題である権威主義開発体制

から民主化への道も違った様相を示してこよう。目標

とする答えは1つでなく、多様な国と様々な発展段階

にふさわしい政治制度があるからである。単一の民主

主義観をすべてにあてはめて判断するのはいかにも危

うい。西欧的な民主制度をそのままあてはめて東アジ

ア、東南アジアの政治を論ずるのは適切でないこと

は、同じアジアの国として日本が留意すべき最大の点

である。

11 金子芳樹他（1997）p.127
12 Johnson（1989）p.3
13 Schumpeter（1943）p.269
14 ibid. p.386
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3－1　民主化の歴史的背景・現況

南西アジアのほとんどの地域は英国の植民地支配

を受けたという歴史を有し、英国の影響は植民地支配

を免れたネパール、ブータンにも及んでいる。これら

諸国が独立後に採用した政治制度の多くも英国が導入

したものをそのまま継承したものであり、議会制民主

主義もその1つである。インド、スリ・ランカは独立

以来ほぼ一貫して民主主義を維持してきているが、ア

ジアで他に戦後これだけの民主政治の歴史をもつ国は

おそらく日本だけであろう。さらに長年軍政や専制政

治下にあったパキスタン、バングラデシュ、ネパール

でも1980年代末から相次いで民主化が起こった。こ

れらの国のほとんどは一応は「民主政治」を運営して

きている。例外はパキスタンである。この国は1999

年 10月の軍事クーデタにより再度軍政下に入った。

しかし、パキスタンの民政－軍政の間には一般に考え

られているほど大きな差はなく、パキスタン政治の問

題はもっと深いところにある。

また、民主国家であるはずのインドやスリ・ランカ

には紛争が多発しており、南西アジアでは民主主義は

紛争解決に役立つどころか、民主政治そのものが紛争

の原因になっているのではないかと思われる。

英国型の議会制民主主義は社会構造、歴史的背景

が大きく異なるこの地域に対しては限界があり、下か

らの積み上げがトップまでつながり、真の民主主義が

育つためにはまだ課題が山積している状況にある。

3－1－1 重層型多元国家：インド

インドは人口10億人を超える巨大な国家である。

インド社会の特徴は、言語、宗教、それにインド特有

のカースト制度によって社会が分断されていることで

ある。しかもこれら3つの要素が重層的に存在してい

る。個人の立場から見るならば、1人の人間が言語、

宗教、カーストの3つのアイデンティティをもつこと

になる。そのいずれが重要かは政治状況によって決
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まってくる。

インドの民主制度はこうした社会状況の中で作用

する。この国は独立後の憲法で英国型の議会制民主主

義を導入し、1952年に第1回連邦下院選挙を行って以

来、1975～1977年の非常事態期を除いて、連邦及び

州議会選挙をほぼ定期的に行っている。小選挙区制を

採用し、18歳以上の男女に選挙権が与えられている。

しかし複雑な社会構造は民主政治に大きな影響を

及ぼしている。第1に言語別にほぼ州再編成が終わっ

ているインドでは、連邦制が次第に強化され、州ごと

に独自の政治過程が展開されるようになったことであ

る1。第2にポピュリズムが横行し、政治家はしばし

ば実現不可能な公約を掲げる。その結果選挙民の期待

は高まるが、政策面で成果が上がらないために不満が

募る。その不満を吸収するスローガンが出されれば容

易に動員される状態である。第3にいわゆるアイデン

ティティ政治が行われ、選挙民の動員が個人ベースで

はなくて、カーストや宗教を根拠に行われる点であ

る。そして第4に、その結果インドではいわゆるエス

ニック紛争が後を絶たないという点が指摘されねばな

らない。国民の政治意識がコミュニティ・ベースで高

まるとともに、要求が満たされない場合には、それが

エスニック紛争として顕在化する。それを主導してい

るのはまさに民主政治の担い手であるはずの政党自身

である。

3－1－2 多数派支配型国家：パキスタン

英領インドで独立の機運が高まった時、政党「ムス

リム連盟」の指導者ジンナー（Mohammad Ali Jinnah）

は、ヒンドゥーとムスリムは別の「民族（nation）」であ

り、1つの国には一緒に暮らせない、少数派のムスリ

ムはヒンドゥーの支配の下では幸福になれないとい

う、いわゆる「二民族論」を掲げた。これがインドと

パキスタンの分離独立を招くこととなり、パキスタン

は「ムスリム国家」として誕生した。

1 インドの各州政治の特徴は、広瀬崇子編（2001）『10億人の民主主義』御茶ノ水書房が詳しい。同書は各州の選挙政治がいか
にカーストや宗教をベースに行われているかを解明している。
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独立当時からパキスタンは民主主義の促進には不

利な条件が多くあった。第1に、独立当時、パキスタ

ンは封建制の強く残る後進地域からなり、最大の都市

カラチさえ当時はいなか町に過ぎなかった。第2に、

支配政党のムスリム連盟は経験も浅く、組織も未発達

であった。第3に、「建国の父」ジンナーを1948年に

失い、もう 1 人の指導者リアカト・アリ・カーン

（Liaquat Ali Khan）もまもなく暗殺された。第4に、ム

スリム連盟は「移民」して自分たちの国を作った結果、

ムスリム連盟の指導者たちは新しい国に地盤をもたな

かった。選挙を行うためには自らの選挙区が必要とな

るが、彼らは言葉も違う土地でそれを探さねばならな

かったのである。必然的に民主政治に対して消極的に

なり、軍と官僚に頼る中央集権国家の建設を目指すよ

うになった。さらに、パキスタン政治を支配してきた

パンジャーブ人は全人口の53％を占め2、軍、官僚に

占める割合も大きく、それが他の民族の反発を買って

きた。州レベルのサブ・ナショナリズムは建国以来パ

キスタン政治を脅かしてきた。バングラデシュの独立

は、その恐怖が現実となったものである。民主主義は

州のアイデンティティを高め、国民統合の危機にも繋

がりかねないものとなっている。第5に、インドとの

緊張関係がある。分離独立の際の宗派間の暴動やカシ

ミールを巡る3度の戦争があり、今日でも実効支配線

をはさんで銃撃戦を繰り返している。隣国との緊張関

係は国内の民主政治の発達にさらなる重圧を課してい

る。

このような状況の下、パキスタンでは民政が安定

せず、パキスタンの独立後の歴史の約半分が軍政下に

ある。パキスタンでは1956年に独立憲法が制定され

たが、早くも1958年には軍事クーデタが起きて、ア

ユーブ・カーン（Mohammad Ayub Khan）陸軍参謀長が

政権を掌握した。1969年にはヤーヒヤ・カーン（Agha

Mohammad Yahya Khan）が軍内クーデタを起こして政

権に就いたが、1971年の印パ戦争の敗北により退陣、

民政のブットー（Zulfikar Ali Bhutto）政権が誕生した。

しかし治安の乱れ、不正選挙などから国民の不満が募

り、1977 年にはまたしてもジア・ウル・ハック

（Mohammad Zia ul-Haq）陸軍参謀長によるクーデタが

発生、ジア政権は1988年まで続く。この間ジア政権

はイスラーム化政策を採用、アフガン問題の影響も

あってパキスタン社会は宗教色が濃くなっていく。

1988年の民主化以降も軍は一貫して強い発言権をも

ち、選挙で選ばれた民主政府は軍の意向を受けた大統

領によって度々解任された。そして1997年に憲法改

正によって大統領の政府解任権を奪うと、1999年10

月に合法的な手段を剥奪された軍がクーデタを起こし

たのである。

3－1－3 単一民族国家：バングラデシュ

1971年にパキスタンから独立したバングラデシュ

（ベンガル人の国）は、比較的単一民族国家に近い存

在である。少数派のヒンドゥーもいるが、これまでに

際立った紛争は起こっていない。しかし、1971年に

独立を勝ち得たものの、民主主義、社会主義、政教分

離というインドと同様の原則をかかげてスタートした

ムジブル・ラーマン（Mujibur Rahman）政権は、1975年

に軍事クーデタによって倒され、1990年に再び民主

化されるまで軍政が続いた。軍事政権の間にイスラー

ム化も進んだ。1990年の民主化の後は、二大政党に

よる政権交代が行われているが、民政が正常な機能を

果たせるまでにはなお時間を要する。

3－1－4 強力な少数民族の挑戦を受ける国家：

スリ・ランカ

スリ・ランカは民主主義が発達しているが、おそら

くはそれゆえにタミル人問題が発生し、激化したと考

えられる。1956年の選挙はシンハラ人の二大政党に

よって戦われたが、選挙戦の中でスリ・ランカ自由党

（Sri Lankan Freedom Party: SLFP）はシンハラ政策を打

ち出し、シンハラ語を唯一の公用語に、そして仏教を

国教にすることを主張して、勝利した。ここに今日ま

で続くシンハラ・タミル問題の根源を見ることができ

る。その後1983年の「暴動」を経て、タミル人の過激

派グループ「タミル・イーラム解放の虎」（The Libera-

tion Tigers of Tamil Eelam: LTTE）がインドの支援を得

て台頭し、自爆テロを含む武力闘争を展開している。

ラジーブ・ガンディー（Rajiv Gandhi）インド元首相、

2 パキスタンの民族構成は、パンジャービー民族53％以上、パシュトゥーン民族14％前後、シンディー民族12％前後、ムハー
ジリーン（1947年印パ分離独立時にインドなどからパキスタンに移住した人々、8％前後）、バローチ民族4％前後、その他
となっている（深町宏樹、小田尚也（2001））。
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プレマダーサ（Ranasinghe Premadasa）スリ・ランカ大

統領をはじめとする要人の暗殺、ジャフナ地域での政

府軍との戦闘を繰り広げ、甚大な被害を与えている。

和平交渉は進展をみないが、その一因は野党の反対で

ある。民主主義が少数派の利益をどのように保護する

かを問う事例である。

3－1－5 地域拡散型国家：ネパール

ネパールは1950年に王政復古が実現し、ネパール

会議派を中心とする民主政府が誕生したが、1960年

には国王によるクーデタが起こって民主政治は停止さ

れた。1980年代末から民主化運動が起こり、1990年

には立憲君主制に移行した。この国の問題は山岳地帯

が多いため、地理的に国土が分断されていることであ

る。カトマンドゥー盆地を除けば、交通、通信などに

大きな障害があり、国土全体をつなぐコミュニケー

ションが不可能な状態である。テレビの電波も地上波

では届かないのが現状である。国民統合の象徴として

の国王の存在は極めて重要とされていたが、国民の尊

敬を集めていたビレンドラ（Birendra Bir Bikram Shah

Dev）国王一家が2001年に暗殺され、重大な危機を迎

えた。政治家、国民の政治意識が成熟しておらず、ま

た経済発展も遅れているため、国民の不満が鬱積し、

毛沢東主義者（Maoist）と呼ばれる一派が各地で武力闘

争を展開している。交通・通信網の整備、教育の普及

が急がれる。

3－2 民主化の特徴と課題

3－2－1 民主的な制度

既に述べてきたように、南西アジア諸国はパキス

タンを除いて議会制民主主義の制度が導入されてい

る。政党活動の自由、普通参政権、政党ベースの競争

選挙と選挙による政権交代、といった民主政治に必要

な条件はほぼ整っているといってよい。制度面で見た

場合に問題になるのはパキスタンである。しかし、パ

キスタンで軍事クーデタが起こったのは、民政が機能

せず、汚職・腐敗が横行していたことも大きい。1999

年の軍事クーデタで実権を握ったムシャラーフ（Pervez

Musharraf）大統領は、1999年12月から2001年8月に

かけて地方レベルの選挙（非政党ベース）を実施する

など民主化の道を歩んでいる。しかし、たとえ2002

年10月までに選挙を行い民政移管が完了したとして

も、おそらく自らは大統領の地位にとどまるであろ

う。従って軍の影響力が大きく揺らぐことは考えられ

ない。制度的に選挙で民主的に選ばれた政府が誕生す

ることだけが民主化でないことは明らかである。より

根本的な社会改革が必要である。

特にパキスタン政治における軍の影響力の強さは

文民統治を進める際の大きな課題となる。前述のごと

く、建国以来パキスタンは軍と官僚を中心とした中央

集権国家への志向が強かった。またインドとの紛争は

軍の存在価値を高めた。軍に一定年限奉仕すると、

様々な報酬が合法的に与えられる。階位に応じて土地

が与えられる他、終身年金も保証される。パキスタン

軍は我々の想像を絶するほどの既得権益をもってい

る。その既得権益を守るためにも軍は政治力を保持し

なければならないのである。こうした軍の大きな存在

が民主政府の機能を制限してきたことに疑いの余地は

ない。パキスタンが今後民主化していくためには、こ

のような軍の既得権益を削減し、影響力を押さえる努

力が必要となろう。

既に制度的に民主化を達成したパキスタン以外の

国においても、民主化を機能させるシステムや民主化

を支える社会・経済基盤が脆弱なため民主主義が機能

しているとはいいがたい状況にある。次項ではこれら

の問題に焦点を当ててみていく。

3－2－2 民主化を機能させるシステム

南西アジアは民政か軍政かに関わらずガバナンス

に課題があるところが多い。既に制度的に民主化を達

成したネパールやバングラデシュについても、民主主

義が十分機能しているとはいえない。これらの国が民

主制度を保っているのは、軍の影響力が比較的弱く、

隣国との深刻な紛争を抱えず、アイデンティティの基

盤がより強固であることが幸運であっただけである。

インドとスリ・ランカも民主制度は確立している。し

かし、これらの国では民主主義ゆえの問題を抱えるこ

とになった。その最大の問題はエスニック紛争であ

る。両国では政党が宗教や民族、カーストを選挙の集

票目的で利用する傾向があり、そのため対立が先鋭化

している（紛争については「3－2－3　民主化を支え

る社会・経済基盤」で後述する）。

政府の意識や能力も課題である。例えば、パキスタ
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ンで民主政治が根付かないことの一因として民主政府

の汚職・腐敗が挙げられることは前に述べた通りであ

る。1988年に民政移管が行われた後、ベナジール・

ブットー（Benazir Bhutto）（パキスタン人民党）とナ

ワーズ・シャリーフ（Nawaz Sharif）（ムスリム連盟）が

交代に政権に就いたが、いずれの政府もまともに機能

せず、汚職・腐敗が常に取りざたされる有様だった。

ベナジールの夫ザルダーリ（Asif Ali Zardari）は「ミス

ター・テンパーセント」と揶揄されるほど汚職との関

係が指摘されており、ベナジールは巨額の海外資産を

持っていると言われる3。シャリーフが政権に就くと

ザルダーリは収賄容疑で逮捕され、投獄される。そし

てベナジール政権が復活すると釈放される、といった

ドラマが繰り返されたのである。

また、宗教、言語、カーストなどにより社会が細か

く分断されている（バングラデシュを除く）南西アジ

ア諸国では、マイノリティ集団の利益の擁護が問題と

なっている。単純な多数決原理はマイノリティ問題に

的確な答えを与えない。それどころか、諸政党は利害

調整の役割を果たしていないばかりか、選挙民のエス

ニック・アイデンティティを党利党略のために利用

し、紛争を招いてきた。一方、選挙民側についても政

治意識が個人ベースではなくカーストや宗教によって

左右されており、政治に対する適切なチェックができ

ていない。政治家、国民双方の政治意識の向上が課題

となっているのである。

南西アジアでは民主的な制度はあっても、これら

の制度が国民が求めて得られたものではなく、独立後

に上から与えられたものであるため、受け皿としての

国民の政治意識が十分に育っていない。民主的な制度

が本当の意味で機能するためには対立を煽り立てるよ

うなポピュリズムやアイデンティティ政治を許さない

規範を作り上げていくことが重要である。

こういった問題の1つの解決法は地方分権である。

そもそも南西アジア諸国は伝統的に中央集権国家を形

成してこなかった。「国民国家」の体裁をとるように

なったのは、外国勢力、特に英国の植民地統治による

ところが大きい。しかし、南西アジア諸国は決して無

秩序ではなかった。カーストや宗教を基礎とする社会

制度は強固で、村落単位ではパンチャーヤット

（Panchayat）と呼ばれる長老会議が存在し、そこでは

物事は合議制で決定されていた。「伝統的な民主主義」

の1形態と呼んでもよい。それが英国の近代的制度の

導入にとってかわられ、中央集権化が始まった。そし

て分離独立の影響も働いて、独立とともに中央集権化

は国家努力によって急速に進められたのである。南西

アジア諸国は中央集権―地方分権の軸を揺れ動いてき

たが、おそらく独立時には最も中央集権の方向に傾い

たといってよいだろう。その軸が時間の経過とともに

再び地方分権の方向にゆれ戻してきていると捉えるこ

とができる。

インドもパキスタンも連邦制を採用している。

従って地方分権の問題は少なくとも2層で考える必要

がある。すなわち中央―州の関係と地方自治である。

しかもこの2層の分権化が必ずしも1直線上では結び

つかないことが事態を複雑にしている。多様性に富む

国民国家の最も危険な分裂要素は言語を基礎としたサ

ブ・ナショナリズムであると歴代の指導者は考えてき

た。従って、この力を押さえるためには州の実質的権

限を奪うことが必要となる。例えば中央政府主導で進

められる開発計画、全国レベルの官僚制による中央と

の結びつきの強化などがそういった方策となる。一方

地方自治体は中央政府が直接国民を統治する道具とも

なり得る。自治体選挙は政党ベースで戦われないこと

が多いため、ともすれば地方自治の強化は国民の非政

治化につながる。住民参加ではあっても非民主的とい

うこともあり得るわけである。パキスタン軍政が採用

してきた「基礎的民主主義4」はまさにその典型である

し、ラジーブ・ガンディーが野党などの反対にあって

挫折した「パンチャーヤット法案」もそういった色彩

が強かった。

インドでは1992年に第73次、74次憲法修正という

形でパンチャーヤット法が成立した。同法は各州政府

にパンチャーヤット選挙と地方自治の促進を義務づけ

ている。しかもパンチャーヤット構成でも女性や指定

カースト・部族などへの留保枠を規定している。これ

3 ベナジールは2001年5月現在で5件の汚職疑惑がかけられているほか、さらに9件の調査が進行中で、収賄の総額は15億
ドルを超すといわれる（Zahid Hussain, “The Judgement and After” Newsline, May 2001, p.25）。

4 パキスタンで1950年代後半に軍事政権を樹立したアユーブ・カーンが作り出した制度で、官僚支配と間接選挙を特徴とす
る。
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は上記2層での分権化を同時に促進するものとして評

価が高い。一方パキスタンの歴代軍政は州の発言力増

加を恐れてきた。民主化は国民の分裂傾向を助長する

との危惧が強く（実際パンジャーブを除く州では分離

運動が起こっている）、そのためにもユニット（末端

レベル組織）を活性化してしかも政党の影響力を排除

しようとの動きが強い。真の民主主義の発展のために

は、この2層を結び付け、最終的にはそれが国家レベ

ルでの民主化へと一本の流れに吸収させることが重要

となってくる。そのためには、民主主義のルールとと

もに特殊利益と国家利益の調和などに関する、各段階

での政治家の教育も必要となろう5。

3－2－3 民主化を支える社会・経済基盤

南西アジアでは紛争が非常に大きな課題である。

インドとパキスタンは分離独立当時から紛争を繰り返

し、両国間は緊張関係にある。分離独立に際して、新

しく引かれた国境線を渡って、パキスタン側からはヒ

ンドゥー教徒とシク教徒6が、そしてインド側からは

ムスリムが大量に移住した。その数は1,000万にも及

ぶといわれる。その際、宗派間の暴動などにより100

万人近い犠牲者が出たといわれるが、家族や親戚、友

人を「異教徒」に殺された恨みは今でも残っており、

それが印パ両国の和解を困難にする一因となってい

る。度重なる隣国との紛争は、軍の影響力を高め、過

激なナショナリズムを引き起こす結果となっており、

民主政治の発展に暗い影を落としている。

また、国内の紛争も深刻である。既に述べたとお

り、南西アジア諸国では政党が民族間、宗教間の対立

を煽り、紛争が多発している。スリ・ランカのタミル

人問題はこの国の経済発展を大きく遅らせ、インドに

おけるカシミール、パンジャーブ、アッサムなどの紛

争では年間1,000人単位の犠牲者が出ている。以下で

は、パンジャーブ紛争を例にとって紛争に至る過程を

示してみたい。

現在のパンジャーブ州はシク教徒が約60％を占め

る。この州の政治は全国政党の会議派と、シク教徒の

政党アカリ・ダル（Akali Dal）の間で争われてきた。

1977年の選挙で大敗を喫した会議派は、パンジャー

ブ州で政権を奪取したのみならず中央政権にも参加し

たアカリに復讐を誓った。そしてその方法とは、アカ

リをコミュナル7 政党にしたてるというものであっ

た。具体的にはシク教徒の間に過激派を育て、彼らを

通じてアカリを潰し、シク教徒＝過激派のイメージを

作り上げた上で、最終的に会議派が軍隊を使って過激

派を壊滅させる戦略である。国民の前に実力を誇示し

て選挙戦を有利に展開しようという作戦であった。し

かし、この政策はシク教徒を徹底的に疎外し、結果的

には張本人のインディラ・ガンディー首相の命を奪う

ことになったのである8。宗教やカーストを選挙の集

票目的で利用する傾向はインドでは年々強まってきて

おり、紛争も後を絶たない。

このような遠心力を是正し国民をまとめ上げてい

く1つの方法は、強力なナショナリズムを育て上げる

ことである。しかしここには別の危険が伴う。ナショ

ナリズムは往々にしてターゲット（敵）を作り上げる

が、国内のムスリムを敵にしていたインドのヒン

ドゥー・ナショナリズムは今やムスリムも一丸となっ

て反パキスタン・ナショナリズムで燃え上がってい

る。1999年5月のカールギル事件で一気に高まった反

パ・ナショナリズムは、同年10月の軍事クーデタで

さらに高まり、9.11事件以降はインドもパキスタンの

越境テロの犠牲者だとして、強硬な姿勢を示してい

る。12月13日の議会襲撃はさらにその傾向を加速さ

せた。こうして民主政治からスタートした国民動員の

政治は国内のエスニック紛争か対外強硬路線か、とい

う出口の見つからない落とし穴にはまってしまうので

ある。複雑な社会構造を抱えているインドやスリ・ラ

ンカの場合には民主主義の発達の方向は地方分権化だ

と考えられるが、健全な連邦制と地方自治の発達もま

た人間インフラの整備に大きくかかっているといえよ

う。

南西アジアでは、その人間インフラの面でも課題

が大きい。1998年時点で1日1ドル以下の貧困層が全

5 南西アジア諸国の地方自治については、森田朗編（1998）を、インドの地方自治と民主政治の関係については、広瀬崇子
（1999）などを参照。

6 シク教は16世紀にイスラーム教の影響を受けてヒンドゥー教の改革派としてできた宗教である。長らくシク教徒はヒン
ドゥー教徒の親戚として扱われてきた。

7 コミュナリズム、コミュナルという言葉はインド亜大陸では、排他的な宗派主義というマイナス・イメージで使われる。
8 紛争の詳しい経過については、広瀬崇子（1994）を参照。
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世界では約11億7,500万人おり、その約半数にあたる

約5億2,200万人が南西アジアに居住している。これ

は南西アジアの人口の約40％にあたる。また、1999

年時点での成人の非識字率は男性34％、女性58％と

他の地域に比べて最も高い数値を示している9。この

ように貧しく字も書けない人間が多数を占める社会で

は選挙による民主政治の運営が適切に行われ得るのか

疑問である。カウシク（Kaushik）は「貧しく、読み書き

もできず、迷信を信じ、カーストや宗教集団に対して

しか帰属意識をもたず、…適切なコミュニケーション

手段もない、そういった人間の巨大な波が選挙のたび

に投票所へと引き寄せられていく」と、インド民主主

義の運営の光景を描写している10。カウシクの見解は

やや極端であるが、むしろ問題は政府に対する適切な

批判やチェック機能が働かないという点であろう。腐

敗しきって、実績を上げない政府に対して国民の無力

感と政治離れが進むことが民主主義の正常な機能を阻

んでいるのである。

また、パキスタンでは過激なイスラーム主義が民

主主義の発展を阻害する一因ともなっており、このよ

うな過激派を防ぐためにも教育や福祉は重要である。

パキスタンで多くのターリバーンが生まれたことは今

では周知の事実になっているが、その教育機関はマド

ラサと呼ばれるイスラーム神学校である。2000年夏

の時点でパキスタン全土には約1万のマドラサがあ

り、約100万人の学生がここで勉強しているといわれ

る11。マドラサではもっぱらコーランと西洋、特にア

メリカに対する憎悪の教育をしている。無料の全寮制

学校は貧しい家庭の子供を惹きつけ、そのいくつかで

は軍事訓練も行っている。ターリバーンはこうしたマ

ドラサから生まれた。従って、イスラーム・ファンダ

メンタリズムとの戦いはこうした環境の改善から始め

なければならない。教育制度の整備と福祉の充実が過

激なイスラーム主義を防ぐ最大の防御であろう。

3－2－4 今後に向けて

南西アジアの民主化の課題を克服する1つの道は地

方分権の発達であろう。中央の政治は国民から遊離し

ているのみならず、既得権益を生み出しやすいが、地

方自治体では実質的に国民の政治参加が可能である。

このレベルではエスニック感情を露骨に操作すること

は難しい。汚職や腐敗をチェックするのも容易であ

る。住民の政治参加が可能なレベルで民主政治を運営

することが健全な民主主義の発達には必要なのではあ

るまいか12。また、地方レベルで政治家が民主主義の

ルールを学ぶことは極めて重要である。ここで民主主

義のルールを学び、その上で国政レベルでの民主主義

の運営に携わるというルートを用意することが必要で

あろう。このレベルでの政治家の教育に海外からの援

助が使われてもよいかも知れない。

3－3 わが国の支援動向

3－3－1 わが国の民主化支援の方針

南西アジア地域は世界最大の貧困人口を抱える地

域で、域内各国は困難な経済社会問題に直面しながら

国家開発に取り組んでおり、援助需要が高い地域であ

る。分野としては、貧困対策に資する保健・医療、教

育等の基礎生活分野から経済社会インフラに至る幅広

い分野で支援しているが、比較的民主化が進んでいる

当該地域においては、2002年10月に民政移管が予定

されているパキスタンを除き、JICAの国別事業実施

計画の中で特に民主化支援の方針について具体的な項

目は挙げられていない。

わが国は、1998年5月のインド及びパキスタンによ

る核実験実施に対する経済措置を講じてきたが、

1）両国が核実験停止を継続しておりわが国措置が相

応の成果を上げている、2）テロに対抗するために両

国が行っている努力を高く評価、3）今次テロとの闘

いにおけるパキスタンの重要性と、南西アジア地域に

おけるインドの重要性等に鑑み、2001年10月26日、

措置の停止を表明した。また、テロとの闘いによって

国内的に困難な状況に陥っているパキスタンに対して

は、今後2年程度にわたる総額3億ドルの無償資金協

9 World Bank（2001）
10 Kaushik, Sheela（1982）p.20.
11 モイヌッディン・ハイデル（Moinuddin Haider）内相へのインタヴュー（2000年8月10日、イスラマバードの内務大臣室にて）。

ちなみに1962年には東西パキスタン合わせて約700校、1975年には868校であったのが、40年足らずで（西）パキスタンだ
けで10倍以上に増えたことになる（Waseem, Mohammad（1997）pp.38-39）。

12 インドにおける地方分権と民主主義の発達の関係については、広瀬崇子（1999）を参照。



第3章　南西アジアにおける民主化の現状と支援のあり方

27

力や債務救済といった緊急経済支援を表明するととも

に、2001年11月にパキスタンを訪問した田中外務大

臣（当時）は、民主化に向けたムシャラフ軍事政権の

取り組みを高く評価した。

このように今後両国に対する援助規模が拡大して

いく傾向にあるなか、特にパキスタンに対しては、国

家の安定に向けて民主化支援策を具体化していく必要

があるが、他方、2001年12月に発生したインド国会

議事堂襲撃事件以後、インド・パキスタン両国の緊張

感が高まっており、引き続き核不拡散分野での両国の

取り組みの成果を求めて対話を進めていきながら、援

助戦略を策定していくことが必要である。

また、2001年12月22日の暫定政権発足とともに民

主化プロセスが始まったアフガニスタンに対しては、

同国のわが国に対する期待に応えるべく、国際社会と

協調しながら、短期的、中長期的な復興支援策を今後

具体化し、平和で民主的な国づくりを積極的に支援し

ていく。

3－3－2 わが国の民主化支援の取り組み

南西アジア地域においてJICAが国別事業実施計画

を策定しているのは、ブータン、モルディブを除く5ヵ

国である。各国における援助重点分野及び民主化支援

に関連する協力プログラムは、表3－1の通りである。

表3－1　国家開発計画とJICAにおける民主化支援プログラム（南西アジア）

国　名

パキスタン

バングラデシュ

インド

ネパール

スリ・ランカ

国家開発計画における
民主化・ガバナンス

10ヵ年開発計画（2001 ～ 2011）、
Interim PRSPの双方において、権
限の委譲、公務員改革、司法・警
察改革、透明性の向上をガバナン
スの重点分野として掲げている。
ガバナンスに直結する項目は国
家開発計画に掲げられていない。
＊参考：開発重点項目

貧困緩和、雇用促進、穀物生産
向上、人的資源開発、インフラ
整備、人口抑制、科学技術向上、
婦女子教育

ガバナンスに直結する項目は国
家開発計画に掲げられていない。
＊参考：開発重点項目

農業農村開発、経済成長の加
速、食糧・栄養確保、基礎医療、
初等教育、人口抑制、環境保全、
女性・社会弱者のエンパワメン
ト、住民参加促進、自助努力

ガバナンスに直結する項目は国
家開発計画に掲げられていない。
＊参考：開発重点項目

農業開発、水資源・電力開発、
人的資源開発と社会開発、産業
高度化と観光開発、インフラ整
備

ガバナンスに直結する項目は国
家開発計画に掲げられていない。
＊参考：開発重点項目

民間セクター重視、投資促進、
中継貿易・金融センター振興、
農業・工業育成、貧困層のため
の社会・経済プログラム、公営
企業の民営化等

援助重点分野（太字・下線部が
民主化支援と関係が深いもの）

①民主化・良い統治

②経済政策・経済基盤
③社会セクター
④農水産業
⑤水・環境
①農業・農村開発と生産性向上

②社会分野（基礎生活、人的資源開発）の改善
③投資促進・輸出振興のための基盤整備
④災害対策
⑤援助吸収能力の向上

①経済インフラ整備
②貧困対策
③環境保全

①社会サービスの充実と住民のエンパワメン
トを通じた国民生活の改善

②農業生産及び普及の拡充による生活水準の
向上

③経済・社会インフラの整備による産業振興
と国民生活の改善

④持続可能な開発を通じた環境保全
①農林水産業開発
②経済基盤の整備・改善
③鉱工業開発
④保健・医療体制の改善
⑤人的資源開発
⑥環境保全

民主化関連の協
力プログラム名

地方行政支援
警察行政支援

住民参加型農村
開発

出所：各国の国家開発計画と2001年度の JICA国別事業実施計画を基に筆者作成。
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パキスタンの国別事業実施計画における援助重点

分野には民主化支援が具体的項目として含まれている

が、パキスタン以外の国では、一部に民政が不安定な

国が存在しながらも、民主化やガバナンスの向上を国

家開発計画の中で取り上げていないため、これに沿っ

た形でJICAの国別事業実施計画においても重点分野

として掲げていない。

分析枠組みとしての民主化の3要素の観点から見た

場合、以下の特徴が挙げられる。

（1）民主的な制度

選挙制度整備や選挙実施といった分野での支援は、

南西アジア地域においてはこれまで行われていない。

（2）民主化を機能させるシステム

上述の通り、南西アジア地域においては、民主化を

全面的に援助重点分野として打ち出しているパキスタ

ンを除いてガバナンス強化に対する直接的な支援は行

われておらず、保健・医療、農業、教育、環境管理、

運輸、防災等の各セクターにおける行政能力の向上

や、参加型農村開発、女性・社会的弱者のエンパワメ

ントを通じた住民の意向を反映させる行政・政治シス

テムづくりが中心的な支援領域となっている。

わが国による民主化支援の具体例としては、2000

年から地方選挙が実施されるとともに2001年に地方

自治法が施行され、地方分権がスタートしたパキスタ

ンに対する警察改革支援プログラム、行政改革／人材

養成支援プログラム等が挙げられる。特徴的な協力分

野・事例としては、以下の通り。

1） 行政改革／人材養成支援

民主的な制度が機能するためには、中立的で効率

的な行政システムと公意識を持った行政官の育成が非

常に重要である。しかし、パキスタンでは、植民地支

配による後遺症ともいうべき一部の大土地所有者に富

と権力が集中している状態であり、それが低い教育水

準や人的資源開発の遅れにつながっている。1999年

のクーデタによる軍事政権の発足は、地主などの一部

のパワーエリートが実権を握っていた形式的な政党政

治の下で行政が機能せず、汚職や治安悪化などの問題

が起こり、国民の不満が高まっていたことによるもの

である。

軍政下のパキスタンでは、このような状態を改善

するため、2000年から州（Province）の下部行政単位で

ある郡（Zila: District）について、郡議会（Zila Council）

の直接選挙及び郡長（Zila Nazim）の間接選挙を実施し

ており、これら行政単位への地方分権は民政移管の柱

の1つとされている。

こうした状況の中、地方自治に関する諸制度を改

革・整備しようとするパキスタン政府の取り組みを支

援するため、JICAは地方政府の行政官を対象とした

国別特設研修「民主化支援／地方行政」を2001年度か

ら開始している。

2） 警察行政／警察改革支援

警察行政の民主化や近代化は、社会生活の安定を

図る上で重要な分野であり、個別専門家派遣や研修員

受入によって、交番制度、犯罪捜査技術、薬物取締等

の分野に対する協力が行われてきている。ただし、技

術的な分野の協力は成果を得やすいが、汚職・腐敗の

抑制や透明性の確保といった警察民主化の中核的な部

分の改善には、相手国側の中・長期的な自助努力が不

可欠である。また、当該分野に対する協力は公権力行

使につながりかねないので、案件採択に際しては、慎

重に検討を行っている。

パキスタンにおいては、これまで個別一般研修「警

察行政」、国別特設研修「婦人警官セミナー」、短期専

門家「鑑識」といった支援を行ってきたが、パキスタ

ン政府は2002年に新警察法を施行して、政治的に中

立で、民主的な警察づくりを目指しており、わが国は

パキスタン側の要請に基づいて今後案件を具体化し、

警察改革支援プログラムを展開していくことを計画し

ている。

3） 住民のエンパワメント

住民のエンパワメントへの支援としては以下の案

件が挙げられる。

・バングラデシュ、農村開発の研究協力の事例（以

下Box3－ 2参照）。

・インド「アンバッカムの『裁縫学校』作業所建設と

女性の自立支援」（小規模開発パートナー事業）

・ネパール「トカルパ村地域女性自立支援計画」（小

規模開発パートナー事業）
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Box3－1　協力事例1：パキスタン民主化支援

パキスタンは、南西アジア地域で唯一、JICAが「民主化支援」を前面に打ち出して支援を実施している国である。この
協力事例は、今後の他の国における「民主化支援」協力に参考になると思われるため、以下で具体的な内容について紹介す
る。

【支援の背景】
1999年10月無血クーデタにより現軍事政権を成立させたムシャラフ行政長官（現大統領）は、経済停滞、累積債務、貧

困問題等、多くの難題を抱える国家の再建を目指し、「7つの課題」（国家威信の回復、国内不和の解消、経済再生、法と秩
序の回復、国家機関の非政治化、地方分権、説明責任）を発表し、2002年10月民政移管に向けて自らのイニシアティブに
より様々な改革に取り組んでいる。

ムシャラフ行政長官の諮問機関として設置された国家再建局は、行政の効率化、公正化、透明性の確保を図るために、地
方分権も含めた行政機構改革、公務員人事制度改革、会計検査体制の強化、情報公開等に取り組んでいる。

2001年3月に開催されたドナー会合であるパキスタン開発フォーラム（Pakistan Development Forum: PDF）の場で、パキ
スタン政府は民政移管に向けた国家改革の実行にはドナーの支援が不可欠であることを主張し、わが国を含む各ドナーは
ダイナミックに取り組む現政権の姿勢に一定の評価を与えるとともに、各課題に対する支援の意向を表明した。

【JICAの具体的支援内容】
援助重点課題「民主化・良い統治」の中で、行政改革、警察改革、税政行政公正化・合理化、会計検査改善、女性の行政

参加等を構成プログラムとしている。このなかで、「警察改革支援」及び「地方分権」を中心に、支援を具体化していくこと
を計画している。

●警察改革支援
わが国は過去に短期専門家チーム派遣や個別研修を通じてパキスタン側の警察改革に助言を行ってきた経緯があり、

2002年3月に施行される予定の「新警察法（Police Ordinance 2002）」は日本の警察制度を参考にして策定されているため、
政治的に中立で民主的な警察制度の確立を目指すパキスタンは日本の支援を期待している。2001年度中に要請背景調査
団を派遣して、国別特設研修や短期専門家派遣等の協力案件を具体化する予定である。

●地方分権
地方分権に関しては、札幌市が受入機関となって国別特設研修「民主化支援（地方行政）」を実施し、同市の自治制度、

公務員制度、財政制度、国や道との関係等について紹介している。

Box3－2　協力事例2：バングラデシュ住民参加型農村開発行政支援計画

第1章でも述べられたように民主化が機能するためには、行政側のサービス提供能力の向上と同時に、住民側の主体的
な参加が必要になる。以下で紹介する案件は、地域住民と行政のリンクを主眼とした新たな住民参加型農村開発モデルの
確立を目指すことにより、行政側及び住民側双方の能力向上を目指した画期的な案件である。

【支援の背景・目的】
バングラデシュの農村開発では、活発なNGOの影で、行政の不在が指摘され、一方で、従来の援助が住民に援助依存

を生み出し、住民や行政が農村の発展に自発的に参加する芽をつぶしてしまった。このプロジェクトでは、ユニオン活性
化センターと村落委員会による村落住民と開発関係者（行政、NGO、村落リーダーなど）の開発への参加を通じて、村落コ
ミュニティ意識と開発関係者の公意識の育成を図り、村落開発のために資源の適切な利用を促進させる新たな住民参加型
農村開発モデルの確立を目指している。

【JICAの支援内容】
1999年～2003年の4年間、バングラデシュ国タンガイル県カリハティ郡の4ユニオン（地方自治体）を対象として、村

落コミュニティと村落やユニオンレベルで活動する農村開発推進機関（行政、NGO、ユニオン評議会）との間の連携を行う
組織と仕組みの確立を支援する。具体的活動は、以下の通り。

1. ユニオン連絡調整会議の実施
2. ユニオン・村落での農村開発・行政情報広報掲示板
3. ユニオン活性化センターの設置
4. 村落小規模インフラ整備事業
5. 村落委員会、集落寄り合いによるコミュニティ開発
6. 郡（ウボラジ）におけるプロジェクト支援協力体制の確立
7. 中央政府レベルでの政策への働きかけ
8. その他
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要素に基づいた支援策は表3－2の通りである。

3－5 民主化支援における留意点

3－5－1 貧困削減に資する支援の展開

南西アジア地域においては、概して民主的制度が

整っているものの、民族対立による紛争の多発や貧困

問題など多くの課題を抱えている。民主化を機能させ

るためには、政府サイドの能力向上とともに、基礎教

育の拡充や住民参加の促進によって、市民のエンパワ

メントによるアクセス改善が不可欠である。保健医

療、教育、農業・農村開発といった基礎生活分野を中

心に貧困削減に資する支援を継続的に行っていく上

で、行政と住民の双方の能力向上を図り、住民のニー

ズに合致した行政サービスを提供できる体制の構築を

念頭におく必要がある。

特に、地方分権化が進められていく国に対しては、

これまでの中央政府に対する政策助言を中心とした支

援とともに、地方政府への直接支援や、住民組織・

NGOに対する草の根レベルの支援を1つのプログラ

ムとしてパッケージ化して協力を展開することが効果

的である。

3－5－2 各セクターとの関係

社会・経済セクターを中心に各セクターに対する

協力を展開していく上で、良い統治／民主化は各セク

ターと密接に関係していることから、案件の計画・実

施において、透明性の確保や、住民ニーズが反映され

ているかどうかといった点について十分確認すること

が必要である。

3－5－3 資金協力との連携

当該地域では技術協力のシェアが相対的に低い反

面、全7ヵ国のうち4ヵ国（バングラデシュ、ネパール、

ブータン、モルディブ）がLLDCに属し、無償資金協

力の重点対象地域であり、また、有償資金協力の供与

実績も高いことから、資金協力案件と連携した技術協

力案件の形成に留意する必要がある。

（3）民主化を支える社会・経済基盤

上記に述べた援助方針にもあるとおり、世界最大

の貧困人口を抱える当該地域に対して、社会開発、貧

困削減の観点から、経済・社会インフラの整備に幅広

く協力を行ってきている。

3－4 今後の支援のあり方

南西アジア地域は比較的民主化が進んでおり、選

挙制度や法制度整備等に対する直接的な支援は考えに

くいが、民族・言語・宗教などの多様性に起因する不

安定要素を内包し、また、5億人を超える貧困人口を

抱える地域であることから、経済・社会インフラ整備

や基礎生活分野に至る幅広い分野での支援を行ってい

く上で、ガバナンス強化を図り、社会的弱者に裨益す

る支援策を講じていくことが必要である。

従って、全般的には、保健・医療、教育、環境、農

業、中小企業振興といった各分野における国家の取り

組みに対する支援とともに、住民や女性のエンパワメ

ントによる政治や行政への参加を促進させるボトム

アップ型の支援を推進し、民主化を支える社会・経済

基盤の強化を図っていくことが望ましい。

2002年10月に民政移管が予定されているパキスタ

ンでは、1）政治改革（地方におけるガバナンスの確立

と権限委譲）、2）司法改革、3）公務員制度改革、4）警

察改革、5）透明性・説明責任といった広範囲な課題に

現軍事政権が取り組んでおり、これら改革の進捗に注

視し、わが国が比較優位性を有する分野と照らし合わ

せながら、支援策を具体化していく予定である。

特に、2001年にスタートした地方分権（郡政府への

権限委譲）では、これまで州政府が官僚機構を通じて

郡レベル以下の自治体をコントロールしてきたが、今

後は民主的に選ばれた地方政府が自らのイニシアティ

ブによって自治を行っていくことになり、地方ニーズ

に合致した行政サービスの向上が期待されている。一

方で、人材不足や、汚職の分散化なども危惧されてお

り、ドナーの関心も高まっている。

上記の通り民主化の大きな動きがあるパキスタン

においては、壮大なチャレンジに対して中長期的な取

り組みが必要であり、他ドナーと協調した戦略的な支

援策の策定が必要である。

南西アジア地域を、社会構造、政治経済制度の特性

に基づいて3つに類型化し、それぞれの民主化の構成
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表3－2　類型化による民主化支援策（南西アジア）

類　型 社会構造の特性 政治経済制度
民主化の構成要素に基づいた支援策

民主的な制度
民主化を機能 民主化を支える

させるシステム 社会・経済基盤

軍事政権から
民政移行

（パキスタン）

民主主義が定
着（インド、
スリ・ランカ）

不安定な民政
（バングラデ
シュ、ネパー
ル、ブータン）

1 教育支援
1-1 基礎教育
1-2 高等教育
1-3 識字教育
1-4 女子教育
1-5 技術訓練
2 保健医療
2-1 感染症対策
2-2 人口・母子保健
3 経済再生
3-1 債務管理
3-2 中小企業振興
3-3 投資振興
4 経済基盤
4-1 交通インフラ
5 女性自立支援
1 貧困削減
1-1 基礎教育
1-2 人口抑制
1-3 住民参加型農

村開発
2 社会セクター
2-1 母子保健
2-2 女性・社会的弱

者のエンパワ
メント

3 経済基盤
3-1 インフラ整備
3-2 中小企業振興
3-3 投資振興
1 貧困削減
1-1 基礎教育
1-2 人口抑制
1-3 住民参加型農

村開発
2 社会セクター
2-1 母子保健
2-2 女性・社会的弱

者のエンパワ
メント

3 経済基盤
3-1 インフラ整備
3-2 中小企業振興
3-3 投資振興

●ムスリム国家
●多数派（パンジャ

ブ）支配型
●北西インドから

の移民による建
国→議会制民主
主義に否定的

●イスラム・ファン
ダメンタリズム

●地下経済の横行

●紛争多発
●政教分離国家（イ

ンド）
●重層型（民族、宗

教、カースト）多
元国家（インド）

●強力な少数派民
族型国家（スリ・
ランカ）

●少数派保護の問
題

●単一民族型国家
（バングラデシュ）
ヒンドゥーもい
るが、際だった紛
争はなし。

●地域拡散型国家
（ネパール）

●マオイストによ
る武力闘争（ネ
パール）

●軍の政治に対す
る影響力

●これまで官僚と
軍による中央集
権国家

●文民政治の混乱
●在地権力と公権

力の癒着体制
●汚職・腐敗体質
●民政・軍政のくり

返し

●英領時代からの
州レベルにおけ
る豊富な統治経
験（インド）

●議会制民主主義
が定着－タミー
ル人問題（スリ・
ランカ）

●1990年以降、二大
政党によって政
権が交代されて
いるが、民政がま
だ正常に機能し
ていない。（バン
グラデシュ）

●王政－議会制民
主主義（ネパー
ル）

民政移管への鍵と
なる総選挙に対す
る支援（選挙管理委
員会コンピュータ
化促進、選挙広報支
援）

＊政治活動に自由、
普通参政権、政党
ベースの競争選
挙と選挙による
政権交代といっ
た民主制度の条
件はほぼ整って
いる。

＊政治活動に自由、
普通参政権、政党
ベースの競争選
挙と選挙による
政権交代といっ
た民主制度の条
件はほぼ整って
いる。

1 警察改革支援
1-1 公安委員会制

度
1-2 犯罪捜査技術
1-3 インフラ整備
2 地方分権支援
2-1 郡政府能力向

上
3 公務員制度改革

支援
4 透明性・説明責任

の向上
5 司法改革支援

1 地方分権支援
2 警察（犯罪捜査技

術）

1 国家の力不足を
補う市民社会の
強化

出所：筆者作成
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4－1 民主化の歴史的背景・現況

4－1－1 現況

中南米では、1960年代から1970年代において、ほ

とんどの国が軍政ないし権威主義体制の下に置かれた

が、1980年代に入ると各国で一斉に民政移管が進め

られた。この地域の民主化は、「第3の波」と呼ばれる、

この時期世界大に及んだ民主化の流れにおいて主導的

潮流を作り出したといっても過言ではない1。全体と

して国家主導型の開発権威主義体制の挫折からの転換

という点に特徴をもつ民主化であった。

冷戦の終結とグローバル化に呼応して、1990年代

には民主主義が自由市場経済とともに地域の政治・経

済体制の基調となった。各国に共通した政治・経済シ

ステムの確立は、地域統合、地域協力の推進力とな

り、また地域協力・統合の進展が国際圧力となって地

域全体の民主体制の維持・促進に作用する循環を作り

出した。1990年代米州では地域集団的な民主体制擁

護の協力体制が進展したわけであり、それは2001年、

米州民主憲章（Inter-American Democratic Charter）の制

定へと結実している。こうした協力体制を背景に中南

米の民主化は、地域的広がりとともに、かつてなく長

期化するに至った2。

だが、中南米地域の民主主義は、いまだ定着の途上

にあるといわざるを得ない。各国で公正かつ自由な選

挙を通じて、より正統性のある政権が誕生したが、民

主的に選出された政府が、社会勢力の幅広い参加に支

えられて民主的統治を行い、市民の基本ニーズを満た

す能力を備えるには至っていない。民政移管後20年

近くを経て、民主政治のもたらす成果との関連におい

て、幻滅や不満が広まりはじめ、2001年の民間調査

によれば、中南米地域の4人に1人しか民主主義に満

足していない状態である3。

特にアンデス諸国では、エクアドルにおける先住

民主導のクーデタ、ペルーの民主制度の後退、コロン

ビアの内戦、ヴェネズエラのチャベス（Hugo Chavez

Frias）政権の強権化、ボリヴィアの社会的騒乱にみら

れるように、民主主義は危機的様相すら帯びていると

いえよう4。中南米における代表民主主義の確立は全

体として、制度の定着と深化が要請される段階にあ

る5。

4－1－2 歴史的背景

（1）民主化の歴史

開発途上地域の中で、中南米は長い民主化の歴史

を重ねてきた地域である。既に1820年代の独立を機

に、ほとんどのスペイン系諸国が共和制、大統領制の

下で、主権在民、三権分立、法の下の平等など、自由・

民主主義の諸制度を採り入れている。

独立後の民主化の歴史は3期に分けて考えることが

できよう。植民地時代の権威主義的制度とあまりにか

け離れた民主的諸制度を導入したため、約1世紀の間

混乱を経験したものの、20世紀初頭には多くの国で

議会制が定着した。その寡頭的で制限的な代議制まで

を第1期とすれば、1930年代以降、主に中間層の指導

の下で、普通選挙の導入により民衆層に参加が拡大し

た、いわゆるポピュリズム期が民主化の第2期にあた

ると考えられる。階層間の協調を特徴としたポピュリ

ズムの内包する諸矛盾と、キューバ革命を機に激化し

た社会対立を背景に、1960年代には国家安全保障と

開発を国防ドクトリンの主柱とする長期軍政が各国で

誕生した。この開発権威主義体制の挫折による経験と

遺産を背景に1980年代以降、第3期といえる民主化、

第4章　中南米における民主化の現状と支援のあり方

1 Huntington（1991）
2 南米ではこの25年間、本格的な軍事クーデタは発生していない。
3 民主主義に対する地域の全体の満足度は、5年前の41％から2001年には25％まで低下している。Latinobarómetro（2001）. 2001

年の各国別満足度については表4－1参照。
4 Comisión Andina de Juristas（2001）
5 民主化の特徴と課題については、遅野井茂雄（1999a）。
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つまりより充分な市民参加を前提とし、より高い自由

度の保障が模索される現代の民主化の時代が始まった

といえよう。

そもそもラテン・アメリカは、文化的同質性の高さ

によって特徴づけられる地域である。植民地期にイベ

リア文化圏に包含され、独立以降も欧米の周辺文化圏

として発展したからである。3世紀に及んだ長期植民

地体制は、民主主義の発展を阻む傾向をもつ政治文

化、社会構造を残すことになった。大土地所有制の残

存、格差の大きな階層社会、権力の集中、高い自律性

をもつ軍、大衆との関係における強いエリート主義、

パトロン＝クライアント関係などの要素は、今日でも

歴然としている。だがラテン的な自由や個性の強さ、

主張や要求の強さの傾向とともに、独立以降導入され

た民主的な価値が、途上国の中では比較的早く、上・

中間層を中心に浸透したことも事実である。むしろ産

業化に先立って民主化が進んだ事実とあいまって、政

治文化の折衷的特徴こそが政治的不安定化をもたら

し、軍の介入を招いた要因であると考えられる。混沌

か独裁かの両極を歩んできたのが近現代ラテン・アメ

リカ政治の偽らざる一面であった。

なお、カリブ海諸国は旧英領植民地が多く、独立も

第二次大戦後と最近である。多くの英連邦に属す国々

では、英国女王を元首とする立憲君主制がしかれてお

り、議院内閣制の下で、比較的安定した議会制民主主

義が展開されてきたといえよう。本章（中南米）では

主に、スペイン、ポルトガルの植民地であったラテ

ン・アメリカ諸国の民主化を検討の対象としている。

（2）現代の民主化の背景

南米の民主化は、1980年代前半の債務危機に至る

開発権威主義体制の挫折の経験から発生したと捉える

ことができよう。開発権威主義体制の成功により、そ

の溶解を経て進むと捉えられる東アジア諸国の民主化

とは異なるプロセスである6。軍民のテクノクラート

を駆使して開発を進めた軍事政権は、乏しい開発の実

績とともに、甚大な人権侵害をもたらしたために（ガ

バナンスの低さを露呈）、信頼を損ない、政権の座か

ら退いたというのが実態に近い。1980年代初頭中央

アンデス諸国で始まった民主化プロセスは地域に波及

し、同開発体制の例外的な成功例というべきチリのピ

ノチェト軍政を巻き込む形で1990年に完結した。多

くの国で、民主制度の回復を伴う民主化の実現であっ

た。

他方、中米では内戦から和平への過程で民政移管

が進んだ。南米の民主化に促されて1980年代半ばに

開始し、冷戦終結とソ連社会主義崩壊の影響を受け、

1990年代前半に本格化したものである。中米紛争は

1979年のニカラグァでのサンディニスタ革命を機に、

エル・サルヴァドル、グァテマラへと連動し東西代理

戦争とも化したが、域内への拡大を恐れた周辺諸国の

努力と、冷戦終結に伴う国際環境の変化を受けて一挙

に収束に向かった。1987年の中米和平合意を受けニ

カラグァで翌年停戦合意が実現し、1990年国連監視

下で自由選挙が行われ革命政権から政権が交代した。

1992年エル・サルヴァドルで和平合意が実現し、1994

年内戦後初の総選挙が行われた。グァテマラでは、

1996年国連の調停の下に政府と民族革命連合との間

で最終的和平合意が署名され、35年に及んだこの国

の内戦は終結した。各国でゲリラ勢力の武装解除と合

法政党化、総選挙の実施、軍・警察組織の改革、法制

度改革など民主政治の確立に向けた改革が進められ

た。

（3）民主化促進の地域協力体制

中米における平和構築と民主化のプロセスにおい

ては、国連や米州機構などの国際機関、先進諸国によ

る支援が不可欠であったが、今日の中南米全体の民主

化の進展を考える上において、特に重要な要素は、民

主主義を促進し擁護しようとするグローバル・ガバナ

ンス7 の働きである。

地域全体で民主体制の擁護を中心的に担ったのは

米州機構（Organization of American States: OAS）であ

る。西半球全体を包括するこの地域協力機構は、冷戦

終結後の1991年総会において決議1080号（「サンチア

ゴ・コミットメント」）を採択し、代議制民主主義を集

6 例えば、渡辺利夫（1993）。
7 グローバル・ガバナンスとは、世界秩序を統治するルールや規範を決める国家間の、あるいは地域的な協力体制といった

制度や組織を意味するが、そこには、共通の目標を実現しようとする社会運動や非政府組織など多国籍的な組織すべてを
含むものと理解される。Held, McGrew, Goldblatt, and Perraton（1999）p.50.
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団で防衛する方針を定めている。これは、内政不干渉

の原則は尊重されるべきだとしても、地域の民主体制

を強化するために、加盟国は一定度の国家主権の委

譲、放棄もやむをえない、との原則を確認したものに

他ならない。この決議に基づき、米州機構は今日まで

多くの国々の選挙において精力的な監視活動を行った

ほか、ハイティの軍事クーデタ（1991年）、ペルー及

びグァテマラでの自主クーデタ（1992年）のように、

民主体制が覆されるか、それに亀裂が生じた場合に

は、その維持・回復にあたって積極的な関与を行っ

た。なお米州機構は、下部機関として米州人権委員

会、米州人権裁判所を設置しており、人権状況の報告

を各国に義務づけるとともに勧告や拘束力を伴う裁定

を行うなど、地域レベルでの人権の遵守・保護の活動

を行い、民主化促進のための機能を支えている8。

この民主化を巡るグローバル・ガバナンスの進展

は、地域に特別の影響力をもつ米国政府の民主化促進

策がもたらしたところが大きい。カーター政権の人権

外交から始まり冷戦終結で決定的となった米国政府の

民主化支援への転換という重要な要素であった。特に

1994年から米国政府のイニシアティブによって開催

されている米州サミットでは、市場経済体制とともに

代議制民主主義が政治体制の前提とされ、それを否定

するキューバは除外されている。同サミットは、サン

チアゴ会議（1998年）、ケベック会議（2001年）と続い

たが、その都度民主体制の維持・強化を確認し、腐敗

対策など、そのための行動プログラムを採択してい

る。2005年末の米州自由貿易地域（Free Trade Area of

the Americas: FTAA）の発効を確認したケベック会議

では「民主主義条項」の採択が行われ、代議制民主主

義を逸脱した国は地域統合の恩恵から外されることが

決まった。その集大成ともいいうる形で、半年後ペ

ルーのリマで開催された米州機構特別総会によって米

州民主憲章が承認されたが、それによると、「民主的

秩序に対するいかなる非立憲的変更や崩壊も、米州機

構のフォーラムへの参加にとって障害」であり、「全

加盟国 3分の 2による賛成で参加停止の決定ができ

る」としている。全会一致方式から票決方式が導入さ

れたことで、制裁措置について運用がより機動的に図

られることになったといえる。

この他、地域統合の進展では、メルコスル

（Mercosur：南米南部共同市場）が、パラグァイでの軍

事クーデタ未遂（1996年）の教訓から「民主主義条項」

を統合協定に採り入れ、その後再度発生した危機

（1999年）の収拾において決定的な関与を果たし、民

主体制の維持に貢献した。また米国を除く中南米の地

域協議機構であるリオ・グループも、民主政治に亀裂

が生じた国の参加資格を停止するメカニズムを持って

いる。

2000 年 メ キ シ コ で 制 度 的 革 命 党（ Part ido

Revolucionario Institucional: PRI）による一党支配体制

が崩れ、71年ぶりに野党への政権交代が実現したが、

これもメキシコの北米自由貿易協定（North American

Free Trade Agreement: NAFTA）加入による経済統合の

進展と不可分であったことはいうまでもない。

EU諸国もまた、中南米の民主化の推進・維持にお

いて少なからず影響を及ぼしている。旧宗主国のスペ

イン、ポルトガルと旧植民地のラテン・アメリカ諸国

（キューバを含む）が、1991年からイベロ・アメリカ

首脳会議を毎年開催し、民主化の強化を重要な協議

テーマとしている。1999年には中南米とEU諸国49ヵ

国がリオデジャネイロで首脳会議を開催し、貿易自由

化と経済統合、社会文化の三戦略領域で21世紀に向

けた両者の協力関係の強化を宣言した9。そこで採択

された民主的諸原則は、今日、EUが中南米諸国に対

し民主化強化を促す根拠となっている10。

もっとも、現実政治において国家主権との関係で、

集団での民主化防衛原則の適用は必ずしも容易ではな

い。困難さはハイティ、ペルーの事例が物語ってい

る。ハイティでは1991年 9月に初の民選大統領が軍

事クーデタで失脚、軍政に対し米州機構が関与し、民

選大統領の復帰を求めたが民政復活は実現できず、国

連による経済制裁の末、3年後に米国を中心とする多

国籍軍の上陸でアリスティド（Jean-Bertrand Aristide）

8 米州人権条約（1978年発効）に基づき、人権委員会の権限は強化されている。
9 4年ごとの開催で、次回はマドリード。
10 なお日本は、中南米との間で民主化にコミットした政治フォーラムを持っていない。2001年より東アジア・ラテン・アメ

リカ協力フォーラム（Forum for East Asia and Latin America Cooperation: FEALAC）が始動したが、東アジア諸国を取り込ん
だフォーラムであり、APEC（Asia Pacific Economic Cooperation）と同じように多様な政治体制の共存が前提となっている。
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大統領の政権復帰が実現した。その間、圧倒的多数の

貧困層が国際的な経済制裁の犠牲になったことは否め

ない11。その後、国連派遣団の下で民主化が進められ

てきたが、民主政治の基礎的経験を欠く最貧国での民

主主義の確立は困難で、現在でも2000年の議会選挙

の不備を巡り、民主化を迫る米州機構など国際社会

と、二期目アリスティド政権との間でせめぎ合いが続

いている。

ペルーでは、「自主クーデタ」後の米州機構の介入

が、フジモリ（Alberto Fujimori）政権の延命と権力強化

に力を貸したとの批判を招いたが、2000年のフジモ

リ政権の崩壊は、基本的には三選を強行した同政権に

対する米州機構をはじめとする国際社会の反発による

ものであった。ペルーの民主主義の危機は、軍の介入

を伴わず、暫定政権を通じて平和裏に収拾され、2001

年にはトレド（Alejandro Toledo）新政権が誕生した。

これは民主化促進を求める地域協力体制の枠組みなし

には不可能であったであろう。

4－2 中南米における民主主義の特徴と課題

以上述べたように、南米では開発権威主義体制に

よるガバナンスの有効性が経験的に否定されたことを

背景に、また中米では平和構築のプロセスの中で、民

主化が進んだ。

同時に中南米では民主化促進に向けた地域的グ

ローバリズムに支えられる形で、代議制民主主義の維

持と確立のための取り組みがなされてきた。この環境

下においては、非民主的な政治体制が出現し、それが

存続できる余地は少ないといわざるを得ない。2001

年制定された米州民主憲章にみられるように、民主化

に向けたグローバル・ガバナンスは、フジモリ政権下

の経験を教訓に、代議制民主体制のあらゆる変質（議

会の閉鎖、不正選挙、マスメディアへの干渉など）ま

でをも、監視の対象としているのである12。当面は、

ハイティ議会の正常化とヴェネズエラのチャベス政権

の権力強化が焦点となるであろう。つまり中南米地域

では、有効な民主主義の確立と経済発展が同時に達成

されることが必要とされる環境にあるといっても過言

ではない。

20世紀末、地域大に広がった現代の民主化は、制度

的復活を伴う特徴をもつが、単なる過去への復帰では

ない。民主化促進に向けた地域協力体制の整備に加

え、カトリック教会の民主化促進勢力への変貌、反軍

政や近代化に伴う新たな社会運動の台頭（人権、女

性、住民、生活防衛を軸とした運動）、グローバル化

や情報通信革命に促された先住民や環境保護を軸とし

た多様な社会勢力の登場、それに基づく市民社会の復

活・強化など、新たな要因を含みつつ、推進・加速さ

れてきたという内容をもつからである。

民主制度が基本的人権擁護の最後の砦であること

が政治・社会勢力に認識され、選挙を通じた民主主義

の価値それ自体が広く受け容れられてきた点は特筆す

べきであろう。

先住民など、スペイン語やポルトガル語の読み書

き能力をもたない非識字層にまで選挙権が拡大され、

政治的諸権利がすべての国民に法律上は付与された。

政党の立候補者名簿に一定割合以上、女性候補を

割り当てることを義務づけた制度を導入するなど、女

性の政治参加を意図的に高める取り組みも多くの国で

試みられている。

アンデス、中米諸国を中心に、多くの国で人権擁護

官制度が創設され、人権尊重が制度的に確保されよう

としている。

白人・メスティソ（混血）による単一の国民国家か

ら、多文化多民族的な民主的統治の必要性を喚起し、

その実現に向け困難な動きを促した点も新たな成果と

いえる。

メキシコの長期PRI体制の崩壊と野党への政権交代

が実現し、また政権の長期化を企図したフジモリ政権

が挫折するなど、中南米地域での代表民主主義は、野

党への政権交代を重要な要素として受け入れていると

いう点も強調しておかねばならない。

こうした民主化を促進しようとする内外の新たな

要素と環境を背景に、中南米の民主化は進んできたわ

けであるが、その確立には、様々な課題が横たわって

おり、長期にわたるたゆまぬ努力と国際支援が必要で

ある。

11 Gibbons（1996）
12 フジモリ政権下の民主制度の変質過程については、遅野井茂雄（1999b）.
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4－2－1 民主的な制度

中南米は、途上地域にあって経済水準や教育水準

が相対的に高く、また民主政治に関する歴史経験が豊

かで制度基盤も十分整備されているといえる。多くの

国で民政移管は、民主制度の回復という特徴をもつ。

しかし機能面でみる限り地域の民主主義は形式的

な側面にとどまることが多く、実質的内容の充足は十

分とはいえない現実があることは否定できない13。

「委任型民主主義」、「非自由主義的民主主義」、「低強

度民主主義」など14、形容詞付きで呼ばれている民主

主義の実態が、制度としての民主主義の弱さや浅さを

如実に示している。

新制度論に立つまでもなく、民主主義という制度

は、人々や政治主体に、政治のルールとして広く知ら

れ受容されて、その行動を規制し定型化するパターン

であると捉えることができる。その結果、政治に一定

の予測可能性を与えるものであるとすれば、中南米諸

国の多くの民主主義は制度の確立という点で課題を残

しており、予測可能性はいまだ低く、突発的な変化の

可能性を内包している15。民主制度が確立していない

ところでは、クライアンテリズム（clientelism）のよう

なインフォーマルな政治慣行や規範、行動が頭をもた

げ、法規定に基づいたフォーマルなルールを凌駕する

余地が生まれてくるのである16。

民主制においては、行政、議会、司法、政党といっ

た民主主義の機能にとり不可欠な組織・制度が、権力

と影響力の行使、政策決定の流れにおいて、憲法や法

で制限されたような働きを果たすことが重要である。

しかし、政治文化ゆえに、または市場経済化に向けた

構造調整の要請下において、実際には行政優位で時に

恣意的な権力行使のあり方が強められてきたといわざ

るを得ない。議会はチェック機能を果たせず、司法は

操作され、三権分立は形骸化するなど、代表民主主義

の制度的な歪みや弱体化が生じている17。また金融グ

ローバリズムに否応なく対応を迫られ、民意と関わり

のないところで、テクノクラティックに重要政策が決

定されるなど、制度としての民主主義の発展にとって

否定的な状況を抱えた国も少なくない18。その結果、

政治的自由を含む基本的人権の尊重、また幅広い実効

的な参加の確保といった点で、地域の民主主義の実績

は芳しいものではない。

民主政治の経験や制度化の深さ、浅さに応じて、中

南米諸国の民主主義の安定度、成熟度には相違がみら

れる。民主主義の制度化という点では、ウルグァイ、

コスタ・リカ、チリが最も達成度が高く、その対極に

はハイティのような民主主義の経験が乏しく制度的に

最も脆弱な国がある。その中間に中南米のほとんどの

国が位置すると考えられ、制度的に一層の深化が求め

られているといえよう19（表4－1参照）。民主的な制

度の課題は、次に述べるように、民主制度を支えるイ

ンフォーマルな制度としての価値・行動規範、道徳

律、政治文化と密接に関わっており、市民教育を通じ

た長期的な取り組みが必要である。

制度化において選挙は、基本的な要素である。民主

的環境の下で選挙を通じて正統性のある政権が誕生し

ているが、自由・公正な選挙の実施に国際監視を必要

としている国も少なくはない。むしろそうした国の数

は増大する傾向にあるとすらいえよう。公正な選挙が

13 ここでは民主主義の基準を代表民主主義についてのミニマムな定義に従っているが、ダール（Dahl）に基づき、1）市民の実
効的な参加、2）投票における平等、3）市民の開明的な理解、4）政策アジェンダに対するコントロール、5）市民権をもつ成
人の包括性、といった要素が重要であると捉えている。Dahl（1998）Chap.4.

14「委任型民主主義」（delegative democracies）は、オドネル（O’Donnell）によれば、制度化が未成熟なために代表民主主義に至ら
ない民主主義の亜種で、公正な選挙で選ばれた大統領が、民意を体現するために、議会や司法の抑制を嫌い、恣意的な統
治を行う。O’Donnell（1994）. 「非自由主義的民主主義」（illiberal democracies）では市民的自由の保障が十分ではない。Diamond

（1999）pp,42-49.「低強度民主主義」（low intensity democracies）は、軍の影響力の大きさを指した表現である。例えばKruijt
（2001）.

15 民主主義を制度との関わりで論じたものとしては、遅野井茂雄（1997）。制度については、North（1991）.
16 民主主義の確立においてインフォーマルな制度の重要性については、O’Donnell（1996）.
17 O’Donnell（1994）. 代表民主主義が確立していると考えられるコスタ・リカ、ウルグァイにおいて、市場化改革が相対的に

遅れている点は注目すべきである。
18 O’Donnell（2001）. アルゼンティンのデラルア（Fernando de la Rua）政権が、暴動の末、辞任に追い込まれたのはグローバル

化の下で民主主義が制度として機能不全を起こした一例であろう。
19 政党制度に着目して民主主義の安定性を分析したメインワリング（Mainwaring）らは、3ヵ国の他にヴェネズエラ、コロンビ

ア、アルゼンティンを最も制度化された政党システムを有する国としているが、ヴェネズエラの二大政党制の崩壊、コロ
ンビアの内戦の激化など、その後の変化を考慮すると、これら3ヵ国は制度化という点で大きな課題を抱えているといわざ
るを得ない。Mainwaring（1995）. なお、民主主義の安定度を図る1つの目安として、ラティノバロメトロ（Latinobarómetro）
が実施している民主主義指数を表4－1として掲げた。
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表4－1　ラテン・アメリカ：各国別の民主主義指

数と民主主義に対する満足度

民主主義指数＊ 満足度
1996 2001 2001

ウルグァイ 66 67 55
コスタ・リカ 66 61 51
ヴェネズエラ 46 49 41
ホンデュラス 31 46 35
アルゼンティン 53 39 20
ペルー 46 39 16
ボリヴィア 45 35 16
ニカラグァ 41 34 24
チリ 41 34 23
メキシコ 32 36 26
パナマ 52 28 21
エクアドル 43 28 15
ブラジル 35 26 21
グァテマラ 34 25 16
エル・サルヴァドル 41 23 21
パラグァイ 41 23 10
コロンビア 38 22 10
ラテン・アメリカ 25

出所：Latinobarómetro1996-2001＊民主主義指数は、権威主
義体制との比較における民主主義体制へのコミット
の度合い、満足度等に対する回答の平均を示したも
の。

実施され、そのプロセスと結果が信頼のおけるものと

なるためには、選挙事務体制の改善はじめ、政党法、

公職選挙法など、制度的にも強化・改善すべき余地が

大きい。

さらに重要な要素は軍との関係である。今次の民

主化は、ほとんどの国において軍の強い影響力の下

に、文民勢力との間で明示的・暗示的な合意に基づ

き、軍が余力を残しながら政治から自主的に退避した

ことによって実現された面は否めない。軍が高い自律

性や特権を保持している国が多く、軍事政権時の人権

問題の責任追及や、ポスト冷戦期の軍事費削減等の平

和の配当を巡り、文民政権が守勢に立たされることが

少なくない。いかに文民統治を強めるかの課題が残さ

れている。

領域的な自治権の獲得を目標としている先住民と

の関係では、国民統合の観点から混血（メスティソ）

を基礎に単一国民国家の形成を推進してきた地域の民

主主義にとって、多民族多文化の共存という未経験の

課題が加わる。この点では分権化が重要な鍵となろう。

なお、制度化が元来、保守的な性格を持つことは否

めない。後述のように中南米の場合はいくつかの例外

を除けば、政党をはじめとする民主制度が一部エリー

ト層に限られた排他的性格を拭えず、社会勢力を十分

に代表できず、その諸要求を吸収して利害の調整を行

う仲介機能を担えずにいる。それだけに、「開かれた

制度化」への試行ということが、民主化の要件として

重要となるであろう。

4－2－2 民主化を機能させるシステム

（1）法の支配とガバナンス

民主化、あるいは民主的な制度化は、制度が導入さ

れ、選挙で指導者を選ぶことによって即実現されるも

のではない。三権分立を規定した憲法秩序、基本的人

権の尊重や政治的自由の保障が制度的に確保されて、

民主制度に対する市民の信頼感が高まり、ルールとし

て定着することが必要である。法規定に基づいた民主

的な方法以外に、政権獲得や問題解決の手段は存在し

ないことを、政治アクターや市民、政府が認識し、そ

のルールに則って行動するところまで政治文化を変え

ていくことが必要である。

そのためには、民主的な法の支配の確立が問われ

なければならない。

中南米地域には、共和国としての長期の歴史の中

で時代遅れともいうべき厳格かつフォーマルな法治主

義が確立してきたが、その一方で、矛盾するようだ

が、伝統的に法の支配（rule of law）は弱かったと指摘

せざるを得ない20。法の支配の確立を弱めてきた理由

は、「法は尊重されるが遵守されず」「友人にはすべて

を、敵には法律を」といった植民地以来形成された遵

法精神の乏しい法文化と関係する。それは市民レベル

における法律に対する全般的な不信感となって表れて

いる21。一般に、すべての市民に平等かつ公正に法律

が適用されることは期待されず、権力者による法の恣

意的な運用が問題となってきたのであり、権力や資源

20 法の（不）支配の現状については、Mendes, O’Donnell and Pinheiro（1999）.
21 ラテン・アメリカでは、制度の非効率や成果の低さを法律が悪いからと考え、法律を変えることで変化や効果を期待する

傾向が強い。そのため頻繁な憲法の制定や法律の改変が行われる結果、制度が逆に弱められ、司法の非効率さを招く一因
となったといえよう。
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をもつ者の免責、あるいは広範な不正の存在を許す風

土を生み出してきたのである22。

権力の抑制と均衡、公権力の説明責任や行政組織

など、先進国型の近代的な民主システムを規定した法

秩序は、機能する中で実態において歪められるか、事

実上のシステムにより崩されることが少なくない。大

統領個人に権限の集中した中央集権体制は、しばしば

議会の役割、特にその効果的な権力の抑制機能を弱め

ている。あるいは逆に問題解決にあたり、議会は建設

的な討議、審議を通じて貢献するのではなく、過度の

抑制によって行政府の統治能力を極端に弱め、結果と

して民主システムの発展を阻害する場合も少なくはな

い。行政府と議会、あるいは司法を含めた三権の間の

適切な均衡・協力関係を構築することが求められる。

司法権は国際支援を受けて改革が行われているも

のの、時代錯誤ともいうべき形式主義から脱却できな

いだけではない。政治からの独立も保てず、腐敗し能

力を欠き、非効率をとどめる国が多い。そのため法の

執行能力は、概して乏しく、低所得層にとっての司法

コストを高いものとしている。そうした要素が、公共

性の概念を乏しいものとし、経済悪化とも重なって、

暴力や一般犯罪の広がりを招くとともに、リンチ等の

私的で恣意的な制裁を許す素地と空間を作り出してい

るのである23。

現実には多くの人々が法の枠外で生活をしている

という現実に目をつぶるわけにはいかない。その傾向

は首都圏や大都市の周辺、また地方、農村に行くほど

顕著となるといえる。インフォーマルセクターの拡大

にみられるように、規制が解除された市場化の中で、

むしろその傾向は強まっているとすらいえる。他の公

共サービスの供与はもとより、犯罪から市民を守り、

その安全を保障するという政府に課せられた基本能力

すら備わっていない国が多いことを認めざるを得ない

のである。むしろ市民が権力乱用の犠牲者となること

も珍しくはなく、警察は市民を保護するというより

は、腐敗し、恐れられる対象ですらある（Box4－1）。

自白に頼る捜査方法は、それを強要するあまり、拷問

など基本的な人権の侵害を日常化させている。

そのため法の執行、正義の実現を担うべき警察や

裁判所に対する信頼度は公的制度の中でも、全般にき

わめて低いものとなっている（表4－2）。市民の安全

保障、法の支配といった公共財の供与に関わる政府の

諸機関の能力をいかに強めることができるか、ガバナ

ンスの強化が緊急の課題である。

1990年代以降、人権擁護官の設置等、人権擁護を制

度的に確保しようとする傾向がみられる。軍政時代の

人権侵害の教訓を活かした制度的試みではあるが、民

主体制下においても人権侵害の実態が看過できず、通

常の法制度の下では対処しきれない状況を反映するも

のといえるであろう。

22 1998年の調査（Latinobarómetro）によると、法の前の平等について、その存在を認める人の割合はラテン・アメリカ全体で
22％であった。ウルグァイは48％、ペルーは14％。Kuczynski y Ortiz de Zevallos（2001）p.73

23 今日、低所得層が都市周辺にスラムを形成して拡大するのに対し、少数の富裕層は治安の悪化に伴い、職場や居住区を安
全な場所に移すとともに、住居に高い壁を張り巡らし自らのコミュニティの要塞を作り、公的な権力による保護や安全確
保を期待せず、自衛して、道路など公的空間すら私有化していく傾向がみられる。

Box4－1　警察に対するブラジルの貧困区住民の声

ここら辺は、泥棒や麻薬取引をする者が住んでいる。警察は、いないし、いたとしても腐敗してひどいものだ。めった
に来ないし、来たとしても我々をバカにしたり、侮辱したり、殴ったりで、安全は保たれない。・・・彼らが来るのは、盗
むためだ。地面に伏すよう命令し、辱める。・・・武器を持ってきて、麻薬と交換していく。警察はコミュニティを助け
るのではなく、その反対なのだ。犯罪者には公的な安全を与えられるが、我々にはくれない。・・・怖くて道を歩けない
から、安全のために警察が必要だが、今の警官を全部辞めさせて、一新することだ。市民の警察をここに設けることだ。

出所：Narayan and Petesch, eds（2002）pp.370-371

表4－2　ラテン・アメリカ：制度に対する信頼感

カトリック教会 72％
テレビ 49％
軍 38％
大統領 30％
警　察 30％
司　法 27％
国　会 24％
政　党 19％
第三者 17％

出所：Latinobarómetro（2001）
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実際、貧しい底辺層や先住民にとっては、憲法をは

じめ法律で定められた社会的経済的諸権利は守られな

いだけでなく、その権利行使の術もなく、実質的には

意味をなさない場合が多いのである。貧困層は事実

上、社会的に排除され、市民としての権利を享受でき

ない状態が続いている。大多数の市民にとって、市民

的権利を伴わない現行の代表民主主義は形式的で排他

的と映る。そればかりか、排除された大多数の貧困層

は、それ自体で日常的に人権侵害の対象となっている

といっても過言ではないのである。

人権擁護官のような制度が十分効果を上げるには、

法律を施行し制度を設けただけでは不十分である。司

法行政全体の近代化・効率化とともに、法の執行能力

を高め、制度に対する市民の信頼度を高める努力が必

要である。市民に対しては、社会的排除を生み出して

いる構造的ともいうべき障害を取り除く努力ととも

に、人権擁護を含む司法制度への公正なアクセスを保

障することが重要となる。特に政治資源の乏しい弱

者、低所得層、先住民に対し、公正な法的アクセスを

保障し、それを利用する機会を高めることである。そ

れが権利行使の実現とともに、権力の乱用を抑制する

ために、民主化との関係では不可欠となっている24。

また腐敗の広がりは、今日の民主化の中でも顕著

に見られ、ガバナンスの低下を招く根源的な要因であ

る。腐敗は、中南米の政治や政府にとって風土病とす

らいえるものであり25、行政サービスの効率や信頼の

低下を招くとともに（Box4－2）、政治家、政党のみな

らず、代表民主主義それ自体への不信を強める結果を

招いている（表4－2）。この点では、行政はじめ政治

主体全体の説明責任能力を高める仕組みを工夫すると

ともに、議会の監視機能とマスコミの機能を高める必

要がある。

構造調整においては、導入された自由市場経済の

定着とともに、司法の整備や行政能力の向上、教育改

革など、効率的な制度構築を主眼とした「第二世代の

改革」が焦点となり、より深い構造問題への対処が重

要と認識されているが、中南米の民主化の推進と発展

においても、ガバナンスの改善と強化はきわめて重要

な課題となっているのである26。

（2）政治文化とガバナンス

制度は社会に埋め込まれており、またガバナンス

は政治文化とも関係する。

軍政時代の過酷な人権侵害の経験を通して、人権

を保障する最後の砦としての民主制度、政治的自由と

権利それ自身を、政治における不可欠な価値、倫理的

要請として守ろうとする新たな市民意識が生まれた点

は高く評価すべきである。政治文化は明らかに変化す

るのである。

だが、妥協や、権力を共有しようとする傾向はいま

だ弱く、問題解決に向けて政治勢力間で協力して立ち

向かう、あるいは見ず知らずの市民が連帯し、相互に

協力を促進しようとする信頼関係、いわゆる「社会関

係資本」（social capital）の蓄積は、中南米には全般的に

貧弱であるといわざるを得ない27。友人関係など特殊

な人間関係に基づく閉じたネットワーク（ペルソナリ

Box4－2　議員や役人に対するエクアドルの住民の声

政府は、議員が盗まないようにしなければいけない。民衆向けのたくさんのお金が外国から来るが、彼らはそれを我々
の生活の改善のために使うのでなく、すべてを盗むのだ。・・・政権が変わると、次の政権はまた外国に資金を要請する。
彼らは小農や教育のためにといって金をねだるが、その資金が我々のところにいたためしがない。すべては有名なプロジェ
クトだが、国の借金が膨らんでいくだけだ。・・・政府の役人たちは、コミュニティのことは何も知らず、ただ犬のよう
に我々を扱い、賄賂がないと何も助けてはくれない。貧しいものは、役に立たないから何の援助をもらえないのだ。

出所：Narayan and Petesch, eds（2002）pp.409-411

24 民主化支援の法の支配の確立と、契約上の紛争処理など効率的な市場経済確立のための要件としての法の支配とは、内容
が異なる点については、Carothers（2001）．

25 International Transparency による貧困認識度指数では、チリ、コスタ・リカを除けばラテン・アメリカ諸国はいずれも中か
ら下に位置する。

26 Burki and Perry（1998）.
27「社会関係資本」については、Putnam（1993）, Fukuyama（1995）, Dasgupta and Serageldin eds.（2000）．1998 年の調査
（Latinobarómetro）によると、見ず知らずの第三者に対する信頼感について、それを信じる人の割合はラテン・アメリカ全体
で16％と低く、ウルグァイで34％、ペルーでは13％であった。Kuczynski y Ortiz de Zevallos（2001）p.73.
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スモ）を基本としている社会に大きな変化はないので

ある。むしろ、競争と自己責任を強調する新自由主義

の下では、伝統的に乏しかった社会的連帯感や公共性

の概念はますます希薄になる傾向がある。公共的なる

ものの衰退現象は、民主主義の発展を明らかに阻害し

ている。

この中で、どんな犠牲を払っても勝ち、政権を獲得

するといった政党のメンタリティーは、依然として強

いものがあるといわざるを得ない28。その結果誕生す

る政府の下では、公権力が一部の利害によって私物化

される傾向が生まれることは否めない。

反対に、政治的に中立で、公的サービスの供与とい

う点において効率的で透明性を備えた行政機構は育ち

にくく、その結果、政府のガバナンス能力は低いもの

となる。また政策的な連続性が阻害され、民主政治を

危機におとしめる傾向が強いといえよう。

（3）利害調整メカニズム

民主政治全体がエリート主導で、中央集権的な構

造をもっている。変動が激しく、地域、民族、階層な

どを軸として近年多様な利害が噴出している複雑化し

た社会を代表できないでいる。なかでも市民社会と政

府とをつなぐ役割を担うべき政党は、政治家ととも

に、すこぶる評判が悪い現実がある（表4－2）。

政党は、個人的指導者を中心とした集合体で近代

的組織化は遅れ、党内民主主義の欠如が問題となって

久しい。指導者と民衆の間には、強いパトロン＝クラ

イアント関係を介在させることとなり、広範な民意の

反映を阻害する傾向を作り出してきた。

民主的制度が排他的で、その中核の役割を担うべ

き政党が、社会勢力の諸要求を吸収して利害の調整を

行う仲介機能を担えないでいるのである。このこと

は、政治的アパシーを広げるとともに、政党に対する

極度の不信から、ペルーのフジモリやヴェネズエラの

チャベスのように無党派運動を率いた指導者に過度に

支持が集中し、民主政治すら危殆にさらしかねない変

動をもたらすことがある。

また、排除された側からの要求は、ときに直接行動

となって政治舞台に現われる。力の示威を通じて政府

との間で直接交渉を開き、実力で問題解決を図ると

いった民主制度を超えたところでの問題解決のあり方

を探る傾向を強めているのである。

市民や先住民の抵抗、ときに暴動が大統領の解任

や辞任、政権の崩壊を招くケースが増えている。特に

冷戦後、法律と実際との落差は、ダイナミックな社会

運動による集団的行為によって埋められる傾向があ

る。1990年代に入り自立化傾向を強め注目されてい

る先住民運動は、分離や独立ではなく、あくまでも憲

法や法律でうたわれた権利の充足・実現という民主主

義の徹底を求めているのである。

市民社会と政府を架橋する政党の近代化・刷新を

進めることが重要である。

地方分権化の推進、社会運動の政策決定への取り

込みなどの制度的変化とともに、各レベルでの政治対

話の促進を通じて、政党など利害調整に係わる制度

（NGOを含む）と市民社会との新たな発展的関係の構

築が求められている。

（4）市民のエンパワメントにかかわる構造的隘路

多くの住民の社会的排除は、ラテン・アメリカに特

徴的な、二階級的な階層社会の存在によってもたらさ

れたところが大きい。社会的な流動性を抑え、社会的

不平等を固定化する基礎的構造的諸条件が、強いクラ

イアンテリズムを介在させる余地を広く生み出してい

るといえる。中南米は、所得、教育、土地所有、資源

等様々な面で、世界的にも格差の最も大きな地域であ

り29、代表民主主義において、低所得層の実効的な参

加や権力行使の能力、つまり政治資源を弱める結果と

なっている。

独立後180年が経過し、民主制度の経験を積んでき

た地域にあって、所得、民族などの点で多くの人々が

社会的経済的に排除され、政治参加の機会の平等が奪

われている実態が続いているのである30。大土地所有

制に代表されるような富や資産の集中を招く構造とと

もに、インフォーマルな差別構造が歴然と存在してい

る。白人が持ち込んだ支配的な文化による5世紀に及

28 そのため、P.エバンス（Evans）の指摘する「掠奪型国家」を、いまだ完全には克服できない傾向があるといわざるを得ない。
Evans（1995）chap.3.

29 IDB（1999）
30 Figueroa, Altamirano y Sulmon（1996）
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ぶ一元化のプロセスの下で、白人・メスティソよりは

先住民や黒人が、男性よりは女性が、スペイン語より

は土着語を話す者が、都市よりは農村に居住する者が

差別を受けやすい構造と文化が形成されているのであ

る31。

格差の大きさは、貧困層の支持を動員するポピュ

リズム型政治を生み出す温床となる。ポピュリズム

は、直接民主主義や参加型民主主義に訴え、「真の民

主主義」の構築を標榜して、資源の乏しい層の政治的

編入を促そうとするが、ばら撒き型の放漫財政によっ

てマクロ経済の不安定を招くとともに、民衆動員型

で、リーダーと民衆層の間には強いエリート主義を介

在させるため、しばしば代表民主制度を侵害し、権威

主義に移行する危険を伴う。

ポピュリスト的なデマゴーグに扇動されることを

防ぐためには、有権者が基本的な政策や問題の所在を

十分知り、判断が可能となるように、情報への平等な

アクセスができるような環境を整備していく必要があ

る。また分権化を推進し、身近な開発案件に参加する

ことによって、政治的な学習を積んでいくことが効果

的であろう。

また階層社会で資産の集中度が著しい地域におい

て、現下の市場経済化による開発パラダイムの深化

は、格差を助長拡大し、民主主義を危機に陥らせる可

能性を常にはらんでいる32。

中南米では、1990年代にかけ民政の下で、市場経済

化に向けた開発のパラダイム転換が短期間にかつドラ

スティックに実施された。だがハイパーインフレの克

服などマクロ経済の安定回復は実現したものの、国際

金融危機等の影響もあり、持続的成長に道を開くには

至っていない。払った犠牲や期待の大きさに比して、

1990年代の経済成長率は相対的に低いといわざるを

えず33、失業率は高止まりで推移し、格差を広げ、治

安は悪化するなど、全体として大きな失望感を誘って

いる。ITへの適用能力の有無が格差を広げ（デジタ

ル・デバイド）、貧困、雇用を含め地域の歴史的・構

造的な諸問題を、むしろ悪化させる傾向にある。その

ため人口の国外流出を強めるととともに、国内的にも

対立を深め、民主主義の信頼感を失わせる結果となっ

ているのである。

持続的な成長とともに社会投資を拡大維持し、低

所得層のエンパワメントに資する確固たる方策を見出

すことが、民主体制の維持発展にとって不可欠となっ

ている34。民主主義が市民の支持を得るには、最低限

の社会秩序を保ち、底辺層の基礎的な生活基盤の拡充

や物的福祉の改善が避けられない。この点では、改革

や貧困対策とともに持続的発展の方途に向けて、いか

に富裕層の関与を喚起し、公的空間を広げ、社会的連

帯や合意を育むかということが、国家や社会に突きつ

けられた課題であろう35。

4－2－3 民主主義の特徴と課題

以上みたように、中南米の代表民主主義は、確固と

した民主的な法の支配に支えられず、エリート主義的

で排他的な性格をもち、腐敗度の高い状況にある。ま

た政党は、民意から大きく遊離し、代表能力を高める

ことができず、政府は市民の安全や生活など基本的な

開発ニーズに応えることができないでいる。こうした

点が改善されない限り、民主主義に対する信頼や満足

度は低下し36（表4－1）、非民主的手段や権威主義的

代替を容認する傾向を生み出すであろう。この点は、

既にフジモリ政権による議会閉鎖やヴェネズエラの

チャベス政権の誕生にみられたように、既成政党に対

する市民の拒絶と強権政治に対する圧倒的支持、ある

31 差別が少なく、不平等も小さいコスタ・リカやウルグァイにおいて民主主義がより確立していることは驚くべきことでは
ない。

32 Dahl（1998）chap.14.
33 1990年代の年平均GDP成長率は3.3％（1980年代は1.2％）であった。チリのように市場経済化の先頭を走り、既に15年間

にわたり年率6％の発展を遂げた国でも、貧困人口の割合は減少したが、格差の改善には限定的である。
34 2001年の調査によれば、経済開発が民主主義より重要だと考える人の割合は 51％であり、その逆は 25％にすぎない。

Latinobarómetro（2001）
35 この点については、新自由主義体制下の中南米の限定的な社会福祉構造との関わりで、治安の悪化に伴い富裕層は、公的

空間から退避し、社会福祉や教育などへの連帯を拒否する傾向を強めている。遅野井茂雄（2001）。富裕層の自発的排除に
ついては、Giddens（1998）chap.4.

36 ラティノバロメトロの調査によれば、ラテン・アメリカにおける民主主義に対する支持は48％であるが、満足度は25％に
すぎない。EU、アフリカ、東欧と比較して、支持、満足度ともに最も低い地域である。Latinobarómetro（2001）
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民主的な国づくりへの支援に向けて

いはエクアドルでの先住民と軍の主導したクーデタな

どにおいて実証されているところである。

つまり中南米では全体としてみれば、制度として

の民主主義は基礎条件が整っており、民主化を促進し

ようとする米州の地域的協力体制も確立しているが、

各国で民主主義の機能を支え、それを強化するための

政府と市民社会のガバナンス能力には大きな課題があ

るということである。中南米において民主体制が定着

度を増すためには、法の支配の確立、基本的人権の尊

重、公正な司法へのアクセスの保障、幅広い政治参加

と代表を通じた「開かれた制度化」を促進するととも

に、政府が、市民生活における安全、食糧、保健、住

居、教育、雇用など開発の基礎的ニーズに効果的かつ

責任をもって応え、人々の実効的な参加能力を高めて

いくことが不可欠である。

この課題を、合意形成を通じて行うことが要請さ

れているのであり、政府、自治体、社会、NGO等と

の調整協議（パートナーシップ）を強めるなど民主的

統治の下で対応することが必要である。未曾有の危機

を背景に、行政権が中央集権的あるいは権威主義的な

手段をもって断行し得た1990年代初頭の「第一世代

改革」の権力行使の力学とは異なるものである。

以上みたような中南米の民主化の諸課題に対応す

るためには、次のような施策、支援が必要となるだろ

う。

（1）民主的な制度

・議会、司法、政党など民主主義において重要な制

度を担う諸機関の強化が待たれる。

また必要であれば、大統領制に議院内閣制を加

味した折衷型制度の導入や分権化等の制度上の

デザインについても検討の対象とすべきであろ

う。

・選挙実施体制の整備が不可欠である。政党法、公

職選挙法の整備など信頼のある選挙制度の構築

とともに、選挙事務体制の整備支援、選挙への参

加を促すための啓発活動の改善などの仕組みを

考えていくべきである。不正の存在を前提にし

た選挙制度は選挙事務を複雑にし、イレギュ

ラーの発生する確率を高め、選挙に要するコス

トを極めて高いものとしている。信頼に基づく

選挙制度のあり方を検討する時期である。

・専門職業集団としての軍の近代化・効率化の推

進、人権尊重を含む民主教育の推進が重要であ

る。軍の政治への関与や影響力の行使について

は、それを拒否する国際社会の支援が不可欠で

ある。特に地域機構との一致した行動が効果的

であろう。

・先住民社会については、自立した個人といった

近代市民社会に根ざす民主主義とは異なり、共

同体的な社会のあり方や政治決定メカニズム、

慣習法に基づいた法治制度を尊重することが重

要である。分権化と地域代表的な制度の創出が

その回答の1つとなるであろう。

（2）ガバナンスの強化

・三権分立制度が適切に機能するための取り組み

が求められる。

・公正な法の適用・支配を可能とし、法の執行能力

を高める司法行政の近代化と整備、能力強化が

不可欠である。司法サービスの地方・農村、底辺

層への拡大と、貧困層の司法へのアクセスを可

能とする司法改革支援、司法行政支援を行う必

要がある。それを実践して成果を上げている非

政府組織（NGO）を支援することも効果的であろ

う。また新設された人権擁護官制度の支援強化

をソフト・ハード両面で図ることが重要である。

・基本的な市民の安全と人権を保障できる有効な

国家ないし政府の確立が求められる。特に信頼

される警察制度の確立が不可欠である。また刑

務所の実態は人権の観点から見ても問題が多く、

特にハード面での改善は緊急を要する課題であ

る。

・政治に中立的で、公共サービスの供与において

能力をもつ、効率的で機能において強力な行政

官僚機構の整備は、民主主義の発展のみならず

市場経済の発展のためにも待ったなしの感があ

る。ガバナンスの改善により、公共性の概念が確

保されることが期待される。

・言論表現の自由などマスコミの活動を保障する

メカニズムを徹底することである。中南米の

ジャーナリストはいまだ失踪や殺害など公権力

の犠牲者であり続けている。もちろん、民主主義

とマスコミの役割についての認識の強化、メ
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ディアの側の倫理的な行動綱領について訓練が

必要である。

・腐敗の防止には、議会の監視機能の強化、マス・

コミュニケーションの役割の強化、ITの普及と

活用による情報公開の推進など、政府、議会等の

透明性の確保や説明責任の強化を促進する手段

が求められる。

・民主主義を発展させるためには、利害調整メカ

ニズムを強化し、政府と市民社会を架橋するこ

とを可能とする政党制度の構築が不可欠である。

政党の代表能力の向上を図ることが求められる

が、そのためには政治対話の促進や分権化の推

進が効果的であろう。また市民生活で生じた紛

争の処理を迅速に行う代替的な調停メカニズム

の開発推進を支援すべきであろう。

・市民教育の推進、教育水準の向上による政治文

化の変化を長期的な視点から支援することであ

る。特に遵法精神の普及・浸透が望まれる。また

学校教育において模擬選挙や生徒会活動などを

支援して、子供の頃から民主的な価値観や問題

解決能力の重要性を浸透させることが効果的で

あろう。

・低所得層、特に女性、先住民などの参加能力、全

般的な政治資源を補完強化しうるエンパワメン

ト向上のためのプログラムが重要である。基本

的生活水準の改善、保健等の基本公共サービス、

基礎教育の徹底と教育水準の向上に加え、貧困

削減のための社会支援プログラムの充実、特に

パトロン＝クライアント関係を強める支援では

なく、NGOや市民社会を巻き込んだ協議体制を

構築し、地域的特色を踏まえ生産面での自立を

可能とする支援計画が必要である。これらの公

共サービス実施機関としての行政の機能と能力

の強化が求められる。

・分権化と開発の大衆参加方式の推進は、二層社

会といった民主主義にとっての構造的な隘路を

もつ中南米地域の民主化促進においては最も効

果を上げうる支援と考えられる。分権化が人々

の実効的な参加や参加能力を強め、政治権力の

再分配を促す民主化効果については、ボリヴィ

ア、ヴェネズエラ、アルゼンティンなどで実証さ

れている37。特にボリヴィアの分権化と大衆参加

法は、民主主義と開発といった課題に対し興味

深い回答を提供している38（Box4－ 3）。

分権化に基づく大衆参加方式の開発推進は、移

行期においては、混乱や非効率を生む可能性が

あるものの、監視体制、説明責任機能を含め、受

益層に当事者意識を強く植えつけるであろう。

同時に政治対話を促して利害調整能力を高める

とともに、自治の機会を与え、「社会関係資本」を

蓄積し、市民文化や公共性の概念を涵養する機

会となる可能性を秘めている。もとより分権化

や大衆参加型開発が効果を上げるには、規律あ

る財政運営等地方自治体のガバナンス強化とと

もに、住民の行政・監査能力を側面支援する取り

組みが不可欠である。また、地域的特性に基づい

た開発の推進や地域格差の是正にもつながるこ

とが期待される。

Box4－3　ボリヴィアの大衆参加

大衆参加計画は、市民参加の制度化と関連した国家分権化戦略を通じて、政治経済権力への住民のアクセスを拡大・促
進することを目的として1994年4月にスタートした。全国を311の地方自治体に新たに分割し、政府の税収が人口比に応
じて自治体に自動的に振り向けられる。自治体は公共投資の立案、実施、監査をすべて住民参加方式に基づいて自ら実施
することになった。・・・大衆参加法は、それまで無視されていた住民の多くに政治代表を促進し、自治体の問題への草
の根の参加を通じて公的アカウンタビリティを強化し、地方政府の財政的な政策決定権を高め、公共政策が企画・実行さ
れる方法を変え始めるという実質的進展をみた。これらの結果は、国家と社会との関係において重要な転換を示してい
る。・・・法律と現実のギャップを埋めることになれば、貧困層や疎外されてきた人々のエンパワメントを阻んできた障
害が取り除かれることになろう。

出所：Gray-Molina（2001）pp.66, 78-79.

37 Grindle（2000）
38 Crabtree and Whitehead（2001）
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・大きな格差を是正し、低所得層の参加能力を高

めるためには、土地改革、税制改革などの適切な

社会改革を通じて、民主主義の発展にとっての

構造的な隘路を改善すること、あるいはア

ファーマティヴ・アクションにつながる施策の

導入などを推進することが求められる。

（3）民主化を支える社会・経済基盤の強化

・貧困や格差の是正には、特に伝統的な農村を中

心とした社会開発支援が重要である。

大多数が極度の貧困に苦しめられているところ

で、内容のある民主主義の確立を期待すること

は困難である。

・市場経済との関係では、何よりも公正を伴う持

続的経済発展への取り組みの努力が必要である。

そのためには単に市場原理主義に安住するので

はなく、市場経済を発展させるためにも政府が

市場への適切な関与を行うことが求められる。

・特に労働集約的な産業の振興、職業訓練や小零

細企業主体の支援策等を通じて未熟練労働者が

市場に参入する能力を高め、格差の是正、貧困の

削減につなげることが、民主化促進にとっての

基礎的要件である。未熟練の余剰人口を多く抱

えている中南米では、IT能力を含む質の高い教

育機会へのアクセスを通じて、市場への参加能

力をつけることが中長期的には民主主義の発展

を促すであろう。

4－3 わが国の支援動向

4－3－1 わが国の民主化支援の方針

日本は、1992年に閣議決定された『政府開発援助大

綱（ODA大綱）』において、自由、人権、民主主義等が

確保される社会の構築に向けた努力を行うことを基本

理念としており、ODA4原則においても民主化の促進

に十分注意を払うことが定められている。

また外務省の作成した『政府開発援助に関する中期

政策』（1999年8月）において「地域別の援助のあり方」

が定められており、中南米地域において重視すべき5

つの支援項目が設けられている。その中では「民主化

及び経済改革努力に対する積極的な支援」が第一項目

として記載されている。

中南米地域のエル・サルヴァドルとニカラグァに

ついては、外務省作成の『国別援助方針』39（24ヵ国に

ついて策定、うち中南米3ヵ国）において、「わが国の

援助の重点分野」の中で「民主化・経済安定化支援」を

重点分野の1つとして挙げている。これらの国におい

ては、長年続いた内戦が和平合意に達し終結したこと

により、和平合意後の平和構築と民主的国家の建設を

目標に、各国の民主化と市場経済化をわが国として積

極的に支援していくことを表明している。

4－3－2 わが国政府による協力

日本は、先に述べた『政府開発援助に関する中期政

策』の『地域別の援助のあり方』及び『国別援助方針』

を踏まえ、1990年代に和平合意を達成した中米諸国

を対象に、外務省ベースで、国際機関や地域国際機関

に対する資金協力を通じた選挙監視活動等の協力を

行っている。特に、米州機構を通じた選挙制度支援活

動に対する協力実績が多いのが特徴である。これは、

この機関が地域全体を包括する協力機構として、主導

的に地域の安定化と民主化支援を押し進めているため

である。既に述べたように、米州においては民主化促

進に向けたグローバル・ガバナンスの体制が強固であ

るため、域内での民主化・市場経済化促進の圧力はか

なり強いものがある。

エル・サルヴァドルに対しては、1994年の大統領選

挙の際にPKO法の枠組みで、選挙監視団を2度にわ

たり、延べ30名にわたる民間人及び公務員を派遣し

積極的な協力を展開した。

ペルーにおいては、1992年の民主制憲議会選挙、

1995、2000、2001年の各大統領・国会議員選挙におけ

る選挙監視オブザーバーを、米州機構を通して派遣し

ている。また、食糧増産援助の見返り資金や国連開発

計画（UNDP）の人づくり基金を通して同国の女性の生

計向上や囚人の社会復帰のための職業訓練機材の供与

等間接的に民主化促進に資する協力を実施してきた。

これらは、本調査報告書の枠組みに従うと、「民主

的な制度」に重点を置いて実施された協力といえるで

あろう。

39 外務省（2000）
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4－3－3 JICAの民主化支援の取り組み

既に述べたように中南米地域においては、「民主的

な制度」は他の地域と比べ整っているが、一方で「民

主化を機能させるためのシステム」としてのガバナン

スが脆弱であり、行政の腐敗と住民からの不信が問題

となっている。同地域においては地域的な民主化・市

場経済化の圧力の下、1970年代以前に繰り返された

クーデタによる軍事政権の出現は皆無となり、市場経

済化とともに、さらなる民主化の促進が望まれてい

る。

JICAは、在外事務所所在国については国別事業実

施計画を策定し、援助重点分野及び重点課題を設定

し、分野を絞り込んだ効果的な協力を目指している。

その中で警察の制度・能力の強化、公務員の人材育

成、地方分権化支援等に資する協力や市民社会の強

化、女性や先住民等の社会的弱者、地方農村の支援・

強化等に資する協力を行ってきた。また民主化セミ

ナーや警察幹部セミナー等の行政能力強化に資する協

力も実施している。

これらは直接的に民主化を目指した支援ではない

が、ガバナンスの強化など「民主化を機能させるため

のシステム」の構築や「民主化を支える社会・経済基

盤」に資する協力であるといえよう。中南米地域にお

いては民主的制度は整備され、民主主義の経験を有し

ていること、他方、民主化を機能させるメカニズムと

しての政府やガバナンスに課題をもっており、特に国

内における地域間、社会間格差が大きく、地方都市や

先住民社会に不満要素が蓄積されやすいという地域的

特徴を踏まえた上での協力である。貧困対策や地域開

発といった分野が、国別事業実施計画の援助重点分野

となっており、その中でも、農村女性の地位向上や基

礎教育の強化等については民主化を支える社会・経済

基盤強化に資する協力に当たるといえる。

協力形態としては、国別特設研修や第三国研修と

いった研修員受入事業やセミナーを中心に行政官の再

教育と育成を行っている。また、南米においては近年

では現地NGOとの連携による開発福祉支援事業が増

えており、行政官のみならず市民社会に直接的に働き

かける協力を展開している。

4－3－4 JICAの協力事例

（1）エル・サルヴァドル

1992年1月の停戦合意を受け、欧米各国は公正な選

挙の実施に向け、選挙監視等に関する協力を実施し

た。わが国としては、1994年にPKO法の枠組みで延

べ30名の選挙監視団を派遣し公正な選挙実施に対す

る支援を行った。JICAは1997年、1998年に国別特設

研修として「市民社会と民主的統治の推進」及び「民主

化セミナー」を実施した。同セミナーにおいて、招待

された2大政党及び野党2党の国会議員がわが国の戦

後民主主義の経験の共有を目的に、率直に意見交換を

行った。内戦時には対立していた双方が研修参加を通

して、初めて直接話し合う機会となった。また、1999

年3月には「民主化促進」短期専門家2名を派遣し、民

主化の取り組み状況についてフォローを行った。

1998年から、内戦が終結した中米諸国の警察官の

育成と組織強化が必要であるとの認識の下、エル・サ

ルヴァドルを拠点として「中米高等警察研究所計画」

の枠組みで「交番制度」、「鑑識」、「警察行政・警察育

成」等の短期専門家派遣によるセミナーを実施してい

る。

今後の協力としては、「民主化を機能させるシステ

ム」として、中央及び地方行政組織の機能強化を図る

ことが必要である。

（2）ペルー

1990年に発足したフジモリ政権下において、1992

年の自主クーデタ（アウトゴルペ）後、再民主化過程

が米州機構を中心に進められたが、民主制憲議会選挙

における公正な選挙を進める動きの中で、わが国は選

挙システム改善のためにコンピュータの供与と短期専

門家の派遣を行った。

2000年4月に実施された大統領選挙では、選挙プロ

セスに対する疑惑が浮上し、決選投票の強行が国際社

会の批判を浴び、2001年4月に再選挙となった。現在

は選挙制度に対する不信感が高いために、公正な選挙

制度の導入とともに、有権者・市民に対する啓蒙と民

主主義教育を広める必要がある。そのため2001年度

から、国別特設研修「民主化支援」を実施している。

2001年の同研修内容については、全国選挙審議会と

戸籍登録事務所の幹部を対象に、わが国の戸籍・住民
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登録制度、選挙制度、不在者投票制度等について研修

を実施し好評を博した。不在者投票制度はもとより、

信頼に基づいた選挙のあり方について、わが国の選挙

システムに関する制度と経験が活かされることが期待

されている。

また、度重なる暴動が話題となり人権団体の指摘

もあり、刑務所の運営改善等への協力が必要であると

の認識の下に、1996年より国別特設研修「行刑施設に

おける処遇・管理運営」を行い、これまで30名以上の

研修員を受け入れている。併せて、ノンプロ無償資金

協力40で刑務所内の職業訓練機材の供与を行い、受刑

者の社会復帰に資する協力を実施している。

さらに、同国においては、教育向上に対する協力を

行っており、その中で「教育行政」や「地方教育行政」

専門家の派遣を、本邦研修と組み合わせて実施してい

る。これらは、「民主化を機能させるシステム」と「民

主化を支える社会・経済基盤」への協力として整理で

きる。

Box4－4　協力事例1：エル・サルヴァドル

1992年1月の停戦合意を受け、欧米各国は公正な選挙の実施に向け、選挙監視等に関する協力を実施した。JICAは1997
年、1998年に国別特設研修を中心とする協力を行い「民主的な制度」及び「民主化を機能させるシステム」に資する協力を
実施してきた。
（1）国別特設研修「市民社会と民主的統治の推進」
（2）国別特設研修「民主化セミナー」

このセミナーには同国の2大政党及び野党2党の国会議員を招き、わが国の戦後民主主義の経験の共有を目的に率
直な意見交換が行われた。

（3）機材供与「指紋鑑識機材等」1997年文民警察
警察の機能強化の観点から、本件機材を供与した。

（4）個別派遣専門家「民主化促進」短期専門家2名、1999年 3月
同国の民主化の取り組み状況についてフォローを実施。

（5）セミナー専門家派遣「中米高等警察研究所計画」（1998年より実施、累計13名）
（6）チリからの第三国専門家「麻薬対策セミナー」実施予定（2002年 4月）

チリからチリ人講師を招いたセミナーを実施し、警察の機能強化、能力向上を目指すものである。

Box4－5　協力事例2：ペルー

（1）国別特設研修「民主化セミナー」（2001年度から2005年度）
2001年度第一回研修：2001年 1月 20日～2月1日
参加者：全国選挙監理委員会、全国身分登録事務所、障害者選挙参加支援NGO・身体障害者開発協会
目　的：トレド政権は民主政治の強化を継続促進しており、2005年までに全国選挙監理委員会（JNE）と全国選挙過程事

務所、全国身分登録事務所を合併し、一元化する方向で制度改革を進めようとしている。この新組織の強化、住
民の啓発方法と市民教育による民主主義の浸透を目的としている。

（2）「教育向上プログラム」、「教育行政」や「地方教育行政」専門家の派遣を、本邦研修と組み合わせて実施している。これ
らは民主化の基礎となる行政能力向上に資する協力である。
1） 企画調査員「教育／貧困対策」
2） 個別派遣専門家「地方教育行政（向上計画）」
3） 個別派遣専門家「遠隔教育」
4） 地域別特設研修「地方教育行政」

（3）「女性能力向上プログラム」においては、女性のエンパワメントに資する協力を実施している。これらは女性の社会参
加を促す協力であり、間接的に民主化に資する協力である。
1） 個別派遣専門家「貧困女性のための職業訓練計画」
2） 個別派遣専門家「ジェンダー・アドバイザー」
3） 開発福祉支援事業「観光資源を活用した住民参加型生計向上プログラム」
4） 開発福祉支援事業「貧困女性のための生計向上事業」

40 ノンプロ無償資金協力とは、ノン・プロジェクト無償資金協力の略で、無償資金協力の1つで経済構造改善努力支援ともい
う。特定のプロジェクト実施ではなく、国際収支／財政収支支援を目的とする資金援助。経済困難が深刻化している開発
途上国が、世界銀行・IMFの合意の下に経済構造調整政策を推進していく上で緊急に必要とする物資の輸入を支援する。
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Box4－8　協力事例5：チリ

同国の重点分野「地域経済開発支援」に位置づけられた協力として「小・零細水産業振興プログラム」がある。このプログ
ラムで実施された「貝類養殖開発計画」は地方分権政策に留意し、地方の伝統的な漁協との連携の下、実施された地域住民
の参加型協力の成功例である。

プロジェクト名：プロジェクト方式技術協力「貝類養殖開発計画」
目　的：この協力は同国のプエルトモント市において、漁村の慢性的な貧困、過疎化の解消を目的に、漁業における生

産性向上と新種の開発を行うものである。
協力期間：1997年 1月～2002年 6月

本協力の民主化支援との関連
（1）地方漁村の生計向上による地域開発であり、間接的に分権化、経済基盤の強化につながるものである。
（2）本プロジェクトは、これまで例の少ない第三セクター方式による実施体制を取っており、地域住民が主体的に参

加した。協力のインパクトはチリの第10州全体に広く普及した。

Box4－7　協力事例4：パラグァイ

「地方分権化支援プログラム」を実施して地方分権化促進及び地方自治制度の確立に寄与する協力を行っている。
●「地方分権化支援プログラム」の内容
（1）プロジェクト方式技術協力「農牧統計強化計画アフターケア」
（2）個別派遣専門家「円借款事業アドバイザー」
（3）個別派遣専門家「環境政策アドバイザー」
（4）集団研修「国家行政」「地方行政」「工業所有権行政」「税関行政」「農牧統計情報システム」

Box4－6　協力事例3：ボリヴィア

ボリヴィアにおいては、貧困削減戦略ペーパー（PRSP）策定をわが国は積極的に支援している。PRSP策定において地方
分権化は前提条件となっている。わが国はPRSPを踏まえつつわが国の得意分野である教育及び保健医療、農村開発分野
を中心に協力を実施している。その中の「教育改革促進支援プログラム」は民主化を機能させるシステムである行政能力の
向上に資する協力となっている。
●「教育改革促進支援プログラム」の内容
（1）個別派遣専門家「教育改革促進支援」
（2）個別派遣専門家「教育施設整備支援」
（3）国別特設研修「地方教育行政」
（4）長期研修員「教育行政」
（5）開発福祉支援事業「住民参加促進」
（6）在外専門調整員「教育行政地方分権化支援」
（7）在外専門調整員「教育改革進捗調査」
（8）企画調査員「代替教育における教育改革促進支援」
（9）青年海外協力隊「小学校教諭」

4－4 今後の支援のあり方

既に述べたように、日本は、米国やEUと異なり、

中南米との間で民主化促進にコミットした政治フォー

ラムを持っていない。国連の枠組み、ODA大綱、先

進国サミットの宣言等に盛り込まれる支援の基準に

沿って、中南米にはこれまで同様、民主化支援を積極

的に行うことが重要であろう。

特に、中南米地域においては、民主化促進のグロー

バル・ガバナンスの枠組みが他地域と比べて格段に整

備されている点を考慮すれば、米州機構を中心とする

地域協力機構、米国、EUなど他のドナー、また平和

構築における国連や米州機構、貧困削減における世界

銀行など国際機関などと、十分協調・連携を図りなが

ら、国際的支援の枠組みに沿った形での多角的な支援

策を進めることが効果的であろう41。

特に、援助手段からみた優位性、実現可能性を考慮

41 ODA大綱4原則の運用に関し「一律の基準による機械的な適用ではなく」、「友好的な説得」や「静かな外交」を通じ、「目標達
成に向け相手国に粘り強く働きかける」とした日本政府の考え方、姿勢は中南米においては必ずしも適切ではないという認
識も必要であろう。大綱の運用については、下村、中川、斎藤（1999）p.43。
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すれば、日本としては、制度としての民主主義を機能

させ、発展させる基礎的条件の改善に直結したガバナ

ンス強化の分野に重点を置いた民主化支援を行ってい

くべきと考えられる。司法改革や教育改革などの制度

構築それ自体にかかわる支援は、異なる文化圏という

条件など課題も多く、単独で一貫した形での実施は困

難ではなかろうか。第二世代改革に関わる制度改革

は、被援助国の関係機関に強力なオーナーシップが不

可欠で、長い時間をかけての辛抱強い協力作業を必要

とする。支援する場合には、国際機関や欧米のドナー

と協調して、多国間的な支援の枠組みの中で行ってい

くべきであろう。

具体的支援において考慮すべきは、民主化の進展

における各国の相違である。代表民主主義の経験や成

熟度、制度化の水準に基づき、中南米諸国を、次のよ

うに類型化して支援のあり方を考えることが有効であ

ろう。

まず、多くの中南米諸国はほとんどが1980年代に

軍事政権から民政移管し、かつて無い民主化の実績を

積み上げてきたものの、一部を除けば、いまだ制度の

強化とともに、ガバナンスの強化を必要としている。

この中で、ボリヴィア等の重債務貧困国では、世界銀

行が貧困削減戦略ペーパー（PRSP）策定を債務免除の

条件としており、これらの策定国においては異なった

協力アプローチをとる必要がある。次に内戦を経て和

平合意に至った中米諸国は復興支援型アプローチをと

ることが望ましい。またハイティのように民主主義の

経験が乏しく、社会的不安要素を抱えている最貧国

は、社会開発型アプローチを必要としている。つまり

5つの類型化が可能であろう。

①既に民主主義において高い制度化が達成され、

それを支えるガバナンスや社会基盤も比較的十

分整備されている国である。ウルグァイ、コス

タ・リカのような国であり、こうした国々には、

民主化支援は必要がなく、むしろ南南協力を視

野に入れた地域的な民主化支援の拠点国として、

協力のあり方を考えていくことが可能であろう

（パートナーシップ型）。

②次に代表民主主義の制度的基盤は整備されてい

るが、一層の制度の強化を必要としている国々

であり、南米を中心とする多くの中南米諸国が

該当する。民主制度の強化とともに、政府及び市

民社会のガバナンスを高め、民主主義が効果的

に機能するよう多角的な支援策を講ずることが

必要である。アンデス諸国のように国内に大き

な地域差を抱えている国に対しては、社会基盤

の強化も支援対象となるであろう（ガバナンス強

化支援型）。

③ボリヴィアのように、制度基盤を持ちながらも、

ガバナンスや社会・経済基盤が弱いために問題

を来している貧困国については、国際機関とド

ナーが進めている貧困削減戦略ペーパー（PRSP）

に沿った支援を積極的に行うことが求められよ

う。オーナーシップ、国民対話、参加の制度化、

地方分権化等、民主化の重要な構成要素が同戦

略ペーパーの前提条件となっている（PRSP支援

型）。

④紛争を克服し平和構築の重要なプロセスとして

民主化が機能を果たした中米諸国には、民主制

度の再構築とガバナンス強化の支援が重要であ

る（復興支援型）。

⑤ハイティのように最貧国でかつ民主制度も極め

て脆弱な国には、民主制度構築の支援とともに

ガバナンス強化策が必要であるが、貧困対策に

重点をおいた社会開発支援が優先されるべきで

あろう（社会開発支援型）。

なお民主化支援の類型化については表4－3、類型

別の課題と具体的支援メニューについては表4－4を

参照されたい。

（1）パートナーシップ型

民主化支援においては、民主政治の安定を誇るウ

ルグァイ、コスタ・リカ、チリを民主化支援の戦略的

なパートナーと位置づけ、南米、中米地域の民主化支

援に活用していくことが有効であろう。選挙制度、司

法行政の改善、コスタ・リカの平和教育、民主化セミ

ナーなど第三国研修の実施が考えられる。

また中南米地域においては3ヵ国（アルゼンティン、

ブラジル、チリ）がわが国と対等な立場で南南協力を

実施していくことを目的とするパートナーシップ協定

を締結している。例えばブラジルはここでは第二グ

ループに分類されているが、電子選挙や電子政府の面

で中南米の先端にあるため、これら新しい協力の枠組

みを活用して地域的な民主化支援のあり方を考えるこ
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とも可能であろう。

さらには民主化促進の地域協力体制の枠組みが他

地域と比べて整備されている点を考慮すれば、米州機

構や地域国際機関を活用して域内協力を推進していく

ことが民主化支援という点において効果的である。

（2）ガバナンス強化支援型

多くの国が該当するこのグループは、民主化の制

度的基盤は整っており、民主主義の経験も比較的長い

が、三権分立の形骸化、非効率な行政・司法制度、汚

職の蔓延、法の支配の未確立、多くの市民の参加能力

の欠如等の課題が大きい。制度的な強化とともに、民

主主義を機能させるためのガバナンスの向上が急務で

ある。

具体的な支援策としては、選挙制度整備、司法行政

の近代化と司法扶助制度の拡充、警察制度の改善、専

門化された行政組織の整備、行政能力の改善と透明性

確保のためIT技術支援、地方自治制度の整備、参加

型開発の推進、女性能力の向上などが考えられる。

また所得、社会格差が大きく、貧困問題も深刻で、

その改善など、民主化支援との関わりで教育水準の向

上など社会基盤強化における協力ニーズも大きい。特

にエクアドルやペルーなど先住民を多く抱えた国で

は、社会開発を通じた先住民のエンパワメントや実効

的な参加を促す協力が必要である。多くの国々は行政

の効率化や開発への民意の反映の必要性等の観点から

地方分権化を推し進めており、この分野においてもわ

が国の協力の必要性は高いといえる。

（3）PRSP支援型

また、ボリヴィアとホンデュラスにおいては世界

銀行、IMFが重債務貧困国支援として貧困削減戦略

ペーパー（PRSP）の策定を支援しているが、国際的な

支援体制の中で、わが国は同戦略ペーパーの策定支援

に関わってきたこともあり、各ドナーとの援助分野を

分担することにより、ガバナンス支援型メニューに加

え、住民監視体制の整備、地方行政能力の強化などに

おいて積極的な協力を行っていく必要がある。開発

ニーズに参加を促し、開発自治を可能にし、政治的対

話を促進して、民主主義の基礎条件を飛躍的に改善す

る可能性を持つという点で、PRSP支援は民主化支援

としても1つの試金石となると考えられる。特にボリ

ヴィアでは1994年以降の分権化と大衆参加の経験の

上に立ってPRSPが策定されており、その経験は、民

主化支援との関係で中南米全体でも広く共有されるべ

きである。

（4）復興支援型

復興支援型アプローチを必要とする諸国は、選挙

制度等の制度の再構築から行政能力の向上等、協力の

幅は大きい。民主化支援は平和構築のための重要な要

素であり、とりわけガバナンス強化への取り組みは重

要である42。特にグァテマラのように和平合意の履行

が遅れている国もあり、合意事項の遵守、透明性と公

表4－3　中南米地域：民主化支援における類型化一覧

類　型 パートナーシップ ガバナンス強化支援 PRSP支援 復興支援 社会開発支援

国　名

現状 支援ニーズ 現状 支援ニーズ 現状 支援ニーズ 現状 支援ニーズ 現状 支援ニーズ

民主的な制度 ◎ 低 ○ 低 ○ 低 ○△ 高 △ 中

民主化を機能さ
せるシステム

○ 低 △ 高 △ 高 　△　 高 × 中

民主化を支える
社会・経済基盤

◎ 低 ○ 中 × 高 △× 中 × 高

◎○△×：制度、ガバナンス、社会基盤等の整備度　高い◎←─────→×低い
なお、英連邦に属する国が多いカリブ海諸国についても、ガバナンス支援が民主化支援の基本となるべきであろう。
出所：筆者作成

コスタ・リカ
ウルグァイ
チリ

メキシコ、アルゼン
ティン、ブラジル、
パナマ、ドミニカ共
和国、ペルー、コロ
ンビア、ヴェネズエ
ラ、エクアドル、
パラグァイ

ボリヴィア
ホンデュラス

ニカラグァ
グァテマラ
エル・サルヴァドル

ハイティ
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平性に資する行政能力向上を目標とした民主化支援に

関する新たな方針を策定する時期であるといえる。同

地域の平和構築においては米州機構と国連が積極的な

関与を行っており、わが国としても国際機構と協調の

上、協力を実施していくことが必要であろう。

（5）社会開発支援型

最後のグループであるハイティは、民主主義の経

験も浅いため、制度構築とともに、特に貧困対策、社

会開発を重点的に行うことが肝要であろう。社会開発

支援も参加型のスキームを取り入れることで民主化促

進につながる支援とすべきである。

表4－4　中南米地域：類型別の協力一覧表

類　型 国　名 特　徴 協力重点分野 想定される協力

高
　
↑
　
民
主
化
度
　
↓
　
低

コスタ・リカ
ウルグァイ
チリ
メキシコ
ブラジル
アルゼンティン
エクアドル
ペルー
ヴェネズエラ
コロンビア
パラグァイ
ドミニカ（共）

ボリヴィア
ホンデュラス

ニカラグァ
グァテマラ
エル・サル
ヴァドル

ハイティ

民主主義は制度的に強固で安定

民主制度の強化と、ガバナンスに
課題
民主制度の強化に課題
行政・政策決定の非効率、透明性、
説明責任の乏しさ
議会、司法に信頼感が薄い
政党の代表機能が弱い
腐敗が深刻
社会格差、地域差が大きい
低所得層の参加能力の改善が重要

ガバナンスと社会・経済基盤が弱い
民主制度に信頼が薄い
社会的排除、貧困の克服が最重要
課題
大衆参加計画と分権化が始動、地
域開発に住民が参加する機構と体
制が確立
国際支援の枠組みが整う

制度の再興と民主主義の機能に課題
制度構築、ガバナンス強化、社会・
経済基盤整備が必要
民族・社会格差の大きさ、融和

民主制度の機能する前提として、
基本的社会基盤が必要

選挙制度の整備
ガバナンス強化
法の支配の確立
行政機構の整備
汚職防止
政党機能の強化
市民教育の推進
分権化の推進
先住民を抱えた地域で
社会開発支援

司法行政の近代化
市民教育の普及
分権化支援
地方自治体の強化
大衆参加支援
伝統農村への社会開発
支援
国際支援の枠組み十分
な活用

制度の再構築
法制度の整備
和平合意履行促進
国際支援の枠組み活用

制度構築
選挙制度の整備
社会開発支援

南南協力による域内協力、司法
行政強化など第三国研修、セミ
ナーの実施
選挙制度と実施体制の改善（制度
と経験、選挙監視）
行政能力の改善（予算執行管理）
行政透明性確保（IT支援）
司法行政近代化（アクセス改善）
司法扶助制度の拡充
警察制度の改善
地方自治制度の整備
教育水準の向上
女性能力の向上
参加型開発の支援
人権擁護官支援
民主化セミナー（選挙制度、司法
行政、地方行政等）
選挙制度の整備
行政能力の改善
警察制度の改善
司法扶助制度の拡充
地方行政能力の向上
住民監査能力の向上
教育施設整備
教育水準の向上
保健医療の充実
伝統農村に生産技術支援
選挙制度の整備
行政能力の改善
司法行政の近代化
警察制度の改善
教育水準の向上
農村女性の地位向上
民主化セミナー
選挙制度の整備
行政能力の改善
基礎教育の普及
人道支援・貧困対策
社会経済基盤の整備
住民の生活水準の向上

パートナー
シップ型

ガバナンス
強化支援型

PRSP 支援
型

復興支援型

社会開発支
援型

出所：筆者作成

42 国際協力事業団国際協力総合研修所（2001b）において、紛争後のJICAの平和構築のあり方を提示している。
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4－5 民主化支援における留意点

これまでの説明を踏まえ、中南米地域において協

力を実施するにあたり留意するべき事項は以下の項目

であると考えられる。

4－5－1 長い民主化の経験

中南米諸国は代表民主主義の経験を広く有してお

り、制度も整備されている。協力にあたっては、民主

主主義を機能させるシステムの強化に主眼を置いた強

力を実施することが望ましい。

4－5－2 民主制度の刷新、「開かれた制度化」

多くの国で民主制度の排他的特徴が強く、貧困層、

先住民の参加等の政治資源が乏しいため、民主主義の

機能に対する不満が鬱積している。特に中米諸国及び

南米のアンデス諸国においては、先住民が社会的な弱

者として追いやられており、彼らの既存の民主政治に

対する不満と不信は強いものがある。これらの地域に

おける民主化においては、彼らのニーズに応え、彼ら

が主体的に参加できる政治システムを築く必要があ

る。

4－5－3 野党への政権交代

中南米諸国においては、過去の経験を踏まえ再選

が憲法にて禁止されている国が多く、与党政権から野

党への政権交代が民主主義の要件となっている国がほ

とんどである。

4－5－4 地域機関や多ドナーとの連携

これまで述べてきたように、地域国際機関や米国、

EU等による経済化及び民主化に対する圧力が高い地

域であり、地域機関や他ドナーとの連携による協力が

不可欠である。

4－5－5 対等のパートナーとして

民主化については、グローバル化や高度情報社会

の到来、政策内容の高度専門技術化の進展で、市民教

育の立ち遅れなど先進国でも少なからず課題に直面し

ている。投票の際の日本の棄権率の高さ、政治的無関

心の広がりも、民主主義の質に関わるテーマであると

いえよう。中南米の一部の国では、市民参加型選挙、

電子選挙ないし政府、地方分権化等わが国以上に進ん

だ面を持っている国もあり、対等のパートナーとして

学び合うという視点で、民主化セミナーなどの手法を

用いて民主化支援のための協力関係を打ち立てること

が重要である。民主化支援は、日本の民主化の問題で

もあるという認識が必要であろう。



52

民主的な国づくりへの支援に向けて

5－1 民主化の歴史的背景・現況

1970年代中葉以降の世界的な民主化の潮流を「第三

の波」と呼んだ政治学者のサミュエル・ハンチントン

（Samuel Huntington）は、1984年に公刊された論文「さ

らに多くの諸国が民主的になるか?」のなかで、「その

貧困と政治的暴力のゆえに、ほとんどのアフリカ諸国

は民主的方向に進むとは思われない」1と記している。

すなわち、1980年代中葉当時、ハンチントンでさえ、

アパルトヘイト体制下の南アフリカなどを例外とすれ

ば、当面の間アフリカ諸国では民主化が進展しそうに

はない、との悲観的見解を有していたのである。とこ

ろが、その後の冷戦構造の崩壊とソ連・東欧の民主化

という国際環境の劇的な変動を1つの契機として、ア

フリカでは1989年末ごろから民主化の動きが急速に

広まることとなった。アフリカにとって、1960年代

が「脱植民地化の時代」であり、植民地主義からの解

放としての「第一の解放の時代」であったとするなら

ば、まさに1990年代は「民主化の時代」であり、権威

主義からの解放としての「第二の解放の時代」となっ

たのである。

しかし、独立以来のアフリカ諸国の歴史を概観し

てみると、大きく分けて、これまでに1990年代の民

主化を含めて3つの民主化の時期がみられたことがわ

かる2。

5－1－1 第一期（1950年代後半～1960年代前半）

1950年代後半から1960年代にかけての時期、アフ

リカの諸植民地は次々に独立を達成したが、その過程

のなかで、植民地政府側はアフリカ人への権力委譲を

平和裏に進めるために、他方、アフリカのナショナリ

スト側は独立の早期達成とその後の支配の正統性を得

るために、ヨーロッパ宗主国の議会制民主主義モデル

の導入、特に民主的な憲法や選挙制度の導入を積極的

に推進した。かくして、多くのアフリカ諸国は、少な

くとも制度的には民主的国家として独立を達成したの

第5章　アフリカにおける民主化の現状と支援のあり方

であった。

しかし、独立後間もなく、アフリカ諸国では軍事

クーデタが頻発するようになる。1963年にベニンと

トーゴーでクーデタが発生して以降、1960年代だけ

でも、ガーナ、ナイジェリア、シエラ・レオーネ、マ

リ、オートボルタ（現ブルキナ・ファソ）、ブルンディ、

中央アフリカなどの諸国でクーデタが発生し、次々と

軍事政権が誕生していった。また、民主的な選挙を経

て成立したはずのナショナリスト政権も、独立直後か

ら次第に強権的な性格を強めるようになり、当初は事

実上の一党支配体制（一党優位体制）を確立し、次い

で憲法を修正して法制度上の一党制へと次々に移行し

ていった。こうして独立期にみられたアフリカ諸国の

民主的な政治体制は、その後の軍事政権や一党制と

いった権威主義的支配体制の台頭に伴って急速に消滅

していくこととなったのである。

5－1－2 第二期（1970年代後半～1980年代前半）

1970年代後半から1980年代前半にかけて、アフリ

カでは、民主化の第二の波がみられた。セネガルで

は、独立後にいったんは一党制が導入されていたが、

1976年になって政党数を三党に制限した限定的なも

のながら複数政党制が復活し、さらに1981年には政

党数制限が完全撤廃された。また、1979年には、ウガ

ンダのアミン（Idi Amin Dada）、中央アフリカのボカ

サ（Jean-Bédel Bokassa）、赤道ギニアのマシアス

（Francisco Macias Nguema Biyogo）といった独裁的な

国家指導者がクーデタや内戦によって次々と打倒され

た。さらに、1966年以降軍事政権下にあったナイジェ

リアでは、1979年に初の民政移管が実現し、第二共

和制が発足した。また、1982年には、モーリシャスで

民主的選挙による政権交代が実現している。特に、独

立以来、アフリカ諸国では民主的選挙による政権交代

の事例がほぼ皆無であっただけに、モーリシャスの事

例は、アフリカにおける民主化移行の可能性を示唆す

1 Huntington, S.P.（1984）pp.216.
2 Young, C.（1996）pp.53-68.
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表5－1　アフリカ諸国の政治制度比較

時　期 民主化前（1989年 6月時点） 民主化後（2001年 6月時点）
政治制度 （47ヵ国／地域） （47ヵ国）

複数政党制

アンゴラ、ベナン、カーボ・ヴェルデ、ジブティ、
赤道ギニア、エティオピア、ガボン、ギニア・ビ
サオ、ケニア、モザンビーク、ニジェール、カメ
ルーン、中央アフリカ、象牙海岸、マダガスカル、
マリ、マラウイ、サントメ・プリンシペ、セイシェ
ル、タンザニア、トーゴー、ザンビア、チャード、
リベリア、ブルキナ・ファソ、ガーナ、ギニア、
レソト、モーリタニア、ナイジェリア、ボツワナ、
ガンビア、モーリシャス、セネガル、ジンバブエ、
南アフリカ、ナミビア、シエラ・レオーネ

＜38ヵ国＞

コモロ

＜1ヵ国＞
コンゴー、ソマリア、コンゴー民主共和国、ルワ
ンダ、ブルンディ、エリトリア（複数政党制を認め
る憲法を採択済み）　

＜6ヵ国＞
スワジランド（絶対王制）、ウガンダ（無党制）

＜2ヵ国＞

ボツワナ、ガンビア、モーリシャス、セネガル、
ジンバブエ

＜5ヵ国＞
アンゴラ、ベナン、カーボ・ヴェルデ、コモロ、
コンゴー、ジブティ、赤道ギニア、エティオピア、
ガボン、ギニア・ビサオ、ケニア、モザンビーク、
ニジェール、ソマリア、ザイール（現コンゴー民主
共和国）、カメルーン、中央アフリカ、象牙海岸、
マリ、マラウイ、ルワンダ、サントメ・プリンシ
ペ、セイシェル、シエラ・レオーネ、タンザニア、
トーゴー、ザンビア、チャード

＜28ヵ国＞
ブルキナ・ファソ、ブルンディ、ガーナ、ギニア、
レソト、モーリタニア、ナイジェリア、ウガンダ

＜8ヵ国＞
リベリア、マダガスカル、南アフリカ（アパルトヘ
イト体制）

＜3ヵ国＞
スワジランド（絶対王制）、ナミビア（南アフリカ
の不法統治下）、エリトリア（エティオピアの一部）

＜3ヵ国／地域＞
出所：筆者作成

一党制

軍事政権

名目的あるいは
非民主的な複数

政党制

その他

るものとして大いに注目された。

しかし、こうしたアフリカの民主化における第二

の波は、1983年にナイジェリアで軍事クーデタが再

び発生し、第二共和制がわずか4年間で脆くも崩壊し

たことで、突然の終止符を打たれることとなった。

5－1－3 第三期（1989年以降）

アフリカにおける本格的な民主化は、1989年後半

に始まり、1990年代を通じてみられた。表5－1は、

アフリカで本格的な民主化が起きた1990年代を挟ん

で、その直前の時期と直後の時期のアフリカ47ヵ国

の政治制度をそれぞれ分類し、比較したものである。

同表が示すとおり、1989年中葉時点のアフリカでは、

一党制国家は28ヵ国、軍政国家は8ヵ国を数えた。ま

た、リベリアとマダガスカルでは、制度的には複数政

党制が導入されていたものの、それは名目的なものに

すぎず、アパルトヘイト体制下の南アフリカも複数政

党制国家ではあったが、国民の圧倒的多数を占める黒

人に対しては政治参加の道が閉ざされていたという意

味で、極めて非民主的なものにすぎなかった。さら

に、スワジランドは絶対王制の下で国民の政治的権利

が著しく制限され、また、今日独立国家となっている

ナミビアも当時はまだ南アフリカの不法統治下にあ

り、エリトリアもエティオピアの一部であった。こう

したなかで、複数政党制に基づく選挙民主主義がある

程度定着していた国家は、事実上、ボツワナ、ガンビ

ア、モーリシャス、セネガル、ジンバブエの5ヵ国に

すぎなかったのである。

ところが、こうしたアフリカ諸国の権威主義的な

政治風景は、1990年代に入って、少なくとも制度的
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には一変する。一党制から複数政党制への移行、軍事

政権から文民政権への移管、南アフリカのアパルトヘ

イト体制の崩壊といった1990年代の民主化の結果、

2001年中葉時点で、複数政党制国家は38ヵ国に達し

た。

しかし、コンゴー、ソマリア、コンゴー民主共和国、

ルワンダ、ブルンディの5ヵ国では、いったんは複数

政党制が導入されたものの、その後紛争状態に突入

し、事実上国家が破綻してしまったり、選挙ではなく

武力行使によって政権が成立するといった非民主的な

状況がみられるようになった。また、エリトリアで

は、複数政党制を認める憲法は採択されたものの、エ

ティオピアとの国境紛争などもあって、2001年中葉

時点ではまだ複数政党制に基づく選挙が実施されてい

なかった。さらに、スワジランドでは、国内外からの

圧力を受けて民主化のための憲法見直しが進められて

きたが、依然として十分な進展がみられなかった。ま

た、ウガンダでは、事実上競合的で民主的な大統領・

国政選挙が実施されてはいるものの、2000年6月に実

施された、複数政党制導入の是非を問う国民投票で

は、複数政党制の導入が当面見送られている。

しかし、こうしたいくつかの例外はあるものの、

1980年代までのアフリカ諸国の多くが一党制や軍事

政権といった何らかの権威主義的支配体制下にあった

のに対して、1990年代の民主化を経た今日、8割近く

のアフリカ諸国が少なくとも制度的には複数政党制を

導入するに至っている。その意味で、アフリカにおけ

る1990年代の民主化現象は、まさに「民主化の雪崩現

象」3 にほかならなかった。

5－1－4 民主化を促した諸要因

こうした1990年代の本格的民主化を促した要因は、

国内的要因と国際的要因に大別することができる4。

国内的要因（内圧）としては、第1に、1980年代の

深刻な経済停滞と構造調整計画の導入に伴う都市住民

の不満の増大が挙げられる。1980年代、多くのアフ

リカ諸国は、「失われた10年」といわれるほどの深刻

な経済危機に直面し、世界銀行やIMFなどからの融資

や支援に頼らざるを得なくなった。そして、そのコン

ディショナリティとして構造調整計画の実施を受け入

れた。しかし、為替レートの適正化（事実上の自国通

貨切り下げ）、市場自由化、公共部門の縮小といった、

構造調整計画を巡る一連の政策は、インフレや失業の

増大というマイナスの側面をもたらし、特に都市住民

の生活を直撃した。そして、こうしたなかで、従来の

一党制や軍政といった権威主義的政治体制への不満が

都市部を中心に蓄積していったのである。

第2の国内的要因としては、住民の組織化の進展が

挙げられる。教会指導者、大学教員、医師、弁護士と

いった、強権的な支配に反発する都市知識人エリート

が急速に民衆の支持を集め、その組織化に成功すると

ともに、そうした動きが従来からみられた労働組合な

どのストライキや学生のデモと合流した。そして、こ

うしたエリートから大衆のレベルに至る組織化の進展

によって、1980年代末から1990年代初頭にかけての

時期、アフリカ諸国の反政府運動は民主化要求運動と

して従来に類をみないほどの高揚をみせるようになっ

た。

他方、国際的要因としては、第1に、東西冷戦構造

の崩壊が挙げられる。冷戦終焉は、国際関係における

アフリカの戦略的重要性の喪失と援助流入の減少をも

たらし、結果として、従来ソ連やアメリカの支援に依

存してきたアフリカの強権的政権を著しく弱体化させ

ることになった。また、ソ連や東欧諸国で共産主義政

権がドミノ倒し的に崩壊したことで、一党支配体制の

正統性が失われ、それがアフリカ諸国における一党制

の放棄と民主化を促す一因となった。

このほか、欧米諸国ドナーによる民主化要求や世

界銀行・IMFによるグッド・ガバナンス要求の高まり

も、外部依存性が高いアフリカ諸国において民主化を

促進する重要な国際的要因となった。

5－2 アフリカにおける民主主義の特徴と課題

5－2－1 民主的な制度

1980年代までのアフリカにおける選挙制度は、一

部の複数政党制の諸国や選挙自体を容認しない軍事政

権国家などを除けば、総じて一党制に基づいた非民主

3 小田英郎（1993）p.188.
4 pp.194-199（前掲）、青木一能（1998）pp.4-10.
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Box5－1　減少傾向を示すクーデタ

表5－2は、1960年代から1990年代までの40年間にアフリカ諸国で発生した軍事クーデタの回数を、西・東・中部・
南部アフリカの4つのサブ・リージョンごとと全体に分けて示したものである（ただし、クーデタ未遂は除く）。同表が示
すとおり、1990年代までにアフリカ47ヵ国では、成功したクーデタ、すなわちクーデタによる政変が合計69回発生して
いる。これを年代別にみていくと、クーデタによる政権交代は、1960年代に20回、1970年代に23回それぞれ発生してい
たが、1970年代をピークに減少に転じ、アフリカが深刻な経済停滞にみまわれていた1980年代には17回、さらに1990年
代には9回へと減少している。このように、今日のアフリカでは、クーデタ発生は明らかに沈静化の傾向を示していると
いえる。

他方、これをサブ・リージョン別にみてみると、これまでのクーデタ発生にはかなりの地域的偏りがあったことがわか
る。すなわち、69回のクーデタ成功のうち42回（全体の61％）までが西アフリカ諸国で集中的に発生している。西アフリ
カでは、独立直後からクーデタが頻発するようになり、1999年までにカーボ・ヴェルデとセネガルを除く14ヵ国がクーデ
タによる政変を経験した。特に、ベニンとブルキナ・ファソは各6回、ナイジェリア、ガーナ、シエラ・レオーネは各5
回、モーリタニアは4回のクーデタを経験している。西アフリカ諸国におけるクーデタ発生は、全体的な傾向としてはや
はり終息化しつつあるようにみえる。しかし、1990年代の西アフリカでは、ガンビアで1994年に、象牙海岸で1999年に
それぞれクーデタによる初の政変が起きており、これまでクーデタ発生が常態化してきたインド洋の小国コモロや王権が
不安定なレソトなどとともに、今後とも西アフリカ諸国では、クーデタが散発的に発生し、それによって民主的な政治体
制が「突然死」を迎えるといった事態も想定されうる。

表5－2　アフリカにおける成功したクーデタ数の推移（1960年代～1990年代）

1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 合計
西アフリカ諸国 14 9 12 7 42
東アフリカ諸国 2 4 3 1 10
中部アフリカ諸国 4 5 1 0 10
南部アフリカ諸国 0 5 1 1 7
アフリカ諸国全体 20 23 17 9 69
出所：筆者作成
注：本表で用いたサブ・リージョン区分は以下の通り。

西 ア フ リ カ（16ヵ国）：ベニン、ブルキナ・ファソ、ナイジェリア、ガーナ、シエラ・レオーネ、
トーゴー、ニジェール、マリ、ギニア、ギニア・ビサウ、リベリア、
ガンビア、象牙海岸、カーボ・ヴェルデ、セネガル、モーリタニア

東 ア フ リ カ（9ヵ国）：ブルンジ、ウガンダ、エティオピア、ルワンダ、タンザニア、ジブチ、
エリトリア、ソマリア、ケニア

中部アフリカ（8ヵ国）：中央アフリカ、コンゴー、コンゴー民主共和国、赤道ギニア、チャード、
カメルーン、ガボン、サントメ・プリンシペ

南部アフリカ（14ヵ国）：コモロ、レソト、マダガスカル、セイシェル、アンゴラ、ボツワナ、
マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ザンビア、ジンバブエ、
モーリシャス、スワジランド

的なものが主流であった。例えば、大統領選挙は、単

一政党の候補者1名の立候補しか認めない非競合的な

ものにすぎず、それは国民の意思を問うというより

も、支配者が支配の正統性を自ら「演出」するために

国民を動員するものにすぎなかった。また、国政選挙

の場合には、議員候補者が1名しか指名されない非競

合型選挙が主流であったが、それに加えて、単一政党

の複数の党員を候補者に指名し、その間での限定的な

競合を認める半競合型選挙もみられた。半競合型選挙

は、単一政党側にとって、選挙結果にかかわりなく政

権を維持できる一方で、限定的な選択の自由を国民に

与えることでその不満を緩和することができるという

メリットがあり、こうしたタイプの国政選挙は、タン

ザニア、ケニア、ザンビアなどで実施された5。しか

し、多少の選択の幅が与えられているとはいえ、一党

制の下で政権交代が不可能であるという意味では、半

競合的な国政選挙もまた非民主的であることにはかわ

りなかった。

しかし、1990年代の民主化によって、多くのアフリ

カ諸国では、複数政党制に基づく選挙制度が地方から

5 Nohlen, D., Krennerich, M. and Thibaut, B.（1999）pp.4-8.
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中央にいたるレベルまで広く導入されるようになっ

た。また、1990年代以降、アフリカ諸国では、選挙の

実施回数が大幅に増加した。図5－1は、1960年代か

ら1990年代までにアフリカ諸国で実施された大統領

選挙と国政選挙の回数をグラフ化したものである。同

図が示すとおり、1960～1999年の40年間にアフリカ

諸国では大統領選挙が合計173回、国政選挙が少なく

とも280回実施されており6、それを年代別にみてみ

ると、大統領選挙の実施回数は1980年代には38回で

あったが、民主化が生じた1990年代には69回へと約

80％増加している。また、国政選挙の実施回数も、

1960年代から1980年代までの時期にはそれぞれ60～

70回程度であったが、1990年代には89回へと約30％

増加した。そして、これに伴い、それまでクーデタの

ような非合法的手段か国家指導者の死去や引退による

権力継承を通じてしか実現していなかった政権交代

が、1990年代以降、ベニン（1991年、1996年）、ザン

ビア（1991年）、カーボ・ヴェルデ（1991年）といった

アフリカ諸国においては、選挙という合法的手段に

よって実現するようになった。それは、アフリカにお

ける制度的な民主化にとって、1つの大きな前進で

あったといえる。

しかしながら、アフリカ諸国における選挙制度自

体が大枠において民主化され、選挙が民主化以前の時

期に比してより頻繁かつ定期的に実施されるようにな

り、さらには選挙を通じた政権交代の事例がいくつか

みられるようになってきたとはいえ、いまなおアフリ

カ諸国のなかには、民主的な制度に基づいた公正な選

挙が実施されていないケースが散見される。例えば、

象牙海岸では、選挙を巡って、政権与党側が法律を改

正して有力な大統領候補者の被選挙権を剥奪したり、

警察や治安部隊などを用いて野党勢力を弾圧したりす

るといった状況がみられた（Box5－2参照）。研究者

のなかには、複数政党制が導入され、野党の存在が制

度的には一応認められてはいるものの、実際には公正

な選挙が実施されていない一部のアフリカ諸国の名目

的かつ表面的な選挙民主主義のことを、ドナーからの

援助獲得を主な目的とした「ヴァーチャル民主主義」

（virtual democracy）7と呼んで批判する者もいるほどで

ある。

もちろん、どのような社会であれ、選挙制度とその

実際の運用との間には少なからず乖離が存在する。た

図5－1　アフリカ諸国における大統領・国政選挙実施回数の推移（1960年代～1990年代）
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出所：筆者作成

6 ここでいう選挙実施回数には、選挙実施後に結果が無効とされた選挙、開票作業が途中で中止された選挙、制憲議会議員
選挙を含むが、不正などによる一部選挙区のみのやり直し選挙、議員欠員に伴う補欠選挙、国会議員や地方議会議員など
による上院・制憲議会、地方議会選挙などは含まない。本投票のほかに決選投票が行われた場合には、両者を合わせて1回
に数えた。独立前であっても1960年以降に実施された選挙を含む。ただし、1960～1984年の間にリベリアで実施された
国政選挙などは含まれていないため、アフリカ諸国における実際の国政選挙実施回数は280回を若干上回る。

7 Joseph, R.（1998）pp.3-17.
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とえ民主的な選挙制度が導入・整備されても、実際に

は公正な選挙が実施されていない事例は、アフリカ以

外の開発途上国においても枚挙にいとまがない。しか

し、特にアフリカには、法制度に基づいた公正な選挙

の実施、あるいはより広くいえば、法の支配の確立全

体を阻害するような要因がいくつか存在している。例

えば、アフリカ諸国における民主主義の歴史の浅さも

その1つである。中南米やアジアとは異なり、アフリ

カが植民地化されたのは主に19世紀末から20世紀初

頭にかけてのことであり、多くのアフリカ諸国で普通

選挙が導入されたのは植民地支配末期の20世紀半ば、

特に独立直前の1950年代後半から1960年代前半にか

けての時期にすぎない。それでも、独立前のナショナ

リズム期から独立後しばらくの間は、各国とも議会制

民主主義に基づく選挙と政党政治が展開されたが、そ

こにおける政党とはしばしば民族集団に依拠した組織

であり、異なる社会文化集団を結びつけるような国民

横断的な政党はあまりみられなかったし、たとえ存在

した場合であっても、それは必ずしも有力な政治組織

ではなかった。その後、多くのアフリカ諸国が軍事政

権や一党支配体制へと移行すると、一部のエリートな

どを除けば、多くの国民にとって、もはや政治参加と

は「下からの参加」ではなく「上からの動員」と化して

しまった。このように、アフリカにおいては民主主義

の経験が相対的に浅く、民主主義が社会のなかに十分

に根付いているとは到底いえない状況にある。そし

て、そうした歴史的背景が、選挙を巡る腐敗、不正、

暴力の1つの遠因となっている。

また、アフリカにみられる個人支配の政治文化も

制度的民主化を阻害する一因といえる。一般に、従来

のアフリカの権威主義体制は、他の第三世界諸国のそ

れと比して総じて官僚支配の傾向が弱く、逆に大統領

個人への権力集中の度合が強いといわれてきた。そし

て、こうしたアフリカにおける個人支配体制を分析す

るための概念として、現代アフリカ政治研究において

は、しばしばネオ・パトリモニアリズム（neo-

patrimonialism：新家産制）という概念が用いられてき

た。パトリモニアリズムとは、支配者が権力、財産、

権益を独占し、それらを私物化する一方で、支配者の

私的隷属者から成る統治機構を用いて領土や人民を支

配しようとする伝統的支配の一類型のことであり、ネ

オ・パトリモニアリズムとは、そうした古代や中世に

みられた伝統的なパトリモニアリズムが、合理的＝合

法的な諸機構や近代国家の枠組みのなかに見出される

政治状況を指している。ここでは、ネオ・パトリモニ

アリズムという概念の妥当性や限界について論じるこ

とはできないが、確かに独立後のアフリカ諸国には、

ネオ・パトリモニアリズムともいえるような、大統領

個人が政策決定や資源配分において大きな影響力を行

使してきた伝統があり、また、そうした個人支配を官

僚や国民が受け入れる政治文化風土がみられた。そし

て、その政治体質は、実は一党制や軍事政権といった

アフリカの権威主義体制を特徴づけ、規定してきたも

のではあるものの、それは必ずしも権威主義体制との

み共存しうるものではなく、実は多くのアフリカ諸国

が権威主義体制を放棄し、複数政党制に基づいた、よ

Box5－2　象牙海岸の選挙を巡る国家指導者の権力濫用

象牙海岸（コートジボアール）では、1980年代末まで、ウフェ＝ボワニ（Félix Houphouët-Boigny）大統領率いる象牙海岸
民主党（Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire: PDCI）の一党支配体制の下で、比較的安定した政情がみられた。特に、同国
では、国民の約30％が隣国のブルキナ・ファソなどからの移住者あるいはその子孫であり、ウフェ＝ボワニ大統領はこう
した移民との融和を説くことで国内の政治的安定を維持していた。しかし、複数政党制移行後の1993年12月、同大統領
が任期半ばで死去し、これを受けて大統領に就任したベディエ（Henri-Konan Bédié）は、やがて「イボアリテ」（ivoirité：イ
ボアール人性）という概念を提唱し、外国人排斥の気運を煽るようになる。こうしたベディエ大統領による外国人排斥キャ
ンペーンの背景には、偏狭なナショナリズム感情を煽ることで、ブルキナ・ファソ人系であるワタラ（Alassane Ouattara）
元首相との権力闘争に勝利しようとする目論みがあった。そして、ついにベディエ大統領は、1995年の大統領選挙にあたっ
て、あらかじめ選挙法を改正し、ワタラの父親がブルキナ・ファソ人であり、ワタラ自身もかつて同国の国籍を有してい
たことを理由に、ワタラの被選挙権を剥奪してしまったのである。また、1999年12月のクーデタで政権を奪取したゲイ

（Robert Gueï）将軍も、民政移管のために実施した2000年10月の大統領選挙に自ら出馬し、選挙翌日には選挙管理委員会
を解散させて、捏造した選挙結果に基づいて勝利宣言を行った。さらに、ゲイ政権の崩壊後に大統領に就任したバボ

（Laurent Gbagbo）は、国籍条項上問題がないはずの、国政選挙へのワタラの立候補を最高裁判決の形で実質的に妨害し、ま
た、2000年 12月には治安部隊を用いてワタラ支持者約50人を虐殺している。

出所：佐藤章（2001）pp.3-8.
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民主的な国づくりへの支援に向けて

り民主的な体制に移行した後も、その国家運営や政党

政治のあり方に大きな影響を与えているといえる。ザ

ンビアにおける複数政党制移行後初の選挙（1991年）

において誕生したチルバ（Frederick Chiluba）大統領が、

その後、大統領個人への権力集中の傾向を強めたり、

あるいは、政敵カウンダ（Kenneth Kaunda）の大統領選

挙再出馬を妨害するために国家権力を濫用したりして

きた事実は、たとえ選挙制度が一党制から複数政党制

に移行しても、その個人支配的な政治運営手法はある

程度通底していることを物語っている。

アフリカにおける民主的な制度の課題とは、これ

までの法制度の整備を一層推進しながらも、今後はそ

の運営体制を強化し、民主的な制度に内実を与えるこ

とであろう。具体的には、公正な選挙の実施を推進す

るために、透明性が高く中立的な選挙管理体制の確

立、住民参加型の選挙監視システムの導入と促進、選

挙活動における不正行為の防止と摘発、選挙を巡る政

府の権力濫用を抑制する司法府の強化、市民に対する

選挙啓蒙活動の促進などを行っていく必要がある。

また、あまり注目されていない点であるが、アフリ

カの選挙制度を巡る課題の1つとして、選挙管理コス

トの問題がある。当然のことながら、民主的かつ公正

な選挙を実施するためにはコストがかかる。一般に、

選挙管理コストは政府予算のなかで十分に賄われるレ

ベルのものと考えられがちであるが、アフリカ諸国、

特に最貧国や紛争終結直後の国では、選挙管理コスト

を自国で負担できないことも決して珍しくない。例え

ば、モザンビークにおける紛争後最初の大統領・国政

選挙（1994年）の場合、有権者登録や投票のためのシ

ステムを新しく構築する必要などがあったために、選

挙管理コストの総額は、同国のGDPの4.4％に相当す

る6,450万米ドルにものぼった。また、ガーナの民主

化後2度目の大統領・国政選挙（1996年）の場合、選

挙管理コストの総額は、国家予算の教育関連支出の

25％、保健医療関連支出の実に40％に相当する額に

まで達した。そして、この2つの選挙では、選挙管理

コストの半分以上がドナーからの援助によって賄われ

ていたのである8。このように、民主的な制度を支え

る経済基盤が極めて脆弱な一部のアフリカ諸国では、

あくまでアジアや中南米の諸国との比較という相対的

な意味においてではあるが、コストの問題が公正な選

挙の実施を阻む1つの要因となっている。逆をいえ

ば、貧困削減や経済開発のためにより多くの資源を投

入する必要があるアフリカ諸国では、限られた予算内

で公正な選挙を実施できるような効率的かつ適正なシ

ステムの確立がより強く求められているといえよう。

5－2－2 民主化を機能させるシステム

（1）国家権力バランスの改善

アフリカにおける1990年代の民主化は、主に一党

制から複数政党制への移行という形態で表出したが、

ある意味でそれは、選挙制度というルールの変更では

あったものの、民主化を機能させるシステムの十分な

形成と変容を必ずしも伴うものではなかったといえ

る。例えば、1994年12月までに民主的体制への移行

を実施した35のアフリカ諸国の場合、民主化要求の

表面化から新政権の成立までの平均所要期間は35ヵ

月間（3年間弱）にすぎず、象牙海岸にいたっては実に

9ヵ月間でしかない9。これは、中南米やアジアの諸国

の民主化プロセスが比較的長期の移行過程を経たのと

対照的である。つまり、アフリカにおける民主化は比

較的短期間のうちになされたものであり、このため

に、変容が比較的容易な制度面では急激な変化が生じ

たのに対して、変容に長い時間を要するガバナンスの

強化においては、必ずしも十分な変化が生じていない

のである。

アフリカにおいて民主化を機能させるには、何よ

りもガバナンス強化が必要不可欠であり、その課題と

しては、第1に、国家権力バランスの改善が挙げられ

る。アフリカ諸国の司法府と立法府の置かれている状

況や直面している問題は実に多様であり、それらを過

度に単純化すべきではない。しかし、あえてその状況

を総括していうならば、依然として多くのアフリカ諸

国では、司法府の独立性が低く、また十分な設備、人

材、予算を与えられていないために、司法府は行政府

の権力濫用を十分に抑制できていない状況にある。ま

た、立法府についても、同じく人材や予算が限定され

8 Ottaway, M. and Chung, T.（1999）p.102.
9 Bratton, M. and van de Walle, N.（1997）, pp.4-5.
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ていることに加えて、議会運営の経験が浅いことなど

もあって、委員会活動などを通じて予算案や法案を十

分に審議することができなかったり、行政府に対する

監視機能を十分に果たせていない事例もみられる。ア

フリカにおける民主化を機能させるためには、このよ

うに行政府や政権与党に対して相対的に脆弱な司法府

と立法府の機能を強化し、国家権力バランスを改善す

ることが肝要といえる。

また、国家権力バランスの改善のためには、中立的

なメディアの育成が有用である。これまでアフリカ諸

国のメディアは、一党制や軍事政権といった権威主義

体制の下で様々な統制を受けてきた。ラジオとテレビ

は国営であり、新聞も政府公認の一紙あるいは数紙し

かないといった国は、アフリカでは決して珍しくな

かった。そして、そこで報道されていた内容とは、そ

の多くが大統領や政府の宣伝にすぎなかった。これに

対して、近年、新聞や雑誌といった印刷媒体メディア

に対する国内の規制はかなり緩和されつつある。しか

し、その一方で、新聞ジャーナリストのなかには、政

府、政党、企業、外国政府などからの経済的利益や便

宜の見返りとして事実に反した記事を捏造する「売文

家」や特定の政治目的達成のために読者感情を煽るよ

うな記事を書く「煽動家」が散見されるなど、新聞報

道の質は必ずしも高いとはいえない。また、海外から

のラジオ放送や衛星放送は、機器さえあれば比較的に

自由に受信することができるが、国内の電波媒体メ

ディアに対する規制は依然として広くみられる。国家

権力バランスの改善のためには、今後は、印刷媒体メ

ディアの質の向上や電波媒体メディアへの規制緩和の

促進などを通して中立的なメディアを育成し、国家機

構、特に行政府の権力濫用、腐敗、汚職、差別、暴力、

人権侵害などへの監視体制を強化していくことが肝要

であろう。

（2）政府の能力向上

アフリカにおいて民主化を機能させるためには、

行政府の能力を向上させる必要がある。これは、行政

府に対する司法府と立法府の監視機能強化という第1

の点と一見矛盾するようにもみえるが、もちろんそう

ではない。アフリカ諸国の行政府は他の国家機構や市

民社会に対して権力濫用ともいえるほどのかなり大き

な権力の行使を行えるが、それは必ずしも行政府の能

力の高さを意味するものではなく、民主化の進展のた

めには、依然として行政府の機能強化と能力向上が肝

要といえる。行政府の機能は多岐に及ぶが、中央政府

における政策立案能力の向上はもちろんのこと、今後

のアフリカにおける行政府の機能強化にあたっては、

住民の日常生活に深く関わる警察などの行政サービス

の向上を図ることも重要であろう。一般に、多くのア

フリカ諸国では、警察は犯罪や危険から住民の生命や

財産を守るのではなく、むしろそれらを脅かす存在と

みなされている。もし、警察のような身近な行政サー

ビス機関の権力濫用が抑制され、その中立性、信頼

性、効率性が高まれば、それがアフリカ諸国における

民主化の進展に与える影響は大きい。このほか、地方

分権化を促進するために、地方政府の一層の能力向上

を図る必要がある。

（3）利害調整メカニズムの整備

アフリカにおいて民主化を機能させるためには、

地方から中央にいたる様々なレベルにおいて、フォー

マルあるいはインフォーマルな利害調整メカニズムを

整備・強化する必要がある。今もアフリカには、裁判

所のような仲介・調停・仲裁機能をもったフォーマル

な機関のほかに、伝統的首長、秘密結社の指導者、宗

教的指導者、政治家、地元有力者、実業家、いわゆる

「ビッグマン」らによるインフォーマルな利害調整メ

カニズムが広く存在している。しかし、民主化は、こ

れまで権威主義体制の下で抑制されてきた様々な期

待、権利要求、不満、異議申し立てを必然的に顕在化

させるばかりか、ときには社会的に疎外されてきた若

年層や少数民族集団などの不満感を必要以上に増大さ

せることにもなりかねないため、そうした高まる利害

関係を深刻な対立へと発展させないための適切な調整

メカニズムを補強しておく必要がある。特に、ナイ

ジェリアのように、多くの民族集団を抱えていたり、

ムスリムとクリスチャンの間の深刻な対立関係が存在

する諸国では、土地や儀礼などを巡る住民同士の小規

模な対立が民族集団や宗教集団間のより大規模な暴動

へと発展してしまう危険性がある。アフリカにおいて

民主化を定着させ、機能させるためには、民主化がも

たらす政治体制がある特定の階層や社会文化集団だけ

を利するものではなく、それは本質的にすべての個人

と集団にとって有益であり、かつ公正で開かれたシス
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民主的な国づくりへの支援に向けて

テムであるということを国民に示さなければならな

い。そのためには、例えば裁判所、公聴会、行政審査

制度、住民説明会、異議申し立て委員会、人権擁護委

員会、真実和解委員会、専門家諮問委員会、労働争議

調停制度といった、個別具体的な利害調整を図る様々

な組織や制度のあり方がより広範に検討されるべきで

ある。

（4）市民のエンパワメント

アフリカにおける民主化促進のためには、行政府

や立法府のような国家機構のガバナンス改善に加え

て、市民社会のガバナンス改善にも注目する必要があ

る。そして、その課題としては、第1に、様々な市民

組織のエンパワメントと連携の強化が挙げられよう。

アフリカの社会には、既に労働組合、農業協同組合、

生産者組合、宗教組織、互助組織、秘密結社、NGO、

民族的結社、住民組織など多種多様な組織が存在し、

広範な活動を展開している。アフリカの民主化を促進

するためには、必要に応じてこうした諸組織をエンパ

ワメントするとともに、それらの相互連関を促進し、

ネットワーク化する試みが模索されるべきであろう。

第2に、市民の意識向上・改革が肝要である。政治

参加意識の向上、公共性の意識の醸成、性別や民族な

どを巡る差別意識の改善、児童の権利などの人権意識

の向上、男女参画型社会の認識強化といった意識改革

が広く推進され、市民社会のなかに民主的な政治文化

が醸成されなければならない。

第3に、「社会関係資本」（social capital）の蓄積が必

要である。一般に、社会関係資本は民主主義の浸透に

貢献する「資本」とみなされているが、それには大き

く分けて、「グループ内の結束を強める社会関係資本」

（“bonding” social capital）と「グループ間の結びつきを

強める社会関係資本」（“bridging” social capital）があ

り10、アフリカの社会では、前者の「グループ内の結

束を強める社会関係資本」が強く、それがしばしばパ

トロン＝クライエント関係（いわゆるクライエンテリ

ズム）、ネポティズム、腐敗の1つの温床となってき

た。従って、アフリカの市民社会においては、前者の

「グループ内の結びつきを強める社会関係資本」が縁

故主義や政治腐敗へと転化することを防止する一方

で、後者の「グループ間の結びつきを強める社会関係

資本」を民主主義の基盤として蓄積していく必要があ

る。

5－2－3 民主化を支える社会・経済基盤

アフリカでは、制度的な民主化がある程度進展し

てきた一方で、民主化を根底で支える社会・経済基盤

の脆弱さのゆえに、民主化の定着が阻害されたり、民

主化が「後退」したりする状況がみられる。アフリカ

における民主化をより力強く推進していくためには、

アジアや中南米の諸国と比してより多くの関心と資源

を、平和構築、ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）

の充足、貧困の削減、経済の安定といった社会・経済

基盤の整備に対して傾注する必要がある。

アフリカにおける民主化の社会・経済基盤を考え

る上で最も深刻かつ火急の対応を必要としているの

は、紛争問題であろう。独立直後からアフリカでは、

数多くの紛争が発生してきた。たしかに、国際的な冷

戦構造の崩壊に伴って、モザンビーク紛争といった一

部の紛争は既に解決をみたが、今なおアンゴラ紛争や

スーダン紛争は解決しておらず、そればかりかさらに

冷戦後になって、ソマリア紛争、ブルンディ紛争、コ

ンゴー民主共和国紛争といった新たな紛争がみられる

ようになった。つまり、アフリカにとっての1990年

代とは「民主化の時代」であるとともに、それはまた

「新たな紛争の時代」でもあったといえる（Box5－3参

照）。

いうまでもなく、強制されない自由を尊重する民

主的状態と強制としての暴力が跋扈する紛争状態とは

相容れない関係にある。また、一般に、異議申し立て

と競合のための公的なシステムを整備しようとする民

主化は、人々の不満や利害対立を公的な場に表出させ

て処理することで、武力紛争を予防したり、それを解

決したりする機能を果たすとみられがちである。しか

し、民主化と紛争化の関係はそれほど単純なものでは

ない。1990年代にアフリカの民主化を促した要因─

─例えば、従来の権威主義体制や1980年代の経済停

滞に対する不満の高まり──は、実は1990年代に新

たなアフリカ紛争を生ぜしめた要因でもあった。つま

り、一見「水と油」の関係にあるようにみえる民主化

10 Narayan, D.（1999）.
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警察や治安部隊と住民の衝突ばかりか、住民同士の激

しい抗争事件がナイジェリアやケニアなどで多発する

ようになった（Box5－ 4参照）。

今日のアフリカでは、一方でクーデタ発生が明ら

かな減少傾向を示しているのに対して、紛争の発生は

依然として沈静化する気配をみせていない。アフリカ

の民主化を推進するためには、利害調整メカニズムの

整備、小型武器の規制、治安維持の強化などによって

紛争発生を予防するとともに、紛争がいったん勃発し

てしまった場合には、難民や国内避難民の支援、紛争

の解決などを図り、紛争終結後は、民主的な選挙の実

施、国民和解の醸成などを推進する必要がある。

他方、社会経済開発が遅れたアフリカ諸国では、

水、食糧、住居、教育、保健医療といったBHNが確

保されていない人口の割合が相対的に高い。こうした

基礎生活分野の充足は、単に社会経済開発ばかりか、

より開かれた住民参加型社会の形成や民主化の進展に

とって礎となるものである。こうした貧困削減や

BHNの充足に対する支援は社会・経済開発支援であ

Box5－4　ケニアにおける住民抗争

ケニアでは、内外からの民主化要求を受けたモイ（Daniel arap Moi）政権が、1991年 12月に一党制から複数政党制への
移行を決定し、翌1992年12月には複数政党制に基づく大統領・国政選挙が実施された。しかし、この民主化移行プロセ
スと相前後して、1991年10月から1992年12月にかけて、ケニア西部のリフトバレー（Rift Valley）州を中心に住民抗争事
件が頻発するようになり、死者1,500人、国内避難民30万人を出す事態となった。この一連の住民抗争事件は、モイ政権・
与党ケニア・アフリカ全国同盟（Kenya African National Union: KANU）の指導層が、リフトバレー州とその周辺の「旧住民」
であるカレンジン人などを煽動し、民主化勢力や野党側を支持する「新住民」の非カレンジン人（キクユ人、ルオ人など）を
襲撃させたり、警察や軍隊の介入を故意に遅らせたりすることによって拡大・長期化させられたものであった。与党政治
エリートの住民襲撃事件への具体的な関与形態は、襲撃者の訓練・輸送・報酬支払い、特定の民族集団の排斥を鼓舞する
煽動演説の実施、警察や治安部隊による襲撃者の取り締まりの放置などであったといわれている。

出所：津田みわ（2000）pp.101-109、津田みわ（2001）pp.260-261.

Box5－3　アフリカ紛争の「プライバタイゼーション」

今日みられる新たなアフリカ紛争の1つのキーワードは、「プライバタイゼーション」であろう。例えば、冷戦時代のア
フリカの主な紛争主体は、国軍、ゲリラ組織、傭兵、そして、フランスやキューバといった東西両陣営諸国が派遣した外
国部隊などであった。しかし、冷戦後のアフリカ紛争においては、それらに加えて、民兵、私兵、ウォーロード（warlord）、
そして、エグゼクティブ・アウトカムズ社（Executive Outcomes: EO）といった民間軍事企業などが新たな紛争主体として
登場するようになった。これは、紛争主体の「民営化」ともいうべき現象である。また、小型武器の流通が拡大するなかで、
紛争手段としての武器の「私有化」が社会のなかにかなり広く浸透し、それがアフリカ紛争の拡大と長期化の一因ともなっ
ている。さらに、かつてのアフリカ紛争は、例えばエリトリア人民解放戦線（Eritrean People’s Liberation Front: EPLF）のよ
うに、明確な目的やイデオロギーを有する武装勢力によって展開される傾向がみられたが、今日の紛争は、例えばリベリ
ア紛争のテイラー（Charles Ghankay Jarkpana Taylor）のように、個人的な権力欲や天然資源などの経済的利益を追求する一
部のウォーロードによって展開される傾向がみられる。それは、紛争争点の「私物化」といえよう。

このように今日の新たなアフリカ紛争は、主体の「民営化」、手段の「私有化」、争点の「私物化」といった、総じて「プラ
イバタイゼーション」とも呼ぶべき傾向を示している。

出所：武内進一（2000）pp.20-27.

と紛争化は、目指す方向性こそ全く異なるとはいえ、

実はともに既存の政治体制の変容や問題の解決を求め

るダイナミズムなのであって、それゆえに1990年代

のアフリカ諸国においては、民主化と紛争化が同時並

行的にみられたのであった。

また、アフリカでは、大規模な武力紛争ではないも

のの、民主化の始まりとほぼ時を同じくして小規模な

住民抗争事件が各地で頻発するようになっている。伝

統的に人口移動が活発なアフリカ諸国では、これまで

にも土地、水、利権、首長位などを巡る「旧住民」と

「新住民」の間の対立がしばしばみられたが、従来そ

れらは権威主義体制や個人支配体制のもとで封じ込め

られていたり、インフォーマルな人的ネットワークや

公的暴力装置などを通じてコントロールされていた。

しかし、1990年代に民主化の動きが始まると、それ

まで抑えられてきたこうした住民の権利主張や異議申

し立てが噴出するようになり、また、政権側が選挙に

勝つために住民の対立感情を煽ったりするといった状

況がみられるようになった。そして、それに伴って、
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民主的な国づくりへの支援に向けて

り、必ずしも狭義の民主化支援の範疇に入るものでは

ないが、民主化を支える社会・経済基盤が脆弱なアフ

リカでは、民主化促進の観点からも、貧困削減やBHN

の充足を重視した政策の推進が奨励されるべきであろ

う。

5－2－4 小括

アフリカにおける選挙制度の整備は、1990年代の

民主化によってルールの面ではある程度の進展をみせ

ている。しかし、その一方で、政府の権力濫用などに

よって公正な選挙が実施されていない事例もみられ

る。今後は、より具体的かつ実践的な選挙実施体制づ

くりを進めていく段階にあるといえる。これに対し

て、立法府と司法府の強化、行政府の能力向上、地方

政府の機能強化、腐敗の防止、市民の意識改革、市民

組織のエンパワメントといったガバナンス関連分野の

課題は山積し、1990年代の民主化後も制度面ほどに

は大きく改善されていない。さらに、紛争問題の克服

やBHNの充足も、アフリカの民主主義を促進する上

で重要な課題といえる。今後は、「民主化を機能させ

るシステム」としてのガバナンス強化を最優先分野と

しながら、それを補完する観点から「民主的な制度」

の促進と「民主化を支える社会・経済基盤」の整備を

進め、アフリカの民主主義を持続的に発展させていく

べきであろう。

5－3 わが国の支援動向

5－3－1 わが国の民主化支援の方針

わが国の対アフリカ支援は1998年10月の第2回東

京アフリカ開発会議（Tokyo International Conference on

African Development II: TICAD II）11にて採択された「東

京行動計画」に基づいて行われている。この行動計画

は「貧困削減と世界経済へのアフリカの統合」を基本

テーマとしており、成果主義を担保するために以下の

通り3つの優先分野を策定し、優先的に協力を行って

いくことで合意している。

1） 社会開発：教育、保健と人口、貧困層を支援す

11 1998年10月に国連、日本政府等の共催で東京で開催。世界80ヵ国、40の国際機関、22のNGOが参加。この会議において
アフリカ開発の重要性を再認識するとともに、アフリカ協力の基本方針となる「東京行動計画」を採択した。

12 外務省経済協力局（2000）pp.398-400
13 国際協力事業団（2001）p.79.

る施策

2） 経済開発：民間セクター開発、工業開発、農業

開発、対外債務

3） 開発の前提：良い統治、紛争予防と紛争後の開

発

また、上記優先分野における協力を実施していく

上で、以下の3点に配慮することとしている12。

① 人づくり、国としての制度づくり

② 女性の社会経済活動への参画

③ 環境保全

また、「東京行動計画」を受けて発表したわが国の

「新たなアフリカ支援プログラム」では、以下の通り5

つの分野における支援策が示されている。

① 貧困対策や社会開発への支援及び砂漠化対策等

に対する支援

② 人材育成及び政策立案・実施能力構築への支援

③ アフリカの経済的自立へ向けた民間セクター・

工業・農業等の開発への支援

④ アフリカの安定の基盤となる民主化・紛争予防

や紛争後の復興に対する支援

⑤ 債務負担の軽減に資する支援

上記の通り、民主化・ガバナンス支援は、「東京行

動計画」及び「新たなアフリカ支援プログラム」双方に

重点分野として含まれており、そこには、日本政府が

TICAD II フォローアップのプロセスの一環として、

アフリカにおける新たな課題である民主化・ガバナン

ス支援に積極的に取り組んでいく考えが示されている

といえる。

5－3－2 わが国・JICAの民主化支援の取り組み

アフリカ地域におけるJICA事業の重点課題は、上

述のTICAD IIにて策定された援助方針に基づき、ア

フリカ開発の目標を「貧困削減」とし、以下の通り重

点分野を決定している13。

（ア）社会開発

（イ）農業開発

（ウ）民間セクター開発

（エ）対外債務管理
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14 2000年度分野別のJICA事業経費実績は以下の通り。
1.農林水産業　約24％、2.公共・公益事業　約23％、3.人的資源　約17％、・・・5.開発計画・行政　約9％

（オ）「良い」統治と平和構築

JICAとしては、これらの重点分野において、政策

を具体的に実施に移していく実務者や技術者といっ

た、開発の核となる人材の育成、及び政策立案から実

行に至る一連のプロセスを円滑に機能させていくため

の制度・組織づくりに関する協力が重要と認識してお

り、これらを支援する息の長い協力を行っていく考え

である。

しかしながら、他の援助重点分野と比較すると、分

野別のJICA経費実績ベースでは民主化・ガバナンス

支援が含まれる「開発計画・行政」分野への支援は、こ

の分野が重要課題であるにも関わらず、実績はそれほ

ど多くない14。理由としては、アフリカにおいては

ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）に対するニー

ズが非常に高く、この分野に協力が集中していること

と、民主化・ガバナンス支援は協力にあたっての横断

的視点（詳細は後述）となっていることが挙げられる。

また、JICA国別事業実施計画の援助重点分野にお

ける民主化・ガバナンス支援の位置づけであるが、ア

フリカ地域において2001年10月時点で国別事業実施

計画を作成済みの国は10ヵ国であり、各国の援助重

点分野は表5－3の通りである。太字・下線部分が民

主化支援と関連するものである。

上記の通り、アフリカにおいては基礎生活分野（保

健、教育、水、地方インフラ）及び収入創出分野（主

に農業）に対する協力を優先しており、民主化・ガバ

ナンス支援を援助重点分野としている国はない。さら

に国別事業実施計画においては、民主化は援助実施上

の横断的な留意点の視点となっている例が多く（例：

ナイジェリア、ケニア等）、また、地方分権化、行政

能力向上における支援を通して民主化・ガバナンス支

援に協力している場合が多い。

5－3－3 JICA協力実績

民主化の3つの構成枠組みに沿って主な実績は以下

の通りである。

（1）民主的な制度

この分野の協力は外務省を通じた複数政党制選挙

に必要な機材等の供与及び選挙監視員の派遣が中心で

あり、過去の協力実績がある国としてはリベリア

（1997年）、ナイジェリア（1998年度）、レソト（1998年

度）、中央アフリカ（1998年度）、ジブティ（1999年度）、

南アフリカ（1999年度）、ギニア・ビサオ（1999年度）、

ジンバブエ（2000年度）がある。

（2）民主化を機能させるシステム（ガバナンスの強化）

全体な特徴としては、行政能力向上のための人材

育成、及び地方分権化支援が中心となり、ガバナンス

強化を目指している。主な実績としては以下の通りで

ある。

タンザニア地方行政能力向上プロジェクト形成調

査（詳細は後述）

セネガルにおける司法関連分野在外プロジェクト

形成調査

南アフリカ国別特設研修「地域開発行政セミナー」

「警察行政」及び「地方自治体行政」

（3）民主化を支える社会・経済基盤

平和構築分野については、これまでモザンビーク

等のポスト・コンフリクト（紛争終結後）国における

復興努力を支援してきたが、「開発協力」の実施機関

であるJICAにとって協力実績はあまり多くない。最

近の代表例としては、UNHCR（United Nations High

Commissioner for Human Rights：国連難民高等弁務官

事務所）と連携したタンザニアにおける難民受入地域

の負の影響を軽減するための支援が挙げられる。平和

構築分野における開発については、国際的な議論の場

においても緊急人道援助と長期的開発との連携のあり

方が議論されており、組織的には人道援助を行う

UNHCRと開発援助国・機関との間でどのような協力

が可能かが大きな課題となったことから、協力が開始

されたものである。本件は難民受入地域における社

会・経済基盤整備への支援であり、このような協力は

民主化の基盤整備に資するものである。

ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）充足のた

めの協力実績については、多数あるため、個々の案件

の記載は省略するが、支援の傾向としてはTICAD II
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15 TICAD IIにおいてわが国は「教育・保健医療・水供給分野で向こう5年間を目処に900億円程度の無償資金協力を目指す」
旨表明。2001年9月末での実績は教育：185.60億円、保健医療：141.64億円、水供給：204.62億円となっている。（外務省
中東アフリカ局「第2回アフリカ開発会議（TICAD II）わが国の主要なフォローアップ策」2001.11より）

表5－3　JICAにおける民主化支援プログラム（アフリカ）

国　名
援助重点分野

民主化関連の協力プログラム名
（太字・下線部が民主化支援と関係が深いもの）

ガーナ

ケニア

マラウイ

ニジェール

セネガル

タンザニア

ザンビア

ジンバブエ

ナイジェリア

南アフリカ

出所：2001年度のJICA国別事業実施計画を基に筆者作成。

にて打ち出された初等教育及びプライマリー・ヘル

ス・ケアの推進及び水供給が中心となっている15。初

等教育の推進は民主化・ガバナンス推進の基盤となる

ものであり、また、水供給促進も住民の最低限のベー

シック・ヒューマン・ニーズを満たすことから、民主

化の基盤整備には重要な要素である。

①農林水産業における持続的な生産・収入向上への支援
②基礎生活基盤の拡充（基礎教育、保健・医療、安全な水の供給）
③産業育成のための技術支援
④社会経済開発のための基盤整備
①人材の育成

②農業開発
③経済インフラの整備
④人口・エイズ、保健医療
⑤環境保全
①基礎生活支援
②経済インフラ整備
③中小・零細企業育成
④開発行政実務者・専門技術者の人材育成

⑤持続的開発のための資源保全・環境保護
①教育分野（基礎教育の普及）
②保健・医療分野（保健医療サービスの改善と都市衛生環境の整備）
③水供給（安全な水へのアクセスの改善）
④農林業分野（農業農村基盤強化、砂漠化防止対策）
①基礎生活の向上（水供給、教育・人的資源開発、保健医療）
②環境（砂漠化防止）
③農水産業（農民の収入向上、稲作技術の改善・普及、水産資源調査）
①農業・零細企業の振興
②基礎教育支援
③人口・エイズ及び子供の健康問題への対応
④都市部における基礎インフラ整備等による生活環境改善
⑤森林保全
①農村開発を中心とする貧困対策への支援
②費用対効果の高い保健医療サービスの充実
③均衡のとれた経済構造形成の努力に対する支援
④自立発展に向けた人材育成・制度構築

⑤地域相互協力の促進
①所得向上に結びつく産業振興のための条件整備
②保健医療
③共同体地域及び再入植地域の農業
④水を含む環境保全
①基礎教育
②保健医療
③水供給
①人種間・地域間格差是正

②起業家支援と雇用機会の拡大（雇用創出に向けた制度確立と技術開
発への取り組み）

③SADC諸国支援への取り組み

ガバナンス支援
青少年矯正保護

行政・専門技術者養成

行政能力向上と制度構築

地方政府・自治体キャパシティ・
ビルディング
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Box5－6　協力事例2：民主化セミナー

TICADの重点分野である民主化支援の一貫として行われるものであり、1999年度よりアフリカ国会議員を対象として実
施してきている。既に4コースを実施し、44名の国会議員を受け入れている。このセミナーではわが国のたどってきた近
代化及び民主主義の道程と現状を紹介することにより、アフリカの各国が取り組んでいる民主化政策の下での経済開発、社
会開発の努力の一助に資することを第一の目的とし、各国の開発事業の計画・実施につき、当事国としての一層のオーナー
シップの推進に資することを目的としている。

対象者は閣僚を除く与野党国会議員であり、応募勧奨にあたっては、与野党双方からの参加者が得られるように人選面
で先方政府へ申し入れている。

本セミナーは国会議員を対象としたものであるため、期間は10日間程度と短期間である。しかし、研修のなかで、日本
の近代化と民主主義の発展、日本の政治（政策決定）、良い統治などに関するわが国の大学研究者の講義やセミナーの他、
日本側議員との懇談会、地方視察（小学校、裁判所等）、マスメディアの視察、アフリカ関係国会議員や市民との交流会等
を行い、アフリカ各国の民主化の促進に貢献している。

Box5－5　協力事例1：タンザニアセクタープログラム開発調査

タンザニア政府は、長期開発計画として「THE TANZANIA DEVELOPMENT VISION 2025」を、3ヵ年計画として貧困削
減戦略ペーパー（PRSP）を策定し、右計画を実効性のあるものとすべく、公共支出レビュー（Public Expenditure Review: PER）
及び中期支出枠組書（Mid-Term Expenditure Framework: MTEF）の下、予算を組み、セクター・プログラム等を通じて実行
に移すべく次の事項に努力を払っている。

・実施中の構造調整政策における短期の需要管理政策（財政政策、為替政策、金融政策等）と中長期の供給サイドの管
理政策（制度改革〔経済の自由化、民営化、公務員改革、地方政府改革〕等）への取り組み

・優先重点分野として、保健、教育、水、道路、農業分野、エイズ及び司法制度への重点的な取り組み
タンザニアは、アフリカの中でもPRSPの策定プロセスが急速に進んでいる国の1つであり、「プロジェクト援助から財

政支援型援助への移行」、「援助手続きの共通化」、「コモンファンドの設置」等がPRSP策定プロセスにおいて議論されてお
り、今後、わが国の協力が周縁化されないためにも、積極的にプロセスに関与して、わが国の立場を表明していくととも
に、具体的な貢献を行うことが求められている。

PRSPは、各セクターごとの開発計画（Sector Program: SP）を通じて実施に移されるところ、わが国としても主要なSPに
積極的に関与するのみならず、SPの策定プロセスにおいて、主導的な役割を果たしていく必要性がある。

このような背景の下、PRSPの重点分野である地方開発及び農業開発分野におけるSP策定において、わが国が主導的役
割を担い、援助協調におけるわが国協力のモデルケースとして、開発調査のスキームを通じて「タンザニア国地方開発セ
クタープログラム策定支援」を行うこととし、2000年11月下旬より事前調査団を派遣し、タンザニア国において現在策定
中の農業分野開発戦略ならびに、地方開発戦略（4つの戦略の中の1つが「グッド・ガバナンス」）、ならびに農業セクター
プログラムの策定支援を目的とした本格調査を2001年 3月から開始した。

Box5－7　協力事例3：国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との連携による難民受入地域復興開発支援プ
ロジェクト形成調査

アフリカの難民受入国の1つであるタンザニアを対象として、難民受入地域（Refugee Affected Area: RAA）の開発に資す
る協力を二国間ベースで行うことにより、受入国の難民受入に伴う負担の軽減を図り、もって当該国が地域安定勢力とし
ての役割を継続的に果たしていくことを慫慂することを目的としている。2000年7月に行われたUNHCR-JICA第1回定期
協議における合意に基づき、具体的な案件の形成を行うことを目的としたUNHCRとの合同プロジェクト形成調査を2000
年 12月に実施した。

本件調査において、RAA開発に関する優先度、同地域における開発ニーズ、治安状況、安全確保措置等の確認、わが国
としての協力方針、協力可能性につき検討した。この調査成果として、現時点では、RAAの診療所改修や給水改善等のた
めの草の根無償案件3件、保健・医療サービス改善のための開発福祉支援事業1件が実施段階に入っている。

この調査のフォローアップとして、「紛争後処理・紛争予防」の企画調査員（広域）を2001年3月21日から1年間派遣し
た。

これはUNHCRとの初めての連携案件であって、その実施意義については次の通りにまとめることができる。

短期的インパクト 難民受入により生じた社会基盤上のダメージを回復させるとともに、難民と地域
住民間の摩擦緩和に貢献することができる。

中・長期的インパクト 受入国当該地域における開発・貧困軽減に資することができる。
難民支援において国際的認知を得ているUNHCRとの相互補完型の案件を実施す
ることにより、TICAD IIにおいても強調された「平和構築 /紛争予防に資する協
力」に関連した努力を行っていることを国内外に強く訴えることができる。

日本／JICAにとっての
メリット
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16 国際協力事業団（2001）.
17 The New Partnership for Africa’s Development（NEPAD）, October 2001, par. 79-85. なお、NEPADという呼称は、2001年10月の

アブジャ（ナイジェリア）における会合で正式に用いられるようになったもので、それ以前は「新アフリカ・イニシアティブ」
（New African Initiative: NAI）と呼ばれていた。

5－3－4 小括

JICAの協力実績としては「民主化を機能させるシス

テム」及び「民主化を支える社会・経済基盤」の中の

「最低限のベーシック・ヒューマン・ニーズの充足」に

対する協力が集中しており、今後もこの傾向は続く見

込みである。

5－4 今後の支援のあり方

アフリカは、世界で48ヵ国ある国連認定LLDC（後

発開発途上国）のうち32ヵ国が集中し、絶対的貧困層

（1日1ドル以下で生活）が全人口の40％にも達する、

世界的にみて最も低開発の地域の1つである16。また、

急激な人口増加、低い農業生産性、HIV/AIDSととも

に生きる人々の増加、低い成人識字率といった多くの

社会・経済開発上の問題を抱えており、こうした状況

に鑑み、これまでのJICAの対アフリカ協力の内容も、

貧困削減、中小企業育成、農村開発、BHNの充足と

いった社会・経済関連セクターへの支援が中心となっ

てきた。

しかしながら、たとえアフリカが低開発であり、そ

の民主化の社会経済的基盤がかなり脆弱であるとして

も、それだからといって、アフリカでは社会的混乱を

招来するので一層の民主化は望ましくないとか、それ

はもともと実現不可能であるとか、といった短絡的な

議論に与するべきではない。今日、民主主義はグロー

バルな価値であるとともに、それはまたアフリカの指

導者が受容し、かつアフリカの多くの国民が実現を望

んでいる価値でもある。例えば、2001年10月にまと

められた「アフリカ開発のための新パートナーシッ

プ」（New Partnership for Africa’s Development: NEPAD）

のなかで、アフリカの国家指導者たちは、「民主主義

のグローバル・スタンダードを尊重する」と明言した

上で、民主主義、透明性、人権尊重、法の支配の促進

といった諸原則に沿いながら、政治的・行政的枠組み

を強化し、グッド・ガバナンスの推進にコミットする

ことを誓約している。そして、アフリカの国家指導者

たちは、こうした政治的ガバナンスと能力向上のため

に、①行政改革、②議会の監視機能の強化、③参加型

意思決定プロセスの促進、④汚職撲滅対策、⑤司法改

革の5項目を重点分野とした改革を推進すると表明し

ている17。

確かにアフリカには民主化を阻害する要因が多い

が、それは逆をいえば、民主化の必要性の証左でもあ

る。また、民主化は、アフリカ自身が現在推進しよう

としている重要な改革の1つといえる。わが国は今

後、一方において貧困削減やBHNの充足といった従

来の支援アプローチを継続しながらも、他方において

TICAD IIの「東京行動計画」や「新たなアフリカ支援プ

ログラム」に則り、NEPADにおいても表明されたア

フリカ自身の民主化イニシアティブを支援していく必

要があろう。

日本の民主化支援の策定・実施にあたっては、類型

化が1つの試みとして有用である。日本の対アフリカ

民主化支援の類型としては、以下の 4つが考えられ

る。

（1）紛争復興支援型

第1のタイプは、アフリカの紛争経験国に対する紛

争復興支援型である。このタイプの民主化支援は、紛

争中の国に対する支援と紛争後の国に対する支援の2

つの種類に大別される。紛争中の国に対する民主化支

援の場合、その基本方針は、紛争が終結し、民主化の

進展が可能となるまでの間、人道緊急援助などによっ

て最低限の社会・経済基盤を維持することにある。紛

争が継続されているため、日本がなしうる民主化支援

の具体策は、食糧援助、難民・国内避難民支援、社会

インフラ整備支援などに限定される。対象国として

は、紛争下にあるアンゴラ、コンゴー民主共和国、ソ

マリアなどが挙げられる。

他方、紛争後の国に対する民主化支援の場合、その

基本方針は、紛争後の復興段階における民主的な国家

建設を支援することにある。支援の重点分野は、民主

化の3構成要素のうち「民主的な制度」と「民主化を支

える社会・経済基盤」の2つであり、特に前者の「民主

的な制度」を力強く支援することが肝要である。具体

的な支援策としては、選挙制度の構築・改善支援、立
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法・行政・司法制度の構築・改善支援、基本的人権を

保障する法制度の構築・改善支援、帰還兵士の社会復

帰支援、真実和解委員会などの国民和解制度整備支

援、BHNの充足支援などが挙げられる。対象国は、

1990年代に大規模な内戦を経験したリベリアやシエ

ラ・レオーネなどである。

（2）PRSP支援型

第2のタイプは、PRSPを策定または実施している

国に対するPRSP支援型である。その基本方針は、貧

困削減を目標に掲げる国のPRSP策定／実施支援を通

じてガバナンス強化と社会・経済基盤の整備を図り、

民主化を促進することにある。具体的な支援策として

は、PRSPのための参加型対話プロセス促進支援、貧

困アセスメント能力向上支援、公共支出レビューに関

連する能力向上支援、汚職や環境悪化を防ぐセイフ

ガード能力向上支援、マクロ経済政策策定支援、BHN

の充足支援、情報通信技術（IT）促進支援18などが挙げ

られる。対象国は、PRSP策定または実施国であるタ

ンザニア、セネガル、ザンビア、マリ、エティオピア、

モーリタニア、モザンビークなどである。

（3）ガバナンス強化支援型

第3のタイプは、少なくとも大規模な紛争はなく、

民主的な制度自体はある程度整備されているものの、

それを機能させるシステムとしてのガバナンスが脆弱

な国の民主化を支援するガバナンス強化支援型であ

る。その基本方針は、貧困削減を含む広範な開発ニー

ズを念頭に置きながら、国家機構と市民社会双方のガ

バナンス強化を通じて民主化の促進を支援することに

ある。具体的な支援策としては、立法府と司法府の監

視機能強化支援、研修などを中心とした行政府能力向

上支援、地方行政能力向上支援、警察行政改革支援、

中立的なメディア育成支援、住民の政治意識の啓蒙促

進支援、住民組織のエンパワメント支援、女性自立支

援、腐敗防止対策支援、IT促進支援、利害調整メカニ

ズム整備支援などが挙げられる。ガバナンス強化支援

型の対象国は、PRSPを策定または実施していないガ

ボン、ナイジェリア、ボツワナ、南アフリカ、ナミビ

アなどである。

（4）地域機構パートナーシップ型

以上3つのタイプの支援がすべて二国間関係を前提

としたものであったのに対して、第四のタイプは、ア

フリカの地域機構との協力を通じて加盟国の民主化を

促進しようとする地域機構パートナーシップ型であ

る。その基本方針は、地域機構と協力しながら非民主

的国家への継続的な働きかけを試み、その民主化を促

すとともに、民主化経験の地域的な共有と普及を支援

することにある。このタイプの民主化支援の場合、絶

対王制のもとで民主化が遅れているスワジランドのほ

か、すべてのアフリカ諸国がその対象国となる。

アフリカには実に数多くの地域機構が存在するが、

そのなかでも、これまで加盟国の民主化促進や紛争対

応に積極的に取り組んできた、あるいは今後取り組む

ことが可能と考えられる機構は、以下の通りである。

・アフリカ統一機構（Organization of African Unity:

OAU）／アフリカ連合（African Union: AU）

・西アフリカ諸国経済共同体（Economic Commu-

nity of West African States: ECOWAS）

・南部アフリカ開発共同体（Southern African De-

velopment Community: SADC）

・政府間開発機構（Intergovernmental Authority on

Development: IGAD）

こうした諸機構は、これまで民主主義の尊重を

謳った政治宣言の採択、クーデタで成立した軍事政権

の会議出席拒否、選挙監視団の派遣、紛争の仲介・調

停などを通して、直接的あるいは間接的に加盟国の民

主化を促してきた。しかし、総じてアフリカの地域機

構は脆弱であり、例えば米州機構（Organization of

American States: OAS）が中南米諸国の民主化促進にお

いて果たした役割に比べれば、アフリカの地域機構の

それは極めて限定的なものにすぎなかったといえる。

とはいえ、2000年7月のAU制定法調印にも象徴的に

示されているように、アフリカは今、新たな地域協力

の時代を迎えており、今後の対アフリカ支援において

は、地域機構が1つの重要なパートナーとして台頭し

てくる可能性もある。その意味で、日本の今後の対ア

18 2001年1月現職総理として初のアフリカ訪問を行った森首相（当時）は日本の対アフリカ協力における重点課題として「感染
症」と「IT」を挙げた。沖縄サミットで発表された150億ドルの IT協力計画での協力可能性を検討することとなった。
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フリカ民主化支援もまた、二国間の協力関係ばかり

か、地域機構とのパートナーシップを通じて、非民主

的な国家への働きかけや地域的な民主化促進プログラ

ムの立案・実施などを模索すべき段階を迎えつつある

といえる。

5－5 民主化支援における留意点

5－5－1 民族問題への配慮

民族集団間のバランスを考慮した協力計画の策定

を行う。

5－5－2 「協調型支援」への対応

PRSP及びセクタープログラム等の開発計画を他ド

ナーと共有しつつ、PRSPと整合性をもたせた形で日

本の協力を行っていく必要がある。民主化支援にあ

たっても「協調型支援」を重視し、他ドナーと連携し

つつ、日本の得意分野（例えば、行政能力向上支援等）

における協力を引き続き行っていく。

5－5－3 地方分権化の進展状況の把握

民主化を機能させるシステムの1つである地方分権

化の推進状況に留意し、分権化が円滑に行われるよう

に地方政府への支援を行っていく。

5－5－4 援助の予測性の改善

アフリカにおいては中期支出枠組み（3年間の支出

計画）の策定に伴い援助の予測性が求められている。

国別予算規模の策定、中期的予算的裏付けを持った国

別事業実施計画の作成、アフリカ政府の予算サイク

ル・システムを尊重した対応を行い、民主化・ガバナ

ンス支援も同様に対応していく。

5－5－5 LLDCへの配慮

低経済開発国に対しては、軍事クーデタ等に対す

る援助制裁を行うにしても、BHN支援と同様に民主

化支援が影響を受けないようにする。

5－5－6 平和配慮

アフリカでは集団間の不満や利害対立が武力紛争

へと転化しやすいことに留意し、民主化支援の策定・

実施にあたっては、紛争の予防・解決の視点や仕組み

を取り入れ、平和の維持に対して十分な配慮を行う。
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選挙制度構築改善支援

・公正な選挙実施

・選挙啓蒙活動

立法制度構築改善支援

司法制度構築改善支援

行政制度構築改善支援

基本的人権を保障する

法制度の整備改善支援

選挙制度改善支援

・公正な選挙実施

・選挙啓蒙活動

立法制度改善支援

司法制度改善支援

行政制度改善支援

基本的人権を保障する

法制度の整備改善支援

複数政党制育成支援

表5－4　アフリカに対する民主化支援の類型化

類型（対象国） 基本方針
民主化の構成要素に基づいた支援策（　　は各類型の重点分野を示す）

民主的な制度 民主化を機能させるシステム 民主化を支える社会・経済基盤

二
　
国
　
間

1）紛争復興支援型

＜紛争中の国＞

（アンゴラ、コンゴー民

主共和国、ブルンディ、

ソマリア）

＜紛争後の国＞

（シエラ・レオーネ、

コンゴー、リベリア）

2）PRSP支援型

（タンザニア、セネガル、

サントメ・プリンシペ、

ウガンダ、ブルキナ・

ファソ、ベナン、チャー

ド、ケニア、ザンビア、

ガーナ、マリ、カメルー

ン、ギニア・ビサオ、

ガンビア、マダガスカ

ル、ニジェール、マラウ

イ、ギニア、中央アフリ

カ、モーリタニア、ルワ

ンダ、レソト、エティオ

ピア、モザンビーク、

ジブティ）

3）ガバナンス強化

支援型

（カーボ・ヴェルデ、

赤道ギニア、ガボン、象

牙海岸、セイシェル、

トーゴー、ナイジェリ

ア、ボツワナ、モーリ

シャス、ジンバブエ、南

アフリカ、ナミビア、

エリトリア）

4）地域機構パート

ナーシップ型

（スワジランド、コモロ、

その他すべてのアフリ

カ諸国）

紛争が終結し、民

主化が可能となる

までの間、人道緊

急援助等によって

社会経済基盤の維

持を支援する

紛争終結後の復興

途上の国において

民主的体制の基盤

構築を支援する

PRSP 策定／実施

支援を通じてガバ

ナンス強化と社会

経済基盤整備を図

り、民主化の促進

を支援する

貧困削減を含むよ

り広範な開発ニー

ズを念頭に置きな

がら、特にガバナ

ンス強化を通じて

民主化の促進を支

援する

地域機構と協力し

ながら非民主的国

家への継続的な関

与を試み、その民

主化を促すととも

に、民主化経験の

地域的な共有と普

及を支援する

形
態

武装解除・動員

解除・社会復帰

（DDR）支援

食糧援助

難民・国内避難

民支援

基礎教育支援

保健医療支援

女性自立支援

社会インフラ整

備支援

小型武器規制支

援

地雷除去支援

帰還兵士・帰還

民社会復帰支援

平和教育支援

治安維持支援

真実和解委員会

整備支援

経済インフラ整

備支援

基礎教育支援

保健医療支援

女性自立支援

社会インフラ整備支援

経済インフラ整備支援

・交通インフラ

・電力インフラ

小型武器規制支援

中小企業振興支援

人口抑制支援

農村開発支援

投資振興支援

マクロ経済政策策定支援

市場経済制度整備支援

紛争予防支援

・小型武器規制

・早期警戒システム整備

多
　
国
　
間

出所：筆者作成

中央政府の能力向上支援

地方政府の能力向上支援

汚職防止対策支援

警察行政改革支援

住民組織のエンパワメント支援

中立的なメディア育成支援

行政府能力向上支

援

・評価制度

・会計検査

・汚職防止

立法府監視機能強

化支援

・職員人材育成

・議員能力向上

司法府監視機能強

化支援

・職員人材育成

・法曹人材育成

支援

地方分権化支援

・地方政府能力

向上

警察行政改革支援

PRSPの参加型対

話プロセス促進支

援

貧困アセスメント

能力向上支援

公共支出レビュー

関連能力向上支援

汚職や環境悪化を

防ぐセイフガード

能力向上支援

中立的なメディア育成支援

・電波メディア基盤整備

・ジャーナリスト養成

住民組織のエンパワメントと連携強化

支援

住民監視システム整備支援

・行政審査請求制度整備

・異議申立委員会整備

情報公開システム構築支援

IT促進支援

利害調整メカニズム整備支援

・労働争議調停制度整備

・人権委員会制度整備

・オンブズマン制度整備

・住民投票制度整備

・裁判費用立替制度整備

人権意識向上支援
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1990年代以降の政府開発援助（ODA）を巡る議論に

おいては、参加、民主主義、人権、ガバナンスの4つ

の要素は相互に関連性が深く、また、開発にかかわる

重要な概念として重視されるようになってきており、

「民主的ガバナンス」「民主主義・人権・ガバナンス」と

いうように併せて議論されることが多い。このため、

本章においても、ガバナンスを軸とした民主化支援動

向として、冒頭の4つの要素を併せて取り上げる。

本章では、まず、6－1で、二国間ドナーの政策・

評価の議論の場である開発援助委員会（DAC）での議

論を中心に開発援助における民主化とガバナンスの相

互の位置づけや概念とともに、1990年代以降、民主

化・ガバナンスの議論が盛んになってきた背景を俯瞰

する。6－2においては、主要ドナー機関として、国

際機関では、世界銀行、国連開発計画（UNDP）、二国

間ドナーでは、米国、日本を事例に、主要ドナーの民

主化・ガバナンスにかかわる基本的な考え方、具体的

な援助の範囲と内容を概観し、比較の視点から民主化

支援の現状と課題を取りまとめる。6－3では、現在

DACで、民主化支援の有効性を高めることを目的と

して進められている、ガバナンス指標検討作業の経緯

と現状を紹介し、民主化・ガバナンスを捉えるための

次元設定と具体的な指標の模索のなかから、わが国が

参考としうる点を抽出する。

6－1 開発援助における民主主義やガバナンスの位

置づけ

6－1－1 開発援助委員会（DAC）における民主主義

やガバナンスの位置づけ

経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会

（DAC）は、1989年に発表した「1990年代の開発協力

第6章　ガバナンスを軸にした民主化支援動向

にかかる政策声明（“Policy Statement on Development

Co-operation in the 1990s”）」のなかで、1990年代の開

発援助の最重要課題として、持続可能な開発、環境問

題、及び参加型開発を挙げ、参加型開発のためには、

人的資源への投資や、自治体、NGO等の活用、開放

的・競争的な市場経済体制の確立と並んで、「民主主

義、人権尊重が確保される政治体制と、それを支える

政府の機構・法制度の強化」が前提となると述べてい

る。

これらの議論を集約して、DACが1993年に採択し

たオリエンテーション・ペーパー1においては、参加

型開発、民主化、人権、ガバナンスの4つの要素は相

互に深く関連するとして、これらを合わせて、「参加

型開発とグッド・ガバナンスの課題（PD/GG issue）」と

して整理し、援助を行う上でのローカル・イニシア

ティブの尊重、PD/GGの分野を通じた開発の効率と

持続性への留意、政府・市民社会・NGO・ドナー協調

等の原則を強調した。

DACの同ペーパーにおいては、グッド・ガバナン

スの3つの主要な側面として、（1）政治体制、（2）ある

国の経済的・社会的資源の活用に際しての、権力の行

使のあり方、（3）政策の立案・実施や行政運営の能力、

の3点が採り上げられた。また、法による支配、公的

部門のマネジメント、腐敗・汚職の抑制、過度な軍事

支出の削減などの要素が重要とされた。1994年より

設置されたDAC「PD/GG・特別作業部会」では、司法・

立法等における法の支配、公的部門マネジメント、分

権化、人権、参加の5つを重点課題として、これらへ

の援助を通じた教訓と改善の方向性が議論されてき

た2。

DACが1996年に採択した「21世紀に向けて－開発

協力を通じた貢献（DAC新開発戦略）」では、2015年

1 次のタイトルで1995年に刊行されている。DAC, OECD（1995）“Participatory Development and Good Governance” Development
Co-operation Guideline Series

2 この特別作業部会の議論の総括として、1997年には、オリエンテーション・ペーパーを敷衍した原則に加え、援助協調、支
援方法の透明性、長期的視野の必要性等の8つの教訓・提言を取りまとめた（DAC, OECD（1997a））。民主化・ガバナンス分
野の協力の教訓をまとめたものとしては、その他にDAC, OECD（1997b）。なお、DACにおいては、2001年5月より、PD/
GG部会は、能力開発に関する部会と統合されて、「グッド・ガバナンスと能力開発非公式ネットワーク（GOVNET）」が発足
し、汚職防止、技術協力改革、公共部門改革、人権・民主化の4分野を取り上げて議論している。
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までに極端な貧困の下で生活している人々の割合を半

減する、教育、保健衛生等の各種開発指標を改善する

などの、経済、社会、環境の側面での7つの開発目標

を掲げ、その達成に向けて、途上国、先進国の政府、

国民、非政府組織（NGO）等が共同の努力を振り向け

ることを提唱した。ここでは、これらの目標達成は、

効果的で、説明責任を果たしうる民主的な政府、人権

の尊重、法制度の遵守等で表されるところのグッド・

ガバナンスにかかっているとされた3。

このように、開発援助において、民主化やガバナン

スは、持続的開発のための前提条件として、また、援

助の効果、効率に影響する重要な政治、社会・文化的

要素として捉えられ、重視されるようになってきた。

「グッド・ガバナンス」の議論の前提には、参加、民主

主義、人権、さらには、経済自由化などの「価値観」が

関わっており、これらと切り離せないものとして議論

されてきている。

6－1－2 開発援助において民主化・ガバナンスが

重視されるようになった主たる背景要因

1990年代の開発援助コミュニティにおいて、民主

化・ガバナンスを重視するようになった背景要因とし

ては、次の2点に集約される。こうした議論を背景に、

1990年代以降、ほとんどの援助国・機関が民主化・ガ

バナンスの確保を援助の正当性の根拠におき、途上国

の民主化・ガバナンス改善の動きに注目するように

なってきている。

（1）構造調整プログラムの成果への反省

1980年代において、世界銀行が途上国に対して広

範に導入した「構造調整プログラム」は、サブサハラ・

アフリカ諸国では期待通りの成果を見せず、経済停滞

が続いた。世界銀行は、途上国において、構造調整支

援策のバックボーンである「均衡のとれた円滑な経済

発展の前提条件である健全な経済政策」が効果的に策

定・実施されず、必要な財政基盤が整わないのは、途

上国側の政治的リーダーシップの欠如、公的部門の非

効率さ、行政運営能力の不足、政策決定のプロセスが

不透明かつ不適正であること等にあるとして、政治・

行政的要因に目を向けるようになった4。

ここから、援助を受けるにあたって、政府のアカウ

ンタビリティや、政策決定過程の透明性、法の支配等

のガバナンスの確保は、途上国政府が満たすべき前提

条件であるとの考え方ができてきた5。また、経済構

造改革のための処方箋（良い政策）の提示のみでは十

分でなく、途上国自身が「良い政策」を企画し、実施

できるようなプロセスとインセンティブを作り出すこ

と、すなわち、開発の枠組みとして適切な制度づくり

や能力形成が不可欠だとの議論が出てきた6。

（2）援助の成果への懐疑と援助疲れ

冷戦終結後、欧米のドナー諸国においては、開発援

助に対する国内世論の理解と支持を得るためには、

「西側の味方を支援する」というイデオロギーに代わ

る、新たな援助戦略が必要になった。限られた予算制

約のなかで、援助が本当に役立っているか、自国の経

済・社会対策をより重視すべきだという世論が高まっ

たためである。こうしたなかで、冷戦終結とともにア

フリカや中米を中心に複数政党制の導入による民主化

が進展し、旧ソ連諸国等での市場経済化が進んだこと

で、欧米ドナー諸国は、民主主義や人権の尊重、市場

経済や規制緩和、そのための制度的整備や体制として

のガバナンスの確保には「普遍的価値」があり、途上

国においてこれらの要素を強化することは、開発援助

が効果を上げるための重要な前提であると強調するよ

うになった。1996年のリヨン・サミット経済宣言に

おいても、「民主主義、人権、及び良い統治は、開発

の不可欠な要素である」との文言が盛り込まれるな

ど、開発の停滞と貧困の根底には民主主義やガバナン

スの欠如があるという認識が共有されるようになると

3 DAC, OECD（1996）。さらには、2000年の国連総会で採択された「国連ミレニアム宣言」においては、国連のDACの開発目
標を取り込んだ形で、ミレニアム開発目標が提示されているが、この達成如何は、国際レベルでのグッド・ガバナンスや、
開かれた金融、通貨、貿易の体制にかかっており、とりわけ、途上国のグッド・ガバナンスにかかっているとされた。ま
た、自由と平等などの基本的価値が21世紀の国際関係にとって不可欠であり、これらの原則を実施する能力を強化するこ
とが重要だとされた。

4 World Bank（1990）, World Bank（2000）
5 World Bank（1992）
6 世界銀行（1997）。世界銀行のウォルフェンソン（James D. Wolfensohn）総裁は、1999年の年次総会において、「キャパシティ

ビルディング、すなわち、援助受入国において、開発問題に取り組み、貧困削減につながるような効果的で、説明責任を
果たしうる制度（institution）をつくることは、世界銀行の活動の中核となるべきである」と発言している。
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ともに、民主化やグッド・ガバナンスへの支援に援助

の正当性を求めるようになった7。

6－2 ドナーの民主化支援動向

民主化支援は、民主的な機構の構築を支援したり、

具体的なガバナンス改善のための活動を支援したりす

る直接的支援のほかに、援助に「政治的コンディショ

ナリティ」を付して、途上国側の改善努力を慫慂する

間接的支援の二つの方法が採られるのが一般的であ

る8。

このため、本節では、まず、間接的支援を巡るおお

まかな議論を通じ、間接的支援の有効性と役割を整理

しておく。次に直接的支援の動向として、民主化支援

のドナー別、内容別、地域別の主な特徴を概観する。

さらに、主要ドナー国として、世界銀行、国連開発計

画（UNDP）、米国国際開発庁（USAID）、及び日本の援

助を事例として、民主化支援の内容と範囲を比較の視

点から整理してみる。特に、民主化・ガバナンスの主

要課題である地方分権化と行政の透明性の向上等につ

いては、参考までに、具体的案件事例をBoxで示すこ

ととする。最後に、1990年代を通じて、ドナー・コ

ミュニティからみた民主化支援の経験と教訓等をまと

めてみる。

6－2－1　援助供与の前提条件としての民主化支援

（間接的支援）の動向

（1）政治的コンディショナリティの現状

前節でみたように、ドナー国・機関のほとんどは、

途上国の民主化、人権、ガバナンスにかかわる現状

や、途上国自身の改善努力を、開発の成果の発現に深

く関わる要素であると考え、効果的な開発援助の前提

条件として捉えている。従って、程度の差はあれ、い

ずれのドナーも、援助額の増減や、あるいは新規開

始、停止、再開等の判断にあたって、途上国の民主化

や人権の状況、ガバナンス関連状況を重要な要件とす

ることで、途上国における人権状況等の改善や民主化

の進展、ガバナンスの改善等の政治的変革を促し、ま

た、逆行する動きを防ごうとする政策をとっている。

これは、世界銀行をはじめとする国際金融機関が供与

する構造調整融資において、財政緊縮等の経済諸改革

プログラムの実施が条件づけされる「経済的コンディ

ショナリティ」との類似から、「政治的コンディショ

ナリティ」と呼ばれる9。1990年代以降、世界銀行等

の融資においては、公務員改革や汚職防止法規の制定

等の諸改革施策への取り組みが条件に組み入れられる

ようになったが、これはまさに政治的なコンディショ

ナリティである。

途上国における民主主義に反する事態に対しては、

間接的な民主化促進方策として、政治的なコンディ

ショナリティを暗示しつつ、まずは水面下の外交圧力

を通じた働きかけが行われる。これが上手くいかない

ときに、援助の停止や経済制裁等の措置がとられる。

また、武力紛争が民主化の障害となっている場合に

は、最後の手段として、国連等の国際機関や一部の国

家が共同して、軍事力を行使した平和構築や仲裁の手

段を採ることもある。こうした一連の方策が間接的支

援に含まれている10。

世界銀行や IMFの構造調整融資や経済安定化のた

めの融資は、援助対象国の外貨繰りに連動するなど、

その供与の如何が当該国の政治・経済に大きな影響を

もち、コンディショナリティとしては、より大きなイ

ンパクトを与えうる11。また、米国などの主要ドナー

国と域内諸国が制裁や批判を通じ、民主化方向に協調

7 IDS（1993）, Nelson（1992）。なお、Burnellは、二国間援助において、民主化支援は、コストが低いわりに反対が出にくいの
で、援助の正当性を主張しやすいと解釈している。

8 直接的支援、間接的支援の用語は、本研究会における東京大学の中川淳司氏の講演での区分に従った。
9 下村恭民他（1999）では、O.Stokkeの定義を引いて、コンディショナリティとは、援助の開始・継続の前提条件として途上

国側が採るべき政策転換の条件づけのことであり、経済的コンディショナリティにせよ、政治的コンディショナリティに
せよ、対象領域の違いのみであって、本質は同じであるとしている。

10 Diamondは、多国籍軍や平和維持軍（PKF）の行使は、1990年代のエル・サルヴァドルのように、紛争当事者が双方とも停
戦を望み、武力から政治闘争に移る意思を有している場合や、ハイティのように、大多数の民衆が民主化を望み、一握り
の権力者がそれを阻害している場合に、正当性が生じると述べている（Diamond（1995））。

11 インドネシアのスハルト体制末期のIMFとの交渉決裂は、同国の経済混乱を招き、ひいては大統領の失脚とその後の総選
挙による議員選挙等の大変革につながった（稲田十一（2002））。
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的な圧力を与えうる時には、大きな効力を発揮しう

る12。また、EUや米州機構（OAS）などの地域協力機

構は、民主主義への強いコミットメントを示すこと

で、域内の民主主義体制の推進と維持において有形無

形の圧力となっている13。

他方、ほとんどのドナー国・機関が、援助供与に際

して民主化、人権、ガバナンス等を重視する政策をと

り、反民主化傾向を抑制するための説得・圧力材料と

している一方で、重視する要素はドナーごとに違いが

見られる（表6－1参照）。また、それぞれの要素のな

かで、政治、行政のどの面をどの程度、より重視する

かについても一様ではない。

日本については、6－2－2（2）で後述する「政府開

発援助大綱（ODA大綱）」で示された援助4原則がこれ

にあたるが、「途上国の動向に注意を払う」という緩

やかな表現となっている。ちなみに、二国間ドナーの

なかで、援助方針等において、民主化、人権等の状況

と援助とに明確なリンケージをもたせることや、その

基準を明示しているドナーはおらず、実際のところ、

条件づけの運用については、ドナーごとに状況に応じ

た判断がなされることが多い14。1つの国のなかで、民

主的な政治制度は導入されたが、人権の抑圧は改善さ

れていないといったように、良い部分と悪い部分が併

存するのが一般的でもあり、どの局面を評価するか、

その優先順位によっても、判断は変わってくる。ま

た、主要ドナーについては、対象とする途上国との二

国間関係が、判断を左右することも多い15。

（2）間接的支援の限界と変容

間接的支援は、「あめ」と「むち」の作用によって

じっくりと民主化の促進を図ることが本来の意図であ

るが、政治改革へのコンディショナリティははかばか

しい成果を見せていないという議論が多い。民主化支

援に関わるアクターは多様であり、これを束ねること

は容易でない。一国に対する運用に整合性がない場

合、期待する効果が上がらないこととなる。さらに、

12 米国の厳しい経済制裁と、OAS加盟国の同調姿勢が強い圧力となって、グァテマラでは1993年に新政権が発足し、立法、
司法機能の改善等に取り組んだ。後には、1994年からは、国連の仲介の下で反政府ゲリラとの和平交渉の進展にもつながっ
た（Diamond（1995））。

13 1993年のマーストリヒト条約において、EUは、開発、民主主義の定着、法の意識、自由等を共通の外交・安全保障政策の
目的とすることを謳っている。このことは、EU加盟を望む中東欧諸国への無形の圧力となっている（Burnell（2000））。また、
OASは、2001年に米州民主憲章を採択し、「民主的秩序に対するいかなる非立憲的変更や崩壊」も機構参加への障害とみな
し、加盟国の票決によって制裁措置をとることを決めている（第4章4－1参照）。

14 これまでの政治的コンディショナリティの適用状況を見ると、各ドナーが同調して援助を一斉に停止・再開したり、新規
プレッジを控えるといった同一歩調がとられることもあるが、停止・再開判断のばらつきや、選択的中断、再開など、ド
ナー間の足並みは必ずしも同一ではない。例えば、1991年には、ケニアの人権問題、汚職、経済改革の低迷等の理由から、
CG会合（ドナー会合）で援助国・機関側は懸念の表明とともに新規の援助プレッジの凍結を行うなど協調行動をとり、1992
年の大統領・国会議員選挙の実施等民主化の動きを見て援助の再開に至った。ヴィエトナムに対しては、1978年のカンボ
ディア侵攻以来、いずれのドナーも人道援助を除いて援助を停止していたが、1991年のパリ和平協定等ののカンボディア
和平の進展に伴い、各ドナーは次々に援助を再開するといった対応を行った。一方で、1997年後半以降のケニアについて
は、汚職問題や公共投資の非効率性といったガバナンスの問題が顕在化し、日本は政策対話等を通じて改善努力を促しつ
つも援助を継続しているのに対し、世界銀行等は一部を除き構造調整融資を停止するなど、ドナー間の動きは1つではない

（外務省ODA白書）。
15 日英米については、各途上国との経済関係、安全保障の観点から、また、特にフランスは旧植民地との政治経済関係から、

裁量をもって運用している点が指摘されている（Diamond（1995）、下村他（1999）、Crawford（2001））。

表6－1　主要ドナーが援助供与に際して重視する要素

貧困緩和 軍事支出削減 人権尊重 グッド・ガバナンス 民主化 環境保全
米国 ○ ○ ○ ○ ○
ドイツ ○ ○ ○ ○ ○
フランス ○
英国 ○ ○ ○ ○ ○
オランダ ○ ○ ○ ○ ○
北欧諸国（注） ○ ○ ○ ○
EC ○ ○ ○ ○
世界銀行 ○ ○ ○
日本 ○ ○ ○ ○

（注）北欧とは、アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノールウェー、フィンランド
出所：下村他（1999）、Nelson（1993）に基づき作成
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対象国によって対応にばらつきがあると見られる場合

には、コンディショナリティ自体の正当性を問われる

ことにもなる。また、複数政党制による公正な選挙の

実現を通じて政治的自由化を促進したり、人権侵害の

深刻な国に対して、さらなる侵害行動を抑制する等、

短期的には効果を上げることはできても、その後の持

続的な民主的進展をもたらすには大きな限界がある。

そもそも、援助コミュニティ自身に、民主化の進展に

対する「あめ」としての援助資源が十分でないという

問題も深刻である16。

1990年代後半以降の動きとしては、民主化の定着

やガバナンスの改善が進まない国に対して、援助の停

止等の制裁措置を図ることよりも、明示的に援助を受

けるべき国を選別し、援助の対象分野もより絞り込ん

でいく、選別的なコンディショナリティ（selectivity）

を主張するドナーが出てきている17。また、もう1つ

の重要な動きとしては、「貧困削減戦略ペーパー

（PRSP）」の策定を義務づける動きである18。PRSP策

定による実質的成果を見るにはまだ時間が浅いとはい

え、ドナー協調に基づく途上国とのパートナーシップ

とともに、民主主義の1つのプロセスとして、途上国

政府とNGOをはじめとする市民社会との対話や、分

権化を制度化しようとする試みとして、より広範囲で

統一的に適用される「柔らかなコンディショナリ

ティ」の形で導入されているものである19。このよう

に、コンディショナリティの考え方も多様化してきて

いる。

6－2－2 民主化の推進・ガバナンス改善のための

民主化支援（直接的支援）の動向

（1）直接的支援の概観

後述するように、民主化・ガバナンス分野の定義は

必ずしも一様ではなく、ドナーごとに解釈が異なり、

また時代によって変容しているため、統計上の援助実

績値の比較は正確とはいえないが、ここでは、DAC統

計を用いて民主化支援動向を俯瞰してみることとす

る20。

民主化・ガバナンス分野の援助動向をみると、実績

額は1980年代半ばから増大し、1990年代を通じて増

加傾向を保っている。二国間援助としては、米国を筆

頭に、ノールウェー、カナダ、ドイツ、英国、スウェー

デンが上位を占めている。1998～2000年においては、

米国の実績は年間約6～7億ドルに達しており、米国

の実績は過去10年において、常に二国間援助全体の

1/3から1/2を占めている（表6－2を参照）。一方、国

際金融機関による融資については、ODAネットの実

績値のベースでは、大きくないが、世銀IBRD、IDA、

16 Diamond（1995）他。政治的コンディショナリティの有効性に関する教訓として、他にも途上国の政治リーダーが、民主的な
改革は自らの利益を損ねると認識すると、改革は頓挫することが多いとされる（Burnell（2000）など）。世界銀行は、1998年
に発表した“Assessing Aid”のなかで、コンディショナリティをもってしても、「国内的に変化させようという動きがない限
り、持続的な改革はもたらされない」としている。

17 世界銀行は、援助資金は良い政策、良好な制度の下で効果を発揮するとの考えに基づき、援助は、良い政策をとる、貧困
人口の多い国に選択的に振り向けるべきであるとしている（World Bank（1998））。DACにおいても、2000年以降、開発のグッ
ド・パフォーマーとプア・パフォーマーを選別して援助を検討しようとする議論が出てきている。リード役は、世界銀行
のほか、英国、オランダ、北欧諸国である。この議論は、後述するガバナンス指標の策定検討の動きとも関連している。

18 世界銀行は、1997年に発表した「包括的開発枠組み（Comprehensive Development Framework: CDF）」の考え方に沿って、IMF
との協力の下、1999年より重債務国及びIDA融資対象国72ヵ国に対し、PRSPの策定支援を行っている。PRSPの策定は、
もともと、1996年に世界銀行・IMFが認定した重債務国（Heavily Indebted Poor Countries: HIPCs）41ヵ国に対する債務救済
の国際的枠組み（HIPCsイニシアティブ。ただし、1999年のケルン・サミットG7首脳会合でさらに対象国や債務救済額等
を拡大する「拡大HIPCsイニシアティブ」が打ち出されている）に基づき、3年間（すなわち、1999年に着手したため2001年）
を策定期限として重債務国に課されたコンディショナリティである。PRSPあるいはその骨子であるInterim PRSPは、各国
政府自身がオーナーシップをもって、ドナーとの協調と国内での対話を基に策定するものと位置づけられており、貧困削
減目標とともに、その達成のためのマクロ経済や構造政策、制度改革の枠組みを整理し、ガバナンスの要因分析と改善方
策の分析が必ず組み込まれることとなっている（世界銀行ホームページ：http://www/worldbank.org/poverty/strategies/index.htm）。

19 選別論と、PRSPの策定の動きは、さらに結びついており、PRSPにおいて、貧困削減に向けた経済、社会政策と行動計画
が明示され、途上国側が適切に公共資金管理を行い、適切なモニタリング・評価の下に実行できれば継続的な財政的支援
が行われることが想定されており、いわば「あめ」と「むち」が一体化している。

20 DACのCreditor Reporting Systemによれば、民主化・ガバナンス関連分野は、“Government and Civil Society” に包含されて
おり、内容としては、Strengthening civil society, Free flow of information, Elections, Human rights, Legal and judicial development,
Public sector financial management, Government administration, Economic & development policy/planning, Land mine clearance, De-
mobilization, Post-conflict peace-building（UNベース）の11分野を含んでいる。本節では、11分野からなる“Government and Civil
Society”の数値を用いて、動向を概観したが、正確には、世界銀行等の国際機関をはじめとして、通常、Economic & devel-
opment policy/planningはガバナンス分野には含まず、また、USAIDのように、Land mine clearance, Demobilization, Post-conflict
peace-building等の平和構築分野を、民主化・ガバナンスとは別に人道支援分野として分類しているドナーも多いことを付
言しておく。
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21 DACオンライン・データベースでは実績値データを作業中であるため、地域別データ（表6－3、6－4）及び民主化支援の
サブ分野ごとの詳細データ（表6－5）については、コミットメント・ベースの数値を使用している。

IDBが上位を占めている。

援助対象地域別にみると、二国間ドナーでは、アフ

リカが約3割から4割を占める他、中南米が二番目の

シェアを占めてきたが、1990年代半ば以降は、中南

米からアジア（中央アジアを含む）及び中東欧地域、

すなわち市場経済移行国へのシフトが見られる（表

6－3）。国際機関では、1990年代後半にアジア（中央

アジアを含む）がシェアを増やしたが、基本的にアフ

リカが主対象となっている（表6－4）21。

民主化支援の内容をみると、1999年のコミットメ

表6－2　Government and Civil Society分野のドナー別援助動向（1980～2000年）

（単位：百万ドル）

DAC 多国間
合計 米国 日本（注） カナダ オランダ ドイツ

ノール スウェー オースト
英国 フランス

諸国小計 援助小計 ウェー デン ラリア

1980 264 - 264 64 9 9 15 100 1 4 7 37 12
1981 312 - 312 24 14 19 10 81 1 5 11 24 116
1982 468 - 468 44 18 14 8 115 1 2 16 19 221
1983 399 - 399 78 12 15 14 65 1 4 13 19 163
1984 634 7 641 135 15 20 13 95 1 5 27 16 290
1985 573 - 573 133 26 15 10 97 2 9 8 18 195
1986 886 - 886 114 31 8 15 135 12 7 17 23 402
1987 971 24 996 279 46 11 21 132 0 12 24 28 288
1988 679 - 679 190 53 10 19 127 1 70 45 42 70
1989 1,005 872 1,877 213 61 43 14 111 10 22 26 41 416
1990 1,734 906 2,641 709 120 29 20 166 2 81 40 68 455
1991 1,380 735 2,122 709 58 9 47 132 8 41 23 77 147
1992 1,710 1,095 2,813 675 176 106 99 120 7 76 71 144 136
1993 1,294 987 2,287 635 102 20 19 169 4 87 19 111 75
1994 1,425 - 1,425 436 118 11 67 176 31 75 35 120 238
1995 1,726 210 1,937 424 258 75 41 232 59 106 69 76 232
1996 1,457 75 1,532 288 110 118 68 184 41 154 71 85 167
1997 1,082 128 1,218 300 88 54 42 122 44 72 54 76 44
1998 1,915 153 2,072 791 94 120 58 162 70 144 78 137 55
1999 1,979 56 2,038 594 117 133 59 126 147 120 140 88 55
2000 2,204 657 2,865 610 177 168 163 155 141 122 119 112 89

出所：DAC Database（Disbursements of ODA）Table1
（注） 例えば、JICAのガバナンス支援実績については、「開発計画一般」、「行政一般」、「統計」、「情報・広報」、「測量・地図」

にかかわる事業実績をDAC統計のGovernment and Civil Society区分に組み入れており、市場経済化支援や、測量・地
図作成にかかわる開発調査実績を加えているため、同区分での実績値自体は1990年代に入り大きくなってきている。

表6－3　Government and Civil Society分野の二国間（DAC諸国）地域別援助額（コミットメント・ベース）

（1990～ 2000年） （百万ドル）

合計 アジア （％） 大洋州 （％） 中南米 （％） 中東 （％） アフリカ （％） 欧州 （％）
1990 773 50 6 5 1 339 44 7 1 374 48 0 0
1991 625 110 18 4 1 350 56 5 1 146 23 1 0
1992 508 43 8 4 1 222 44 5 1 201 40 1 0
1993 408 57 14 6 2 157 39 11 3 170 42 2 0
1994 681 147 22 4 1 207 30 33 5 266 39 14 2
1995 3,195 1,734 54 3 0 262 8 1,255 39 1,031 32 14 0
1996 1,469 368 25 44 3 274 19 74 5 599 41 47 3
1997 1,152 320 28 31 3 275 24 80 7 376 33 39 3
1998 1,472 468 32 53 4 245 17 102 7 482 33 117 8
1999 1,933 572 30 62 3 282 15 63 3 518 27 257 13
2000 2,339 622 27 52 2 308 13 88 4 771 33 387 17

出所：DAC Database, “Creditor Reporting System, ODA/OA Commitments” Forms1, Aggregated by DAC5 Sectors
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表6－4　Government and Civil Society分野の多国間地域別援助額（コミットメント・ベース）

（1990～2000年） （百万ドル）

合計 アジア （％） 大洋州 （％） 中南米 （％） 中東 （％） アフリカ （％） 欧州 （％）
1990 162 22 14 0 0 2 1 11 7 131 81 0
1991 445 30 7 1 0 122 28 0 290 65 0
1992 50 0 0 0 0 1 0 46 91 0
1993 48 0 0 0 0 0 0 44 92 0
1994 140 10 7 0 0 44 31 0 80 58 4 3
1995 207 140 68 0 0 11 6 0 45 22 0
1996 757 107 14 6 1 354 47 11 1 263 35 8 1
1997 603 76 13 30 5 88 15 11 2 326 54 0
1998 874 297 34 47 5 77 9 0 379 43 63 7
1999 1,167 173 15 2 0 84 7 55 5 711 61 161 14
2000 2,131 429 20 2 0 107 5 30 1 1,544 72 18 1

出所：DAC Database, “Creditor Reporting System, ODA/OA Commitments” Forms1, Aggregated by DAC5 Sectors

表6－5　Government and Civil Society分野の細目別援助額（コミットメント・ベース）（1999年）

（百万ドル）

合計 米国 CEC 英国 UNDP ノール オースト カナダ ドイツ スウェー デン オラ スペ フラ ベル オース スイス イタ フィン ポルト 日本（EDF） ウェー ラリア デン マーク ンダ イン ンス ギー トリア リア ランド ガル

市民社会の強化 557 259 61 21 22 37 15 39 46 11 12 4 6 4 7 1 1 0 14 - -

情報の自由な流通 17 0 - 1 - 3 0 1 0 3 2 5 - - 0 - - 0 1 - -

選挙支援 124 40 27 6 2 10 16 4 3 6 4 3 0 - 0 0 1 0 0 1 -

人権 163 19 0 11 1 31 4 8 12 41 9 10 5 1 2 1 1 0 5 0 -

立法・司法の発展 222 78 2 2 5 4 23 8 11 12 31 11 2 9 4 1 2 15 1 1 -

公共財政管理 155 16 11 44 6 6 23 0 8 14 11 2 1 10 2 - 3 0 - 0 -

行政 265 87 7 27 11 7 21 18 25 20 0 13 5 5 3 2 11 3 0 1 -

経済開発政策・
計画

541 - 159 72 121 20 29 59 16 - 4 17 1 22 4 1 7 2 0 4 3

地雷除去 75 - - 43 - 19 - 2 - 0 1 - - - 1 1 - 3 - 0 4

兵員解除 25 5 - 17 0 - - 0 - - - 2 - - - - - - - - -

紛争後の平和構
築（UNベース） 287 94 61 1 8 9 10 2 5 3 2 7 44 - 10 20 - 0 1 10 -

Total 2,431 597 327 245 176 147 142 140 126 110 77 74 64 50 35 27 26 24 22 17 7

出所：DAC Database, “Creditor Reporting System, ODA and OA Commitments, Individual Financial Transactions

ント・ベースでは、米国がその支援の約半分を差し向

けているなど、市民社会育成支援が最も多く、次いで

経済・開発政策／計画支援、行政部門や司法部門支援

などの政府部門に対する改善支援が大きくなっている

（表6－5）。

（2）主要ドナーの民主化支援の考え方と支援内容と

範囲

各ドナーのガバナンスの概念の捉え方と、民主化・

ガバナンスの改善に向けた支援の内容・範囲は必ずし

も一様ではなく、援助の取り組み方においてもかなり

のバリエーションがある。主要なドナーとして、ここ

では、世界銀行、UNDP、USAIDと、日本を取り上げ

て、民主化支援の考え方をBox6－1、6－2、6－3、

及び6－4に整理した。また、6－1－1に引用した

DACの民主化・ガバナンスについてのオリエンテー

ション・ペーパーにおける概念整理等を基に、民主化

支援の内容と範囲の全体像をまとめた（表6－6）。民

主化支援の内容・範囲は、時代とともに少しずつ変容

し、広がりも見せている。

各主要ドナー国・機関ごとに、重点分野などの特徴

を比較しつつ、援助の動向を概観する。

世界銀行

世界銀行は民主化・人権支援を組織の使命には含

めていない。構造調整融資を梃子に、法の支配の強化
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Box6－1　世界銀行

1. 定義と概念
世界銀行においては、「ガバナンス」は1980年代後半から、政策を実施する途上国のパフォーマンスに大きく影響する

公的部門の効率性と責任性の観点よりその重要性が認識されはじめた。1992年には、ガバナンスの3つの側面として、（1）
政治体制の形態、（2）国の社会経済的資源を運営する上で、権力が行使される過程、（3）政策を計画・策定・施行するため
の政府の運営能力、を明らかにした。世界銀行は、このうち（1）は内政干渉となるため対象外とし、主に（2）と（3）に関し
て支援を行っている。また、1994年には、これに加えて、参加型の開発アプローチ、軍事支出、人権の課題も含めるとし
た。

さらには、1998年のPolicy Research Paperでは、「ガバナンス」を一国において公益のために権力が行使される制度・仕
組みや慣習であると定義し、次の3つの要素を含むと整理している。

・権力行使のプロセスが選択され、モニターされ、取って代わられる過程
・政府がその資源を効率的に管理し、適切な政策を実施する能力
・市民と国家が尊重する、経済的・社会的な相互作用を管理する制度・仕組み（institutions）

2. 援助の対象分野
具体的には公的部門マネジメント、説明責任、開発のための法的枠組み、透明性と情報公開の4つの局面で支援を行っ

ている。
1997年以降、援助は、良い政策と良い制度の下で効果を発揮しうるとして、ガバナンスと公的部門改革への認識がさら

に高まり、1998年には汚職対策戦略をまとめ、2000年には、公的部門改革とガバナンス強化についての戦略をまとめた。
公的部門改革の一環として、1999年より、途上国の組織制度的状況の分析“Institutional and Government Reviews（IGRs）”の
他、公共支出、調達能力、社会・構造面の分析ツールを試行的に導入し、行政改革、司法・立法改革、地方分権化、財政
改善を支援している。

出所：World Bank（1992）（1994）（2000）, Kaufman他（1998）

と、公共セクター管理の改善強化等、政府機構制度の

改善に力を入れている。具体的には、金融財政管理や

税務管理能力の向上、公共支出の透明性や説明責任の

改善、公的サービスの効率化などのコンポーネントを

含む公的部門改革や、公務員改革などの融資プログラ

ムと、それに付随した技術支援や調査が実施されてい

る。

地域的な特徴として、世界銀行が2000年に発表し

た公的部門改革戦略によれば、アフリカでは、「参加

プロセス」と「能力構築」をキーワードに改革が進めら

れているが、6－2－1（2）で前述した選別論の立場に

たって、改革意思のある国とない国とを意識的に分け

て支援に取り組もうとしている。改革意思のある国に

対しては、政府側の機構改革、公共セクター管理の改

善を進め、改革意思のない国においては、議会や企業

団体による汚職防止圧力や意識の向上、公的サービス

の受益者であるコミュニティの能力強化など、状況に

応じた対応を選択的に行う戦略をとっている。アジ

ア、特に東・東南アジアにおいては、1990年代末から

の経済危機以降、汚職等の非効率や社会政策の危機対

応策の欠如が指摘されており、資源管理の効率化、公

的サービスの改善、透明性と説明責任の強化の課題を

支援することにしている。中央アジア、中東欧は、

1990年台後半から新たな援助の対象としてシェアを

伸ばしている。両地域に対しては、公的部門改善の機

運の醸成、公的部門の診断、汚職の防止、公的部門に

おける改革グループの確立などの方針をもって進めて

いる22。

UNDP

UNDPは、持続的な人間開発の実現を目指して、弱

者層の人権尊重やNGO・市民社会との連携をその任

務としており、UNDPの援助の約2/3は、民主化・ガ

バナンス分野に振り向けられている23。UNDPでは、経

済・財政管理と公務員改革などの公的部門マネジメン

ト改善、政府機構・制度改革、地方分権化、市民社会

の強化、紛争等の特殊な状況にある国に対する支援の

五つが主要な援助対象分野となっており、国家、市民

社会、民間部門のすべてにわたって支援を行ってい

る。金額的には、1990年代半ばまでは、経済・財政管

22 World Bank（2000）
23 1992年から1996年の実績値。（UNDP（1998））
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24 UNDP（1998）。
25 2001年より、USAIDの機構改革に伴い、Office for Democracy and Governanceとなっている。

理支援と公務員改革支援で8割を占めていたが、1990

年代末から、選挙制度や司法・立法改革などの政府機

構・制度の改革支援、地方分権化による地方ガバナン

スの強化プログラム、市民社会組織への支援に大幅に

シフトしている。紛争国への支援は、政府機構・制度

改革と市民社会支援等の組み合わせにより、平和構築

のための支援が行われている24。

地域的には、中南米地域が民主化・ガバナンス分野

に対する支援額の半分弱を占め、経済・財政管理支援

に集中しているが、政府機構・制度改革支援の割合も

多い。次にアフリカ地域が多く、経済・財政管理と公

務員改革への支援がほとんどを占め、紛争の頻発する

国への支援も多い。アジア・太平洋地域は、主に、経

済・財政管理支援と公的部門改革に当てられている。

地方分権化に伴う、地方の立法・行政機能の強化支

援の事例をBox6－ 3で紹介する。

米国

米国の民主化支援の歴史は古く、1961年のUSAID

の創立以来、共産圏封じ込め戦略の一環として、支援

計画のなかに民主化支援を必ず含むようにしてきた。

1990年代に入り、冷戦終結に伴う変化のなかで、前

クリントン政権は、民主化支援を外交戦略の重要な柱

におき、1994年にはUSAIDに Center for Democracy

and Governanceを設立し、援助を拡大させた25。

USAID の民主化支援の方法は、（1）選挙支援、

Box6－2　UNDP

1. 定義
ガバナンスを、「国家が社会統合を進め、国民の幸福を確実なものとするため、あらゆるレベルと手段によって国家運営

を行う上での、経済的、政治的、行政的な権力の行使」と定義する。
経済的ガバナンス－国内の経済活動及び対外的な貿易取引などに直接的／間接的に影響を及ぼすような意思決定プロセ

スにおけるガバナンス。経済的ガバナンスは、特に格差・貧困・生活水準などの側面を左右するものである。
政治的ガバナンス－正統で権威のある国家（＝立法・司法・行政機関がそれぞれ独立して存在し、多様な政治組織の利

益を尊重し、国民が選挙権を有しているような国家）の確立を目標とした意思決定及び政策の実施過程におけるガ
バナンス。

行政的ガバナンス－効率的で中立的、かつ信頼のおけるオープンな公共部門による政策実施システム。

2. 概念とアプローチ
UNDPは、ガバナンスを「持続可能な人間開発（特に貧困の解決、雇用創出と生計の維持、環境の保全と再生、女性の進

出支援）」の重要な要素と捉え、持続可能な人間開発のためには、市民や市民グループが自分の利益を表明し、法的権利を
行使し、責任を果たし、相互の差異を仲裁できるような仕組み、プロセス、組織・制度、すなわちガバナンスが不可欠だ
と考える。

国家、市民社会、民間部門が相互に積極的に作用するような環境を整備するための「グッド・ガバナンス」が必要である
として、国家、市民社会、民間部門のそれぞれの組織・制度改善や能力向上支援を行う、包括的な（holistic）アプローチを
採るとしている。

A 国家－公的サービスを提供するとともに、権力を管理・行使し、国内外の発展のための環境づくりを行う公的部門
と、政治的組織・制度を指す

B 市民社会（civil society）－国家と個人の間に位置し、社会、政治、経済への人々の参加を促すもの。政府が市民社会
と関わることは、国家の政治、経済機会、社会統合の維持にとり極めて重要。

C 民間セクター－生産性、雇用、所得創造、公共投資、企業の発展と経済成長の主たる資源として、持続的な人間開
発において重要な役割を果たす。

3. 援助の対象分野
具体的な支援としては、次の5つの分野に重点を置いている。

（1）政府組織・制度（立法府、立法・司法制度、選挙・人権組織を含む主要な政治組織・制度）
（2）公的部門及び民間部門のマネジメント（経済、社会資源の管理）
（3）分権化（行財政上の意思決定過程と公的事業運営の中央、地方、地域のレベルでの分担）
（4）市民社会組織（市民やグループ）の、公的政策策定過程及び政治、経済、社会活動への参加
（5）紛争・経済危機、または移行途上にある国

出所：UNDP（1997a）（1997b）（1998）
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（2）政府機構に対する支援（法整備や司法・立法制度

の改革、地方分権化等のガバナンス改善）、（3）市民社

会の強化支援の3つに分けられるが、1990年代には、

（1）選挙支援から、（2）政府機構への支援のなかでも

ガバナンス改善と、（3）市民社会の強化支援に大きく

シフトしている26。政府機構に対する支援は金額的に

は最も大きいが、市民の法意識の醸成や、市民組織に

よる政府へのチェック・アンド・バランスの機能強化

など、選挙制度の改善や政府機構の改善においても、

市民社会の強化を通じたボトム・アップ型の活動との

結びつきがより重視されてきている27。

留意すべき事項として、米国には、政党や議会など

を支援母体とする援助団体等、民主化支援の裾野が広

く、途上国の市民社会に働きかけるツールが多様であ

26 Carothers（1999）。1980年代後半から世界各地で見られた民主化移行の波が一段落したことが1つの理由ではあるが、政府
機構への支援と同様、選挙が公正に行われているかどうかのモニタリングのためには、市民社会との連携がより重要視さ
れるようになってきたことがある。

27 Carothers（1999）

Box6－3　UNDPによる地方分権化支援の例

UNDPによるネパールにおける地方分権化支援事例として、住民側へのガバナンス支援として参加型地域開発プログラ
ム（Participatory District Development Programme: PDDP）、また地方行政へのガバナンス支援として、地方ガバナンスプロ
グラム（Local Governance Programme: LGP）を取り上げる。

① PDDP、LGPの目的と概要
Participatory District Development Programme（PDDP）は1995年11月～2001年12月まで、30の地方自治体を対象に、NORAD

（Norwegian Agency for Development Cooperation）との援助協調による総額925万米ドルを用いて、コミュニティレベルに
おける組織的な住民による開発計画の策定と管理により、地方における開発の分権化を推進し、人々の持続可能な能力向
上をもたらすことを目的に実施された。

Local Government Programme（LGP）は1996年12月～2001年12月まで、30の地方自治体を対象に、NORADとの援助協
調による総額789万米ドルを用いて、各自治体の郡開発委員会（District Development Committees: DDCs）、村落開発委員会

（Village Development Committees: VDCs）、Community Organizations（COs）の各組織の能力強化により、よりよい地方ガバ
ナンスと持続可能な地方開発のための管理、そして貧困削減に向けた成果を出すことを目的として実施された。

② 支援内容
PDDPは国家計画委員会をカウンターパート機関とするが、実際の活動は、DDC及びVDCに対し、以下の支援を行う。

（1）組織、情報、住民参加に関する管理支援、（2）住民参加による持続可能な村落開発、DDCsへの地方信託基金の設立へ
の支援、（3）DDCs・VDCsと民間企業、NGOsなどとの連携強化支援、（4）PDDP は貧困削減、女性の能力開発、環境管理
や雇用創出などの人間開発分野への活動の支援、（5）DDCsの設立する人材開発部局に対し、人材育成の拠点づくりとして
の支援、訓練プログラム策定への支援。また、プログラムの調整機能として、（1）政府や各ドナー、地方自治体で組織さ
れる委員会（The Executive Committee）、（2）LGPプログラムの管理委員会（The Programme Management Committee）、（3）地
域委員会、（4）自治体ごとの委員会、ならびに、各利害関係代表者による委員会の組織強化も行う。

LGPは地方開発省をカウンターパート機関とするが、PDDP同様、DDC及びVDCに対し、以下の支援を行う。（1）地域
開発支援のための基金の設置、（2）管理能力強化支援のため地域の開発計画策定、案件実施、案件管理と評価のために、
DDCsとVDCsの能力向上支援のための技術支援、（3）DDCsが家計や村落、地域レベルでのデータを収集し、GIS（Geographic
Information System）へつなげるための情報システム構築支援、（4）郡開発計画（DDP）策定支援のための参加型の計画づく
りと運営過程への支援、（5）コンピュータ、コピー機器、通信関連機器の機材供与、（6）DDCの組織改革支援、（7）公的機
関と民間のパートナーシップ形成と基金設立への支援、（8）人材育成センターへの技術支援。また、（1）政策策定や必要な
連携、案件実施の指針を検討する実行委員会（EC）、（2）プログラム管理委員会、（3）日常的な案件管理と地域における案
件実施の連携を行う地域管理委員会を組織する。

③ 支援の特徴
DDC、VDCは、地方行政及び地方議会の両方の機能を兼ね備えた組織である。このため、UNDPのPDDP、LGPは、ガ

バナンス強化にあたって、住民側、ならびに行政・議会双方の能力強化を行い、最終目標として、地方政府が、貧困削減
事業を自立的かつ参加型で計画・実施管理・評価できるようになることを目指している。開発基金の設立や、情報技術の
導入によって、持続可能性を考慮し、また各層における利害関係者調整のための委員会を設置していることも特徴的であ
る。

出所：UNDPホームページ（LGP）http://www.undp.org.np/programme/nep95021.htm
UNDPホームページ（PDDP）http://www.undp.org.np/programme/nep95008.htm



80

民主的な国づくりへの支援に向けて

Box6－5　USAIDによる電子化支援の例

USAIDの情報通信技術（IT）支援は、途上国がITを活用して自立発展可能な開発目標を達成し、世界経済へ参加を支援
することを基本方針としているおり、IT支援の5つの戦略分野の中に民主主義の確立を明記し、民主主義の確立のために
ITを活用することを明確に打ち出している。現在実施中の、アフリカ地域における「開発と民主化のための教育イニシア
ティブ（Education for Development and Democracy Initiative: EDDI）」の中でも、この援助方針の下、ITを活用した開発と民
主化が目指されている。

① EDDIの目的
EDDIは、グローバルな自由市場と民主的社会へのアフリカの参加を促進するため、教育の質とアクセスの向上（特に女

性）、技術の普及、及び行政への市民参加の向上を目指している。これらを達成するために、アフリカと米国双方の教育機
関や民主化を推進している機関のパートナーシップを促進している。

② 支援概要
EDDIの案件は1998年から開始され、現在、31ヵ国で実施されている。奨学金は6,000人の女性に提供され、アフリカ

と米国の間で、61の高等教育機関の提携、20の技術協力の実施、4つの学校間の提携が行われている。
2001年度の予算金額は2001年度総額3,500万米ドルであり、EDDIの支援内容は以下の通りである。

（1）より高次の学習のために米国の機関との連携を強化し、アフリカの大学を強化する。
（2）女性の学生のための奨学金や指導を増加させる。
（3）10箇所の IT研修所を強化することを通じ、学校やコミュニティの IT活用能力向上を図る。
（4）アフリカ人の若者に在アフリカの米国企業でのインターンシップの機会を提供する。
（5）経済やガバナンスの能力を向上させるための研修を実施する。具体的には、The League of Women Votersがいくつ

かのコミュニティで有権者の投票を促す活動を実施し、市民教育を推進するCIVITAS internationalが市民の政治参
加のための教育プログラムを強化した。

これらの支援は、米国内の関係機関や他ドナー、アフリカの教育関係機関等との連携によって実施されている。例えば、
南アフリカへの支援は、世界銀行とSchools-On-Lineとの連携により実施されている。また、米国内の関係機関としては教
育文化省、平和部隊、民間企業（ウガンダへはヒューレットパッカード、スワジランドへはマイクロソフト、アンゴラへ
はTexacoから資金が提供された）などがある。

③ 支援の特徴
EDDIでは、WIDや教育という分野を民主化支援に結びつけており、ITを行政や市民の能力向上の手段として活用して

いる。ITに関する協力では、米国の中央政府や企業、NGOと連携しつつ、機材供与から研修まで含めた包括的な支援を
行っている。

出所：USAIDホームページhttp://www.usaid.gov/country/afr/afr_reg/698-025.html
EDDIホームページhttp://www.eddionline.org/

Box6－4　USAID

1. 定義と概念
USAIDが1996年に策定した援助の6つの戦略目標のうち、「持続可能な民主主義の構築」の目的達成のための手段とし

て、「民主主義とガバナンス」が挙げられた。援助の戦略目標は、2001年には、ブッシュ新政権の下で4つに再編され、「民
主主義、紛争と人道援助」となった。民主主義は、より長期的な安定、経済発展、貿易の拡大をもたらし、安定した政治
体制につながり、健全な政府の存在は、国民と政府間に信頼関係を生み、ひいては紛争等を防ぐとしている。

2. 対象分野
「民主主義とガバナンス」部局の行う支援は、次の4つのカテゴリーに分けられている。
（1）法の支配（法的枠組み整備、司法機関の改善、司法ヘのアクセス改善）
（2）選挙と政治プロセス
（3）市民社会（civil society）
（4）ガバナンス（政府の機能）　　この「ガバナンス」は以下を包含している。

・民主的な地方分権化
・立法部門の強化
・政府内の汚職対策
・政策運営能力の向上（社会的な平和維持、経済環境整備、最低限の社会保障の提供等）
・軍事部門の役割と文民統制

出所：USAID（1998）、USAIDホームページhttp://usaid.gov/democracy
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28 共和党の民主化支援組織（International Republican Institute: IRI）や民主党のNational Democratic Institute for International Affairs
（NDI）は、それぞれ、冷戦時代から、途上国の政党強化支援を行っている。米国の民主化支援NGOであるNational Endowment
of Democracy（NED）は、1984年に設立され、約3,200万米ドルの年間予算のもとに、複数政党制や、民主的ガバナンス、教
育の分野で、およそ90ヵ国に対し、400あまりのグラント供与による支援を展開している。選挙支援や民主化教育等の面で
実績を有するNGOは他に、Asia Foundation、International Foundation for Election Systems（IFES）、また、もともとスウェー
デンNGOであるが、International Institute for Democracy and Electoral Assistance（International IDEA）などがあり、いずれも
USAIDの援助の多くを請け負っている（Burnell（2000））。

29 Carothers（1999）

Box6－6　日本

1. 定義と概念
1992年に閣議決定された「政府開発援助大綱（ODA大綱）」では、わが国は「開発途上国の離陸に向けての自助努力を支

援することを基本とし、広範な人づくり、国内の諸制度を含むインフラストラクチャー（経済社会基盤）及び基礎生活分野
の整備等を通じて、これらの国における資源配分の効率と公正や「良い統治」の確保を図り、その上に健全な経済発展を実
現することを目的として、政府開発援助を実施する」としている。また、援助実施4原則のうち、「開発途上国の軍事支出、
大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払う」、と「開発途上国における民主化の促進、
市場指向型経済導入の努力ならびに基本的人権及び自由の保障状況に十分注意を払う」の2点において、ガバナンスに関
連する事項への留意を規定している。

2. 援助の対象分野
1996年のリヨン・サミットにおいて、これまで行ってきた取り組みを整理し、「民主的発展のためのパートナーシップ・

イニシアティブ（PDD: Partnership for Democratic Development Initiative）」を今後のガバナンスへの取り組みの基本方針とす
ることを表明した。このアプローチは、「開発途上国の自助努力への支援」であり、途上国とのパートナーシップに基づき
実施するものである。具体的には、法律・行政・警察・統治・選挙・マスコミ等の様々な分野における制度の創設と運用
に関するノウハウの提供、これに携わる人材育成等市民社会の強化に向けた「人づくり」を中心とし、民主化支援に際して
は、人権の擁護と促進を念頭におくことが必要としている。

具体的な支援としては、日本の民主主義を紹介するための民主化セミナーや研修員受入れ、総選挙に対する実施支援や、
市場経済への移行国を中心に民法等の起草や法曹育成への支援、警察への鑑識技術支援なども行われている。しかしなが
ら、基本的には、人材の育成、及びライン省庁の行政能力の向上のための支援が中心となっている。分権化支援としては、
地方の人材育成、地方インフラ整備などが行われている。

参考：国際協力事業団（1995）「参加型開発と良い統治分野別援助研究会報告書」における「良い統治」の二つの定義

（1）自立的かつ持続的な開発及び社会的公正を実現するという目的に向けた「国家のあり方」。ここでいう「国家のあり
方」とは、国家の基本的姿勢として、民主化志向を持っているかどうか、を指す。
構成要素

国家体制の正統性（主権・権力の適正な制御、国民の信任を得た政府の選出）
責任性（恣意性の排除、権限と責任の明確化）
人権保障（国民の基本的人権の尊重、少数民族集団の権利の尊重、福祉を増進する姿勢）
地方自治の保障（国家による地方自治の尊重、地方による住民自治の尊重）
軍事セクターに対する文民統制の確保（過度な軍事支出の削減）

（2）上記（1）と同じ目的のために効果的・効率的に機能するような「政府の機能のあり方」。
構成要素

法・制度づくり（経済・政治活動の自由保障のための環境基盤づくり）
行政能力と透明性（行政機能の強化・効率性の向上）
分権化（中央省庁からの適正な権限委譲）
市場環境の整備（市場の不完全性の改善）

出所：外務省（1999）（2000）、国際協力事業団（1995）.

ることが挙げられる28。

地域的には、歴史的に、中南米への支援が最も大き

かったが、1990年代半ば以降は、アフリカ地域への

援助が伸びた他、中東欧・中央アジア地域への援助が

飛躍的に伸び、1998年実績では、中東欧・中央アジア

が約40％、中南米とアフリカがそれぞれ15％前後を

占め、アジア・中近東が20％程度となっている29。

政府機構の効率化、透明性、説明責任の向上に資す

る支援の事例として、電子政府に対する支援を

Box6－ 5で紹介する。
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日本

日本は、1994年のODA大綱の制定をはじめ、援助

においても、選挙支援や法制度整備支援などの新しい

取り組みを始めてきたが、民主化支援の重点分野を方

針として明示しておらず、民主化・ガバナンス分野の

援助実績も二国間ドナーのなかで大きいとはいえな

い30。しかしながら、これらの新たな取り組みをはじ

めとして、援助の教訓と課題を慎重に蓄積していく時

期にある。次節において、欧米ドナーの援助の経験か

らの課題と教訓とともに、日本の援助のなかで、留意

すべき諸点を整理しておくこととする。

6－2－3 民主化支援の課題と展望

1990年代は、民主化・ガバナンスに対する援助が重

視され、拡大した10年であった。この間に、民主化

支援の有効性とさらなる改善を求める声も大きくな

り、DACにおいても、1997年には、これまでの援助

の経験を取りまとめた報告書が出されており、米国の

民主化支援の分析など、研究者による民主化支援のレ

ビューもなされてきている。ここでは、今後の援助の

参考までに、欧米ドナーによる民主化支援の課題と教

訓の要点を、Box6－ 7に整理しておく。また、日本

の民主化・ガバナンス分野に関連する経験のなかで、

留意すべき事項と思われる点をBox6－8に挙げてお

く。

ドナー共通の課題として、民主化・ガバナンス分野

への支援は、国の政府機構、民間・市民組織の双方の

組織的制度的能力を相互補完的かつ包括的に向上させ

るものであるべきであるが、各国の政治社会状況に基

づいて、個別に慎重に検討されるべしとの一般的教訓

とともに、援助の戦略性、途上国自身の政治的意思の

重要性、民主化プロセスの内発性が指摘されてきてい

る。個別のドナーによる援助の限界を指摘する意見に

あるように、実際の援助は、個別プログラムがドナー

主導で実施されることが多く、一国レベルでの民主化

のマクロなインパクトまでは把握できないのが現状で

ある。

援助協調、調整の動きは、世界銀行やUNDPを中心

に推進され、途上国における、当該国やNGOを巻き

込んだ援助調整がより強調されるようになり、ガバナ

ンス状況の共同診断や情報交換の促進が試行されてい

るところである。また、6－2－1（2）で見たように、

民主化・ガバナンス状況を含めて、パフォーマンスの

良い国、悪い国を仕分けて援助の有効性を確保しよう

という動きもある。しかしながら、ある国のガバナン

ス状況を統一的にかつ客観的に診断し、有効な処方箋

を作っていく手法までは確立していない。

援助協調が重要とはいえ、途上国と援助国・機関の

双方が納得しうる形で、途上国の一国全体の民主化・

ガバナンス状況を包括的に評価しうるのか、共同の処

方箋づくりは現実的に有効なのか、については、まだ

まだ議論の余地が残されている。当面は、あくまで途

上国の民主化・ガバナンス分野の現状と問題点の把握

と、支援の優先順位や留意点、成果及びインパクトを

見いだすための指標の検討が先決と思われる。

民主化支援の今後の展望を探る手がかりとして、

DACで進められているガバナンス指標検討の動きを

次節で俯瞰する。

6－3 ガバナンス指標検討の動き

6－3－1 第一世代指標から第二世代指標の検討へ

6－ 1－ 1に述べたように、1996年に提唱された

「DAC新開発戦略」において、7つの開発目標の達成

は、効果的で説明責任を果たしうる民主的な政府、人

権の尊重、法制度の遵守等の、グッド・ガバナンスに

かかっているとされた。DACでは、これら開発目標

の達成に向けて、その達成をモニターするための様々

な標準指標の整理がなされているところであるが、こ

の動きにあわせて、ガバナンスの指標の整理について

も議論が行われている。

民主化・ガバナンスに関連する指標としては、従来

より、フリーダムハウスの民主化指標31をはじめ、世

界銀行の使用しているInternational Country Risk Guide

30 例えば、JICAのガバナンス支援実績については、「開発計画一般」、「行政一般」、「統計」、「情報・広報」、「測量・地図」に
かかわる事業実績をDAC統計のGovernment and Civil Society区分に組み入れており、市場経済化支援や、測量・地図作成
に関わる開発調査実績を加えているため、同区分での実績値自体は1990年代に入り大きくなってきている。透明性、説明
責任、参加、公的サービスへのアクセス等の概念から民主化・ガバナンス分野の援助を捉えていく場合は、その区分は違っ
たものとなろう。

31 政治的権利及び市民的自由の度合いについてレイティングし、集計した指標。フリーダムハウスは米国のNGOであり、全
世界150ヵ国・地域について、70年にわたり長期のデータ集積の実績がある。
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Box6－7　1990年代までの民主化支援の課題と教訓

（1）援助全体の戦略性の必要性
・個別の援助には目標設定があっても、明確な目的をもった全体戦略がない。どのようにその目的に近づくかについて

の共通の理解も確立していない。
・定義・範囲もドナーごとに異なり、ガバナンス関連データも正確とはいえない。事前のアセスメント、パフォーマン

ス評価についても試行錯誤の学習段階である。
・非民主国の市民団体を対象に民主化支援を行う場合、援助を受ける国の主権（sovereignty）と両立させるには、当該国

の政府と非政府アクターとの対話を促進することが重要。
・ドナー間の援助協調を進めることが重要。

（2）コンディショナリティの役割
・コンディショナリティによる間接的支援は、対象国の権力内部が分裂しているか、政治的変革の推進を迷っているか、

援助依存度が極めて高いといった、限定的な状況において、効果を発揮しうる。特に、公務員改革の推進には効果的
である。

・コンディショナリティは、政治改革への直接的支援の補完であり、これ自体の戦略化は難しい。

（3）直接的支援の対象
・援助は、政府機構への支援のみでは不十分で、国家と市民社会との関わり方を見極めた上で、内発的な民主化推進母

体となりうるエリート・グループや、より自立的で民主化志向の市民組織を選んで支援対象とすることが重要。一方
で、援助の結果が、宗教的・部族間の対立や、市民組織の援助依存などの予期せぬ負の結果を生まないよう、留意が
必要。

・結論として、援助は、途上国側の適切なパートナーを選ぶことが重要。政府への支援と、市民社会への支援とのバラ
ンス、中央と地方政府間のバランスなどを慎重に検討することが必要。

（4）民主化支援の限界と課題
・援助受け取り国内で、政治的変革意思とコミットメント、ならびに改革の需要を生み出す支持基盤の存在がないと、政

治的変化は起こらない。特に、司法、立法、警察当局者等がこのような改革によって既得権益を失う等、改革のデメ
リットが大きいと考える場合には成就しない。市民組織による圧力が変革をもたらすかどうかは、長期のプロセスで
あり、国内の力関係や利益構造によって成否が影響される。

・このため、援助は実現できる目標設定とモニタリングが重要であり、柔軟なプロセス・アプローチで進め、画一的な
モデルをあてはめないこと、国ごとのコンテクストを配慮することが必要。行政改革についても、機材、訓練、助言
といった従来型の組織・制度づくりだけではなく、組織の手続き、構造、文化を変えるといった政治的プロセスの変
革に目を向けることが必要である。

・直接的支援は、change-makerに焦点を当てた支援といった工夫は可能であっても、政治的変化をもたらすには、長期
的展望が必要であり、援助のインパクトは短期では見いだせない。成功するには、直接的支援、間接的支援のみなら
ず、地域的な取り組みなどによって、社会における慢性的な緊張の根本原因になっているものを軽減することも重要。

・民主主義・人権を促進・持続させる「世界秩序」、すなわちグローバル・ガバナンスを構築することも重要である。例
えば、大量虐殺、内戦等への集団的対応、国際司法裁判所の役割など。

出所：Diamond（1995）, DAC（1997a）,（1997b）, UNDP（1998）, Carothers（1999）, Burnell（2000）, World Bank（2000a）, Crawford
（2001）他

Box6－8　日本の援助のなかで留意すべきと思われる事項

ア 新たな取り組みとして、1997年より、「民主化セミナー」を開催し、民主化を指向する国々の与野党の議員を招聘して、
日本の民主的機構制度について紹介し、議論をする場を設けている。狙いは、特定の組織制度について知識移転するこ
とよりも、日本からの民主化支援のメッセージを伝え、議論の場を提供することにあるが、こうした研修事業の具体的
な成果目標をどこにおくか、そのための有効なプログラムはどうあるべきか、さらなる検討が必要である。

イ ガバナンス支援として、まとまったプロジェクトとして実施されているのは、1997年より、カンボディア、ヴィエト
ナム等で取り組んでいる、民法関連法整備支援である。相手国事情を加味しつつ、相手国担当官の理解促進に時間をか
けた起草プロセスは、独自の特色を示している。この経験と教訓の蓄積が期待されよう。

ウ ガバナンス実績にはカウントされていないが、技術協力においては、伝統的に、政府機関の組織的、技術的な能力向
上支援に最も力を入れてきている。特に、政府のサービス機能の強化においては、例えば、保健セクターにおいては、母
子手帳などのツールによって、サービスの改善と、サービス機関と住民との間のコミュニケーションの円滑化と意識向
上につながる制度導入を図ってきており、都市環境問題への取り組みにおいても、地方自治体と市民、企業を巻き込ん
だ支援が行われている。こうした草の根と政府を結ぶ仕組みづくりは、貧困対策や環境対策のための効果的な支援であ
るとともに、有効なガバナンス支援として打ち出しうるのではないかと思われ、実績と経験の整理がさらに必要である。
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表6－6　主要ドナーによるガバナンス支援の内容と範囲（注1）

　　（網掛け）部分は、各ドナーの重点分野を指す。斜線以外は、援助対象であることを示す。
世界銀行 UNDP USAID 日本

＜民主化推進＞
多元的市民社会
と独立メディア
の強化

政治制度の機能
改善及び選挙プ
ロセス支援

＜人権の尊重＞
女性の権利（教
育、土地所有、家
族計画）の確立と
政治プロセスへ
の参加
政府の人権の尊
重と保障の推進

人権教育の強化
や人権グループ、
自由なメディア
への支援
＜ガバナンス改善＞
法の支配の強化
立法システム改
善・強化

司法システム改
善・強化

法律施行システ
ム改善・強化

公的部門管理の改善強化と透明性、説明責任の強化
財政・金融管理
の改善

・女性や弱者をターゲッ
トとした開発支援

・立法機関の強化
・経済関連法整備

・司法システム改革
・人材育成

・公共支出と財政管理改
善

・関税政策と管理
・中央銀行強化

・法的な枠組み（環境）づ
くり

・政策的意思決定やサー
ビス提供における役割
強化のためのグラント
供与

・選挙の準備、実施、モ
ニタリング・監視支援

・持続的な人間開発の定
義づけ

・弱者をターゲットとし
た開発支援

・政府機構の能力向上支
援、

・国際場裏における人権
対話

・人権教育

・立法機関の強化

・司法システム改革
・司法行政改善
・人材育成

・法律扶助

・歳入・支出管理、税関
行政、債務管理の改善

・貿易政策等の改善

・法的な枠組み（環境）づ
くり

・政治プロセスにおける
市民参加の促進

・市民団体の財政的信頼
性の向上

・情報の自由な流れの促
進（独立メディアの支
援）

・民主的政治文化の促進
・選挙の準備、実施、モ
ニタリング・監視支援

・選挙管理委員会の強
化、選挙法の整備支援

・選挙教育
・政党システム強化

・女性や弱者をターゲッ
トとした開発支援

・女性や弱者の政治的権
利の保障に関する法整
備、施行支援

・人権保護に関する法整
備

・人権保護のための政府
機構強化

・人権教育
・アドボカシー活動強化

・立法機関の強化（透明
性、独立性、能力向上）
と人材育成

・社会的紛争の和解能力
改善

・経済関連法整備支援
・警察、検察、法曹人材
育成

・司法へのアクセス強化
・法律扶助
・研修、戦略造り、市民
教育

・財政管理、税関行政、
債務管理の改善

・貿易政策等の改善

・放送施設・技術協力

・選挙実施、モニタリン
グ・監視支援

・民主化セミナー

・女性や弱者をターゲッ
トとした開発支援

・民法、民事訴訟法整備
支援

・民主化セミナー（国会
運営改善）

・交番制度整備支援
・警察（鑑識技術）人材育

成
・民主化セミナー
・開発パートナーシップ

事業（弁護士会司法支
援）

・政策アドバイス
・人材育成
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出所：世界銀行、UNDP、USAIDのそれぞれホームページ、日本はODA白書及びJICA年報を基に筆者作成。
（注1）本表の項目は、以下に注記した項目を除き、基本的にDAC（1995）による。
（注2）ローカルオーナーシップの議論の高まりに応じて、DAC の PD/GG専門家会合の集約である “Final Report”（DAC

（1997a））においては、分権化が独立項目として取り上げられたので、これに準じ、地方分権化を独立項目に挙げる。

公的部門管理の改善強化と透明性、説明責任の強化（続き）
公的部門管理の
改善（サービスデ
リバリーの改善）

民間部門育成政
策改善

援助調整への支
援

地方分権化への支援（注2）

地方ガバナンス
の改善（資源、権
力、権限の委譲）

地方政府のサー
ビスの効果改善

地方レベルでの
人々の参加促進

汚職の防止と軽減
汚職習慣の軽減
と情報公開

軍事費の削減
透明性の向上と
軍事費支出の管
理
効果的・効率的
な治安戦略の展
開

軍事費の削減

＜参加型開発の促進＞
人的資源の開発 ＜教育、社会セクター支援の一環として＞
人々のエンパワ
メントに資する
組織や仕組みづ
くり

・公務員制度改革
・国営部門改革

・規制緩和
・環境づくり

・CG会合を通じた援助
協調の推進

・公的部門の能力向上、
ガバナンス改善にかか
わる成果指標策定

＜地方分権化をコンディ
ショナリティとして慫慂
する＞
・中央政府の地方分権推
進母体の強化

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

＜規制緩和、公営部門改
革支援の一環として＞
・汚職防止教育
・汚職防止法の制定、防
止部局の強化支援

・兵員解除支援

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

・公務員制度改革
・国営部門改革

・規制緩和
・中小企業育成、投資振
興のための環境づくり

・CG会合を通じた援助
協調の推進

・被援助国における海外
援助の国家開発目標へ
の取り込み支援

・民主的分権化（権限委
譲）促進のための政策
形成と法整備支援

・地方政府の能力向上パ
イロットプロジェクト
（計画、財政・情報管
理、人的開発の側面）

・コミュニティ・NGOに
対する開発活動支援

・地方間の対話促進

＜規制緩和、公営部門改
革支援の一環として＞

・兵員解除支援

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

・政府情報へのアクセス
改善

・公務員倫理強化
・政策策定ルール、策
定・調整能力向上

・所有権や契約に関する
法や規則の整備・政策
支援

・経済紛争の公正な解決
支援

・民主的分権化（権限委
譲）促進のための法整
備支援

・地方政府の能力向上

・地方レベルの選挙実
施、情報提供による
人々の参加促進メカニ
ズム形成

・汚職防止教育
・汚職防止支援 NGO へ

の支援

・情報の公開

・市民統制の法的基盤整
備

・市民警察による治安体
制強化

・軍事セクターの規模縮
小支援

＜市民社会育成支援の一
環として＞

・技術支援、人材育成
・国営企業のリハビリ支

援

・中小企業等産業育成支
援

・国営企業の民営化支援

・地方政府の能力向上

・地方政府の能力向上

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

＜プロジェクトコンポーネ
ントの1つとして支援＞

表6－6　主要ドナーによるガバナンス支援の内容と範囲（続き）

世界銀行 UNDP USAID 日本
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図6－1　ガバナンスの二つの側面

人々の期待に応えるような行政へのチェック・アンド・バランス
弱　　　　　　　　　　　　　　　　　　強

動機づけの弱い政府 動機づけの強い政府

基本的な規律
をもった能力

ある行政

弱

強

能力のない政府

能力ある政府

出所：Knack, Kugler, Manning（2000）より作成

能力はあるが動機づけは弱い

＜特徴＞
・顕著な「国家の私物化」
・中程度の汚職
・基本的な行政能力はある
・参加型でないガバナンス

＜改善の方向性＞
経済的な利益を分散させ、公的サービスに
対する人々の期待値を上げることに傾注す
べき

能力もあり動機づけもある

＜特徴＞
・中程度の「国家の私物化」
・中程度の汚職
・行政能力はある
・参加型のガバナンス

＜改善の方向性＞
ニュー・パブリック・マネジメント（NPM）
は有用である。しかしながら、従来型の行
政改革も同時に有用

能力がなく動機づけも弱い

＜特徴＞
・顕著な「国家の私物化」（high state capture）
・汚職が多い
・行政能力が低い
・参加型でないガバナンス

＜改善の方向性＞
テクノクラートによる公共管理改革が必須

能力はないが動機づけは強い

＜特徴＞
・中程度の「国家の私物化」
・汚職が多い
・行政能力が低い
・参加型のガバナンス

＜改善の方向性＞
人々の監視がある。
このため、予算の透明性や財政の説明責任
を含む基本的な行政改革が妥当

（ICRG）32や、Transparency InternationalによるCorrup-

tion Perception Indexなどがある。DACにおいては、こ

れらは、大括りかつ一般的な指標であり、国ごとのガ

バナンス状況を概観することはできても、ここから、

具体的なガバナンス改善策は引き出し得ず、途上国側

にも受け入れられにくいとして、これらの第一世代指

標を越えた、第二世代指標を模索しはじめた。具体的

には、1999年より2001年初めを目途に、政府の具体

的なパフォーマンスの測定や、政府の手続きや組織制

度の有効性のレベルの測定ができるよう、DACの非

公式会合を中心に、第二世代の指標の検討に入ってい

る。

世界銀行は、構造調整支援を中心として、公的部門

の改革の成果を上げるべく、独自に指標の検討を進め

ており、既に IGRs（Institutional and Governance

Reviews）を用いたガバナンス診断を1999年より実験

的に8ヵ国で導入している33。このため、DACにおけ

る検討も世界銀行がリードしつつあるといえる。

6－3－2 第二世代指標の概念と特徴

第二世代指標の現段階での検討試案によれば、

グッド・ガバナンスを、政府が国民の期待に耳を傾け

るような動機づけ（説明責任を促す）の意味での

「チェック・アンド・バランス（constraints）」と、政府

が基本的規律の下に一定の行政パフォーマンスを示し

うる「能力（capability）」の2つの軸で捉え、実態に応

じたガバナンス改善の処方箋が検討できるよう、4つ

の次元から整理しようとしている（図6－ 1参照）34。

32 国別の政治、経済、金融の各側面におけるリスクを評価した指標で、政治的リスクについては官僚制度、汚職、法の支配
の側面について、140ヵ国につき、1982年からのデータを集積している。

33 IGRsは、世界銀行の開発した網羅的な公共部門の分析・診断手法とツールの総称で、経済政策、サービス提供、説明責任
の3つの側面から政府のパフォーマンスを診断する。公共部門の制度的能力やガバナンスを分析するツールとしては、他に、
公共支出の配分の仕組みを分析する“Public Expenditure Reviews（PERs）”や、貧困削減戦略ペーパー（PRSP）のガバナンス分
析に使われる“Governance and Poverty Tool Kit”などがある。IGRsについては、ボリヴィアやアルメニア、バングラデシュ、
インドネシアの4ヵ国で試行したほか、さらに5つの国・地域で実験的に活用することとしており、これらの診断結果やデー
タ分析結果を踏まえて、効果的な組織制度の開発プログラムを策定し、当該国のCASに反映させたいとしている（世界銀行
ホームページhttp://www.worldbank.org/publicsector/igrs/htm及び世界銀行（2000））。

34 Knack, Kugler, Manning（2000）
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図6－2　チェック・アンド・バランスによる行政の説明責任の改善

4.垂直のチェック

1.政治的な垂直のチェック

有権者

地方レベルの政府

5.行政の有効性

出所：Knack, Kugler, Manning（2000）より作成

3.インフォーマルな水平の
チェック

利益団体とNGO
政党
メディア
援助ドナー
使用者グループ
競争的な民間部門
専門的な市民向けサービス

2.フ ォ ー マ ル な
水平のチェック

人事院
最高監査機関
司法機関
オンブズマン
立法機関

チェック・アンド・バランスの側面は、関与する主

体（利害関係者）ごとに、フォーマルな政府組織制度

によるチェック・アンド・バランスと、市民団体やメ

ディア、民間セクター等によるインフォーマルな

チェック・アンド・バランス、また、有権者や、分権

化に伴う地方政府機関との間の垂直的なチェック・ア

ンド・バランスなどに分かれるとしている（図6－ 2

参照）。また、能力の側面は、組織制度（Process）と政

策や施策による成果（performance）の二つに区分され

る。政府の目指す開発目標を達成する上で、これらの

4つの区分の因果関係は、図6－3に示されるとおり。

チェック・アンド・バランスが出発点となって、組織

制度面での能力と、政策・施策の成果（パフォーマン

ス）に影響を与え、開発面での効果発現につながる、

と解釈している。

これらの概念整理の下に、80のガバナンス指標が

検討され、このうち、各途上国で共通的に収集しうる

かどうかの普遍性、データの収集可能性、客観性など

の基準をもとに、37の指標の妥当性が高いと判断さ

れたが、現時点では、そのうち20の指標について、南

欧のバルカン諸国のデータが試行的に取りまとめられ

ている（20の指標については、表6－7を参照）。さら

に、ナイジェリア、アルバニアの具体的な公的セク

ター改革融資プログラムを事例に、案件の目標・成果

管理のツールとしての妥当性を検討しているところで

ある35。

図6－3　ガバナンス指標と開発目標達成との因果関係

貧困削減などの開発効果�
（outcome）�

パフォーマンス�
（政策実践の評価）�

組織と制度�
（政府の能力）�

チェック・アンド・バランス�
（政府の動機づけ）�

出所：Knack, Kugler, Manning（2000）より作成

35 Knack, Kugler, Manning（2002）
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指標そのものの選択は、世界銀行の支援内容をか

なり忠実に反映したものであり、公務員制度や財政関

連指標も多く、JICAにとってすべてが参考になるわ

けではない。また、ここから民主化支援やガバナンス

支援の青写真を浮かび上がらせるためには、さらに具

体的な数値の収集方法の検討と分析手法の開発が必要

であろうと思われる。

しかしながら、本表は、効果的・効率的に機能する

政府という観点からのガバナンス、ならびに、三権の

機能や、市民や民間部門によるチェック・アンド・バ

ランスによって政府の恣意性を抑制し、説明責任を高

めるという広い意味での民主化傾向を測るための基本

的要素について、その全体像と相互関係を探る糸口を

与えている。特に、チェック・アンド・バランスと能

力の二つの側面からの切り口は、日本が得意としてき

た政府機関の能力向上が成果を生むには、どのような

チェック・アンド・バランスの作用を配慮すべきか、

また、どのような側面での能力構築が必要となるかを

考えていく1つの手がかりとなると思われる。
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政府の恣意的・不規則な行為のチェック・アンド・バランス
主要指標事例 測定項目 測定手段

フォーマルな水平
的チェック・アン
ド・バランス

インフォーマルな
水平的チェック・
アンド・バランス

政府間の垂直的
チェック・アンド・
バランス
有権者による垂直
的チェック・アン
ド・バランス

表6－7　DACで検討されているガバナンス主要指標の事例

・監査報告のタイミングと内容の包括性

・認可予算と予算配賦の乖離
・立法、大統領令、中央銀行、法廷、政党献金等

における収賄の効果程度
・過去5年間に政府と法廷で争った人口割合
・裁判の結果がタイムリーに処置された割合
・フリーダムハウスの市民的自由度合い
・政治任用（ポリティカル・アポインティ）の割

合
・雇用と昇進における実力による抜擢の割合

・地方政府の支出、歳入の財政全体における割
合、税収の割合

・国会での適切な監査報
告

・予算措置の信頼性
・立法府を含む国レベル

の汚職の程度
・裁判所を通じた異議申

し立ての効果
・報道の自由度
・政治からの中立性

・公務員の能力主義によ
る雇用と昇進

・経済力の集中・分散
・財政的な地方分権化

国会に対する説明責任

裁判所に対する説明責任

人々に対する説明責任
公務員のプロフェッショ
ナリズム

競争的な民間部門
地方政府の財政的自治

有権者の教育、識字のレ
ベル
徴税基盤

政府の能力
主要指標事例 測定項目 測定手段

政府の組織・制度
（process）

政府のパフォーマ
ンス（規範的なも
のとして）

計画と予算措置（政策の変
動性（volatility）

予算における公務員人件
費の割合
予算執行

公務員のインセンティブ
公務員数
中央・地方政府間関係

歳入管理

民間ビジネスにとっての
パフォーマンス

納 税 者 に と っ て の パ
フォーマンス

訴訟当事者にとってのパ
フォーマンス
市民にとってのパフォー
マンス

行政サービス受益者に
とってのパフォーマンス

・予算的変動性、政策の予測性、予測可能な司法部門、税務の経済的中立性、
銀行リザーブ・現金と、銀行以外の資金の割合、ビジネスを起業する際の
コスト、ビジネスを始めるための手続き項目数

・公正さ
・信頼性（certainty）
・納税義務に伴うコスト
・期限を越えた負債取り立てのための手続き項目数
・賃借人立ち退きのための手続き項目数
・公務員に対する信頼感
・公務員における汚職についての認識
・犯罪を懸念する人口割合
・サービス提供の質
・停電の頻度

・財政計画策定能力

・歳入の予測性と安定性
・税制の簡素さ
・予算の厳正さ

・公務員人件費の占める
割合

・予算執行の適正さ

・インセンティブ構造

・財政関係の予測性、透
明性

・納税者や第三者機関が
歳入政策に関与するメ
カニズム

・支出、歳入、財政赤字の予実乖離の度合い
・国内金利の目減り、物価、GNPの計画・実際

の乖離の度合い
・歳入予測と実際との乖離、年間の動き
・税法、税の種類、納税者の分類、免税措置
・義務的支出または使途が決まっている支出と

裁量による支出との割合
・中央政府の公務員人件費の対GNP比、対政府

歳出比
・支出部門のキャッシュ・フロー
・支出部門の平均的な予実乖離
上下、同僚間の圧力構造

出所：Knack, Kugler, Manning（2002）より作成
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本研究会では、民主化を考える基本的枠組みの検

討を行った上で、各地域別の民主化の現状と課題、主

要ドナーによる民主化・ガバナンス分野における支援

の動向を概観してきた。以上を踏まえ、今後JICAが

適切な民主化支援を検討・改善していくにあたり、重

要と思われるインプリケーションならびに課題を次に

整理したい。

7－1　JICAの民主化支援のあり方について

7－1－1 開発援助のなかで、民主化支援をどう捉

えるか

（1）第1章において整理されたように、民主化が重要

なのは、民主的体制が、国家からの政治的迫害や、

戦争や紛争、飢餓からの不安を国民から取り除き、

人間として最低限必要な経済社会生活を充足し、

各人の資質を発揮できる環境を創り出すために、

欠くべからざる枠組みであって、民主的でない開

発のプロセスとその成果は持続しないと考えるか

らである。このため、開発途上国にとって、持続的

な開発の推進のためには、基本的な人権の尊重や

政治参加を促進し、参加型の開発の促進に適合し

た政治・行政・社会を構築していくこと、すなわち、

民主化を進めていくことが必要な所以である。

（2）第6章で見たように、1990年代以降、DACを中

心とした援助コミュニティにおいては、民主化支

援にあたって、民主主義、人権、ガバナンス、参加

の4つの要素をあわせて、開発の成果を上げるため

に不可欠な前提として議論してきた。援助の内容

は、政治参加等の政治プロセスの問題、公共政策や

公的事業のマネジメント等のパフォーマンスの問

題、社会経済政策の包摂性（integration）や正当性と

いった政策プロセスの問題にまたがっている。ま

た、共通の価値観としては、参加、アカウンタビリ

ティ、透明性、開かれた政府、市民意識の役割等が

強調されてきており、援助の対象アクターとして

は、中央政府（三権を含む）、地方政府（三権を含

む）、政党組織や、意思を代表して表明する圧力団

体・市民団体などの政治的なアクター、教育や訓練

にかかわる教育団体など多岐に亘る。各主要ド

ナーの援助における民主化・ガバナンス分野の位

置づけとしても、普遍的価値として普及させる

（米）、人間開発に必要な価値観、仕組み、能力とし

て重視する（UNDP）、開発の成果を発現させるため

に必要な仕組み、能力として重視する（世界銀行）

というように多様であり、ドナー自体も、時代に

よって、あるいは、そのときのコンテクストで定義

を進化させてきている。このように、民主化支援

は、各ドナー共通の領域が存在しながらも、議論の

次元や対象アクターによって切り口が変わりうる。

このため、まず、日本の援助としての民主化支援の

位置づけを明確にしておくことが必要である。

（3）途上国の経済社会開発の促進を事業目標とする

JICAにおいては、上記（2）で挙げた主要ドナーの考

え方のうち、いずれのドナーにも共通する定義と

して、民主化・ガバナンスを、「開発の成果を持続

させるために、政府と国民の双方において必要な

仕組みと能力」として捉えて、民主化支援を位置づ

けることが妥当であろう。本研究会では、第1章に

おける整理（分析枠組み図）に沿って、民主化の構

成要素を、民主的な制度、民主化を機能させるシス

テム（すなわちガバナンス）、民主化を支える社会・

経済基盤の3つに分けて捉えることとしたが、国ご

とに必要な民主化支援の内容を検討する際には、

まず、「開発の成果を持続させるために、政府と国

民の双方において必要な仕組みと能力」が何かとい

う視点を基本において検討することが重要である。

第6章6－3で取り上げたDACにおける最近のガバ

ナンス指標を巡る議論では、ガバナンスを、開発の

成果を上げるための政府の能力（Capacity）と政府に

対するチェック・アンド・バランス（Constraints）の

2つの軸で整理しており、JICA事業においても、政

府や国民の能力向上を支援する視点とともに、適

切な政策の策定・実施が促進されるよう、政府の機

第7章　今後の民主化支援のあり方について
－民主化支援に関するJICA事業への提言
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能を監視・抑制する視点を組み入れていくことも

民主化支援の重要な柱の1つとなるであろう（後者

の点は、7－1－2で再度述べる）。

（4）なお、援助コミュニティの議論としては、民主化

やガバナンスの改善をどう効果的に進めるか、と

いう論点のみならず、そもそも国家運営、開発運営

の実を上げるためには、効果的で、説明責任を果た

しうる民主的な政府、人権の尊重、法制度の遵守等

で表されるところのグッド・ガバナンスが不可欠

だとの問題意識がある。また、効果的な援助戦略策

定のための途上国のガバナンス評価指標の検討、

開発における途上国の主体性（オーナーシップ）の

尊重、ドナー間の援助協調の重要性、特に、民主化・

ガバナンス状況が芳しくないと援助の効果は上が

らないとの前提に立った、援助対象国・分野の選別

論にも結びついている。（第6章6－2－1（2）参照）

7－1－2 民主化支援の基本的考え方

（1）途上国ごとの特性に応じた協力を行う

●本研究会では、第1章における整理に基づき、民主

化の構成要素を、民主的な制度、民主化を機能させ

るシステム（すなわちガバナンス）、民主化を支え

る社会・経済基盤の3つに分けて、東アジア・東南

アジア、南西アジア、中南米、アフリカの各地域を

事例にとり、民主化の現状を分析した（第2章～第

5章）。各途上国のおかれた政治状況、経済的社会的

初期条件、歴史的経緯によって、民主的制度の現状

は様々であり、制度自体の構築または再構築の必

要な国、制度的基盤はあっても、制度の実効性に問

題を抱える国、制度構築とともに、貧困の軽減や社

会開発を通じ社会の不安定要素を解決していくべ

き国など、大きな多様性がある。当然ながら、具体

的な民主化支援策は、日本が得意とする分野や方

法に力を入れるとしても、各国の実態や特殊性に

対応した支援を検討することが重要である。

●民主化支援は、民主的な機構の構築を支援したり、

ガバナンス改善のための活動を支援したりする直

接的支援のほかに、援助に「政治的コンディショナ

リティ」を付して、途上国側の改善努力を促す間接

的支援の二つの方法が採られるのが一般的である。

後者は外務省の政策判断事項となるが、研究会と

しては、民主的な制度の構築や改善は、あくまで民

主化に対する各途上国の主体的意思（すなわち、政

策意思と大衆の内発的な意識）が必要である点を強

調しておきたい。従って、間接的支援については、

民主化やガバナンス状況を援助供与に結びつける

コンディショナリティに重きを置くよりも、日本

が民主化を促進するような援助を行う、援助にあ

たっては民主化に配慮するといった、日本の民主

化・ガバナンスに対する明確なメッセージとして

ODA大綱にある援助原則を打ち出すことが重要と

考える。間接的支援のみで途上国の民主化に具体

的なインパクトを与えることには、もとより限界

があるからである。

●民主化促進・ガバナンス改善のための直接的支援の

方法としては、具体的な民主化支援活動を行うこ

とに加えて、従来より行っている開発援助案件に

おいて、民主的制度の構築やガバナンス改善への

配慮を組み込むことが考えられる。後者について

は、わが国の援助が、政府側の能力向上を支援する

ことに経験を蓄積してきたことからも、協力の持

続性を高めるための仕組みを取り入れるという観

点からも、政府側の行政能力の向上と、住民側の参

加によるチェック・アンド・バランスを盛り込んだ

案件の推進を、わが国に比較優位のある民主化支

援として捉えるべきであろう。なお、具体的な民主

化支援案件であっても、従来型案件における民主

化への配慮であっても、政府と受け手である住民、

市民の双方への働きかけをあわせて行うことが重

要なポイントとなる。内外のNGOや市民団体など

との連携が重要である。民主化支援案件の取り組

み方については、（2）において具体的に述べる。

（2）民主化支援のための類型化を検討する

第2章～第5章では、地域別の民主化の現状を分析

するにあたり、民主化の類型化とその類型に沿った支

援メニューの検討を行った。この検討結果を踏まえ、

今後の民主化支援の計画づくりにあたっては、大括り

の類型化をもって支援ニーズを整理・把握し、具体的

施策を検討していくことを提案する。民主化支援の内



92

民主的な国づくりへの支援に向けて

容は、あくまで、相手国の主体性、日本の相手国との

関係、他のドナー援助の方針との整合性をもって総合

的に考えることが必要であるが、途上国の現状に応じ

て、以下のような6類型の支援ニーズが考えられよ

う1。

復興支援型（紛争後の復興期にある国）

民主的な制度、民主化を機能させるシステム（すな

わちガバナンス）、民主化を支える社会・経済基盤の

3つの要素すべてに対し、総合的な支援が必要であ

る。紛争終結後の国は、（1）で議論した民主化への主

体的意思の点では、積極的な民主化志向を有し、ま

た、民主的制度の整備とともに、社会・経済基盤の整

備を同時並行させ、かつ早急に平和の実感と充足を満

たさなければならない特殊な状況にあるといえる。こ

のため、必要な部分に迅速な協力を行い、早期に平和

の配当をもたらすよう配慮し、間接的支援と直接的支

援のリンクを意識して民主化を逆行させないよう、日

本としても民主化への積極的支援をアピールすること

が重要である。同時に、当該国と共同で、中長期的視

点にたった、民主化支援と社会・経済開発支援を計画

していくことが必要であろう2。

これまでの協力実績では、与野党議員等を対象と

した本邦における民主化セミナーや、東ティモールや

カンボディア等における総選挙の監視や実施支援（専

門家派遣、車両等機材供与）などが行われている。東

ティモールではNGOの広範な参加を実現しつつ復興

支援への協力を展開している事例がある。その過程で

受益者に接触するNGOの能力強化、あるいは受益者

自身の組織化等、仲介組織と受益者自身の能力形成の

進展が見られる。カンボディアにおける難民再定住・

農村開発支援は、ASEAN各国との三角協力の形をと

り、地域的な支援体制が採られたことに特徴があっ

た。アフガニスタンに対しても、今後積極的な協力が

検討されている。

制度整備型（民主的制度の構築と改革を行っている

国）

司法・立法・行政等の基本的な制度の構築と改革に

取り組んでいる国に対しては、基本法の制定、法曹人

材の育成、議会機能の強化、公務員制度の充実など、

制度への信頼性を増すような支援が必要である。

これまでの協力実績では、ヴィエトナムやカンボ

ディア等への民法整備支援の事例がある。法整備支援

においては、支援の過程で先方の関係当局の参加を得

て、対話と合意を重ねつつ、法制度改正の必要性、経

済・社会にもたらす重要性を議論し、合意を重視する

やり方をとってきたことに特徴がある。現地の社会文

化に即した法の執行を確保するためには、立法化、法

曹の育成支援、市民の法意識の向上、法律扶助などの

面が今後の援助の課題となろう。また、タジキスタン

向けの国会運営に焦点をあてた民主化セミナーや、イ

ンドネシア向けに検討されている議員研修のように、

今後は、議会の各種機能の強化支援にも力を入れてい

くことが重要であろう。

ガバナンス強化型（民主的制度はあるが、十分に機

能していない国）

民主的制度はあるが、十分に機能していない国に

対しては、民主主義を機能させるための各種システム

の強化、すなわちガバナンスの改善が必要である。第

1章で定義したガバナンスのうち、どの側面に着目す

るかについては、国ごとのニーズを踏まえて検討する

必要があるが、公正で効率的な政府機能の強化のため

には、当該政府部局の能力向上に加えて、チェック・

アンド・バランスの強化が必須である。特に受益者の

ニーズを反映した開発を促進するような行政能力の向

上、情報公開などによる透明性の向上など、政府、市

民社会の双方の能力向上と、政府内の評価・監視機能

の向上、行政の情報化の推進などをあわせて検討する

ことが重要であろう。

これまでも、多くの政府機関の能力向上への協力

が行われてきている。特に、セクター別省庁や地方レ

ベルの行政機能の改善に関わる協力は、日本の得意と

する分野でもあり、受益者の関与の仕組みを組み入

れ、チェック・アンド・バランスを強化することに

よって、ガバナンスの中枢機能の1つとして捉えてい

く必要があろう。さらに、より利害関係者に近い地方

1 地域ごとの支援メニューの例については、第2～5章の各地域の支援のあり方を参照されたい。
2 平和構築に関する開発援助、平和配慮の考え方については、国際協力事業団国際協力総合研修所（2001b）を参照。
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政府の権限の拡大と能力向上の課題は、既に多くの国

で具体的な動きとなっており、問題点にも直面してい

る現状にあるが、チェック・アンド・バランスによる

民主的な仕組みづくりとサービス改善の積極的な2つ

の側面から、より注目すべきと思われる3。

貧困対策重視型（貧困が深刻であり、社会的安定と

社会開発が最重要課題となっている国）

社会開発に重きを置く、貧困対策重視型の援助に

おいては、まず、教育や識字レベル、保健衛生の向上

等の基本的生活環境整備及び生活能力の向上が重点で

ある。こうした改善は、行政サービス自体の改善のみ

ならず、長期的には人々の意識や認識の向上、住民の

組織的な能力の向上、女性の地位の向上を通じ、サー

ビス受益者としての期待の合理性の向上と声の拡大に

もつながる点で、民主化の定着に必要な協力として位

置づけていくことが重要であろう4。

なお、合理的な期待や声の反映のためには、受益者

と行政との間のコミュニケーションの手段が必要であ

り、行政側の情報にアクセスできるようにすることも

重要である。自由かつ中立的なメディアの役割は重要

であろうが、インドネシアで行われている母子手帳プ

ロジェクトのような、制度的な工夫による受益者・行

政間のコミュニケーションのツールも重要であり、か

つ、今後とも重視すべき点と思われる。

紛争拡大・再発の予防支援型（国内紛争が多発して

いる国）

紛争への対処は、一義的には軍事的・政治的努力が

必要であるが、紛争を回避するための体制としては、

政治・行政関係者の民主化・人権に関する意識の向

上、司法・立法制度の再構築、公正な裁判の実施など

への支援が重要である。同時に、経済・社会開発への

支援を通じた貧困の削減や教育の普及などの開発援助

を通じて紛争予防に取り組むことが重要である。

こうした平和構築支援の実績としては、カンボ

ディアにおける前述の難民再定住・農村開発支援

（ASEAN各国との三角協力）、退役軍人自立支援のた

めの村落振興支援、対人地雷除去のための支援、被災

者の社会復帰への支援などが行われている。また、公

正な利害調整メカニズムを支援する一環としての透明

で公正な警察行政の構築については、インドネシアを

はじめ、既に多くの地域で協力が展開されており、今

後とも注視していく事例であると考えられる。過去に

シンガポールで実施された交番制度の導入5 につい

て、今後東ティモールやエル・サルヴァドル等で展開

することとなっている。鑑識や通信インフラの強化と

いう技術的な側面とあわせて、市民が参加して治安を

守る市民警察の仕組みについては、その広がりと蓄積

も相当レベルに達していることから今後の戦略的な展

開も含めて評価していくことが望まれる。

なお、特定の地域、コミュニティを対象とした開発

援助が、逆に紛争を助長することもあり得るため、開

発援助の負の影響を回避するための平和配慮も必要で

ある6。

国際協調による支援型

中南米における米州機構（OAS）や、欧州における

EUなど、民主化へのコミットメントを明示する有力

な地域協力機構が存在している地域においては、こう

した地域機構への支援を通じて加盟国の民主化を促進

することも考えられる。また、アフリカにおけるアフ

リカ連合（AU）、南部アフリカ開発共同体（SADC）な

ど、地域機構としての機能と役割はこれまで限定的で

あったが、今後、重要なパートナーとして台頭してく

る可能性もあり、地域的な民主化支援を模索すること

3 地方行政官・地方大学・教育訓練機関・市民団体間のネットワーク形成を志向する案件、さらには受益者への積極的な情
報提供を促進し行政サービス改善を目指す案件を含む。このような案件の中に、例えばチリ・プエルモント地区で行われ
ている貝類養殖案件が挙げられる。県の水産振興及び水産資源管理行政の一端を第三セクター方式の公社が担い、この公
社が地域漁民の組織化、貝類の協働資源管理と、製品の品質管理と市場化、増養殖の技術普及の奥地展開、収益の配分を
行っている。

4 例えば、インドネシア・スラウェシ貧困対策プロジェクトはその実施にあたり、分権化とボトムアップ型地域開発を促進
することを中心とする、いわば民主的な地域開発のシステムづくりを志向する案件である。住民ニーズの調査に基づく地
域開発計画の作成・実行を可能にするシステムづくりと能力形成を行うことが目的である。貧困対策資金を上から配布す
るという形とは大きく異なっている（国際協力事業団国際協力総合研修所（1997））。

5 『警察白書』（昭和62年度）
6 平和構築に関する開発援助、平和配慮の考え方については、国際協力事業団国際総合研修所（2001b）参照。
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も検討に値しよう。

また、第6章6－2－1で言及した貧困削減戦略ペー

パー（PRSP）の策定対象国においては、策定及び実施

プロセスのなかに、市民との対話、参加型開発、ガバ

ナンス改善が組み入れられていることから、この策定

支援と実施への支援を通じて民主化・ガバナンスの促

進を図ることも重要であろう。

7－2　今後に向けた民主化支援の課題

7－2－1 民主化支援をさらに推進する上で検討す

べき課題

本研究会では、民主化支援に際し、国の特性を勘案

して支援ニーズを探り、協力を展開していくことを提

案しているが、これを踏まえて、JICAにおいて民主

化支援を推進していく上で、今後さらに検討すべき課

題は、次の通りである。

① 民主化・ガバナンス分野での援助の経験の蓄積

と整理

●民主化・ガバナンス分野に対応する分野分類

コードの確定と民主化に資する社会・経済基盤

整備のための案件の区分

●民主化・ガバナンス分野での援助実績の整理と

教訓の抽出

②　途上国のマクロ的な民主化・ガバナンスの現状評

価と開発成果との関係の整理

●途上国の民主化・ガバナンスの現状をより的確

に把握するための指標の検討

●従来からの援助案件における民主化・ガバナン

スへの配慮の必要性検討（チェック・リストの検

討）

●途上国の民主化・ガバナンスの状況が芳しくな

い場合の援助対応の検討（特に、援助選別論への

基本的考え方の整理等）

①は、7－1－2で述べた類型に沿って実施される

個別案件において、民主化・ガバナンス分野の問題改

善の経験を丁寧に積み上げていくことを指している。

まずは、組織統計としての民主化・ガバナンス分野を

確定し、サブ分野ごとにその実績と成否の要因を整

理・蓄積していくことが重要であろう。そのため、ど

の案件が民主化・ガバナンスに区分されるのかの統計

区分を明確にする必要がある。特に現在の分野分類の

「計画・行政」の区分をもう少し細分化し、民主化・ガ

バナンス関連の実績を抽出できるようにすべきであ

る。また、民主化を支える社会・経済基盤への支援に

ついては、分野分類上の区分としては、それぞれの直

接の開発目標に沿って、保健医療、教育等の分野に整

理するが、特に民主化に資するように考えられた案件

は民主化関連案件としてマーキングし、民主化支援の

実績として区分できるようにする工夫が必要である。

②は、昨今の援助コミュニティにおける議論に対

応した、国全体の民主化・ガバナンス状況の定量的把

握と処方箋づくりに関係することであり、DACでの

検討や議論の状況、選別論の実態、世界銀行などの指

標適用の試行事例等を継続的にフォローしていく努力

が必要であろう。JICAにとっての考え方として、ま

ずは、個別の制度的構築・改善、ガバナンス改善支援

における、より現状にそった支援計画の策定や、支援

の成果やインパクトを適切に測定するための指標検討

と、こうした指標による案件評価を積み重ねていくこ

とが、最優先の課題と思われる。DACでの指標検討

においても、指標データの積み上げを国全体としてど

う解釈するか、については、まだこれからの議論であ

り、データの客観性、収集可能性、普遍性等の検討に

留まっている。個別の民主化・ガバナンス・データを

基に、どのようにして、国全体の民主化・ガバナンス

状況を客観的に判断しうるか、またその判断を途上国

とドナー国・機関において共有化しうるか、すなわ

ち、ドナー共通の援助基準としての指標策定について

は、かなり慎重な議論が必要であろう。日本として、

例えば、独自の指標やチェック・リストを説得性を

もって開発していくためにも、①に挙げた援助の経験

の蓄積から着手すべきである。

従って、JICAとしては、今後、進行中案件はもと

より、新規の個別案件ごとに、ベースラインの現状把

握と目標設定、成果ならびにインパクトの評価の蓄積

に努め、成否の要因を整理していくことが妥当であろ

う。インパクト評価の中から、援助の優先順位づけに

ついての教訓の整理も重要である。なお、民主化・ガ

バナンスに配慮していくためのチェック・リストの前

身として、行政能力向上支援案件において、行政が受

益者のニーズにあったサービスの提供ができるよう、



第7章　今後の民主化支援のあり方について

95

受益者側の監視体制や、行政側のサービスに対する評

価・モニタリング体制などを、案件の中に組み込んだ

り、また、同様の行政システムを効果的に普及してい

く上で、考慮すべき外部要因（例えば、中央の上位官

庁あるいは省庁との力関係、または、NGOや市民団

体との関係づくりなど）を取り込んだ事例を整理する

ことから始めるのも一案である。

次節以降、これらの課題に取り組んでいくための

今後の留意点として、民主化支援の経験蓄積のための

ステップを検討する。

7－2－2 民主化支援経験の蓄積のための方策の検

討

上記7－2－1を踏まえて、民主化支援の経験事例

を効果的に蓄積し、支援の方針を確定していくために

留意すべき方策として、以下の4点を示す。

●成果を迅速に発現させるとともに広がりをもたせる

ために、ベスト・プラクティスを蓄積し、これを共

有する「モデル化」のアプローチを取る7。

今後、援助の規模が急拡大することを想定しがた

いなかでは、実績こそ少ないが、重要な協力事例であ

る、復興支援型、制度整備型の支援活動のより効果

的・効率的な運用と貴重な経験と教訓の集約が求めら

れる。他方で、わが国の得意分野ともいえる行政機関

の能力向上支援については、従来、民主化支援として

は捉えてこなかったが、受益者の参加やニーズ対応を

促進する仕組みや、政府機能のチェック・アンド・バ

ランスの要素を組み入れることで、ガバナンス強化型

支援、あるいは貧困対策重視型支援として、民主化に

資する重要な手段として活かしていくことができよ

う。今後、個々の案件の目的の達成が同時に民主化促

進の要素も持ちうるように、民主化促進という側面を

明確に意識した形で計画・実施・評価を行っていくこ

とが必要となる。このようにして、民主化支援という

観点から効果が上がった具体的なモデルを抽出してい

くことが望まれる。

●効果的なアプローチや支援の方策を検討する。

ベスト・プラクティスの事例蓄積が進み、モデル化

が進んだ段階で、そこから、民主化支援についての、

より組織的な支援方針を検討するために横断的な評価

を行う。個別案件の成果を総合し、より包括的な民主

化支援の方向性ならびにアプローチを検討することが

望まれる。具体的な方策の一例としてはBox7－1の

通り。

●市民社会やNGO等との連携の促進

民主化支援にあたっては、他援助国・機関との連携

を図るとともに、幅広い関係者（例：民間・市民団体、

NGO、地方自治体、政党）とも連携していくことが重

要である。JICA事業においても、平和構築、貧困対

策に取り組むほどに、内外のNGOや市民社会、地方

自治体の果たす役割が重要だとの認識が高まってきて

おり、NGOとの連携スキームを発展させてきた。途

上国の民主化促進においては、NGO等と連携した

JICA事業を拡充していくのみならず、さらに広く国

際交流という形で、日本と途上国との間で、それぞれ

の市民組織やNGO、弁護士会等の各界団体、あるい

は自治体同士が交流活動を行うことの意義は大きい。

政治参加や政府の説明責任の向上などの諸課題は、援

助する側にとっても進行中の改善課題であることも多

く、日本と途上国の様々な団体、組織間の交流を通じ

て、自らの課題と問題解決に向けた活動を相互に示し

合うことで、異なる政治・経済・社会システムへの相

互理解と尊重の念を幅広く累積し、問題への取り組み

経験の交流を促進していくことが可能となる。これ

は、民主化支援における援助する側、受ける側双方の

メリットであり、また同時に納得のいく結果を得る上

で不可欠の要素ともいえる。異なる政治、経済、社会

のシステムの相互理解、尊重の重要性は、国際交流を

通じて日本のシステム及び日本人に触れた人が現地で

仕事をする上で大きな力となってくれた数多くの事例

に接してきた援助関係者にはほとんど自明の理ともい

えることである。

従って、JICAの民主化支援活動において、内外の

NGO、市民団体等との連携協力を進めることはもと

より、民主化促進の土壌である相互理解を培うために

は、途上国との間で、NGO、諸団体、地方自治体等間

7 ここでいうベスト・プラクティスとは現在の状況の中で優れて効果の上がっているものという意味合いであり、将来にわ
たって最上というほどの強い意味は無い。範として立て、これに言及しながら現実の施策を改善し、その結果を範に反映
させていく帰納的なアプローチを取るときに、多くのドナーで慣行としてこれをベスト・プラクティスと呼ぶことが多い
ので、この言葉を使う。
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Box7－1　効果的なアプローチや支援事例の蓄積のための方策〈試案〉

a. ベスト・プラクティス事例の同定：民主化の過程を促進する要素の取り込み
本研究会は、地域の状況に応じた民主化への多様なアプローチの必要性を認め、また民主化の促進が、住民のニーズに

応える参加型の開発の推進に適した政治・行政・社会を構築するために必要であるとする立場をとっている。このような
立場の議論に実体を与えるものとして、ベスト・プラクティスの事例蓄積とその発展・更新を通じた効果的アプローチや
支援ステップの形成を進めることが重要である。このためには、まず、個々の協力案件の計画・管理運営において、その
案件が民主化を促進するどのような側面を含むものかを同定することが求められる。確認するための項目は、法整備支援
であれば、法そのものに公正さの要素が内包されると考えるべきであるが、例えば、行政サービス改善であれば、公正さ
や説明責任を促進する仕組みを含むかどうかで判断しうる。一例としては、以下の通り。

①案件の計画が受益者のニーズと願望を反映したものとなっているか。
②実施機関（多くは行政）が計画を実施するにあたり、受益者の意向を取り入れつつ実施するための仕組みを有し、実際

にそれを活用しているか。例えば市民団体、NGO、地方議会等が運営委員会のメンバーとして参画し意見調整が行わ
れているか。

③案件実施の中間段階及び終了時点で、受益者に対して情報提供がなされてきたか。

b. 組織的な民主化支援アプローチ及び支援方策の展開
上記の点についてモニタリングを継続し、範となる事例が得られた場合は、上記3点（立案段階でのニーズの反映、実

施段階でのニーズの取り入れの制度化、透明性のある運営）を実現するために取られた措置をあわせて記録する。当然の
ことではあるが、ベスト・プラクティス・モデルは唯一解ではない。議論の出発点として、今後追加的に改良を加えてい
く際の参考モデルととらえる。パブリック・コメントを受け付けモデル改善への参画を勧奨する。必要に応じ、範となる
事例を実施した実施機関による報告会開催を国内外で支援し、他地域で事例に関心を有する行政、市民団体、NGO、地方
議会等の関係者との意見交換の促進を図る。セミナー形式の交流を在外研修活動として認知し支援することなども検討す
る。（マイクロ・ファイナンスによる地域開発ベスト・プラクティスのセミナーは既にインドネシアで実施されている。
JICAインドネシア事務所ホームページ（http://www.jica.or.id/index.html）参照）。

事例の蓄積は、基準となる事例が改善され発展する過程を通じて行い、効果的アプローチや支援のステップの検討過程
をフォローする。

c. 迅速なモニタリング・評価と結果の積極的公開
民主化促進の意味合いが大きく、モデル構築に資すると思われる事例を迅速に評価し、第三者にもわかりやすい形で説

明可能なものにしていくことが求められる。加えてこれを迅速に開示しフィードバックを得るための広報の仕組みの導入
も不可欠である。既に評価報告書についてはホームページで全件公開されているが、加えてホームページ上に民主化促進
策の形成のためのフォーラムを設置し、前述のセミナー形式の意見交換も踏まえて、幅広い意見を得て効果的アプローチ
や支援のステップの一層の具体化を図る場を設けることが望まれる。

優れた評価と柔軟な広報の仕組みの存在に支えられてはじめて、モデル展開を軸とした民主化支援を実態のあるものに
していくことが可能となる。

d. 総括的評価による支援方針の確定―民主化支援は一般化した配慮か？具体的な処方箋提示か？
モデル化、及びそれを受けた効果的アプローチやステップの検討が進捗した段階で、7－1－2で提言した6つの民主化

支援の類型（復興支援、制度整備支援、ガバナンス強化、貧困対策重視、紛争予防支援、国際協調による支援）及びJICA
との連携による様々なレベルでの国際交流活動について、総括的な評価を試行する。総括的な評価の目的は、これらの「民
主化支援」活動が、総体的に民主化をどのように促進しているか、すなわち民主化へのインパクトを、何らかの指標を用
いて測定・判断することでもある。

この評価は、今後の民主化支援の具体的な仕組みを考える際に、民主化配慮として一般化された形を取るのがいいのか
検討するために必要である。これまで、環境、ジェンダー、平和構築等の横断的な課題については、「これに配慮しつつ案
件を実施する」という方向が出されてきた。そして支援要請案件の事前審査項目の中に配慮チェックリストが付加される
という仕組みに発展してきた。民主化支援についても、他の横断的なテーマと同様に事前審査項目の中に民主化配慮項目
のチェックリストを加えるところまで進むのがいいのか、慎重な判断が求められる。そもそも、何々配慮を行うというア
プローチが、民主化支援の場合に、実体としてどこまで実効性があるのかについても確認する必要があることはいうまで
もない。

あるいは当初のモデルに立脚した方向を保ち、アプローチとステップの形成を進める方向をしばらく維持するのか。仮
に後者を選択した場合には、日本の比較優位である現場主義やプロセス重視といった観点を色濃く反映させることが可能
となろう。どちらの方向を取るのかは、総括評価の結果をまたねばならない。
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の重層的な交流関係が大きな意義を持つことを認識

し、こうした各層間の国際交流活動への支援も含め

て、連携の拡大を検討することが望まれる8。

●ベスト・プラクティスの積み上げによる民主化支援

方針の検討

ベスト・プラクティスの蓄積による支援メニュー

のモデル化と改善という積み上げ方式の帰納的な方法

は、民主化促進の戦略の全体像を示しにくいという問

題点があることは事実である。しかし一方で、個別案

件ごとの具体性があること、具体性を軸に民間や

NGO、地方自治体など幅広い関係者を巻き込んでい

くことが可能なこと、先進国ドナーだけでなく南南協

力パートナーの参加も得て連携しモデルを改善してい

くことができる利点をも有している。

民主化には様々なアプローチがあり、民主主義を

語るのは先進国だけに許された特権ではない。途上国

の中にも長い民主主義の歴史を有する国がある。支援

メニューのモデルの構築と改善の過程に途上国パート

ナーを加えていくことにより、大きな流れを作ること

が可能となり、地域の事情に即した民主化を進めてい

くことが可能となる。加えて、国際協力の説明責任の

観点からすれば、具体的にどのような姿を民主化と捉

え、支援していくのか、実効的な目標と成果とインパ

クトを測定するための指標を提示する義務をいずれに

せよ避けることはできない。まずは技術協力の枠内

で、範となりうる具体例を提示していくなかで実証的

に検討されるべきものであろう。

研究会の概念整理に沿いつつ、本研究会ではよう

やく民主化支援の具体的なあり方の入り口を確認する

ことができたが、多くは今後の取り組みにかかってい

る。

8 国際交流と開発協力、平和構築の将来的な連携関係を論じたものとしては、国際協力事業団国際協力総合研修所（1995）が
ある。
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付録1　JICAにおける民主化支援関連の協力プログラム
（民主的制度の構築及び民主化を機能させるシステム関連）

*民主化を支える基盤についての協力は各分野における協力の中に織り込まれて実施されているため、ここでは記載しない。

＊本表の「協力スキーム」に関する略語は以下の事業形態を表す。
プロ技：プロジェクト方式技術協力　無償：無償資金協力　開調：開発調査　在外開調：在外開発調査　本邦プロ形：本邦プロジェクト形成調査　在外プロ形：在外プロジェクト形成調
査　開発福祉：開発福祉支援　個専：個別派遣専門家　三国専：第三国専門家　チーム：個別専門家チーム派遣　重要政策：重要政策中枢支援　C/P研修：カウンターパート研修　国特：
国別特設研修　集団：集団研修　一般特設：一般特設研修　個別一般：個別一般研修　現地国内：現地国内研修　三国研：第三国研修　開パト：開発パートナー事業　ミニパト：小規模
開発パートナー事業　JOCV：青年海外協力隊　SV：シニアボランティア

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム

中央統計局の統計情報整備機能の強化

組織改革への政策、施策助言
犯罪捜査能力の向上、通信指令システムの
整備の分野で、人材育成を中心に貢献

地方のイニシアティブを重視した地域開発
計画の策定支援
地域間協力への支援
ステークホルダーの参加促進

地方人材育成及び行政能力向上

チーム「2000年人口センサス改善」（1997～ 2000）
個専「2000年人口センサス」（2000～ 2002）
個専「OCR集計」（2002）
個専「サンプリングフレーム分析」（2001）
国特「2000年人口センサス改善」（1999、2001）
現地国内「2000年人口センサス改善」（1998～ 2001）
無償「統計用機材整備計画」（1999）
個専「ジェンダー啓発普及」（2002）
開発福祉「西ティモールにおける貧困女性の生計向上プロジェクト」（2001～2003）
個専「国家警察政策アドバイザー」（2001～ 2003）
個専「鑑識技術等」（2001）
プロ技「国家警察改革支援」（予定）

チーム「地方政府の開発政策支援」（2001～ 2004）
個専「地域開発政策関連複数」（予定）
プロ技「スラウェシ貧困対策支援村落開発」（1996～ 2001）
在外開調「地方分権化実施における地方政府の実施状況及びニーズ調査」（2001）
在外開調「スラウェシ離島振興開発計画調査」（2001～ 2002）
現地国内「スラウェシ開発計画立案実施研修」（2000～）
現地国内「地方分権・地方自治の政治経済学」（予定）
プロ技「地方行政人材育成」（2002～ 2005）
現地国内「地方公共政策運営技術」（1998～ 2001）
現地国内「地域参加型地方教育計画教育研修」（1999～ 2001）
個専「住民参加型観光開発」（2000～ 2003）
開発福祉「東ヌサテンガラにおけるマルチ・セクターアプローチによる開発モデル
事業」（2000～ 2002）

インドネシア
行政・司法改革への支援

（全国地域及び小地域における
統計情報整備やサンプリング・
フレームの改善）

対外的に信頼し得る民主的組
織変革（国民の信頼を得る組織
改変）
組織民主化を促進し得る人材
育成（捜査技術の近代化）、再
教育計画の策定
地方分権化への支援

（地方のイニシアティブに基づ
いた地域開発計画の策定・実
施環境の整備）

地方分権化への支援
（地方のキャパシティ・ビル
ディング）

行政・司法運営能力の向上
（統計情報整備機能強化プログ
ラム）

警察行政支援

地方行政支援
（地域開発政策実施支援）

地方行政支援
（地方人材育成・能力向上）
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各セクターにおける中央・地方行政官の育
成
開発計画の策定能力向上と各省庁の政策立
案能力の向上

援助受入担当者の育成
法曹関係者の養成

コミュニティレベルの人材育成・制度づく
り

金融機関及び監督機関の能力向上

開発行政官の援助案件調整能力の向上と連
携の推進
司法改革に対する支援方策の検討
消防訓練行政の向上
警察官の科学捜査技術の向上
犯罪捜査能力強化とそれによる犯罪抑止力
の向上

地方自治体の計画策定能力・実施能力・行
政能力の向上
地方分権化の適切な実行と総合的な地方開
発の促進支援

集団「行政管理」「人事行政研修」（2001）

個別一般「国家開発計画」等（2000）
個専「開発計画アドバイザー」（2001～ 2003）
現地国内「ODA紹介ワークショップ」（2001）

三国研インドネシア「法曹研修」（2000～）
現地国内「法曹研修」（2001）
開発福祉「東ティモール保健システム復興事業」

（ワールドビジョンジャパン・アイレウ県）（1999～ 2002）
開発福祉「フィロロ準県公衆衛生・医療システム復興事業」（AFMET、ラウテム県）

（1999～ 2002）
開発福祉「エルメラ県プライマリー・ヘルス・ケア」（SHARE）（2001～ 2002）
開発福祉「東ティモール環境保全プログラム」（HABURAS）（2000～ 2001）
三国研マレイシア「農村女性起業家育成」（2000）

個専「社会基盤整備に関する金融アドバイザー」（2000～ 2002）
国特「プロジェクト・ファイナンス技法」（2001～ 2003）
SV「金融」（1998～ 2001）
個専「融資審査能力、プロジェクト管理能力向上」（予定）

在外プロ形「ガバナンス支援・金融関連」（2001）
企画調査員「司法改革支援」（2001）
個専「消防訓練行政」（2001）
個専「援助調整」（1999～ 2001）
個専「警察科学捜査・鑑識」（1998～ 2002）
個専「警察科学捜査・初動捜査」（1998～ 2002）
現地国内「ストリートウオッチ防犯セミナー」（1999～ 2003）
セミナー「犯罪防止」（2001）
個専「薬物犯罪捜査」（2001）
個専「都市化関連開発計画」（1998～ 2001）
プロ技「セブ地方部活性化」（1999～ 2004）
開発福祉「セブ州北西部地域開発プロジェクト」（2000～ 2003）
国特「地域振興」（1997～ 2001）
国特「地域振興行政セミナー」（1998～ 2002）
現地国内「地方計画・開発行政官のための地域開発支援」（1999～ 2001）
企画調査員「NGO・地方自治体連携促進]（2000～ 2001）

行政官育成プログラム

コミュニティ育成・強化プロ
グラム

金融機関審査能力向上

中央政府行政能力強化プログ
ラム

警察機能改善プログラム

地方自治体行政能力向上プロ
グラム

東ティモール
東ティモール公務員の採用と
育成

コミュニティレベルの人材育
成・制度づくり

マレイシア
金融セクターにおける人材育
成

フィリピン
グッド・ガバナンスの推進

地方分権の推進

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
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住民参加手法を導入した開発計画策定能力
の向上、マネジメントインフォメーション
システムの構築支援、共同研究会を通じた
政策策定支援

租税制度の改善及び税務職員の能力向上
関税制度の改善及び税関職員の能力向上
PAPなどの予算執行手続きへの支援

除隊兵士と家族の市民社会への統合支援
（農村開発、職業訓練等）

公共投資・海外援助全体の効率的配分に留
意したODAの実施
プロジェクト管理能力の向上
開発計画の基礎となる統計データの整備

地方行政府の実務能力向上

政策提言支援「共同研究会」（2000～ 2002）
国特「地方行政能力向上」（2001～ 2003）
現地国内「地方行政能力向上」（2000）
個専「開発計画策定」（2001～ 2003）
個専「開発業務調整」（2001～ 2003）
個専「情報整備／MIS」（予定）
個専「地方業行政能力向上」（1999～ 2001）
企画調査員「地方行政能力向上プログラム」（2000～ 2001）
SV「開発計画」（2001～ 2003）

個専「税制度整備支援」（2000、2002）

国特「税務行政」（2001～ 2005）
集団「国際税務行政セミナー（一般租税）」（1996～）
個専「税制度整備アドバイザー」（2002～ 2004）
個専「徴税システム開発」（予定）
開調「徴税システム整備計画調整」（2003～ 2004）
個専「ASEAN税関事後調査制度改善（広域専門家）」（2001～2002）＊インドネシア
に派遣
国特「税関行政」（2001～ 2005）
集団「税関行政」（1999～ 2001）
企画調査員「対人地雷対策・除隊兵士自立支援」（2000～ 2001）
個専「除隊兵士支援プログラムコーディネーター」（2001）
個専「除隊兵士支援プログラムコーディネーター（農村開発連携）」（2002～ 2003）
開発福祉「除隊兵士支援（仮称）」（2002～ 2005）
個専「援助調整」（1994～ 2003）
C/P研修「援助受入れ能力向上」（2000）
長期研修「開発政策」（2001～ 2002）
個専「財政政策アドバイザー」（2001～ 2003）
C/P研修「財政政策」（2002）
国特「ODAローンセミナー」（1997～ 2001）
国特「統計実務」（1996～ 1999、2001）
集団「研修指導官のための電子統計計算」（2001）
JOCV「統計」（1999～ 2004）
個専「プノンペン市行政アドバイザー」（2000）
国特「地方自治体行政」（1999～ 2003）
国特「インドシナ地域総合開発計画管理セミナー」（1998～ 2001）

タイ
地方行政能力の向上
参加型開発手法の推進

カンボディア
国家財政の健全化
歳入の増加
予算管理体制の整備
国防予算の削減
公共投資（援助を含む）管理の
強化

公共サービスの向上
行政機構の再編・機能強化
公務員の人材育成
公務員倫理の向上（汚職対策）
行政の地方分権化

地方行政能力向上プログラム

財政改革支援計画

除隊兵士支援計画

公共投資管理計画

行政改革支援計画

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム



付
録
1　
JIC
A
に
お
け
る
民
主
化
支
援
関
連
の
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム101

民法及び民事訴訟法の起草
法曹人材の育成

警察機構の改革
警察の犯罪捜査能力の向上
薬物犯罪取り締まりの強化

普及活動、訓練
郡・州レベルでのジェンダー研修を実施
し、村落レベルでの女性の社会参画を促す
女性・退役軍人省の役割の再定義し、中長
期計画の立案を支援する
関連省庁・機関（農業省、商業省、社会福祉
省、農村開発省、農村開発銀行等）と連携し
た政策・指針づくり、及びモニタリング体
制づくりを支援する
家族計画の教育普及のためのボランティア
育成、健康教育の実施支援
保健省との協力関係強化

研究協力「重要政策中枢支援『法制度整備』」（1998～ 2002）
国特「法制度整備（民法起草支援）」（2000～ 2001）
国特「法制度整備（民訴法起草支援）」（2001）
C/P研修「法制度整備」（1998～ 2001）
長期研修「法制度整備」（1999～ 2004）
ミニパト「弁護士会司法支援事業」（2001）
一般特設「国際民商事法研修」（1998～ 2001）
一般特設「国際民商事法研修II」（2002）
一般特設「汚職防止刑事司法支援」（1998～ 2000）
個専「薬物犯罪取締」（2000～ 2004）
個専「薬物検査」（2002）
国特「薬物取締法執行能力の高度化に係る地域協力」（2001～ 2003）
集団「薬物犯罪取締セミナー II」（1996、1998～ 2001）
三国研「麻薬撲滅及び犯罪取締」（1999～ 2001）
個専「鑑識理論」（1998～ 2000）
個専「鑑識制度」（2001）
SV「鑑識」（2001～ 2003）
集団「国際鑑識セミナー」（1998、2000～ 2001）
個専「セミナー『交番制度』」（2001）
三国研「交番システム」（1994～ 2002）
国特「海上犯罪捜査セミナー」（2001～ 2005）
集団「犯罪防止上級セミナー」（2001）
一般特設「国際捜査協力セミナー」（2002）
集団「交通警察行政研修」（2000）
個専「貧困対策事業運営アドバイザー」（1999～ 2001）
個専「ジェンダー主流化」（2001～ 2003）
個専「ファッションデザイン技術向上計画」（2000～ 2001）
三国専「小規模金融」（2002）
SV「女性省：財務管理向上」（2001～ 2003）
SV「女性省：総務管理向上」（2001～ 2003）
一般特設「農村女性能力向上」（1999～ 2001）
一般特設「女性起業家育成のためのセミナー」（2001）
一般特設「漁村における女性指導者養成」（2000～ 2001）
一般特設「男女共同参画推進セミナー」（1997～ 1999、2001）
集団「リプロダクティブヘルス指導者セミナー」（2001～ 2004）
三国研「家族計画におけるメディアの役割」（1998～ 2002）
三国研「農村女性中小規模企業家育成訓練」（2000～ 2002）
三国研「人口・リプロダクティブヘルス」（1999～ 2003）
JOCV「システムエンジニア」（2001～ 2003）
JOCV「デザイン」（2001～ 2003）
開発福祉「女性へのあらゆる暴力及びトラフィキング対策支援」（2002～2004）
開発福祉「女性のリプロダクティブヘルス向上」（1998～ 2000）

司法制度の確立
基本法などの法律の整備
裁判官、検事、弁護士等法曹界
の増員と能力向上

治安の改善
警察機構の改革
犯罪取締能力の強化
麻薬犯罪の取り締まり強化
小型武器回収・破棄

男女格差の是正

司法改革支援計画

治安改善計画

開発課題の整理のみ

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
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財政金融分野の政策立案及び実行能力の強
化
税制改革の実行支援
個別税制の立法支援
地方税務署の実務能力引き上げ
金融システムの近代化商業銀行の金融実務
審査実務能力引き上げ
経済学・経営学教育の質の向上

WTO協定分野の政策立案及び実行能力の
強化
WTO加盟交渉
税関行政／税関政策
知的財産権
経済学・経営学教育の質の向上

民法・商法等の市場経済化に必要な法制度
の整備と人材育成
個別立法作業の助言
現行法令の鳥瞰図作成
民法改正

個専「財政政策アドバイザー」（2000～ 2002）
国特「税務行政」（1996～ 2001）
個専「税務行政」（2002）
現地国内「税務行政」（予定）
在外長期研修「財務行政」（予定）
個専「金融分野援助調整」（2001～ 2002）
個専「金融実務／審査実務」（予定）

国特「WTO加盟支援」（1998～ 2002）
個専「WTO加盟支援」（1999～ 2002）
個専「税関政策／税関行政」（1997～ 2003）
個専「税関行政」（2000～ 2002）
国特「税関行政」（2002）
現地国内「税関近代化教育」（2001）
個専「工業所有権」（1996～ 2002）
個専「工業所有権情報普及」（2001～ 1002）
プロ技「工業所有権業務近代化」（2000～ 2004）
個専「植物検疫法制」（2000～ 2001）
重要政策「法整備支援フェーズ2」（2000～ 2002）
国特「法整備支援」（1996～ 2002）
個専「援助調整」（1999～ 2003）
個専「援助受け入れアドバイザー」（1999～ 2003）
企画調査員：越南部援助調整（1999～ 2002）
国特「ODAローンセミナー」（2001～ 2004）
国特「事後評価」（2001～ 2004）
国特「行政／公務員制度セミナー」（1997～ 2002）
個専「公務員人事」（1997～ 2001）
国特「警察官行政セミナー」（1999～ 2001）
個専「警察官行政セミナー」（2001）
国特「薬物取締法執行能力の高度化に係る地域協力」（2001～ 2003）

ヴィエトナム
税制改革／財政支出の効率化
公共投資の国内外貯蓄動員の
ための制度・運用改善
金融システム近代化のための
制度構築・実務人材育成
中央銀行の金融調節手段の多
様化
中長期金融機関の能力強化
FDIのビジネス環境改善
若手人材の育成（高等教育）
WTO体制への国内法制度の調
整

民商事法分野の立法促進
整合性ある法体系の構築
法曹の人材育成
法学教育・法学研究の質向上
公共部門改革（PAR）の推進

（大学の経済学・経営学教育）

WTO加盟支援プログラム

法整備支援プログラム

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
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個専「司法アドバイザー」（2001～ 2003）
個専「法制度整備セミナー」（2000～ 2001）
企画調査員「法整備支援」（2001～ 2002）
国特「法整備」（2000～ 2001）
個別研修「法整備支援」（2001）
本邦プロ形「法制度整備」（2000）
現地国内「地域振興計画」（2001）
国特「地方行政官育成」（地場産業振興）（2000～ 2002）
国特「インドシナ地域総合開発計画セミナー」（1998～ 2001）
国特「一村一品運動セミナー」（2001）
開調「国境（サバナケット地域）経済特別区開発計画」（2000～ 2001）
開調「タイ・ラオス国境地域総合開発計画」（1999～ 2001）
個専「犯罪鑑識」（2000、2002）
個専「薬物対策」（予定）
国特「海上犯罪捜査セミナー」（2001）
国特「薬物取締法執行能力の高度化に係る地域協力」（2001）

プロ技「経済構造調整支援」（2000）
開調「経済構造調整政策支援」（2000～ 2002）
個専「関税業務向上」（2001）
個専「税制改革」（2001）
個専「政策金融制度」（2001）
個専「民間金融セクター育成」（2001）
開調「経済構造調整政策支援」（2000～ 2002）

開調「市場経済化支援調査」（2000～ 2001）
無償「留学生無償」BD（2001）
個専「マクロ経済政策」（1998～ 2001）
個専「法整備支援計画」（2001～ 2001）

経済・社会の秩序ある発展を保証する法制
度の整備・執行に従事する行政官の育成

地域特性及び住民のニーズを反映した開発
計画を策定・実施できる行政官の育成
開発計画自体の策定

警察官等の犯罪捜査技術・薬物対策能力の
向上

日本・ミャンマー合同タスクフォースによ
る財政・金融政策の提言と同提言に基づい
た支援

日本・ミャンマー合同タスクフォースによ
る財政・金融政策の提言と同提言に基づい
た支援

個人、法人からの徴税及び輸出入関税の徴
税率を上げるための実務人材の育成、制度
づくり

ラオス
経済・社会運営に関わる行政
官の育成

経済・社会運営に関わる行政
官の育成

ミャンマー
財政・金融制度改革

産業育成・貿易振興

モンゴル
政府部門基盤強化

法制度整備

地域開発支援

警察行政支援

経済構造調整政策支援プログ
ラム（財政・金融）

経済構造調整政策支援プログ
ラム（産業・貿易）

徴税機能強化プログラム
中核人材育成プログラム

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
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開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム

公務員資質の向上と地方行政の機能強化

効率的な税制行政の確立

会計検査業務の効率的なシステム化

警察機能の合理化、強化

効率的かつ民主的な選挙体制の確立支援

女性の政治参加を支援

住民参加型農村開発の推進・行政と農村社
会のリンケージの強化

貧困層の自立支援

開発における女性の役割の認識促進、開発
への参加の促進

公務員の人材育成強化（人事管理）
国勢調査実施支援

社会的弱者の救済
司法・警察制度の充実
女性の平等化

地方行政機構の強化
行政の地方分権化の促進

女性住民の組織化
自給作物生産性向上
家内工業・手工業の振興

パキスタン
行政機構の改善と公務員資質
の向上
汚職・不正を払拭する行政体
制確立

民主地方選挙態勢の確立

バングラディシュ
貧困層が直接裨益する、より
効果的な農村開発の協力推進

モデル的な農村開発の実施

農村開発におけるWIDからの
技術協力の促進
アルゼンティン
地域及び所得格差の是正

コロンビア
社会開発

チリ
地域経済開発支援

パナマ
貧富及び地域格差の是正

行政改革・人材養成プログラ
ム
税務行政公正化・合理化支援

会計検査改善支援

警察改革支援プログラム

民主選挙実施管理支援

女性の行政参加支援

住民参加型農村開発プログラ
ム

モデル農村開発プログラム

女性と開発プログラム

行政改革支援プログラム

人間安全保障プログラム

地方・村落開発推進プログラ
ム

先住民貧困対策プログラム

個専「開発政策」（1999～ 2002）

個専「税制改革支援」（予定）
国特「税務行政」（予定）
個専「税務行政支援」（予定）
国特「税務行政」（予定）
個専「科学捜査技術」（2001）
個専「警察行政」（予定）
企画調査員「良い統治」（2001～ 2002）
在外プロ形「良い統治」（2001）
個専「女性の自立」（2001）
国特「女性の政治参加」（予定）

企画調査員「NGO連携」（1999～ 2000）
開パト「住民組織化支援」（2001～ 2004）
個専「住民参加型農村開発アドバイザー」（1999～ 2001）
チーム「住民参加型農村開発行政支援」（2000～ 2004）
国特「住民参加型農村開発行政」（予定）
個専「農村開発技術指導」（1998～ 2002）
JOCV「ポンプ貸出事業」（予定）
現地国内「婦人農業研修」（1999～ 2004）
個専「女性と開発」（2001～ 2003）

国特「人事管理セミナー」（1998～ 2002）
プロ技「人口統計」（1995～ 2000）
個専「人口統計」（2001）

研究支援費「内戦による被害女性の総合的予防対策に係る調査研究」（2000～2002）
開発福祉「職業訓練を通じた被害女児福祉向上」（2001～ 2004）
国特「法医学捜査」（予定）

国特「都市開発システム」（2000～ 2004）
JOCV「村落開発普及員」（1998～ 2003）
JOCV「都市開発」、「都市計画」（1997～ 2003）

開発福祉「全住民地区協同組合育成」（2000）
JOCV「稲作」（1996～2004）、「村落開発普及員」（1997～2004）、「プログラムオフィ
サー」（1995～2003）、「手工芸」（2002～2004）、「農業協同組合」（1999～2001）、「植
林」（1998～ 2002）、「野菜」（1991～ 2004）
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地方分権化
地方自治制度の確立

行政の効率化・機能強化
公務員の能力強化

治安向上による地域発展

女性の労働環境整備
女性の教育訓練促進

行刑施設の能力向上
選挙制度の監理・運営の一元化
市民教育研修

住民主体のプログラム策定
地域住民のニーズ把握

女性の地位向上
女性の能力開発

教育者の質の向上
地方行政能力の改善

治安維持機能向上
科学捜査能力の向上

市民社会の強化
社会的弱者保護制度の整備
行政能力の向上
組織・制度的な能力開発

プロ技「農牧統計強化計画アフターケア」（2000～ 2002）
個専「円借款事業アドバイザー」（1999～ 2002）
集団「国家行政」（1996～1998）、「工業所有権行政」（1999）、「農業統計情報システ
ム」（1996～ 2001）、「税関行政」（1996）
特になし

個専「地方警察整備（交番及び駐在所プログラム）」（2000～ 2001）
個専「犯罪捜査」（2001）
個専「非合法物質分析」（2001）
国特「公共保安」（2000～ 2001）

個専「貧困女性のための職業訓練計画」（2001）
個専「ジェンダー・アドバイザー」（2001）
開発福祉「女性のための生計向上」（1999～ 2002）
開発福祉「貧困女性のための生計向上事業」（予定）
国特「ジェンダーと開発」行政官セミナー（予定）
国特「行刑施設における処遇・保安設備・管理運営」（1996～ 2000）
開調「行刑施設内作業技術向上調査（受刑者の更正支援）」（予定）
国特「民主化セミナー」（2001～ 2005）

個専「持続的農村開発」（2000～ 2002）
JOCV「プログラムオフィサー」（2001～2003）、「村落開発普及員」（2000～2004）、

「家政」（1980～ 1999、2001～ 2003）
C/P研修「地域振興」（予定）
ミニパト「自閉症児者自立を目指した料行く方の技術移転」（2000）

SV（予定）
日墨交流計画（予定）

個専「中米高等警察研究所」（2000）

三国研「刑務所の生活条件と犯罪者矯正計画」（コスタ・リカ）（1999～ 2003）

企画調査員「地方開発・貧困対策」（2000～ 2001）
JOCV「村落開発普及員」（1993～ 2003）
個専「開発計画」（1997～ 2004）

パラグァイ
国家及び地方行政能力の向上

ブラジル
社会開発関連

ペルー
貧困層への支援

その他

ホンデュラス
経済活動の活性化

貧困層能力開発

メキシコ
地域・貧富の格差の是正

エル・サルヴァドル
民主化・経済安定化支援

ニカラグァ
貧困緩和

民主化・経済安定化支援

地方分権化支援プログラム

国家行政計画能力向上プログ
ラム

治安向上プログラム

女性能力開発プログラム

民主化支援プログラム

参加型地域開発プログラム

女性のエンパワメント

地方行政官の人材育成支援

警察の質の向上プログラム

司法制度の改善プログラム

コミュニティエンパワメント

援助受入体制強化プログラム

開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
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開発課題 協力プログラム 目標／成果 協力スキーム
グァテマラ
行政・司法の整備

ケニア
行政能力の向上

ノンフォーマル教育

ザンビア
行政能力向上と制度構築

マラウイ
行政能力及び専門性の高い人
材育成
南アフリカ
地方政府の行財政能力向上

援助受入体制強化プログラム

ガバナンス支援

青少年矯正保護

行政能力向上プログラム

行政・専門技術者養成

地方政府・自治体キャパシ
ティ・ビルディング

行政機関の機能・体制強化

行政能力水準の向上

社会問題化しているストリートチルドレン
の問題に対する法整備等への支援

援助窓口省庁を通じてた協力による関係省
庁のキャパシティ・ビルディングを強化
ルサカ近郊の未計画居住区内の開発を通じ
た地方行政組織の機能強化

総合政策、統計、税制分野での人材育成

地方政府の人材育成

個専「プロジェクト形成・評価」（1999～ 2002）
個専「資金協力実施促進」（2000～ 2001）
一般特設「投資促進セミナー」（1997～ 1998、2001～ 2002）
JOCV「プログラムオフィサー」（1992～ 2004）

個専「金融訓練運営管理」（1998）
個専「金融・財政学」（1999、2001）
個専「青少年犯罪者矯正保護」（1998）
個専「青少年犯罪防止」（1999～ 2001）
国特「非行少年処遇制度」（2000～ 2002）
個専「刑事司法制度合同セミナー」（2001）
開パト「貧困層の生活改善」（2001～ 2003）
企画調査員「コミュニティアプローチによる貧困削減」（2002～ 2003）

個専「技術協力開発計画」（2000～ 2003）
開調「ルサカ市未計画居住区住環境改善計画」（1998～ 2001）
個専「住民参加型生計向上計画」（2001～ 2002）

アフリカ地域特設「コンピュータ技術」（2001～ 2002）

国特「地域開発行政セミナー」（1998～ 2002）
国特「警察行政」（1996～ 2000）
国特「地方自治体行政」（1999～ 2001）
在外プロ形「地方政府変革プログラム」（2000）
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付録2　JICAにおける民主化関連の主な支援実績
（民主的制度の構築及び民主化を機能させるシステム関連）

*民主化を支える基盤についての協力は各分野における協力の中に織り込まれて実施されているため、ここでは記載しない。

＊本表の「協力スキーム」に関する略語は以下の事業形態を表す。
プロ技：プロジェクト方式技術協力　無償：無償資金協力　開調：開発調査　在外開調：在外開発調査　本邦プロ形：本
邦プロジェクト形成調査　在外プロ形：在外プロジェクト形成調査　開発福祉：開発福祉支援　個専：個別派遣専門家　
三国専：第三国専門家　チーム：個別専門家チーム派遣　重要政策：重要政策中枢支援　国特：国別特設研修　集団：集
団研修　一般特設：一般特設研修　個別一般：個別一般研修　現地国内：現地国内研修　三国研：第三国研修　開パト：
開発パートナー事業　ミニパト：小規模開発パートナー事業

案　件　名 スキーム 実施期間
アジア地域

民主化研究セミナー 一般特設 1995
インドネシア

選挙支援 個専 1999
国家警察政策アドバイザー 個専 2001～ 2003
警察民主化支援 プロ技 2002～
鑑識技術等 個専 2001
警察行政改革支援 国特 2002～
大学等研究・研修機関のダイレクトリー及びデータベース作成 在外プロ形 2000
NGO事業実施能力基礎調査及びデータベース作成 在外プロ形 1999
地方分権化・地方自治における地方政府の実施状況及びニーズ調査 在外開調 2001
地方自治行政 国特 2001
地方公共政策運営技術 現地国内 2000
地方政府の開発政策支援 チーム 2001～ 2004
地方行政官育成 プロ技 2001～ 2004
地方政府行政能力調査・スラウェシ4州 在外プロ形 1999
地方政府行政能力調査・西ジャワ／中部ジャワ州 在外プロ形 1999
地方政府開発行政官研修 現地国内 2000
地域開発計画基礎統計 在外プロ形 2001
地域開発の成功事例ワークショップ 現地国内 2001
地域イニシアティブに基づいた地域開発事例の収集分析 在外プロ形 2000
スラウェシ開発計画立案実施研修 現地国内 2000
スラウェシ貧困対策支援村落開発 プロ技 1996～ 2001
南スラウェシ州コミュニティエンパワメントプログラム 開発福祉 1999
東ヌサテンガラ州マルチセクターアプローチ開発モデル事業 開発福祉 2000～ 2002
西ティモール地域復興と女性開発プロジェクト 開発福祉 2001～ 2003
東ティモール

選挙広報 個専 2001
行政管理、人事行政、上級国家行政、等 集団 2001
国家開発計画 個別一般 2000
開発計画アドバイザー 個専 2001～ 2003
ODA紹介ワークショップ 現地国内 2001
法曹研修 三国研 2000～
法曹研修 現地国内 2001
フィリピン

ガバナンス支援 在外プロ形 2001
地方計画・開発行政官のための地域開発支援 現地国内 1999～ 2001
地方自治クラスター活性化セミナー・一村一品運動 国特 2001
都市化関連開発計画 個専 1998～ 2001
地域振興 国特 1997～ 2001
セブ州北西部地域開発プロジェクト 開発福祉 2000～ 2003
セブ地方部活性化 プロ技 1999～ 2004
消防訓練行政 個専 2001
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案　件　名 スキーム 実施期間
非行少年訓練施設計画及び教育・訓練プログラムの改善 個専 2000～ 2001
警察科学捜査・鑑識 個専 1998～
警察科学捜査・初動捜査 個専 1998～
薬物犯罪捜査 個専 2001
ストリートウォッチ防犯セミナー 現地国内 1999～ 2003
自動鑑識システム整備計画 無償 2002
援助調整 個専 1999～ 2001
タイ

タイ・日本　地方行政能力向上共同研究会 国特 2000～ 2002
基礎自治体開発計画策定支援プロジェクト プロ技 2001～
カンボディア

地方自治行政 国特 1999～ 2003
援助調整 個専 1994～ 2003
財政政策アドバイザー 個専 2001～ 2003

重要政策中枢支援法制度整備 重要政策
1998～ 2001
2002～ 2004

法制度整備 国特 2002～ 2004
法制度整備 長期研修 1999～ 2004
弁護士会司法支援事業 ミニパト 2001
薬物犯罪取締 個専 2000～ 2002
薬物取締法執行能力の高度化に係る地域協力 国特 2001～ 2003
鑑識理論 個専 2000～ 2001
交番制度 個専 2001
対人地雷対策・除隊兵士自立支援 企画調査 2000～ 2001
海上犯罪捜査セミナー 地特 2001～ 2005
ヴィエトナム

公務員人事 個専 1997～ 2001
行政・公務員制度セミナー 国特 2000～
重要政策法整備 重要政策 1997～ 2003
法制度整備 国特 1996～ 2002
警察官行政 個専 2001
警察官行政セミナー 国特 1998
薬物取締法執行能力の高度化に係る地域協力 国特 2001～ 2003
ラオス

地方行政官育成・地場産業振興 国特 2000～ 2003
インドシナ地域総合開発計画セミナー 国特 1998～ 2001
一村一品運動セミナー 国特 2001
国境（サバナケット地域）経済特別区開発計画 開調 2000～ 2001
タイ・ラオス国境地域総合開発計画 開調 2000～ 2001
援助調整 個専 1998～ 2004
司法アドバイザー 個専 2001～ 2004
法制度整備セミナー 個専 2000～ 2001
法整備 国特 1999～ 2003
犯罪鑑識 個専 2000, 2002
薬物犯罪取締セミナー 集団 1997, 1999～ 2000
海上犯罪捜査セミナー 国特 2001
ミャンマー

薬物対策 個専 2000
モンゴル

法整備支援計画 個専 2001
タジキスタン

タジキスタン民主化セミナー 国特 1999～ 2000
パキスタン

民主化支援 /地方行政 国特 2001～
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案　件　名 スキーム 実施期間
警察行政 国特 2002
科学捜査技術 個専 2001
ネパール

刑事司法及び犯罪防止 個専 2000
警察鑑識 個専 2001
中南米地域

民主化セミナー 一般特設 1992～ 1996
エル・サルヴァドル

市民社会と民主的統治の推進 国特 1997
民主化セミナー（国家財政） 国特 1999
中米高等警察研究所計画 個専 2000～ 2002
警察行政及び教育指導 個専 1998
民主化促進 個専 1999
経済開発計画 個専 1994～ 1999
地域開発計画 個専 2001～ 2002
ホンデュラス

参加型開発 個専 2000
持続的地域開発 個専 2001～ 2003
貧困女性エンパワメント・プロジェクト 開発福祉 2000～ 2002
コスタ・リカ

交番制度 個専 2000
税関行政 個専 1989
麻薬犯罪防止 個専 1989～ 1997
麻薬犯罪防止 三国研 1993～ 1997
刑務所の生活条件と犯罪者矯正計画 三国研 1999～ 2003
グァテマラ

地方教育行政 国特 1998～ 2001
アンティグア

経済開発計画 個専 1997
ガイアナ

地域開発計画 個専 1999～ 2003
キューバ

地域開発計画 個専 2001～ 2002
ドミニカ共和国

農村女性支援 本邦プロ形 2000
ニカラグァ

地方開発／貧困対策 個専 2000～ 2001
メキシコ

グアナファト州僻地農村住民参加型公衆衛生改善計画 開発福祉 1997～ 2000
パナマ

先住民地区協同組合育成 開発福祉 1998～ 2001
ペルー

行刑施設における処遇・保安警備・管理運営 国特 1998～ 2000
民主化セミナー 国特 2001～ 2005
貧困女性のための生計向上計画 開発福祉 2000～ 2003
ジェンダーアドバイザー 個専 2001
観光資源を活用した住民参加型生計向上プロジェクト 開発福祉 2001～
チリ

地方開発計画 国特 1996～ 1997
国土政策と地方開発 個専 1997
女性開発行政 個専 1995～ 1997
警察研修 三国研 2001～
パラグァイ

経済開発セミナー 個専 1990
市場経済化支援 個専 1998～ 2000
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案　件　名 スキーム 実施期間
ボリヴィア

地域経済開発計画 個専 1995～ 2002
教育分野における住民参加促進支援 開発福祉 2000～ 2003
コロンビア

専門職業研修を通した被害女性福祉向上計画 開発福祉 2000～ 2003
人事管理 個専 1990
ブラジル

地域警察整備（交番及び駐在所プログラム） 個専 2000～ 2001
犯罪捜査 個専 2001
アルゼンティン

人事管理セミナー 国特 1997～ 2001
アフリカ地域

民主化研究セミナー 一般特設 1995, 1997～ 1999
アフリカ民主化セミナー 一般特設 2000, 2002
債務管理セミナー 一般特設 1999
ケニア

青少年保護 個専 1997～
非行少年処遇制度 国特 2000～ 2002
刑事司法セミナー 個専 2001
金融財政学 個専 1997～
ナイジェリア

ナイジェリア民主化セミナー 国特 2000～ 2001
南アフリカ共和国

民主化研究セミナー 一般特設 1994
地域開発行政セミナー 国特 1998～ 2002
警察行政 国特 1996～ 2000
地方自治体行政 国特 2002
タンザニア

地方開発セクタープログラム策定支援 開調 2000～ 2003
村落開発キャパシティビルディング 個専 2000～ 2003
公務員倫理研修指導者養成 現地国内 2000～ 2004
セネガル

司法制度支援 在外プロ形 2001
複数地域

民主化研究セミナー 一般特設 1994
参加型開発と良い統治分野別援助研究会 調査研究 1994～ 1995
平和構築研究会 調査研究 1999～ 2001
犯罪防止 個別一般／集団 1996～ 2003
地方自治体行政 個別一般／集団 1996～ 2003
開発途上国における民主的機構への支援・強化のために 国際シンポジウム 2000
効果的な復興・開発支援のための援助の枠組みの検討 調査研究 2001～ 2002
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